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平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

小海町議会定例会議事日程 

開会年月日時 平成３１年３月 ５日  午前１０時００分 

閉会年月日時 平成３１年３月２２日  午後 ４時０２分 

開 会 の 場 所 小 海 町 議 会 議 場 

議件番号 付   議  件  名 審議結果 

 開会宣言  

 会議録署名議員の指名 

  第１番議員、第２番議員 

 

 会期の決定 

（１）会期   自 平成３１年３月 5 日 

至 平成３１年３月２２日 １８日間 

 

 町長招集あいさつ・施政方針 

 

 

 諸般の報告 

（１）議長の報告 

（２）その他の議員の報告 

 

 行政報告 

（１）町長の報告 

（２）その他の報告 

 

同意第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 
 

原案可決 

同意第２号 小海町教育委員会の任命同意について 

 
〃 

議案第２号 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約

について 
〃 

議案第３号 南佐久郡児童生徒就学相談委員会共同設置規約の 
変更について 

〃 

議案第４号 小海町過疎地域自立促進計画の一部変更について 

 
〃 

議案第５号 小海町個人情報保護条例の一部を改正する条例に 
ついて 

 〃 

議案第６号 小海町地域密着型通所介護施設の設置及び管理に 
関する条例の制定について 

〃 

議案第７号 平成３１年度小海町一般会計予算について 
 

〃 

議案第８号 平成３１年度小海町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて 
〃 
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議案第９号 平成３１年度小海町介護保険事業特別会計予算に 
ついて 

原案可決 

議案第１０号 平成３１年度小海町後期高齢者医療特別会計予算に 
ついて 

〃 

議案第１１号 平成３１年度小海町水道事業会計予算について 
 

〃 

議案第１２号 平成３０年度小海町一般会計補正予算（第５号）につい

て 
〃 

議案第１３号 平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）について 
〃 

議案第１４号 平成３０年度小海町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 
〃 

請願第 1号 町道改良工事の請願書について 

 
継続審査 

陳情第１号 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づ

いて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国

に求める意見書を提出することを求める陳情書について 
〃 

陳情第２号 町道崩落復旧工事と町営雇用促進住宅事業の説明を求め

る陳情書について 
不採択 

 
 
《追加議案》 
 

発議第１号 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基 

づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直し 

を国に求める意見書の提出について 
原案可決 
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会議の顛末  平成３１年３月 ５日 午前１０時００分に始め 

平成３１年３月２２日 午後 ４時０２分に終る 

 

 

 

地方自治法第

１２１条の規

定により説明

のため出席し

た者の職、氏名 

町 長 黒 澤 弘  会計管理者  井 出 敦 

副 町 長 篠 原 宏  子育て支援課長 井 出 浩 

教 育 長 中 島 行 男  生涯学習課長  黒 澤 五 雄 

総 務 課 長 井 上 晴 正  温泉専門幹  井 出 雄 一 

町 民 課 長 井 出 三 彦  やすらぎ園所長 井 出 宗 則 

産業建設課長 井 出 平 樹 

本会議に職務

のため出席し

た者の職氏名 

議会事務局長 井 出 直 人 

書    記 小 平 弘 恵 

 

 

 

 

 

会議開会日及び議員の出欠 

 

議席番号 氏 名 ３/５ ３/６ ３/11 ３/12 ３/13 ３/14 ３/18 ３/22 

第 １ 番 古谷  恒晴 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 

第 ２ 番 渡 辺  均 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 ３ 番 井出  幸実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 ４ 番 井上  一郎 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 

第 ５ 番 小池  捨吉 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 ６ 番 有坂  辰六 ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ 

第 ７ 番 篠原  伸男 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 

第 ８ 番 篠原  義從 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第 ９ 番 的埜美香子 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 

第１０番 井 出  薫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第１１番 新津  孝徳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

第１２番 鷹野弥洲年 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 

計 12 12 12 6 7 12 12 12 

地方自治法第１２３条第

２項の規定による会議録

署名議員 

第 1 番  古谷 恒晴  議員 

第  2  番  渡辺  均  議員 
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平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １ 日」 

＊ 開会年月日時  平成３１年３月５日 午前１０時００分 

＊ 閉会年月日時  平成３１年３月５日 午後 ４時３８分 

＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さんおはようございます。平成 31 年小海町議会第１回定例会開会にあ

たりまして一言ご挨拶申し上げます。早速ですが先月 2 月 15 日に東京で

小海町主催による「企業が憩えるまちを目指す小海町の取り組み」と題す

るシンポジウムが開催されました。私たち議員も憩うまちこうみ事業が具

体的にどのような取り組みなのかを知るために参加いたしました。私が始

めに感じたことは、この事業の内容が何なのかという以前に今回小海町が

東京でシンポジウムを開いたこと、また参加企業が 91 社、参加者が報道

関係者も含め 200 人に及んだこと、そして現職の阿部長野県知事や安藤全

国健康保険協会理事長が小海町のために基調講演を行うことなどを目の

当たりにして、率直に言うとこれは大変なことになったと感じました。先

月 26 日に協定企業であるアルファテックスの石川社長が来庁するなど現

実に動き始めており、町としても今後の受入れに対して責任ある体制が求

められ専任するスタッフの配置や、課とはいかなくても室などの整備も考

えなくてはならないのではないかと要らぬ心配をするところであります。

私個人としては、この事業が今後長野県はもとより全国から行政視察に来

ていただくモデル事業となるよう願うところでありますが、議会としては

この事業の進捗状況に対して予算などしっかり注視していくことに併せ

て、この取り組みを信じて研修や福利厚生などで小海町を訪れる企業や従

業員などすべての皆さんに対する小海町としての責任の重さに思いをい

たすところであります。ただ今の出席議員数は全員であります。定足数に

達しておりますので、ただ今から平成 31 年第１回小海町議会定例会を開

会いたします。これから本日の会議を開きます。 
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日程第１ 「会議録署名議員の指名」 

議 長 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長

において第１番古谷恒晴君、及び第２番渡辺均君を指名いたします。 

日程第２ 「会期の決定」 

議  長 日程第２、「会期の決定」についてを議題といたします。 

本定例会の運営につきまして、去る 2 月 19 日に議会運営委員会を開催

し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員長から報告を求

めます。 議会運営委員長篠原義従君。 

議会運営 

委 員 長 

ご報告いたします。 

本日招集の、平成 31 年第 1回小海町議会定例会の運営につきましては、

去る 2月 19 日に議会運営委員会を開催し協議いたしましたので、その結

果をご報告申し上げます。 

本定例会に付議される案件は、人事案 2 件、規約変更案 2 件、事件議決

案 1件、条例案 2件、当初予算案 5件、補正予算案 3件の合計 15 件であ

り、会期は本日より 3 月 22 日までの 18 日間とする案を作成いたしまし

た。なお、本日の昼休み 12 時 30 分から委員会室におきまして、議会運

営委員及び各常任委員長の合同会議を開催します。一般質問の通告は 6

日、議案質疑終了後午後 5 時までとします。但し質疑が 5 時を過ぎた場

合には、質疑終了後としますので、よろしくご協力の程をお願い申し上

げます。会期中の日程につきましては、定例会の会期中に全員協議会を

開催いたします。今のところ 12 日火曜日に開催する予定ですので、ご承

知おき下さい。以上でございます。 

議  長 お諮りいたします。 

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長から報告がありましたとお

り、本日から 3月 22 日までの 18 日間にしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

議  長 「異議なし」と認めます。 

したがって本定例会の会期は、本日から 3 月 22 日までの 18 日間と決定

致しました。なお、本日の議事日程はお手元に配布申し上げたとおりで

あります。 
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日程第３ 「町長招集あいさつ・施政方針」 

議  長 日程第３、町長より招集あいさつ及び施政方針をお願いします。 

町長、黒澤弘君。 

町  長 本日ここに平成 31 年小海町議会第 1 回定例会を招集申し上げましたとこ

ろ議員の皆様には大変ご多忙の中全員のご参会をいただき定刻に開会で

きますことを心より厚く御礼申し上げます。平成 31 年度の町政を執行す

るにあたり所信の一端を申し上げまして、議会議員の皆様をはじめ町民

皆々様方のご理解をいただくとともに、ご支援ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。早いものであと 3週間で就任 1年となります。この間議

員の皆様には新人町長ということで、温かく見守っていただきありがとう

ございました。私としましてはこの 1年様々な経験をさせていただき、よ

うやく少しずつではありますが行政というもの、また進むべき道、やるべ

き事が見えてきたような気がします。就任当初は諸先輩方にあわてずにゆ

っくりと進めていくようにというアドバイスもいただき、私なりに見極め

ながらこの１年やってまいりましたが、私の任期にも限りがあり、残すと

ころあと 3年でございます。選挙公約に掲げました「元気な小海町」をつ

くるために、新年度からは積極的に施策を進めてまいりたいと考えており

ます。さて昨年は中部横断自動車道が「八千穂高原インター」まで供用開

始となり皆様も感じていることと思いますが、人の入込がかなり増えたの

ではないかと感じております。正確には今後交通量調査などの数字を分析

したいと思いますが、直売所やレストハウスふるさとの売上等を見まして

もリニューアルしたという事もありますが確実に売上が伸びています。八

峰の湯につきましても開業から 11 年を経過した現在においても、依然と

して 17 万人ほどの入込を確保しているということでは高速道路の効果で

はないかと思います。「元気の種」は蒔かれました。このチャンスを生か

した施策の展開を図らなければならないと思いますので、議会と行政が一

体となって果敢に進められますようご協力をお願いする次第でございま

す。特に現在、地方創生推進交付金事業で進めております「憩うまちこう

み事業」につきましては、先般議員の皆様にも東京で行われたシンポジウ

ムにご参加いただきましたが、現代の時流に合致した事業ではないかと感

じております。先駆的な取り組みのため、まだまだ参加企業は少ないです

が、現代のようなストレス社会では、伸びしろのある分野だと確信してお

ります。観光という概念が大きく変化している中で、この事業を足掛かり

として、関係人口の創出と企業のリモートワーク拠点の誘致に繋げられれ
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ばと考えております。町内に目を向けますと高齢化は益々進み小集落の維

持・運営の困難さが増してきており、さらに独居の高齢者や老老世帯の増

加により、買物や移動に不便を感じている皆様が急増しております。誰も

が安心して生涯暮らす事ができるまちづくりのために、福祉施策の更なる

充実が求められています。また 31 年度は 32 年度から始まる「第 6次長期

振興計画」の策定年であります。30 年度におきまして、「町民アンケート」

「各団体等との懇談会」「地区懇談会」などを実施し、町民の皆様のご意

見やご要望をお聞きしてまいりました。少子高齢化、人口減少に伴う様々

な問題、山林や農地の荒廃、商店や農家等の後継者不足、いつどのように

襲ってくるか分からない災害に対する不安、特に健康や介護が必要になっ

た時に不安があるというご意見が多くありました。計画の策定におきまし

ては、これら寄せられたご要望等を十分に加味し、時流に沿った計画策定

を進めてまいります。 

平成 31 年度の主な事業は新規事業として、若者の定住と町内への就職を

支援するための単身者用雇用住宅の建設、空家の利用促進のための移住体

験施設の整備、買物弱者対策としての移動販売事業の導入、町民のやる気

と元気を創出するチャレンジ支援金事業、保育園エアコン設置、出産祝金

支給額の増額、人間ドック補助の社会保険加入者への対象拡大、大学等進

学者への支援金の支給、小中学校給食費の補助など、若者の定住促進、子

育て支援、高齢者支援などを積極的に推進してまいります。また、国が新

設する森林環境税を財源として地方に譲与する森林環境譲与税等を財源

に南佐久中部森林組合と協力し森林整備計画の調査策定に向け準備を始

めます。継続事業につきましては集落支援事業、憩うまちこうみ事業、町

道整備、橋梁改修工事等を進め、間伐促進、鳥獣被害対策などの農林業の

推進、子育て世代住宅取得助成事業や住宅リフォーム助成事業、プレミア

ム付商品券発行補助等による商工業の振興、観光の振興、小中学校のエア

コンの整備など、引き続き全ての町民が健康で明るく楽しく暮らせる温か

い福祉と医療の町、子育てしやすい町を目指して着実に実施してまいりま

す。 

こうした中、編成した平成 31 年度の予算規模は総額 5,175,094 千円とな

りました。一般会計は前年度が骨格予算だったため、当初予算での比較で

はなく、1号補正後の予算と比較しますと 35,012 千円、0.7％の増額とな

りました。31 年度各予算の内訳は、一般会計 3,740,000 千円、220,000 千

円の増額。国民健康保険事業特別会計 584,000 千円、25,000 千円の増額。 

介護保険事業特別会計 685,500 千円、4,500 千円の増額。後期高齢者医療

特別会計 73,694 千円、2,776 千円の減額。水道事業会計、収益的収入合



9 
 

計 91,900 千円、200 千円の減額。合計 5,175,094 千円となりました。 

次に各款・会計ごとに概要を申し上げます。歳入予算で町税は主に給与所

得の１％増加分を見込んで対前年比 11,078 千円増額の 554,608 千円を計

上し、地方交付税は国の交付額の増額を加味し、対前年比 14,000 千円増

額の 1,597,000 千円を計上いたしました。地方譲与税として 31 年度から

森林環境譲与税が創設され、6,400 千円を新たな収入として計上いたしま

した。地方消費税交付金は消費税率引き上げ予定に伴う増分として、3,000

千円を計上しました。分担金及び負担金は、10 月からの保育料無償化に

よる減額と、小学校の給食費負担金を半額にした事などにより、対前年比

8,360 千円減額の 39,766 千円を計上しました。国庫支出金は、社会資本

整備総合交付金の減額等により、前年度比 22,690 千円減額の 168,836 千

円を見込みました。県支出金は農業農村整備事業補助金等 25,105 千円増

額の 142,476 千円を計上いたしました。財産収入は本間大田団地８区画の

分譲代金 41,440 千円を計上し、定住促進につなげるべく完売を目指して

まいります。繰入金は減債基金繰入のほか、大型事業の財源に充てるため、

地域振興基金・財政調整基金あわせて 279,427 千円の基金繰入金を計上い

たしました。町債は過疎対策事業債においてハード事業で 199,900 千円、

ソフト事業で 40,000 千円、合計 239,900 千円とし、緊急防災・減災事業

債を 5,000 千円、地方交付税を補填するための臨時財政対策債を 82,000

千円計上し、町債の合計は前年度比 5,300 千円増額の 326,900 千円を計上

しました。 

歳出予算で議会費の総額は 68,743 千円を計上し、前年に比べ 1.4％の増

額となりました。主たる要因は議員報酬と視察旅費の増額によるもので

す。内容につきましては、議員報酬、事務局人件費、議会だよりなど議会

活動に要する経費となります。 

総務費の総額は 710,389 千円を計上し、前年に比べ 37.9％の増額となり

ました。総務管理費では、昨年の子ども議会に引き続き「高校生模擬議会」

を開催するほか、防犯カメラの運用で 2,120 千円、職員研修講師謝金とし

て 1,000 千円、公用車 4 台の更新で 6,900 千円、職員研修派遣関係費で

3,178 千円、単身者用雇用住宅建設関係費で 103,800 千円、移動販売事業

関係費で 14,000 千円、また、組織改正に伴い地域おこし企業人関係費、

憩うまちこうみ事業関係費を総務管理費に移行した関係で企画費が対前

年度比 189,005 千円の増額になりました。地域振興費には町民皆様の発想

豊かで発展性のある取り組みに対し助成するチャレンジ支援金を 10,000

千円計上いたしました。また、総合センター運営費につきましては、今年

度から総務管理費に予算を移行しました。選挙費につきましては、4月に
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県議会議員選挙、7月に参議院議員選挙が予定されております。 

民生費の総額は 764,705 千円を計上し、前年に比べ 3.4％の減額となりま

した。主たる要因は、宅老所なごみ建築費の減によるものです。社会福祉

費では、介護保険を利用することなく元気に暮らしている 85 歳以上の高

齢者に、5,000 円分の Pマネーを贈呈する「元気高齢者応援事業」を新た

に実施してまいります。また、北牧楽集館の給食調理室の現在使っていな

い部分を、作業所ひまわりが使用する加工室として整備します。児童福祉

費では老朽化してきた保育所プールのろ過機の改修とともに、遊戯室と給

食室にエアコンを設置し、保育環境の改善を図ります。また中学校管理棟

跡地のちびっ子広場に小さな子ども用の遊具を追加設置し、子育て世代が

使いやすい環境を整えます。さらに出産祝金支給事業においては、第 3子

以降の出産祝い金を増額して更なる支援をしてまいります。衛生費の総額

は 344,158 千円を計上し、前年に比べ 6.7％の増額となりました。保健衛

生費では本年度から被用者保険加入者に対しても、最高で１人 15,000 円

の人間ドッグ補助を新たに行うことにいたしました。また、引き続き佐久

医療センターの不採算部門や小海分院に対する財政支援を行い、地域医療

の充実を図ります。町営バスにつきましては新たにワゴンタイプの小型車

を導入し、乗客の少ない時間帯での運用をしてまいります。 

農林水産費の総額は 172,072 千円を計上し、前年に比べ 13.0%の増額とな

りました。主たる要因は、小倉原の耕作条件改善事業によるものです。 

農業振興費では老朽化したコンバインを更新し、農家の負担を軽減し、引

き続き特産品の生産・販売促進に努めてまいります。農地費では小倉原の

農道改良のほか、小海原の県営畑総実施に向け、県とともに計画を進めて

まいります。林業費では新たに交付されることになった森林環境譲与税を

活用する新たな森林管理システムについて、当町に合った方法の検討を行

った上で実施します。また林政を積極的に進めるため、特別交付税措置の

ある林政アドバイザーを森林組合から派遣していただき、町内の造林事業

の推進と林地台帳の登録、整備を進めます。 

商工費の総額は 360,647 千円を計上し、前年に比べ 0.4％の増額となりま

した。商工業振興費では引き続き Pポイント事業による各事業参加者等へ

のポイント付与、プレミアム付き商品券発行事業補助、住宅リフォーム補

助事業、店舗新築等助成事業、雇用定住促進事業など商工会と連携し取り

組んでまいります。観光費では重要な観光資源であります白駒の池周辺の

整備をはじめ、松原湖周遊遊歩道の整備を実施します。八峰の湯につきま

しては健康増進、地域振興、交流人口の増加に寄与することを目的に運営

しておりますが、今後も温泉運営委員会と共に経営のあり方を検討し、多
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くの皆様にご来場いただき、満足いただける施設づくりを目指してまいり

ます。また、入浴料等について、見直しの検討をしてまいります。 

土木費の総額は 252,456 千円を計上し、前年に比べ 17.5％の減額となり

ました。主たる要因は 道路橋梁修繕工事の減によるものです。主な事業

では、平成 26 年に法定化された道路施設の点検のうち、トンネルの点検

が２度目のサイクルに入ってまいります。また、同点検により一定の劣化

が見られた橋梁について、5年を 1サイクルとして順次修繕が必要であり

ますので、今後５年の間に修繕が必要と診断された橋梁９橋を当年度中に

詳細設計を実施してまいります。 

土村相木線は、道路拡幅工事を社会資本整備総合交付金において実施し、

今年度完了の予定としています。 

消防費の総額は 150,346 千円を計上し、前年に比べ 2.6％の増額となりま

した。主たる要因は、常備消防費の佐久広域連合への負担金の増額による

ものです。非常備消防費では第１分団東馬流班の小型動力ポンプ付軽積載

車 1台を更新し、第２分団本間川班の積載車車庫を新設します。また、消

火栓ホースの更新を計画的に行い、災害対策を強化してまいります。 

教育費の総額は 448,240 千円を計上し、前年に比べ 14.3％の増額となり

ました。主たる要因は、大学等進学支援金制度の新設とエアコン設置工事

によるものです。教育総務費では私の公約でもありますが、大学等への進

学の際の家庭の経済的負担を軽減する事を目的に、１人当たり 30 万円の

支援金の支給を新たに実施します。また、小・中学生の給食費を約半額に

することと、エアコン設置により中学校組合分担金も増額になっておりま

す。小学校費では引き続き学校校舎の改修を行うほか、ランチルーム・職

員室などにエアコンを設置してまいります。多様化する教育課題の中で、

引き続き町費加配によるきめ細かな少人数教育と支援、次世代教育の推

進、地域と連携した学校づくりを進めてまいります。社会教育費では北牧

楽集館の会議室にエアコンを整備するなど、楽集館の利便性の向上を図り

充実した運営に努めるほか、公共施設維持管理の一環として大畑公民館の

屋根修繕工事、また文化財保護事業として本間十二社の修繕工事にそれぞ

れ補助金を交付します。その他、平成 32 年度の発刊をめざして町志第 5

編の編纂、友好都市大洗町との小学生体験事業を引き続き実施してまいり

ます。保健体育費では小学校の給食費を現在の約半額の 27 千円に減額し、

各家庭の経済的負担の軽減を図りますが、不足分については一般財源で対

応し、今までどおりの給食の提供を行ないます。また、スケートセンター

においてはリンク面の修繕工事を実施してまいります。 

災害復旧費の総額は 4,000 千円を計上し、迅速な復旧工事等に対応してま
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いります。 

公債費の総額は 459,244 千円を計上し、前年に比べ 0.4％の増額となりま

した。 

国民健康保険事業特別会計予算の総額は 584,000 千円を計上し、前年に比

べ 4.4％の増額となりました。主たる要因は国民健康保険事業費納付金の

増額によるものです。国民健康保険事業の運営につきましては、より一層

の財政の健全化を図りながら、制度の安定的、持続的な運営と被保険者の

負担の公平性確保に努めてまいります。なお平成 31 年度の国保税率につ

きましては、県から提示されている 31 年度の納付金額を踏まえ、平成 30

年所得が確定する 5月に、近年の情勢等をあらためて総合的に検討し決定

してまいります。 

介護保険事業特別会計予算の総額は 685,500 千円を計上し、前年に比べ

0.7％の増額となりました。主たる要因は、居宅介護サービス費の増額に

よるものです。介護保険事業は第 7期計画の 2年度目となります。保険給

付費はほぼ計画どおりとなっています。引き続き予防教室など、地域支援

事業にも力を入れ、利用者本位の運営に努めてまいります。 

後期高齢者医療特別会計予算の総額は 73,694 千円を計上し、前年度に比

べ 3.6％の減額となりました。主たる要因は、保険基盤安定繰入金の減額

によるものです。引き続き広域連合との連携を図り、安定した制度運営に

努めてまいります。 

水道事業会計予算の収益的収入総額は 91,900 千円を計上し、前年に比べ

0.2%、200 千円の減額となりました。主たる要因は大田団地の新規加入が

一段落したことによる受託工事収益の減によるものです。建設改良費では

施設更新の基本計画である経営戦略を策定し、長期的な視野で計画的に老

朽施設の更新を行い、健全で持続可能な水道事業の実現を目指してまいり

ます。 

以上、概要を申し上げましたが、これから町が直面するのは、超高齢化社

会の到来、非婚化や少子化に伴う急激な人口減少、AI、ロボットなどテク

ノロジーの急速な発達、価値観の多様化などで、時代の大きな変換期がま

さに来ております。町は平成 27 年に策定した「小海町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」において、2040 年の目標人口を 3,050 人と設定しまし

た。あと 20 年でほぼ現在の３分の２になるという予測です。日本全体の

人口が減少していくという現実の中では仕方の無い数字とは思いますが、

人口が減っても明日への希望がもてる新たな社会の仕組みづくりが急務

ではないかと感じております。最近では「人生 100 年時代」というような

ことが叫ばれるようになってきましたが、何よりも大切なのは「心の豊か
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さ」「満足度」というようなものではないかと思います。 

最後になりましたが、冒頭で申し上げましたとおり、「元気な小海町」を

つくるため、新年度からは積極行政を推進してまいる所存でございます。

議員の皆様方には是非とも町の元気づくりのため、町民の皆様の満足度の

向上のため、同じ方向を向いて進んでいただければ幸いに存じます。 

以上、私の所信の一端を述べさせていただきました。 

議員各位を始め町民の皆様のご理解とご協力を切にお願い申し上げ、施政

方針といたします。 

それでは続きまして当初予算以外の議案につきまして、議事日程順に総括

的なご説明を申し上げます。まず、同意第１号、固定資産評価審査委員会

委員の選任同意につきましては、今まで 2期委員を務めていただきました 

新津克雄さんが、3月 8日をもって任期満了退任となりますので、新たに

中島厚一さんについて選任の同意をお願いするものでございます。次に同

意第 2 号、小海町教育委員会委員の任命同意につきましては、3 月 31 日

をもって鷹野智恵さんが任期満了を迎えるため、新たに小須田真美さんに

ついて任命の同意をお願いするものでございます。次に議案第 2号、戸籍

に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約につきましては、南佐

久郡と北佐久郡の各町村に東御市、小諸市、佐久市を加えた 12 市町村の

戸籍サーバーを 1つにし、設置及び管理を南牧村に委託するものです。次

に議案第 3号、南佐久郡児童生徒就学相談委員会共同設置規約の変更につ

きましては、南佐久郡児童生徒就学相談委員会の事務局を佐久穂町教育委

員会から小海町教育委員会に変更するものです。以上 4 件につきまして

は、本日審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

次に議案第 4 号、小海町過疎地域自立促進計画の一部変更につきまして

は、計画にやすらぎ園・保育所・児童館のエアコン設置及び集落再生支援

事業の修正、チャレンジ支援金事業及び移動販売事業を追加するもので

す。次に議案第 5号、小海町個人保護条例の一部を改正する条例につきま

しては、個人情報の定義の明確化に伴い、要配慮個人情報の取扱等につい

て改正がなされた事に伴う条例の整備です。次に議案第 6号、小海町地域

密着型通所介護施設の設置及び管理に関する条例につきましては、現在建

設中の「なごみ」を、介護保険法に基づくサービスを提供する施設として

位置づけるため、設置及び管理に関する条例を定めるものです。これに伴

い小海町宅老所の設置及び管理に関する条例は廃止します。次に議案第

12 号、平成 30 年度小海町一般会計補正予算第５号につきましては、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 60,895 千円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ 4,155,369 千円とするものです。主な補正内容は精算に伴うものです
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が、歳入につきましては、国庫補助金のうち土木費補助金で防災安全社会

資本整備総合交付金が、31 年度分が前倒しでついてきたため、73,450 千

円を新たに計上しました。県補助金では、農業施設災害復旧費補助金が査

定により確定しましたので 12,090 千円を減額いたしました。財産運用収

入では財政調整基金の運用収入を 16,927 千円追加いたしました。財産売

払収入では大田団地８区画売却収入につきまして、今回全額を減額といた

しましたが、現在検討されている方が３名おられますので、引き続き契約

成立に努めてまいります。雑入では、南佐久環境衛生組合規約の一部変更

に伴う財産処分で、新ごみ処理施設の基金返戻金を 18,527 千円計上しま

した。町債では、川久保八那池線法面対策事業のため、公共事業債を56,000

千円計上いたしました。歳出では、土木費で川久保八那池線法面対策工事

関係費で 159,720 千円、除雪関係費で 9,700 千円の増額、災害復旧費では

査定による事業費確定で公共、農林あわせて 27,020 千円の減額となりま

した。次に議案第 13 号、平成 30 年度小海町国民健康保険事業特別会計補

正予算第 3 号につきましては、歳入歳出予算とも 28,986 千円を減額し、

予算の総額を 586,706 千円にするものです。主な内容は保険給付費の減に

よるものです。次に議案第 14 号、平成 30 年度小海町介護保険事業特別会

計補正予算第３号につきましては、歳入歳出予算とも 29,992 千円を減額

し、予算の総額を 656,171 千円にするものです。主な内容は保険給付費の

減によるものです。 

以上、本定例会に提案いたしました議案につきまして、その概要を申し上

げました。それぞれ詳細につきましては、副町長、担当課長等からご説明

いたします。よろしくご審議のうえ、すべての議案につきまして、可決決

定を賜りますようお願い申し上げ、議案の総括説明とさせていただきま

す。よろしくお願い申し上げます。 

日程第４ 「諸般の報告」 

議  長 日程第４、「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告事項は、議事日程つづりの 4ページに申し上げてござい

ますので、ご確認の程をお願いいたします 

その他、報告事項のある方はお願いします。 

以上で「諸般の報告」を終わります。 

日程第５ 「行政報告」 
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議  長 日程第５、「行政報告」を行います。 

町長から行政報告をお願いします。 

町長、黒澤弘君。 

町  長 では、5点についてご報告いたします。まず 1点目ですが 2月 3日に氷上

トライアスロンの第 30 回記念大会が開催され、エキスパート部門 98 人、

リレー部門 19 組と近年では最多の参加者となり、天候にも恵まれたこと

から応援や見物の皆さんも多く大変賑わいました。次に 2点目としまして

スケートセンターの今年度の営業実績ですが、最終の入場者数は 16,334

人で、昨年の 18,722 人から比べると、2,388 人、12.8％の減となりまし

た。原因は、佐久長聖高校が今年から軽井沢に練習拠点を移したことによ

るものです。次に 3点目としまして、議員の皆様にもご足労いただきまし

た「憩うまちこうみ」のシンポジウムですが、最終的には 91 社、200 名

を超える皆様にご来場いただき、大成功を納めることができました。早速

帰りに提携３社とは別に 2 社の方から利用したいとの申し入れがありま

した。今後は受け入れ態勢の整備をしっかりと進めていきたいと考えてお

ります。次に 4 点目としまして、2 月 19 日に県町村会の定期総会が開催

されたわけですが、会長の藤原川上村村長から、本定期総会をもって会長

職を退任したいとの申し出があり、役員会において了承されました。後任

には羽田長和町長、副会長は市村小布施町長の就任が決まりました。最後

に 5点目ですが、当町にも出張所を出していただいたデータサービスの坂

本会長が昨年の 12 月 31 日にお亡くなりになり、27 日にお別れの会があ

り参列して参りました。87 歳ということでした。また同じ日に、株式会

社千代田テクノルの細田会長が、フランス共和国から国家功労勲章を受け

ることになり、その叙勲式に招待されフランス大使館に行って参りまし

た。千代田テクノルは、国内で放射線計測器製造を行う唯一の事業者とし

て、また、輸入を含めた国内販売シェア９５％を有する立派な会社だそう

であります。以上 5点ご報告といたします。 

議  長 以上で町長の報告を終わります。 

他に、行政報告がありましたらお願い致します。 

 町民課長     【南佐久環境衛生組合議会第１回定例会の報告】 

        【小海町営路線バス等運営審議会の報告】 

【小海町介護保険懇話会の報告】 

【小海町国民健康保険運営協議会の報告】 

子育て支援課長 【子育て支援推進委員会の報告】 

産業建設課長  【小海町上水道運営審議会の報告】 

観光交流センター所長 【松原湖高原観光交流センター運営委員会の報告】 
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議  長 以上で「行政報告」を終わります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・ 

代表監査委員・会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

○ 議案の上程  

議  長 

 

これより議案の上程をいたしますが、本日は議事日程のとおり、同意第

１号から議案第３号までは上程から採決まで、議案第４号から第１４号

までは上程から説明までといたします。 

それでは、順次議案を上程いたします。 

日程第６ 同意第１号 

議  長 日程第６、同意第１号、 

「固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」を議題といたしま

す。 

 事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

     （町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

（討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから同意第１号を採決いたします。 

本案を原案のとおり賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 

したがって同意第１号は原案のとおり同意する事に決定いたしました。 

日程第７ 同意第２号 

議  長 日程第７、同意第２号、 

「小海町教育委員会委員の任命同意について」を議題といたします。 
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事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

     （町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

（討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから同意第２号を採決いたします。 

本案を原案のとおり賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 

したがって同意第２号は原案のとおり同意する事に決定いたしました。 

日程第８ 議案第２号 

議  長 日程第８、議案第２号、 

「戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約について」を 

議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

10番議員 あくまでも経費削減での観点からという説明であったわけですけれど、

私、大震災が 3.11 であって何年か経つわけですが、あの時に大規模災害

の時点で情報をどうするかという議論がかなりされたという思いがある

んですけれども、そういった時にこういった情報を集中させていくと。

経費削減のためだけに集中させていくという点でのそういった議論とい
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うのはどのようになされてきたのかという点を伺いたいのですけれど

も。 

総務課長 今全国的にクラウド化ということで各町村とか個々に管理するというこ

とではなくて集中的に１箇所でそういった情報を管理していくというこ

とが推し進められていまして、今回も定住自立圏ということで佐久市が

中心となってこの事務等の集約化、それから効率化を図って国から助成

金等をいただくような事業でございますけれども、この定住自立圏の合

同部会の中でこれが検討されて決められてきたということでございます

のでご理解をいただきたいと思います。 

10番議員 具体的には国の情報処理の流れとかいろいろ定住自立圏というような話

もされましたけれども、そういった行政の流れの中でこういったことが

されているといことは理解できますけれども、私が心配しますのは先程

の 3.11 の大震災ではないですけれども、例えば南牧村で災害を受けたと

いうことになれば関係市町村のそういったデータというのは関係市町村

に残っているのかどうかという点だけお伺いして終わりたいと思いま

す。 

総務課長 バックデータは取ってありますので例え南牧が何かあってそこのサーバ

ー室が駄目になったとしてもデータは他の所にもう一箇所保管している

ということで、両方がいっぺんにやられるとすれば困ることですけれど

も、環境の違う、環境の違うと言いますか近くにある所にやってあると

言うことですのでご理解をいただきたいと思います。 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

（討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第２号を採決いたします。 

本案を原案のとおり賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 

したがって議案第２号は原案のとおり可決する事に決定いたしました。 

日程第９ 議案第３号 

議  長 日程第９、議案第３号、 

「南佐久郡児童生徒就学相談委員会共同設置規約の変更について」を議題

といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 
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（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（教育長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

（質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

（討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。これから議案第３号を採決いたします。 

本案を原案のとおり賛成する方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員と認めます。 

したがって議案第３号は原案のとおり可決する事に決定いたしました。 

日程第１０ 議案第４号 

議  長 日程第１０、議案第４号、 

「小海町過疎地域自立促進計画の一部変更について」を議題といたしま

す。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１１ 議案第５号 

議  長 日程第１１、議案第５号、 

「小海町個人情報保護条例の一部を改正する条例について」を議題とい

たします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 
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（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（総務課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１２ 議案第６号 

議  長 日程第１２、議案第６号、 

「小海町地域密着型通所介護施設の設置及び管理に関する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

ここで午後 1時まで休憩といたします。 

                       （ときに 11 時 58 分） 

議  長 休憩前に引続き会議を開きます。 

先程 12 時 30 分から議会運営委員及び各常任委員長の合同会議を開催し

ましたので、その結果を議会運営委員長から報告願います。 

議会運営委員長 篠原義従 君 

議会運営

委員長 

ご報告いたします。 

議会運営委員および各常任委員長による合同会議の結果、各常任委員会

の審査日程が決定しましたので、ご報告いたします。 

3 月 13 日（水）午後 3時から総務産業常任委員会、視察なし。3月 14 日

（木）午前 10 時から予算決算常任委員会、視察なし。3月 18 日（月）午

前 10 時 00 分から民生文教常任委員会、視察なし。3 月 18 日（月）午前

10 時 30 分から予算決算常任委員会、視察なし。また、只今お手元に配布

いたしましたが、追加で陳情がございましたのでご報告申し上げます。 

なお、午前中申し上げましたとおり、全員協議会を 12 日火曜日に行う予

定ですのでご承知おきください 

以上でございます。 
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日程第１３ 議案第７号 

議  長 日程第１３、議案第７号、 

「平成３１年度小海町一般会計予算について」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（副町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１４ 議案第８号 

議  長 日程第１４、議案第８号、 

「平成３１年度小海町国民健康保険事業特別会計予算について」を議題

といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１５ 議案第９号 

議  長 日程第１５、議案第９号、 

「平成３１年度小海町介護保険事業特別会計予算について」を議題といた

します。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 
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日程第１６ 議案第１０号 

議  長 日程第１６、議案第１０号、 

「平成３１年度小海町後期高齢者医療特別会計予算について」を議題と 

いたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１７ 議案第１１号 

議  長 日程第１７、議案第１１号、 

「平成３１年度小海町水道事業会計予算について」を議題といたします。 

 事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（産業建設課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第１８ 議案第１２号 

議  長 日程第１８、議案第１２号、 

「平成３０年度小海町一般会計補正予算（第５号）について」を議題と

いたします。 

 事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（副町長説明） 

議  長 説明が終わりました。 
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日程第１９ 議案第１３号 

議  長 日程第１９、議案第１３号、 

「平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて」を議題といたします。 

 事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第２０ 議案第１４号 

議  長 日程第２０、議案第１４号、 

「平成３０年度小海町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て」を議題といたします。 

事務局長に議案の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

（町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。 

日程第２１ 請願・陳情等 

議  長 日程第２１、請願第１号、陳情第１号及び追加しました第２号を一括し

て議題といたします。 

請願・陳情書の朗読は各委員会でお願いいたします。 

請願・陳情書について補足説明のある方は挙手をお願いいたします。 

（補足説明なし） 

議  長 補足説明なしと認めます。 

○ 散   会 
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議  長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

議案質疑は明日 6日、水曜日、午前 10 時から行います。これにて本日は、

散会といたします。 

ご苦労様でした。               （ときに 16 時 38 分） 
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平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ２ 日」 

＊ 開会年月日時  平成３１年３月６日 午前１０時００分 

＊ 閉会年月日時  平成３１年３月６日 午後 ３時５１分 

＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さんこんにちは。平成 31 年第 1 回定例会 2 日目の開会にあたりまし

て一言ご挨拶申し上げます。一昨日西馬流で横断歩道を渡っていた高齢

者が怪我を負う事故が発生いたしました。私はこの時間役場にいまして

警察の方が防犯カメラの確認に来ていました。町は昨年 19 基の防犯カ

メラの設置を行なっており保育園児や小中学生の見守りなどの他に交

通事故や盗難などにも効力があることを改めて実感した次第でありま

す。さて、昨日黒澤町長の行政報告にもありましたが、先月の 27 日に

黒澤町長が東京のフランス大使館に小海町の親善大使である千代田テ

クノルの細田会長がフランス政府より勲章を受ける授与式に招待され

ました。私も細田会長ともお付き合いがありその内容について少し触れ

させていただきます。千代田テクノルは放射線被爆線量を測定するガラ

スバッジの製造と個人向けモニタリングなどを行なっている会社であ

ります。日本国内はもとより海外へも事業展開をしており、今回フラン

ス国内における病院のレントゲン技師や原子力関連従事者など放射線

量計測器の普及に対しての功績により授与となりました。黒澤町長によ

りますと大使館のセレモニーには代議士や医師、医療研究者など 60 人

位が招かれたそうです。その中で自治体の首長としては大洗町の小谷町

長と黒澤町長だけが招待を受けたようです。細田会長は日頃、小海町の

事を気にかけており、事あるごとに親善大使としての役目を果たしたい

と言っておりますが、私はこれからも黒澤町長に対していろんな場面で

いろんな方を紹介しながら交流を深めることも小海町の一助になれば

との考えではないかと勝手に思いを巡らす次第であります。 

ただ今の出席議員は全員であります。定数に達しておりますので、これ
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から本会議を開きます。 

なお、小海町議会規則第 55 条において質疑は同一議員につき同一の議

題については 3回を超えることができないこととなっておりますので、

再度議員の皆さんのご協力をお願いいたします。 

○ 議事日程報告 

議  長 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 

本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育長・

代表監査委員・会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。 

産業建設 

課 長 

おはようございます。大変申し訳ございませんが、昨日ご説明申し上げ

ました水道事業会計の予算書の関係でございます。22 ページに給水調

査表というものが付いてございますが、こちらにつきまして各口径ごと

の給水栓の数が載っておる訳ですが、こちらについて誤りがございまし

たので、今朝皆さんのお手元にお配りしましたものと差替えをお願いし

たいと思います。尚、システム上から拾った数字で予算化しております

けれども、そちらの数字と合っているものとなりますのでよろしくお願

いいたします。 

日程第１ 「議案第６号「小海町地域密着型通所介護施設の設置及 

び管理に関する条例の制定について」の訂正について 

議  長 日程第 1、「議案第６号 小海町地域密着型通所介護施設の設置及

び管理に関する条例の制定について」の訂正についてを議題とし

ます。 

町民課長に説明を求めます。 

     （町民課長説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

     （質疑なし） 

議  長 これで質疑を終わります。これから討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

     （討論なし） 

議  長 これで討論を終わります。 

お諮りします。ただ今町長からの申し出のとおり、議案第６号を訂正

することに賛成の方の挙手を求めます。 

     （挙手全員） 
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議  長 挙手全員と認めます。したがって、町長からの申し出のとおり訂正す

ることに決定いたしました。 

 

日程第２ 議案第４号 

 

議  長 日程第２、議案第４号、 

「小海町過疎地域自立促進計画の一部変更について」を議題とい

たします。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで、質疑を終わります。 

日程第３ 議案第５号 

議  長 日程第３、議案第５号、 

「小海町個人情報保護条例の一部を改正する条例について」を議

題といたします。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

（質疑なし） 

議  長 これで、質疑を終わります。 

日程第４ 議案第６号 

議  長 日程第４、議案第６号、 

「小海町地域密着型通所介護施設の設置及び管理に関する条例の制定

について」を議題といたします。これから質疑を行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

     （質疑なし） 

議  長 これで、質疑を終わります。 

日程第５ 議案第７号 

議  長 日程第５、議案第７号、 

「平成３１年度小海町一般会計予算について」を議題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも予算説明資料で、ページごと

に行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 
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１ページから２ページ 

職員調書 

３ページ 

職員在籍数調べ 

４ページから６ページ 

 一般会計概要 

10 番議員 まず初めに 1 ページから 4 ページまでの資料を追加をお願いしました

ところ忙しい中で作っていただきましてありがとうございます。対象

の見方がこれで最初に出されたやつと今度のやつと言う中で黒澤町政

の動きが見えてくるのではないかということで御礼申し上げます。一

つ私お願いもう一つありまして実は 6 ページ、説明資料の方で言いま

すけれど、6 ページの一番上の「平成 31 年度世帯当り、一人当りの予

算額」とそういう書き方をされているんですけれども、「世帯当り、一

人当りの予算額」はその下段の方ですね。下段の方であって上の表は

それぞれの数値を表していると私は認識したんですけれども、もし私

の認識が正しいと言うことであればその辺をまた工夫して書き換えて

いただきたいと思うんですが如何でしょうか。 

総務課長 ご指摘につきましてはおっしゃるとおりだと思います。ただこの基礎

数値があって予算を割り出すということでセットとして考えてここに

作ってありまして、もしまた表示の仕方がこれでは分りづらいという

ことであればご指導のとおりにまた考え直したいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

議  長 ７ページから９ページ 

 町税予算内訳書 

【歳入】 

１０ページ  １款 町税 １項 町民税 

２項 固定資産税 

３項 軽自動車税 

１１ページ  ３項 軽自動車税続き 

２番議員 性能割という中身を私理解してないんですけれど、どういう中身の事

を意味しているか教えていただければと思います。 

総務課長 これにつきましては自動車税が電気自動車ですとかハイブリットです

とかそういったものが今度課税の仕方が変わってくるということで、

それによってこの税額も変わってくるという内容なんですが、細かく

はまた予算決算の中で細かい資料をお出ししてご説明したいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 



29 
 

議  長 ４項 市町村たばこ税 

       ５項 入湯税 

２款 地方譲与税 １項 地方揮発油譲与税 

１２ページ  ２項 自動車重量譲与税 

       ３項 森林環境譲与税 

３款 利子割交付金  

４款 配当割交付金  

１３ページ  ５款 株式等譲渡所得割交付金 

６款 地方消費税交付金 

12 番議員 教えてもらいたいんですけれど、地方消費税交付金のところに内容説

明で一番下のところに交付額 88,000 千円のうち 38,000 千円を社会保

障経費に充てるとあるんですけれど、これは消費税をそういった目的

に使えという意味であるのか、割合も決まっていて 38,000 千円という

数字が出てくるのかその辺のところを教えてもらいたいんですが。 

総務課長 これにつきましては国の方からの指導により社会保障費に充てるとい

うことが決められているわけですけれども、すみません、その割合に

つきましてはまた後程はっきりしたところを調べてご報告させていた

だきます。 

12 番議員 消費税の交付金が入ってくると一般財源に入ってくると思うんです

が、その今書いてある右側のところに 3-1-2 の老人福祉費 19,700 千円

以下そこに3つ書いてあって合計が38,000千円ということであります

けれど、それに使うということが書かれていますが、それが支出のと

ころでどうなるかと言うと老人福祉費は 48 ページですよね。48 ページ

の老人福祉費の一番下の合計を見てもこの金額がどういうふうに出て

きたかということが分からないんですけれど、この表で明示してある

のにもかかわらずその支出の方では全くそういったことが分からな

い。一般財源に入ってしまうから分らないんだと言えばそれまでです

けれども、ここのところに内訳が書いてあることと支出の方で何も触

れていないというのはどう捉えたらいいのか教えてもらいたいのです

が。 

総務課長 入ってくるものはあくまで一般財源扱いになってしまいますので、支

出の方では一般財源の他地方債ですとかその他財源補助金等として分

けるだけでありますので、一般財源の中に入れるしかないと。もし今

後そういうことであれば一般財源の欄を二段にして説明資料ですから

表示だけしてという方式になってこようかと思いますけれども、一般

財源ですからあくまで支出の方ではそういった色分けはしていないと
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いうことでご理解をお願いしたいと思います。 

12 番議員 消費税の交付金がそういった社会福祉に使われているんだということ

が分かるようにという意味合いもあるかと思いますので、支出の方で

今ここに載っております老人福祉費あるいは心身障害者福祉費、予防

費とあるんですけれど、消費税がそういった目的で使われているよと

いうことを何処かで明示する必要が今後あるんではないかと思いま

す。どうでしょうか。 

総務課長 それでは例えば説明欄にそういったことを記載するのか、それとも財

源内訳のところを工夫するのかということをまた検討させていただき

ましてご要望に沿ったようにしていきたいと思います。 

議  長 ７款 ゴルフ場利用税交付金 

       ８款 自動車取得税交付金     

１４ページ  ８款 自動車取得税交付金 ２項 環境性能割交付金 

10 番議員 環境性能割交付金ということで新しく載っているんですけれども、先

程同じようなことがあったんですが、伺いたいのは実際には 10 月から

という計画であるのを当初予算から載せるとそういったことに対する

考え方というか、対応というかそこら辺はどのように考えているかお

願いします。 

総務課長 消費税も 8％から 10％に上がるということを加味いたしまして他の予

算も消費税が上がった分については上げたなりに支払いの方も増えた

分は増えたなりに予算措置をしております。この環境性能割につきま

しても既にこういうふうになるということが公になっておりますの

で、当初予算で載せさせていただいております。以上です。 

議  長 ９款 地方特例交付金       

１０款 地方交付税    

１１款  交通安全対策特別交付金   

１５ページ １２款 分担金及び負担金 １項 分担金 

       ２項 負担金 

１６ページ  ２項 負担金の続き 

１３款 使用料及び手数料 １項 使用料 

１７ページ  １項 使用料の続き 

       ２項 手数料       

１８ページ １４款 国庫支出金 １項 国庫負担金         

１９ページ  ２項 国庫補助金 

３項 国庫委託金 

２０ページ １５款 県支出金 １項 県負担金   
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２１ページ  ２項 県補助金        

２２ページ  ２項 県補助金の続き 

２３ページ  ３項 県委託金 

１６款 財産収入 １項 財産運用収入 

２４ページ  １項 財産運用収入の続き 

       ２項 財産売払収入 

１７款 寄付金             

１８款 繰入金 １項 特別会計繰入金        

２５ページ  ２項 財産区繰入金     

３項 基金繰入金 

１９款 繰越金              

２６ページ ２０款 諸収入 １項 預金利子 

２項 貸付金元利収入 

       ３項 受託事業収入 

       ４項 雑入 

２７ページ  ４項 雑入の続き 

       ５項 延滞金加算金及び過料 

２８ページ ２１款 町債             

  

【歳出】 

２９ページ  １款 議会費           

３０ページ  ２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 

12 番議員 防犯カメラの管理料あるいは防犯カメラ回線料ということで載ってい

ますが、30 年度から防犯カメラを設置していただきまして先程議長の

招集の挨拶の中にもあったんですけれど、当初防犯カメラを設置する

のは通学路とか子供たちが通るようなところということで設置してき

た経過があるかと思います。防犯カメラを設置していただきたいとい

うことで私も一般質問をしたんですが、その時に町村境だとか主要道

路の町村境とかそういったところに犯罪だとか起きた場合速やかに対

応できるようにということでお願いしました。ところが実施した時に

子供たちの安全を守るためのものでその辺を中心にやってこれから

徐々にそういった主要道路にも防犯カメラを設置して増やしていくと

いうことが回答としてあったわけですけれども、通学路周辺以外の主

要道路へのカメラ設置の状況、今後の見通しはどのようになっている

かお聞きしたいと思います。 

総務課長 現段階におきましては新年度予算でもカメラの新設は予定しておりま
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せん。また今後検討いたしまして無いよりはあった方がいいというこ

とでありますので、極力前向きに検討してきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

12 番議員 もう一つ中部横断道が八千穂高原インターまで開通いたしましてそこ

からの車の出入りが多くなるから佐久穂との町村境の方に設置してい

ただきたい。これについては中部横断道からの車の通過ということも

ありますので、やはり町だけではなくて国土交通省とかそういった国

道 141 号線を管理する国道の方に対しても町の費用でなくてもそちら

の方に国として設置していただくように働きかけていくようにという

ことも議会で申し上げた経過がありますが、この辺の取組みはされて

いるかどうかお聞きします。 

産業建設 

課  長 

長野国道とも相談しろということですけれども、道路管理者とすれば

道路を管理するためのカメラだというものですから、多分動画は撮っ

てなくて 10 分に 1回の静止画像だと思います。防犯ということになり

ますと当然公安委員会とかそういったものとの協議もあろうかと思い

ますので協議を重ねるという必要はあろうかと思います。 

７番議員 会計電算処理委託料 4,183 千円ですけれども、昨年確か聞いた時には

公会計のやつが確か 29 年度 12,000 千円程かけて委託して作成したと

思います。昨年は 3,000 千円と私の記憶では伺っているんですけれど、

今年この会計電算処理委託料4,183千円ということでありますけれど、

これは全部公会計の委託料ということで解釈してよろしいわけです

か。 

総務課長 はっきりと申し上げられませんが全てというわけではないと思います

ので、また後程調べてご報告申し上げます。 

議  長 ３１ページ  １目 一般管理費続き 

３２ページ  ２目 財産管理費 

７番議員 昨年から今年で終りということでありますけれども、公共施設等個別

施設計画策定委託料 12,010 千円ということでありますけれども、昨年

も確か 10,700 千円程いってるかと思うんですけれども、この進捗あん

ばいとこれをどのように活用していくかお尋ねいたします。 

総務課長 これにつきましては 2 年間に亘ってやっているものでございまして、

できた暁にはその公共施設の耐用年数ですとかそういったものを順次

見て整備を計画をしていくということに役立ていくということでよろ

しくお願いいたします。 

議  長 ３３ページ  ３目 広報費 

３４ページ  ４目 企画費 
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12 番議員 地域おこし協力隊のところにあります移動販売業務委託料ということ

で 4,000 千円ということで、昨日の説明の中では商工会に移動販売車

で売ってあるくという業務をお願いするということで説明がありまし

たけれど、ここで業務の委託を商工会とした理由についてお聞きした

いと思います。 

総務課長 商工会と決めましたのは商工業振興、それから高齢者の買い物弱者対

策ということをセットでやりたいということでこれを例えば○○スー

パーに一手にお願いするとかそういったことでは町内の商工業者全体

の活性化には繋がらないということで、商工会と協議をしまして商工

会として受けていただいて、そこに参加を希望する商店等につきまし

てはすべて仲間にしてやっていただきたいということで商工会に委託

をしたいということで決めたものでございます。 

12 番議員 今そういった説明でありましたけれども、ＪＡにはそういった話はし

なかったのか、全く対象外と考えたのか。現状ですとやはり地域の家

庭の事情とかそういったことを把握しているのはＪＡかなり把握して

いると思いますし、また要するに生活物資の販売と言いますかそうい

ったこともＪＡはやっているわけでございますが、そういった中にあ

ってもＪＡは検討の対象にならなかったのかどうかお聞きしたいと思

います。 

総務課長 小海の商店街振興ということが一番最初に話の中で出てきたものです

から正直申し上げましてＪＡは最初からその対象に入れてなかったと

いうことが真実でございます。 

12 番議員 地域おこし協力隊による不便な所に住む地域の人達の支援ということ

ではなくて商工業振興が目的だということになってきますとここにあ

るのもまた別の話だと思いますけれども、議案質疑ですのでそれ以上

の事は言いませんけれども、もう一つ起業支援補助金として 1,000 千

円ありますけれど町がこういうかたちで移動販売車まで買って委託先

も決めてお願いをしているわけですけれども、そういう中にあっても

起業支援補助金というのは支出と言いますか補助されるのですか。お

聞きしたいと思います。 

総務課長 これにつきましては昨日の説明でも申し上げてございますが、対象と

なるのは平田隊員、3年間活動していただいた平田隊員が小海に定住を

して起業したいということですので、その起業支援金につきましては

国の方の制度で町が 1,000 千円補助すればそれが交付税で措置される

というものでございます。ですから移動販売の起業支援とは直接はリ

ンクはしておりませんけれども、ただ移動販売をやっていただく今度
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来る隊員がいるわけですが、この方が 3 年間経って今度は自分の事業

としてこの移動販売に移っていただくときにはこの起業支援金の対象

になってくる可能性はございます。この場合には今度移動販売車の貸

付だとかそういったものを今回は商工会に委託するということで無償

貸付でということで考えておりますけれども、そうなった時にはまた

その制度の見直しも考えていかなければならいとは考えております。 

９番議員 今の関連で鷹野議員からもＪＡには話はいかなかったのかということ

だったんですけれど、直売所の方にも話はしなかったのかお願いしま

す。 

総務課長 まだ全体として進め方について商工会も細かくは決めていない部分が

ございまして、当然直売所のお弁当なども視野に入れて考えておりま

すので、ちゃんとした時期が来ましたら直売所の方も仲間に入れて当

然話はしていくものと考えております 

２番議員 今の件に関してなんですけれども、私が理解しているのは買物弱者を

支えるというのがメインの目的で、それをどういったふうにやるかと

いう手段のかたちとして商工会等が商店街振興になると。主たる目的

は商店街の振興というものがあってという説明を今受けたんですけれ

ども、もし商店街の振興ということがメインであれば所轄が総務とい

うことではなくて産業建設課の方が扱うべきではないかと私は感じた

んですけれどもその辺は如何でしょうか。 

総務課長 これはどっちが優先するという話ではなくて両方両立したかたちで福

祉もやりたい、商店街振興もやりたいということで、これにつきまし

ては町長の公約でもございまして、前回の議会の全員協議会で庁舎内

の組織改正についてお話をしましたけれども、今度渉外戦略係という

のを企画係に変わって人員も 1 名増として作ります。町長の公約に関

わる仕事については全てここで集約をしてやっていきたいという考え

方でおりますので、商店街振興だから産業建設課とかそういう意味合

いではなくて総務費でもって仕事をやるとことでございますのでご理

解をいただきたいと思います。 

２番議員 分りました。ただもう一つ懸念するのは予算が微妙に振り分けられる

危険性がありはしないかということでそこはきっちり分けて精査して

進めていただきたいと思います。それから補助金のところなんですけ

れども、これはまさに私凄く評価しておりますチャレンジ支援金と性

格が似てくるんじゃないかと。今平田君にという話が出ましたけれど

も、彼もチャレンジの方でやれば一つ 3 年間で 1,000 千円というエン

トリーも出来るわけでして、ここだけ特別に彼をということに配慮し
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た理由というのはどうしてなんでしょうか。 

総務課長 これは国の方でこれを交付税措置をしてくれるということですので、

町としては要するに一般財源を使わなくても出来る事業でありますか

ら平田君の場合にはこれを使ったと。それから町のチャレンジ支援金

につきましてはご承知かと思いますが 3 年間で最大 1,000 千円という

扱いですので今回この制度につきましては 1 回で 1,000 千円という補

助金が出るということでこれは平田君にとっても使い易いと言います

か得な方の補助金だということですのでご理解をいただきたいと思い

ます。 

２番議員 分りました。そう言うことであれば他にも協力隊メンバーおられます

けれども、今後もこの手の同様に配慮していくということでよろしい

でしょうか。 

総務課長 それは先程も申し上げましたが、この制度が国の制度としてある限り

はそのようにしていきたいとそのように考えております。 

７番議員 今と同じところで関連してなんですけれども、補助金で起業支援補助

金として 1,000 千円ということでありますけれども、小海町地域おこ

し協力隊設置要綱によればそういった文言は全然無いわけでありまし

て起業するかしないかは別として、ただ最後に町長が必要とするもの

はこの他にあるものは町長が別に定めるというように書いてあるわけ

でして、今回の場合は 1,000 千円の根拠、それから今名前が出ており

ました平田さん、大変私もご指導いただいてお世話になっているわけ

ですけれども、いったい幾らの事業をやってこのものは 1,000 千円と

いうようになっているのか。1,000 千円という根拠を出されました起業

事業の内訳をお願いしたいと思います。 

総務課長 協力隊の方の規約には書いてないのは協力隊を卒業した以降の補助金

ということですので、そこにはこの 1,000 千円の補助金が記載してい

ないというのはそこでご理解をいただきたいと思うのですが、1,000

千円使う事業の内容につきましては予算決算までに細かい資料を提出

するようにしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

７番議員 この後予算決算委員会があるからですけれども、ここ頻繁本会議での

質疑の際に後で資料、あとで資料を出すということでこの本会議の質

疑は何なのかと。ある程度今日出席している皆さんは管理職でありま

すからこの担当する課の中の予算の内訳の概略はみんなそれぞれ掴ん

であるのではないかと。それはそれで余談ですけれども補助金でこの

人が 1,000 千円、今度他の人がやる時にはどのくらい出せるのか。も

う一律 1,000 千円なのかということになってきて、またこれがいい事
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業であると見たならば町で単独で出しても私はいいと思うんですよ。

そういったもので設置要綱のところには卒業 3年、１年を限度として 3

年までという要綱にはなっているけれども、その他の細かいことが別

に町長が定めると書いてあるだけですから、これからも地域おこし協

力隊の人が町に残ってくれるということは町にプラスで大変いいこと

だと思うんですよ。そのためには誰でもが見ても分るものを定めるべ

きではないかと。ただ 1,000 千円と言いますけれど交付税だから 1,000

千円と言っても地方交付税で来ると言っても一般財源扱いになってく

るものを簡単にただ 1,000 千円と。何やるかまだ分らないということ

で出てくるとすれば一般の町民から見たらこの 1,000 千円というもの

は大変大きなものだと思うんですよ。これこれこういうことをやるか

らこの 1,000 千円で地方交付税で進行すると。そしてやっぱりこうい

ったことについても一定の基準というものを私はこれから明確にして

おかなければおつかみでその時その時の感じで出していくのではやっ

ぱり公平性に欠けるのではないかと。こういった地域おこし協力隊小

海町に来て頑張ってもらえるということは有難いから誰でもが見て小

海町の地域おこし協力隊の呼びかけに対してはこういったメリットが

あるかということになればいろいろの分野で地域おこし協力隊が来て

くれる可能性があるかと思いますが、その辺の検討を今度していただ

けるのでしょうか。 

総務課長 大変申し訳ございませんでした。平田隊員のやろうとしていることは

自然体験ですとかキャンプですとかそういったものでお客さんを小海

に呼び入れてそれを指導したり案内したりするというような事業をや

ることをしたいと。ただテントを買ったりですとかロープですとかい

ろいろな資材を今回調達するわけですけれども、これについて大変申

し訳ございません。私も細かい数字までは掴んでおりませんでしたの

でまた後程と言うお答えになってしまったわけですが、大変申し訳ご

ざいませんでした。そういうことで勉強不足の部分をお詫びを申し上

げます。それから要綱につきましてはおっしゃるとおりでございます

ので、きちっとしたものをまた検討しまして人によって変わることの

ないようなかたちを作ってまいりたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

10 番議員 同じところでちょっと伺いたいと思いますけれども、私起業支援補助

金というのは国の制度で 3 年間協力隊として活動された方がそういっ

た関連の中で起業する人に 1 回だけ 1,000 千円を出すと、そういった

制度になっていると思うんですよ。だから平田隊員がこの 3 年間活動
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されてきたことと今度起業する事業と関連性の中で補助対象になるの

かというのは私はちょっと疑問を持つと。今、総務課長がこの 3 年間

平田君が頑張ってきた内容を聞いた時にそういった疑問が生じたわけ

です。だからそこら辺の関連性はまた調べていただいて委員会の方で

もいいですからお願いしたいと思います。それで私ここで伺いたいの

は移動販売車を設置するという話の中で商工会に委託と、地域振興と

いう話が大きくされていますけれども、元々買物難民が非常に増えて

いるとそういう話の中から私はずっと進んできたのだと認識している

んですけれども、行政の方では小海町は買物難民と言われる人達がど

のくらいいるのかというような調査はされているのかどうかという点

だけ伺いたいと思います。 

総務課長 商工業振興という言葉もそれだけ一人走りしてしまうところもあるん

ですが、それは今、薫議員さんおっしゃったように一番の目的は買物弱

者救済というところであります。それは考え方としては全然変わってお

りません。ただそこに町内の業者の皆さんに関わっていただくことによ

って商店街振興も同時に図られるという意味でご説明をしているわけ

でございますのでその辺のご理解はまたいただきたいと思います。それ

から調査をしているのかというご質問につきましては、民生委員の皆様

にご協力をいただきまして独り暮らしですとか老々世帯で今後不便を

感じると思われる皆さん、これは民生委員の皆様に判断はお任せしたわ

けですけれど、そういった皆様に１軒１軒回ってアンケート調査、意向

調査をやっていただきました。町内の対象者数が 231 世帯ありました。

それから回収が 181 世帯ということで回収率は 78.4％ということにな

っております。その中で調査した内容は「移動販売を必要とするか、し

ないか。それから見守りサービスを必要とするか、しないか。配食サー

ビスを必要とするか、しないか。」というようなことで調査をいたしま

した。移動販売につきましては直ぐに利用したいという方が 89 世帯ご

ざいました。もともと世帯多いわけですけれども、一番多かったのが東

馬流の 14 世帯、それから土村南町の 11 世帯、八那池の 9世帯、本間川・

溝の原・五箇・杉尾で 8世帯、芦谷・大畑 9世帯、親川も 9世帯という

ような調査内容になっております。私が見た感じやはり今後自動車の免

許を返してしまうとかそういったことで不便になる方がもっとどんど

ん増えてくるんじゃないかと思われます。調査につきましてはこんなか

たちで実施して参りました。以上です。 

２番議員 地域おこし企業人のところで「さとゆめ」負担金 3,500 千円計上されて

おおりますけれども、これの中身とそれから需用費の 1,000 千円はどう
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いう細目なのか教えていただきたいと思います。 

総務課長 まず負補交の 3,500 千円ですが、これは今企業人として町の方でやって

いただいております小松さんの人件費相当分になります。それから需用

費につきましては事細かくはこれがいくらでと言うご説明は出来ませ

んけれども、例えばダイレクトメールを作成したり送ったり、それから

東京等へ営業活動に行ったりですとか、そういったことをする中での稼

働消耗品ということでまた細かくは資料をご用意したいと思いますけ

れどもよろしくお願いいたします。 

９番議員 その下の憩うまちこうみ事業の今回たぬきや改修工事ということで出

ていますが、あそこ国定公園だと思うんですがその辺の関係はどういう

ふうになっているかお願いします。 

総務課長 国定公園の場合に新しく新たに立て直すですとか作るとかそういった

ことにつきましてはもの凄い制約があって、おそらくやるにしてもかな

りの時間と労力を要すると思われますが、これにつきましては改修とい

うことで簡単な申請で改修は出来るということでございますのでご理

解をいただきたいと思います。 

２番議員 今のたぬきや改修工事費のところなんですけれども、用地の費用という

のはどういうふうになっているのかを一つ教えていただきたい。 

総務課長 この用地につきましては現在松原諏方神社の持ち物ということになっ

ておりまして、諏方神社の関係の皆様それから松原区の皆様の方にはお

話をして了解を得ているところでございます。 

２番議員 ということは費用は発生しないという理解でよろしいのでしょうか。 

総務課長 今予算に載せてありませんけれども、今まで漁業組合が神社に対して漁

協が使っていたということで賃貸料というか使用料を払っていたよう

です。ここではっきり私達が使うようになれば同じように漁協も使いま

す、私達も使いますということになればまた神社の方とも話をして使用

料をお支払するようになると思いますので、今回予算には載せてありま

せんが補正の方でまた対応したいと思いますのでその節はよろしくお

願いいたします。 

２番議員 分りました。それからもう 1点その上で委託料で憩うまちこうみ事業で

10,000 千円、これは委託先というのは「さとゆめ」さんになるのか。

もしそうであればこの委託の中身はどんな中身で 10,000 千円の予算が

用意されているのか教えてください。 

総務課長 委託先につきましてはおっしゃるとおり「さとゆめ」になります。この

中には 5項目で考えておりまして、まず組織の事業モデルを検討・設立、
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組織といいますのはこちらの受入れ組織になりますけれども、それに関

わる経費として 2,000 千円、それから組織の法人化検討経費として 830

千円、事業を都市部企業へ周知し事業参加を募るための広報や調査費と

して 1,870 千円、マーケティング調査による企業選定・企業紹介・営業

アドバイスとして 2,100 千円、プログラムの構築と実施に要する経費・

事業コーディネイト委託料として 3,200 千円ということで今のところ

内容の方は予定をしてございます。また細かくはまた言って怒られるか

もしれませんが、細かくはまたご説明したいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

２番議員 今企業への周知し事業参加を募るための経費等申されましたけれども、

先ほどの活動消耗品費のところで 1,000 千円のところでＤＭの話があ

りましたよね。同じような活動を 2箇所にやられるという理解でよろし

いでしょうか。 

総務課長 ダブって同じような事はしませんのでそれぞれ予算は使い分けてやっ

ていくということでよろしくお願いいたします。 

議  長 34 ページまでとし、ここで 11 時 15 分まで休憩といたします。 

                      （ときに 11 時 02 分） 

議  長 休憩前に引続き会議を開きます。 

３４ページ  ４目 企画費 

３５ページ  ４目 企画費続き 

３６ページ  ４目 企画費続き 

10 番議員 町営単身者雇用促進住宅建設工事費ということで 100,000 千円、それ

から監理委託で 3,000 千円、プロポーザル報償費 800 千円という予算

でありますけれど、これまでの話のあった南町の土地は田んぼの跡地

ということで造成費が当然必要となってくると認識しているわけです

が、そこら辺はどのように考えているのかということと併せて造成の

やり方にもよるだろうと思いますが、図面そっくり使えるというかた

ちにはならなくなるのではないかと、下げるということになればね。

それは法しろに出てくるわけですから。そこら辺の面積計算というの

は出来ているのかという点を伺いたいと思います。 

総務課長 造成工事費につきましてはこの 100,000 千円の中に一応含みで現在の

所考えております。それから現地を調査しまして高いところ低いとこ

ろあるんですけれども、それを半分にしますと大した法も付かずに造

成できると、土量もたいしたことないということは現地で確認はして

おります。面積丸々使えるかとお話でございますけれども、現地測り

まして今計画しているのが 10ｍ、20ｍの総 2 階の建物でございますけ
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れども、それについてもゆっくりと収まるということで考えておりま

す。 

10 番議員 これまでのいろいろの建設工事ですとかそういうものは特に建物を建

てる時に造成費も含めて予算にするというようなやり方はあんまり思

いつかないわけでありますけれども、是非住宅建設そのものにかかる

お金、それからそれ以外にかかるお金、造成費なんかはもちろん別だ

と思うんですけれどもそういうことはきちんと分るようにしていただ

きたいというのがお願いです。議長、関連で申し訳ないんですけれど

も同時に崩落した場所の工事、予算化されているわけですけれども繰

越明許にかかっているということでそこでは聞けないので関連で伺い

たいのですけれども、現在の事業の進行状況、進捗率はどのようにな

っているかという点をもしよかったら許可願いたいのですけれども。 

産業建設 

課  長 

進捗率ですけれども 3 月 4 日入札いたしました。内田孔建設さんが落

札しました。現在は施工計画を立てているという状況でございます。

以上です。 

10 番議員 土地売買があったんですけれども売買契約はもう終わったのですか。 

産業建設 

課  長 

はい、済んでおります。 

11 番議員 すみません、35 ページで空家等のところでお願いいたします。15 節と

17 節のところの移住体験施設改修工事、それからその下の土地の事も

ありますけれど、その場所と大きさだとか広さとかその辺を教えてい

ただきたいと思います。 

総務課長 この事業につきましては議員の皆様方から一般質問で再三に亘り覚え

ている中では的埜議員それから井上議員の方からこういったものを是

非作って農業後継者の体験受入れだとかそういったものに利用しても

らいたいという要望を頂きまして今年度事業化をするものでございま

す。土地建物につきましては親沢の一番上の方にある大きな空家でご

ざいます。お分かりかと思いますけれども現場視察の時に時間が許す

ようであればご覧をいただければと思いますけれども、建物の総面積

は 240 ㎡です。それから土地につきましては 1,480 ㎡という広さの土

地でございます。以上です。 

11 番議員 以前は東京の方が持っていたかと思いますが、その辺の時の売買の金

額あるいは土地にしてみれば今の現状、親沢の相場とかそういうこと

を勘案しているのでしょうか。 

総務課長 現所有者につきましても東京の不動産関係の方が所有しております。

引続きそれにつきましては競売で落札したままずっとその方の所有で
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あるということで、はっきりとした額は分らないんですが、当時二百

何十万円とかで競売で落としたということでございますけれども、そ

の後その方も結構お金を掛けたということで、交渉の中で「5,000 千円

くらいでどうですか」という話をして今交渉を進めております。以前、

私他の方を紹介してその時には不動産屋の方に幾らくらいならという

話をしたら、当時は 7,000 千円くらいの話をしていたわけです。交渉

する方に「5,000 千円くらいに値切って交渉したらどうですか」という

話をしたんですが、その時にはどうも 5,000 千円では返事をしなかっ

たということで、いろいろ情勢が変わってきてその方ももてあまして

いる部分が見えてきましたので思い切って今 5,000 千円で交渉はして

おります。税の評価でいきますと土地については 6,363 千円、それか

ら建物については 5,060 千円ということで、未だ 11,000 千円強の価値

があるということで課税がされております。以上です。 

11 番議員 あの建物は入母屋造りでして以前雨漏りがするということで、確かに

染みがあったりしてました。天井にね。その辺の情報入ってますか。 

総務課長 正直申し上げて雨漏りがしているという情報は聞いてはおりません。

ただ中は見させていただいてお風呂ですとかトイレですとか台所です

とかそういったところにつきましては今の様式と言いますか、今お使

いになる方にはちょっと合わないだろうなということで、それでその

改修工事として 7,000 千円を見込んでいるものでございます。もし雨

漏り等ございましたらまたその中で対応して行きたいと思います。 

２番議員 単身者雇用住宅のプロポーザル費用という所で昨日 4.5 社に 1 社 200

千円くらいのプロポーザル費を出して、これは企画コンペのようなか

たちでやられるように伺ったんですけれども、そのような理解でよろ

しいでしょうか。 

総務課長 そのとおりでございまして現在想定しておりますのは 5 社の皆さんに

プロポーザルに参加していただきたいなということで考えておりま

す。落札された 1 社の方にはこの報償費はお支払しないと、漏れた 4

社の方にお支払するということで考えております。 

２番議員 分りました。5社限定という話ですけれどもなるべく広くこの事業を周

知する意味でも間口を広げて応募受け付けるということを考えたらど

うかと思っておりまして今質問したわけですが、併せてその下の監理

委託料 3,000 千円、これはどんなような人で用意されている予算でし

ょうか。教えて下さい。 

総務課長 これにつきましては 1 級建築士の資格のある方を選んでお願いしたい

と考えております。 
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２番議員 1 級建築士の方に監理を委託するんですか。ちょっと中身が分りませ

ん。 

総務課長 プロポーザルの審査と施工監理を委託したいということでございま

す。 

７番議員 36 ページの上から３行目の派遣職員・職員研修旅費で 1,693 千円、そ

れから派遣職員住宅借上料で 1,439 千円と計上されておりますが、派

遣職員はどれくらいの期間行ってるわけですか。そしてまた小海を離

れていくといろいろな経費面でも負担になると思いますがそれらも加

味された中で 1,693 千円計上されたわけですか。 

総務課長 派遣期間は 2 年を予定しております。活性化センターとの話の中であ

る程度の職階にいるものを派遣していただきたいということで、１年

目は一般職員として働いてもらいますが 2 年目から管理職として地域

活性化センターの中の課長という役を担っていただくということで話

をしております。それから派遣経費、旅費ですとか借上料等につきま

しては諸々おっしゃるとおり東京に行けばそれなりの経費は掛かりま

す。そういったことでそれも加味して予算を計上させていただいてお

ります。以上です。 

７番議員 職員の長期に亘る研修の場合には 1 日日当とか幾らとか決まっている

わけですけれども、それらを換算されてこの中で職員の派遣の旅費は

どれくらいそれから費用弁償的なことも含め、それから職員の研修旅

費と合わせて 1,693 千円ですけれども、派遣職員の分だけですとどれ

くらいですか。分らなければまた後でいいですけれども。 

総務課長 大雑把で申し訳ございませんけれども派遣職員の分だけでおおよそ

1,050 千円、残りが一般職員の研修費ということで考えております。 

２番議員 今の段の下の方に総合戦略策定業務委託料、それから第 6 次長期振興

計画策定計画委託料がありますけれども、まず戦略業務策定委託料と

いうのはどういう中身の作業をどういったところに委託する予定なの

かお聞かせ下さい。 

総務課長 これにつきましては委託先はまだ決定しておりません。総合戦略につ

いてこの第 6 次長期振興計画と併せて計画を立てていくものでござい

ます。 

２番議員 ということは 1,500 千円、2,000 千円は一体の事業として捉えてよろし

いのでしょうか。 

総務課長 かなりダブってくる部分があると思いますので、ただ必ずしも一体に

なるかといえばはっきりと今申し上げられませんのでよろしくお願い

いたします。 
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２番議員 私もちょっとはっきりどこでどう線が引かれるのか分らないですけれ

ども、何か同じような作業をするように見受けられるんですけれども、

もう一度どんな線の引き方ができるのか教えていただけませんか。 

総務課長 中身そのものは先程も申し上げましたがダブルと言いますか町が進ん

でいく方向を示す計画ですのでダブルと言いますか同じような内容に

なると思います。ただ総合戦略というのはこれを策定しないと地方創

生の交付金これの対象になりませんので、交付金をいただくための計

画書をまた別に作るということでございますのでご理解をお願いいた

します。 

議  長 ３７ページ  ５目 地域振興費 

11 番議員 チャレンジ支援金についてお伺いいたします。昨日の副町長の説明の

時には時間の都合もあり早く進んでしまいましたけれども、その中で

要綱があるわけですけれども、おそらくいろんなことが採用されるの

ではないかというように私は受け取ったんですけれども、これ中を見

させていただきますと人件費だとかそういったものは当然含まないと

いうように書かれていると思いますが、もしこの中で本当に素晴らし

い計画が出てくればうれしいなと期待しているところでありますが、

これやること自体によっては殆どが人件費みたいなことになってくる

場合もあるかと思いますがその辺はどのように考えているでしょう

か。 

総務課長 基本的に人件費は対象としないということですので人件費以外のもの

を対象にしていきたい。例えば先般も相談があったのですが果樹の里

を作りたいとある集落で。その場合対象になるかという話がございま

して「苗木を買って皆さんで遊休荒廃地を減らすために苗木を買って

植えるということであればいいんじゃないですか。対象になる可能性

がありますよ」という話をさせていただきました。「ただその中で人件

費、人力の分ですね、それは当然対象にはなりませんよ」と。苗木を

買うだとか、肥料を買うとかそういう部分についてはいいかもしれな

いですけれども、審査会を開いてみなければはっきりしたことは言え

ませんけれども、そういったかたちのもので考えていただければ具体

的かなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

議  長 

 

10 番議員 

       ６目 積立金 

３８ページ  ７目 総合センター運営費 

総合センターの話で下の説明のところに総務企画で担当と書きながら

管理運営は社会福祉協議会で行うという説明があるんですが、社会福

祉協議会は定款を変えてこういった仕事もするのかとそこら辺は如何
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でしょうか。 

やすらぎ 

園 所 長 

今、井出議員おっしゃるとおりでございまして社協が運営する場合は

当然定款の変更が必要になってまいります。これにつきましては 3 月

28 日の予定ですが理事会、評議員会を開催しますのでその中で定款の

変更を行っていくということで今準備を進めているところでございま

す。 

10 番議員 28 日に社協の理事会計画されているということでそこで説明したいと

いうことですけれども、問題は社協がそういった仕事を定款を変えて

やるとなれば予算はどうなるのかという点を伺っておきたいと思いま

す。 

やすらぎ 

園 所 長 

予算措置につきましては町と管理委託契約を今審議していただいてい

るところでございますが、結んで町から委託料を頂くというかたちで

ございますが、予算措置上では社協から町に経費の負担行為をしてい

るわけですが、その中で相殺というかたちで今こちらの方の予算措置

はしているところでございます。 

10 番議員 あんまり突っ込んだ議論したくないんですが、新しくやる仕事だから

あんまり相殺ということではなくてやっぱり町からの委託でやってい

る仕事が社協は多いわけですよ。ですから一つ一つ明確にやはりこれ

はこれ、これはこれというかたちにした方が理事会での説明でも安心

できるのではないかと思いますが如何でしょうか。 

やすらぎ 

園 所 長 

井出議員理事という立場でそういうご発言いただいておりますが、今、

現状の予算措置上では使用料というかたちでは町からの負担金という

かたちでは予算計上していないということで、社協から町への相殺と

いかたちで予算措置しているというのが現状でございますのでそうい

うことでお願いしたいと思います。 

２番議員 今の社会福祉協議会の委託というか行うにあたって、この間社会福祉

協議会でも現場スタッフの募集をしたりしておりますが中々人材が確

保できないように伺っております。そういう中で新たに新しい業務が

入ってくると益々その現場スタッフの作業が増えるんじゃないかと思

いますので、今、井出議員も提案しましたけれども、私もしっかり新

しい事業でやる時には新しい枠組みで事業を立て直ししてその年寄り

の現場のサービスに配慮できるような態勢で進めていったらどうかと

思いますがそこら辺は如何でしょうか。 

やすらぎ 

園 所 長 

渡辺議員さんにおかれましても社協の理事という立場でいろいろご協

力いただいているところでございますが、いずれこちらの管理といい

ますかご存じのとおり総合センターにつきましては、楽集館が平成 27
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年に開所以来正直申し上げまして利用頻度等は以前に比べては少なく

なっているというのが現状でございます。それに立地的に社会福祉協

議会が同じ敷地内で目と鼻の先にあるという中での効率的という表現

も何ですが、利用者の皆さんに利便性を高めるためには社会福祉協議

会で業務を受けるのは利用の管理それに伴う使用料の管理というかた

ちになろうかと思いますが、そういうことにある程度限定という中で

の業務ということで、おっしゃるとおり社会福祉協議会も人数的には

限られているわけですが、昨今も職員の補充等進めていく中でまた社

会福祉協議会の運営に支障がないかたちで進めてまいりたいと考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。 

議  長 ３９ページ  ２項 徴税費 １目 税務総務費 

４０ページ  ２目 賦課徴収費 

４１ページ  ３項 戸籍住民登録費  

４２ページ  ４項 選挙費 

４３ページ  ４項 選挙費続き 

４４ページ  ５項 統計調査費  

６項 監査費    

４５ページ   負担金等交付団体の概要 

７番議員 45 ページ以前に戻ってしまい申し訳ないんですけれど、先般楽集館で

明治大学の学生の発表会があり聞いてきてアドバイスも受けたわけで

すけれども、明治大学の学生というのは全部自費で来て明治大学の学

生、町費の負担というものは一切ないわけですか。 

総務課長 細かい数字までは把握しておりませんけれども、町の方からも若干経

費を負担しておりますのでまた後程細かい数字についてはご報告した

いと思います。 

議  長 ４６ページ ３款 民生費 １項 社会福祉費 １目社会福祉総務費 

４７ページ １目 社会福祉総務費続き 

10 番議員 中段でその他福祉費の中でこの間ずっと議論がありました多子世帯支

援事業ということで一般会計の方でやられるということで、国保、建

設国保それから医師国保という皆さんの均等割に対する18歳以下3人

目を町で応援する事業という認識していますけれども、ここで伺いた

いのは国保は 4 方式と言いまして、所得と固定資産それから均等割、

平等割というかたちで課税をしているわけですけれど、建設国保と医

師国保組合はどのような課税の仕方をしているのかという点を教えて

いただきたいのですけれども。 

町民課長 まず建設国保でございます。これは 1人当たりが 44,400 円ということ
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で申し上げてあります。これは建設国保の場合所得割、均等割等の概

念がないということでございまして、減額される家族、学生さんとか

そういうことになりますけれどもその人達のひと月あたりの保険料こ

れが医療分と支援金分ということで月に 3,700 円になりましてそれの

12ヶ月分ということで44,400円という数字で補助対象が7名というこ

とでございます。医師国保につきましては世帯員の方の均等割額とい

うものがありまして、これが 10,500 円、月 10,500 円の 12 ヶ月分で

126,000 円という単価になりまして対象者は 1 人ということで見込ん

でおります。 

10 番議員 課長、私が伺ったのとちょっと違う答弁ですけれど、問題は建設国保

も医師国保も所得割というものが無いんですよ。ですからどんなに儲

かったって保険料は同じ訳。やっぱりそういう中で例えばこの間資料

で出してもらった 8 ページを見てもらえれば分るとおり国民健康保険

は町長あの低所得の方に対しては 7 割とか 5 割とかという減額がある

し、国保の中での高額の皆さんは限度額があってそれ以上は税金が増

えないというシステムの中で、この支援事業そのものも減免になった

皆さんには減免分を差し引いた残りと。それから限度額を超えた皆さ

んは対象にならないという制度なんですよね。国保の皆さんに対して

は。ですけれども建設国保や医師国保はどんなに儲かったって所得割

がないから税金が変わらない訳ですよ。私調べてみたら医師国保の皆

さんの平均所得は 25,000 千円だそうです。小海町は 10,000 千円所得

のある方は限度額をほとんど超えてこの支援事業の対象にならない訳

ですよ。私はそういった意味では町民の中で平等を貫くためにやると

いう点では私は反対はしませんけれども、こういった中身の制度の違

いの中で片や10,000千円を超えると支援の対象にならないけれども片

や平均所得ですよ。25,000 千円といわれるこの医師国保の皆さんは同

じ訳。でもこういう皆さんは対象になるという訳ですよ。私はこれこ

そちょっと不平等で制度設計にはあまりにもお粗末ではないかという

ふうに思いますので、是非検討をして見直しをしていただきたいと思

いますけれど如何でしょうか。 

町民課長 医師国保の限度額ということは言われるとおりだと思いますので、内

容について検討をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長 ４８ページ  ２目 老人福祉費 

７番議員 通所介護施設移転改修費補助 7,500 千円ということですけれども、こ

の事業者の移転改修の総事業費はどのくらいでしょうか。 
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町民課長 改装工事補助費ということでここにあります 7,500 千円が予算額でご

ざいまして県の助成がその 2 分の 1 ということでございます。以上で

す。 

７番議員 これは確かねむの木とお聞きしたんですけれど、場所は同じ所で改装

するから全て全額、町と県の補助があるからということでこれはあれ

ですか、介護施設の経営者の自己負担というものは一切なしというこ

とですか。 

町民課長 この場所につきましては近所ですけれども移転をいたします。金額に

つきましては町と県の負担で行うとことでございます。 

７番議員 そうすると近くに移転するということで移転の費用というか移転の土

地代ということが個人負担というか事業主負担で改装ということにな

ってくると移転となると新築になるかと思うんですが、それについて

は全て町と県の補助でみると、そういうふうに解釈していいですか。 

町民課長 施設改修ということで移転改修ということになりますけれど、改修費

及び土地の借上げの分の入ってくると思いますので、すみません。詳

細の内容につきましてはまたご報告したいと思います。 

10 番議員 今の話を伺いますと事業費の 100％を県と町で出すということであり

ますけれど、相手は介護施設とは言え民間であります。そういった点

では町が補助金を出すという要綱があると思いますので、要綱も含め

て提出をお願いしたいと思います。 

町民課長 提出したいと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長 ４９ページ  ３目 やすらぎ園運営費 

５０ページ  ４目 心身障害者福祉費 

９番議員 地域活動支援センター運営費ということで加工施設等設計委託料と加

工施設工事費ということで今回載っていますが、説明の中で北牧楽集

館を使ってひまわりの加工施設にしたいという話をお聞きしました

が、以前直売所の加工所の関係で北牧楽集館の使っていない所をぜひ

使わせて下さいという話の中では目的外使用になるということで駄目

だということをずっと伺っていました。その辺の関係はどうなるのか

お願いします。 

町民課長 この施設につきましては食品加工施設、今の調理配膳室の一部という

ことになりますが、目的としましては仕切りがちゃんと出来ていれば

そこで申請して加工施設として使えるというふうに理解しておりま

す。 

９番議員 少し以前の説明とは違っているような気がします。私はひまわりさん
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が加工施設を使いづらいという状況にあるということは知ってますの

でこの事自体は反対はしませんが、活動支援センターがこれをやると

いうことは少しおかしいのではないかと思います。例えば楽集館の方

でやって楽集館が貸出すというようなことは考えなかったのかどうか

その辺をお願いします。 

町民課長 この事業につきましては食品衛生法に適用した飲食物の提供販売等も

含めまして就労移行サービスを提供する中で、ひまわりの工賃収入を

上げるための施策ということもございますので、楽集館の方で行う事

業とは一線を画していると理解しております。 

10 番議員 楽集館を直すというところはこの予算書では全然見えないのですがど

ういうふうに理解したらいいのかと思います。 

町民課長 楽集館の今の調理配膳室ということでございます。3分の 2ほどは今調

理室として使われておりまして西側の部分が今全然使われていないと

いう状況でありまして、そこを利用させていただいて加工施設に修繕

をして惣菜、乳製品、お菓子等の加工をしたいというのが事業の内容

でございます。 

10 番議員 私が聞いたのは楽集館にこの施設を作るというのはこの予算書ではど

こにも見えないということを言ってる訳です。ですから例えばやるに

しても楽集館を直しにしても予算書を見ればそういうふうに分るよう

にしていただかないとこれを読むと地域活動支援センターを私は直す

というふうに理解する訳ですよ。ですから是非そこら辺は誰が見ても

分るような予算書の作り方をしていただくと。それから楽集館だって

ある意味用途変更という形になるんじゃないんですか。そういう点か

らすればやはりそういったものだってきちんと資料を出していただい

てこういう形にしたいからそこを直しという形に私はやるべきではな

いかと思いますが如何でしょうか。 

町民課長 予算書の説明ですと本当に分りませんで申し訳ありません。加工施設

と相談支援所の設置工事は場所が違うということになりまして、加工

施設については楽集館の一部、相談支援所の設置工事これは現在のひ

まわりのところの施設改修という内容になっておりますので、分りや

すいようにここら辺資料を作成して提出したいと思います。よろしく

お願いいたします。 

議  長 50 ページまでとしここで午後１時まで休憩とします。なお、12 時 40

分から議会運営委員会及び各常任委員長の合同会議を開催しますの

で、委員会室にお集まりください。 

（ときに12時00分） 
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議  長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

先程、12 時 40 分から議会運営委員及び各常任委員長の合同会議を開催

しましたので、その結果を議会運営委員長から報告願います。 

議会運営委員長 篠原義従 君 

議会運営 

委員長 

ご報告いたします。 

議会運営委員および各常任委員長による合同会議の結果、現地視察場

所が決定しました。視察場所につきましては一般質問終了にご報告い

たします。以上でございます。 

議  長 ５１ページ ５目 あゆみ園運営費 

５２ページ ２項 児童福祉費 １目 保育所費 

５３ページ ２目 児童措置費 

５４ページ ３目 児童館運営費 

５５ページ ４目 結婚推進・子育て支援費 

５６ページ 負担金等交付団体の概要 

５７ページ ４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目保健衛生総務費 

５８ページ ２目 予防費 

５９ページ ２目 予防費続き 

６０ページ ２項 生活環境衛生費 １目 生活環境衛生総務費 

６１ページ ２目 塵芥処理費 

６２ページ ３目 し尿下水処理費 

６３ページ ４目 住宅管理費 

２番議員 町営住宅と特定公共賃貸住宅、その他住宅と 3 分野ありますけれど違

いを教えていただきたいのが 1 点、それから現在入居の状態がどの程

度までいっているのか、その 2点を教えてください。 

町民課長 町営住宅につきましては低所得者向けの住宅になります。特定公共賃

貸住宅につきましては低所得者向けということではなくて一般の住宅

になります。その他住宅と申しますのは町営住宅にも特賃にも関わっ

てこない住宅という分け方になります。入居状況につきましてはほぼ

全部埋まっている状態でございます。 

２番議員 低所得者用と一般住宅用とそれ以外というのはどういった者が入る住

宅なのでしょうか。 

町民課長 すみません。特定公共賃貸とその他住宅につきましては建てた時の根

拠が違うということになろうかと思います。 

10 番議員 毎年芳の窪団地の害虫駆除ということで年 2 回ということで予算載る

んですけれども、その害虫駆除ずっとされているんですけれどもその

中でどのような状況なのかという点を伺いたいと思います。 



50 
 

町民課長 これにつきましては毎年予算をお願いして年 2 回ということで駆除を

実施しておりますが、効果が上がっていないのが実情でございます。 

10 番議員 是非効果が上がっていなければどうするかということを私達としても

伺いたいわけですけれども、聞いた話でありますけれども芳の窪 3 棟

ありまして最初に入って行って一番奥のところが害虫の巣になってい

るという話を伺いました。あそこに住んでおられた方が一番団地の入

口側が空いたのでそちらに引っ越したというような状況を伺っている

んですけれども、その話は確かかということと併せてだったらどうす

るんだということを私は考えていく必要があるのではないかと思いま

すけれど如何でしょうか。 

町民課長 詳しくは承知しておりませんので、また詳しいことにつきまして後ほ

ど説明させていただきます。 

議  長 ６４ページ  ５目 町営バス運行管理費 

７番議員 維持関係費で交通政策審議会委員報酬が昨年までは 9 名でやってたの

が今度は 20 名に増やして 4回と理解しているんですけれど、これは前

から交通体系等を見直していくための委員会でしょうか。 

町民課長 そのとおりでございまして今までの町営バス審議会は条例上15名の定

員でございましたけれども、実際に来ていただいていたのは 12 名でご

ざいました。今回新しく交通政策審議会ということで人員を 20 名に増

やさせてもらっています。回数につきましても町営バスのダイヤ改正

も含めまして 4回実施をしてまいりたいという内容でございます。 

7 番議員 ちょっと私も記憶が定かではないんですけれど、この部分については

また交通政策審議会条例とかは既に出されていましたっけ。その辺の

ところの説明をお願いいたします。 

町民課長 12 月に出しております。 

９番議員 今の交通政策審議会の関係ですが、これまでのバスの審議会ではなく

町全体の交通政策ということでこれから話し合われるということだっ

たと思うんですが、この町営バスの関係でのこういった予算というか

中身でいいのかどうかそう言うことが話し合われたかお願いします。 

町民課長 町営バス審議会という町営バスに限らずに全体的な将来的な交通政策

ということでやりますので町営バスを含んだ中で拡大といいますか広

く交通政策の審議をしていただきたいということでございます。 

９番議員 今、町民課長言われたように町全体の交通政策、将来的に亘ってとい

うことなので私は今までとおりの町営バスの中での話ではないような

気がするんですけれど、その辺何となく総務なのかなとそのように思
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ってしまうんですけれどもどうでしょうか。 

町民課長 中身的にはそういう内容も絡んでくるかと思いますが、今年のところ

は町営バスからの流れということもありますので、バスの管理費の方

で報酬の方は載せさせていただいております。今後は検討も必要かと

思います。 

議  長 ６５ページ  負担金等交付団体の概要 

６６ページ ５款 農林水産費 １項 農業費 １目 農業委員会費 

      負担金等交付団体の概要 

６７ページ ２目 農業振興費 

６８ページ ２目 農業振興費続き 

      負担金等交付団体の概要 

７番議員 特産品関係のところでコンバインの維持費が200千円とそれから蕎麦、

鞍掛豆のコンバインを 5,700 千円で買い替えるということであります

けれど、今後これはコンバインを 2 台でやっていくという解釈でよろ

しいですか。 

産業建設 

課  長 

新規にコンバインを 1台お願いしてございますのは 5,700 千円。8年経

過して新しいものをというものでございます。また新しいものを買っ

たといたしましてもオイル交換だとか維持費というものがございます

のでそちらの方の維持費ということでございます。 

議  長 ６９ページ  ３目 畜産振興費 

       負担金等交付団体の概要 

７０ページ  ４目 農地費 

７１ページ  ５目 山村振興事業費 

２番議員 指定管理料というのが加工所に出ておりますけれども、これは今年度

の経営の収支実態というものをいずれ明らかにしていただくことは出

来るのでしょうか。 

産業建設 

課  長 

現在まだ年度途中ということで直売所の収支につきましては現在 1 月

末時点ということで集計しております。また年度が終わりまして正式

に結果等まとめましてご報告するというかたちになろうかと思いま

す。 

２番議員 そうしますと 10,892 千円というのが変わる可能性はあるのでしょう

か。 

産業建設 

課  長 

現在指定管理にお願いする時に立てた計画に基づきました金額を載せ

てございますので、最終的には若干変更は生ずる可能性は十分にある

と思います。 
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議  長 すみませんけれどもこの指定管理料の件について産業建設課長が答え

てますけれども、指定管理後も産業建設課で扱ってるんですか。 

産業建設 

課  長 

すみません。10 月 1 日以降指定管理者の方にお願いしたわけですけれ

ども、それ以前農業振興ということで農政係の方で対応しておりまし

たので私の方で答弁させていただいたということでございます。 

議  長 ７２ページ  ２項 林業費 １目 林業振興費 

12 番議員 林業振興費の中で内容のところの最後のところに林政アドバイザー負

担金 4,000 千円とあるんですけれど、昨日の説明では特別交付税で

70％、残りは森林税でみていただけるということでございましたけれ

ど、特別交付税の内容というのは中々分りづらくて本当にそれがどう

いう形で入っているのかということもありますし、残りは森林税でみ

てもらいたいと言われたんですけれど、この 4,000 千円全額をそうい

った町の持ち出しがなくて出来るんだというそういう明確な担保とい

うものはありますか。 

総務課長 特交につきましては申請時に全て積算根拠を出しておりまして、来た

金額と突合はできますので、特交だから内容が不明確だということは

ないと思いますので、それはまたお示し出来る時にお示ししたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

12 番議員 そうしますと 100％みていただけるということですけれど、その中であ

くまで派遣の負担金ということで町の持ち出しは無しと考えていいわ

けですか。社会保険等の人件費が発生することは無いと考えてよろし

いでしょうか。 

総務課長 身分は森林組合の職員を受け入れるということですので保険だとかそ

ういったものは全て森林組合の方で措置をしていただくことになりま

すので、町は 4,000 千円を森林組合の方に出すだけということでござ

います。 

12 番議員 派遣を受けていただいた職員が町の中で林業振興を推進していくとい

うことですけれど具体的にその業務、どういったことをやってもらい

たい、どういった森林が対象になってとか業務量的な見通しはどのよ

うになってますか。 

総務課長 これにつきましては新たな森林管理システムの構築ということで不在

地主ですとか手の入っていない山林が放置されてそれが全国的に問題

になっているということで、その森林を町が代わって管理が出来るよ

うな体制をとって町がそれを意欲のある林業経営者、森林組合も含め

て個人の林業経営者もおりますけれども、その皆さんに整備を委託す

ることができて、その整備をした時に、例えば間伐して収益があった
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り皆伐して収益があった、そういった時には経費を差引いたものを町

を通して森林所有者の方に戻していくという事業を今後国が森林環境

税を使って、森林環境税国民一人当たり 1,000 円を集めてそういった

事業を始めたいということで、議員の皆さんも視察にお出でになった

かと思うんですが、西粟倉村で行われていたシステムを林野庁が先進

的な取り組みだということでそのモデルをそっくり国もモデルにして

始める事業であります。 

２番議員 ここに地域おこし協力隊関係費が出ておりますけれども、多分これ平

田さんが森林組合に行っているわけですけれども、彼は任期 6月 30 日

までと書いてありまして、この費用は 6 月末までに全部使うという費

用なんでしょうか。これに更に先行く活動費として先ほどの 1,000 千

円という費用、起業支援する費用ですけれどもその事業が加算される

ということでよろしいんでしょうか。 

産業建設 

課  長 

平田隊員の6月30日までの任期までの経費をここでは見込んでおりま

す。それから先程言われましたように起業支援金の 1,000 千円につき

ましては、こことは別だということで理解をいただきたいと思います。 

２番議員 そうしますと例えばですけれども細かいようなこと申し上げて失礼な

んですけれども、例えば研修旅費というのが 70 千円入っていますけれ

ども 4・5・6 の 3 ヶ月間で何処かに研修に行かれるということなんで

しょうか。 

産業建設 

課  長 

これから小海の方で生活されるということでそういた意味におきまし

て、いろんな資格を取得しながら生活の糧にしたいということで資格

取得するための研修旅費が含まれているということでございます。 

 ７３ページ  ２目 県有林受託事業費 

       ３目 林道費 

       負担金等交付団体の概要 

７４ページ  ６款 商工費のうち １目 商工業振興費 

       負担金等交付団体の概要 

９番議員 商工振興関係で雇用促進定住事業ということで下の説明欄にあります

が、就職等により町内に定住するものとありますが実績の関係でどう

いう人が定住しているかお願いします。 

産業建設 

課  長 

町外の方が小海の企業に就職している場合に小海に来ていただいてい

る場合もございます。それから小海出身で都会で働いていたけれども

こちらに来て家業を継ぐというものも含まれております。後いろんな

ケースがあろうかと思いますけれどもそういった方を中心に行ってい

るというものでございます。 



54 
 

９番議員 Ｕターンが何％くらいかというのは分りますか。 

産業建設 

課  長 

細かい数字につきましては持ち合わせがございませんのでまた予算委

員会の時にお話させていただきます。 

議  長 ７５ページ  ２目 観光費 

７６ページ  ２目 観光費続き 

７番議員 観光宣伝共同事業関係で大洗町交流事業で 320 千円予算計上されてお

りますけれど、これは主にどんなことをしているのか。それから私監

査委員も務めさせていただいているんですけれども、昨年のを見ます

と大洗町に行った事業費の関係も出ていますが、それはどこの予算か

ら出ているのか。それからもう一つ自治体の予算は総計予算主義を執

っておりまして大洗町に行って物品を販売したりしたものがこの予算

計上にされていない中で、町と直接小売店のところでやり取りをして

いるようなケースがあるんですが、これはこれからもそういうかたち

で進めていくわけですか。 

産業建設 

課  長 

大洗町の交流事業につきましては 11 月に行なわれております、あんこ

う祭の交流事業費の旅費ということでございます。今、篠原議員さん

おっしゃられましたように町の特産品等を調達しまして大洗の方に販

売したり試食したりというようなことを行なっておりますけれども、

先日監査委員の方からご指導もいただいておりますので分りやすく会

計処理をしたいと考えております。 

７番議員 儲かる儲からないは別としても小海町特産品のＰＲも兼ねていくわけ

ですから小海町からの特産品を持ってい行って販売したりする時には

これはあくまで予算に計上してそれで町の方から業者から買って売っ

てというようなかたちのものに是非これは執っていくべきだと思いま

す。なんか一見みたところその時の特産品の販売だけが特別会計扱い

みたいなことは私はやっぱり総計予算主義に則ってもこれは間違って

いるんじゃないかと思いますのでその辺を是非検討して改善していた

だきたいと思います。 

５番議員 一つ一般観光振興関係で白駒の池遊歩道整備ということですが、この

中身はどのような事をやるのでしょうか。 

産業建設 

課  長 

白駒の池、実際池の周りですけれども割合ぬかっているところもござ

いますので、そういったこところに木道を設置するという内容でござ

います。 

５番議員 私もですね白駒の池は回っては見てまして湿地とかあるわけですが、

それと同時に看板の整備は考えていますか。 
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産業建設 

課  長 

議員もご理解のとおり白駒の池につきましては佐久穂町、小海町共有

と言いましょうか共同の町村にあるということでございますので案内

看板につきましても佐久穂町との情報も共有しながら現在取組んでい

る状況でございます。また何処にどういった看板が必要だといことが

ありましたらまたご提案頂ければと思いますけれども、そういったこ

とで佐久穂町と情報を共有しながら看板設置も行なっているというも

のでございます。 

７番議員 各種イベント関係ということでこれがそこに入るのかどうなのか分り

ませんけれども、確か今年の 6 月の夏至祭には全国のノルディックウ

ォーキングですか大会を当町で行うと伺っておりますけれど、その関

係の予算とか経費とかというものは一切町の負担は無いということで

すか。もしそうではなくてこの予算に載っているものですというなら

ば何処の予算に載っているか教えていただきたいと思います。 

産業建設 

課  長 

上段の右のところに紅葉ウォーク 1,700 千円というものがお願いして

ございますが、大変申し訳ございません。こちらが夏至祭ということ

でお詫びと訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

７番議員 ノルディックウォーキングがどの程度の規模になるか知りませんけれ

ども、確か紅葉ウォークも補正で増額している訳であって昨年の紅葉

ウォークがいくらになったか補正後の数字が分らないんですけれど、

この 1,700 千円で全部足りると解釈していいわけですか。まだそうじ

ゃなくてもし落ちがあるならばそれはそれでノルディックウォークの

分なら分で補正というかたちで、今の解釈でいくと 1,700 千円の中に

全て、紅葉というからこれは秋やるものであろうし、それからノルデ

ィックは夏至祭ということで我々は聞いているわけですから、時期も

ずれててこの 1,700 千円で全て賄えると解釈してよろしい訳ですか。 

産業建設 

課  長 

紅葉ウォークにつきましては昨年と言いましょうか30年度につきまし

ては星祭と一緒に 2 日間に亘ってですけれども行ったということでご

ざいます。星と自然のフェスタは今年も開催する予定でございますが、

この紅葉ウォークというものを夏至祭のかかる経費ということでお願

いしたいと思います。 

７番議員 別にこれで何が何でもやれって言っているわけじゃないからね。ノル

ディックウォーキングというのは町長トップセールスで行って来てそ

れで 6 月に大々的に小海にも 1,000 人というのはオーバーかもしれま

せんけれども、それだけの人がこの時期に来るということは小海にと

って素晴らしいＰＲになるわけですから、それでこのところに載って
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なかったので私は尋ねただけであって、何が何でも星のフェスタとい

うことを聞いてるんじゃないからその辺のところを実際によく精査し

て後でどうだこうだとか言い訳しないようにしてよくその辺のところ

詰め直しして下さい。町長巷では旅費も増えているんじゃないか、交

際費も増えてるんじゃないかと悪く解釈している人もいる訳で、せっ

かくトップセールスで取ってきてこれだけの事業をやるのだったらそ

れはどんどん遠慮なく予算だってちゃんとやっておくと。もし付け落

としだとしたらそれはそれで後日やるような方向で、何も紅葉ウォー

ク 1,700 千円、これも昨年は補正している訳ですからね。その辺を十

分検討してやっていただきたいと思いますが産業建設課長どうです

か。 

産業建設 

課  長 

最大と言いますか大変大きなイベントになりますので精一杯努力して

取組んで行きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

５番議員 各種負担金ということで小海線沿線活性化協議会の話ですけれど、今

どのような事をやっているのでしょうか。 

産業建設 

課  長 

取組みですけれども沿線の市町村それから地域振興局それから佐久広

域連合等の会員の中で運営をＰＲしたりグッズの販売パンフレット等

作成しているというものになります。 

議  長 ７７ページ  負担金等交付団体の概要 

       ３目 国際交流センター運営費 

７８ページ  ４目 松原湖高原観光交流センター運営費 

７９ページ  ４目 松原湖高原観光交流センター運営費続き 

８０ページ  ４目 松原湖高原観光交流センター運営費続き 

       負担金等交付団体の概要 

８１ページ  ７款 土木費 １項 土木管理費 １目 土木総務費 

       負担金等交付団体の概要 

８２ページ  ２項 道路橋梁費  １目 道路維持費 

８３ページ  ２目 道路改良舗装費 

８４ページ  ３項 都市計画費   

８５ページ  ８款 消防費のうち １目 非常備消防費 

８６ページ  ２目 常備消防費 

       負担金等交付団体の概要 

８７ページ  ９款 教育費 １項 教育総務費１目 教育委員会費 

８８ページ  ２目 事務局費 

７番議員 大学等進学支援金 40 人 12,000 千円についてお尋ねします。先般頂き

ました資料を見ますと小海町大学等支援金支給事業とありまして大学
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等へ進学した者、対象者は大学等へ進学した者と、大学等入学時にお

いて父母等が小海町に居住し以降も居住する意志があるものと要綱の

中では謳っておりますけれども、この要綱の第 3 条の「この要綱によ

る支援金の支給の対象となる者は、大学等に進学時において進学する

者の父母等が町内に居住し、以降も居住を継続する意志があるもの」

と定めておりますが、以降も居住を継続する意志があるというのは誰

の事を指しているのですか。 

教育次長 大学等進学支援金交付要綱の第 3 条につきまして父母等が居住してい

る者に対して交付をするということでありますので、以降も父母等が

町内に居住する意志がある者ということであります。子供さんにつき

ましてはいろいろな学校に行かれるということで当然町を離れてしま

うということでありますから、父母等を定義においたという意味合い

です。よろしくお願いいたします。 

７番議員 そうするとその横のところに書いてある対象は大学等へ進学した者と

この 3条との絡みはどのようになるのですか。 

教育次長 対象者はあくまでも子供さんでありまして大学へ進学した者でありま

す。そしてその定義としましては交付の対象になるものとしましては

父母等が小海へ居住している者という解釈をしていただきたいと思い

ます。 

７番議員 そうすると第 1 の目的のところで「進学時における家庭の経済的負担

を軽減するために将来見地からの人材育成に寄与することを目的とす

る」とあるのは直接は小海町には貢献しなくても広い観点からみて人

材の育成という解釈でよろしい訳ですか。 

教育次長 おっしゃられるとおりでありまして、家庭の経済的な負担を軽減する

ということともう一つは将来的見地から大学等で研鑽を積まれまして

その暁に小海町に戻って来られてまた活躍されるということも一つの

希望として盛り込んであるものでございます。よろしくお願いします。 

７番議員 そうすると親が対象で子供は関係なくてこの人達がいった場合にそう

すると今度74ページの雇用促進定住事業ということでいった場合には

この方たちが東京なら東京に住所を移した場合小海に戻ってくると支

援金は支援で出し、なお且つこの雇用促進定住事業の対象となると解

釈していい訳ですか。 

教育次長 雇用促進定住事業につきましては小海町から出られた方もそうです

し、高卒で働き始めた方もそうですが対象になるということでありま

す。そういう中でこの大学等へ進学した場合の支援金についてはまた

別口でありまして、大学等へ進学した時に対象になるという解釈でお



58 
 

願いしたいと思います。 

議  長 3 問過ぎております。 

７番議員 以降も居住する意志があるということですけれども、これはどのよう

に確認して万が一離れた場合にはこれはどうするのかと。それとよく

ものを町で補助する場合にはダブル補助というのは今まであまり聞く

ようなことがないんですけれど、これは例外として将来の小海町の人

口増ということを含んで拡大解釈すればよろしいのですか。 

教 育 長 以降も居住を継続する意志があるものという点につきましてはこの申

請をいただくときに口頭であってもご確認をさせていただくと、「すぐ

にお父さん、お母さん転出されませんよね」という意味合いになりま

す。それから補助金のダブルの支給ということでありますけれども、

進学等というものについてはまるっきり別のものでございます。もう

一つ重なりそうなのが今おっしゃられた雇用定住の補助金と奨学金の

支援の補助金そこは重なる可能性はごさいますけれども、そこは本人

さん選択でもって奨学金といっても例えば町の奨学金は年に 300 千円

返すというのは決まっていますが、学生支援機構ですとそこまで返さ

ないで 100 千円ちょっとというケースがございます。そういった場合

には雇用定住の対象になるのであればＰマネーひと月 10,000 円で 120

千円、年間最高 5 年貰った後に今度は奨学金の支援制度の補助金、学

生機構の補助金ですと 10 年の償還期間が基本となっておりますので、

後の 10 年はそれを使えと、補助対象の方がなるべく広がって利用して

もらいたい、小海に住所をおいてもらいたいという観点から動いた制

度でございますので、この入学支援金とは別の解釈をしていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長 今後質疑は 3回にまとめていただきますようお願いいたします。 

８９ページ  ２項 小海小学校費 １目 学校管理費 

９番議員 すみません、88 ページに戻って、事務局費で特別支援学校通学費補助

ということで新たな補助だと思うんですが、説明をお願いします。 

教 育 長 この補助金につきましては既に高校に進学されているお子さんについ

ては定期代 3 分の 1 補助というものがございます。ところが就学のた

めに小諸の養護学校に通われる際の送り迎え等、当然お父さんお母さ

んが自家用車でされるというケースについては町の方でこれまで支援

する制度が今までなかったわけでございます。そうした時にここは何

とかしなくちゃいけないという課題でもありましたので、具体的には

佐久穂町にバスが迎えに来るという程度になりますので佐久穂町まで
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の自家用車の往復代の相当分ぐらいは何とかできないかと。試算した

ところが佐久穂町までの往復１㎞当り40円程度を加味しまして年間ト

ータル 210 日くらい登校日がある中で、そこを計算しましておおよそ

年間で 168 千円くらいにはなると計算をしました。自動車賃というこ

とで親御さんが負担しますけれども、そうした中でその 3 分の 1 相当

定期代と同じ補助の率ですけれども3分の1相当の56,000円をみてい

きましょうということで、ここでは予算 4 人ということで見積もらさ

せていただいております。私前から町民課長時代からそういったお子

さんをお持ちの父兄の方に「何とかならないですか」ということを聞

いていたので町長も変わり理解も町長が示してくれたのでこういった

計上になりました。よろしくお願いいたします。 

議  長 ９０ページ  小海小学校修繕計画 

９１ページ  ２目 教育振興費 

５番議員 右の一番下にあります遠距離通学補助ということで43人ということで

すがこの範囲は小学校、中学ですか。何処までかということ。 

教 育 長 これにつきましては小学校のケースですと学校から 4 ㎞以上というこ

とになります。実際に支出科目で計上して支出するかたちにはなりま

すけれども、実際にそのお子さんに私というものではありません。遠

距離通学費というものが特別交付税の算定項目になっている中で特別

交付税を町側が申請する際に、予算書の写しというものの添付が義務

づけられていると。ここで言いますと 4 ㎞以上でございますからギリ

ギリ八那池から上と親沢、川平の子供達は対象になるんですけれども、

そういった子供達を人数をカウントして特別交付税ですので申請をす

ると。その際に予算書の写しを付けて特別交付税をいただくんですが、

事実上はそのお子さん達は町営バスで無料で登校してくるということ

がございますので、その町営バスの経費にあたっているという理解を

していただいて構わないです。小学校が 43 人 1,032 千円ございます。

それから 88 ページに中学生分として 432 千円ございます。ここで支出

をしまして受入れですけれども諸収入になります。説明資料ですと 27

ページをご覧ください。教育委員会関係の雑入ということで遠距離通

学者負担金収入 1,464 千円、ここの二つの数字を足した金額がそのま

ま入ってくるという仕組みです。なおこれは県の方の指導により「こ

ういう方法で構わないので予算化をして下さい」という話になってお

ります。中学校の場合は 4㎞ではなく 6㎞以上ということになります。

支出をしてそれをもって収入にしますけれどもその行為をしないと特

別交付税上認められないという理由によりものです。よろしくお願い
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いたします。 

議  長 ９２ページ  ３項 社会教育費  １目 社会教育総務費 

10 番議員 文化財の関係で町文化財本間十二社修繕補助ということでありますけ

れど、本間十二社が文化財ということですけれどもこれはいつ頃なっ

たかという点を伺いたいのと、何を修繕するのかということを伺いた

いと思います。 

教育次長 文化財の保護修繕事業であります。文化財保護条例の第 10 条によりま

して補助金を交付するというものです。主な修繕の内容でございます

が、屋根の吹替えを予定しております。こけら葺きの屋根を修繕する

ということで面積はあまり広くはないんですが非常に技術屋さんが乏

しいということで費用が嵩むというような状況でございます。文化財

の指定につきましては 48 年の 9 月 26 日に町の文化財として指定した

経過がございます。 

議  長 ９３ページ  ２目 公民館費 

２番議員 私は比較的図書館を利用させていただきまして気持ちよく使わせてい

ただいて有難く思っております。ただ空いている分だけ利用率が果た

して本当に実際にどのくらいあるのかなあと疑問に思いましてお尋ね

したいんですけれども、現状の図書室の利用、カードの発行枚数だと

か利用者が述べ年間でどのくらいいるのかデータ的に把握されておら

れれば今ではなくて結構ですけれども教えていただければと思いま

す。 

教育次長 楽集館の利用状況でございます。図書カードの登録者につきましては

現在 1,878 人という数字を把握しております。そして入館者でありま

すが、平成 30 年度今の段階で 33,600 人ほどが利用をしています。ち

なみに29年度は39,000人ほどが利用しているという状況であります。

その他本の貸出数については2月までで15,500冊ほどご利用をされて

いるという状況であります。 

２番議員 分りました。あと移動図書も確かやっておられると思うんですけれど

も、それの利活用の実態の方は把握されておられるのでしょうか。 

教育次長 移動図書につきましては利用者についてはあまり多くないということ

は把握してございます。どこの地区で何冊ということまでは把握して

おりませんが、そういう実態であります。ただ利用が多少でもあれば

先程の買物の弱者ではありませんけれども、本を読みたい人が読みた

い本を注文ではないですが何か伺って届けるというような部分に届い

ているかなあこんな感じを受けております。以上です。 
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議  長 ９４ページ  ３目 美術館運営費 

９５ページ  ４目 音楽堂運営費 

９６ページ  ４項 保健体育費  １目 保健体育総務費 

９７ページ  ２目 小海小学校給食費 

９８ページ  ３目 スケートセンター運営費 

９９ページ  負担金等交付団体の概要 

１００ページ １０款 災害復旧費  １項公共土木施設災害復旧費 

       ２項 農林施設災害復旧費 

１０１ページ １１款  公債費           

         １２款  予備費 

  

予算書に移ります。 

予算書  ８ページ   第２表 地方債  

予算書  ８９ページから  給与費明細書 

     ９０ページ 

     ９１ページ 

     ９２ページ 

     ９３ページ 地方債に関する調書 

     ９４ページ 公債費元利償還明細書 

          ９５ページ 

議  長 その他全体を通じて質疑のある方はございますか。 

２番議員 予算説明資料の 85 ページに該当するかと思ったんですけれど、先般本

間川地区の防災の検討会に顔を出させていただきましたら、県か国かの

土木の担当の方が本間川地区の大雨洪水に対する対策として上流域の

集中豪雨が一定時間後に本間川地区に大きな水量で流れ込む危険性が

あると。ついては上流域の雨量がどの程度あればどの程度本間川の端の

界隈に流れ着くかというシミュレーションが必要ではないかと。併せて

上流域に降った直後に下流域に例えば 20 分で到着するといった場合に

はその情報システムでその地区の方に避難を呼びかける。その時に本間

川地区の公民館の下った所に橋がありまして、その橋に風倒木が突っか

かってそれが場合によったら公民館まで押し寄せる危険性があるとい

うような話が少し聞かれました。したがって同じような地形としては川

平なんかが入るかなと思うんですが、突発的な上流域の集中豪雨に対し

て下流域の集落にその情報が伝達されて避難の勧告が出るようなシス

テムを少し検討する必要があるんじゃないかなと思っているんですけ

れども如何でしょうか。 
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町民課長 その防災の関係につきましてはまだ詳しいシミュレーションはしてご

ざいませんが、今後危険区域につきまして検討を進めてまいりたいと思

っております。 

12 番議員 31 年度事業で新しい事業が積極的に取組まれておりますが、その中に

給付型のものがあるわけでございます。例えば先ほども話題になりまし

た大学等進学支援金だとかあるいは元気な高齢者応援事業とかこうい

ったものがあるんですが、こういった制度を設けていくのに当ってその

世帯の所得を考慮されてこういったものを設けたかどうか。要するに高

額所得者は対象外にするとかそういった検討はされたのかどうかお聞

きします。 

町民課長 元気高齢者応援事業につきましては所得制限はございませんで、85 歳

以上の元気高齢者ということと町の徴収金の滞納がない世帯に属する

者ということのみを対象としてございます。 

12 番議員 お聞きしたいのはこういう制度を設けるにあたってその世帯の所得を

加味したのかどうかというのを聞いたのであって、対象者を今話をしま

したけれど、こういった給付型のものを新たに制度を設けていく中でや

はりその世帯の所得を考慮するのが一般的だと思いますけれど、こうい

った検討がなされたのかどうか。答えられなければ課長会議等でこうい

ったことを話されたかどうかお聞きします。 

教 育 長 大学等進学支援金につきましては確かに所得制限という言葉も課長会

議の中では出てきましたけれども、給付という形になりますといろんな

保険給付も一律、例えば出産育児一時金 420 千円というのがあるなかで

そういったものに所得制限が掛かっている訳はないです。この給付につ

きましても一番は経済の負担の度合いはお金がある家とない家とある

でしょけれども町が大事な一般財源を使って給付するということにな

ればそこで所得制限を掛けるべきでないと。教育分野で行きますと例え

ば奨学金につきましては当然所得制限があったりします。そうした議論

をした中でこの支給については誇りを持って小海で育って小海から巣

立つときに皆さんに平等に然るべき差し上げたいと強い意向がありま

したのでこの支援金につきましては所得制限を結果的に掛けないよう

に決めたところでございます。 

12 番議員 先程も多子世帯の支援事業で国保のところでも若干問題になりました

けれども、こういった様々な制度に対して今後所得とかそういったこと

は考慮していかない、とにかく一律なんだという姿勢で今後町政に臨ま

れるのかどうか町長にお聞きしたいと思います。 

町  長 制度の目的を先ず重んじたいと思いますが、これがどういったかたちが
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一番平等であるかというものを精査した中で進めて行きたいと思いま

す。 

10 番議員 私分らないので教えていただきたいのですけれども、しばらく前に障害

者の雇用率というのがかなりニュースにもなり問題になったと。県なん

かも職安で障害者の雇用ということで長野県は達していないという話

があって募集している訳でありますけれど、そういったことは町に対し

ても言われているかとかどうかという点と併せて小海町はどうなのか

という点を伺っておきたいと思います。 

総務課長 町の方には労働基準監督署の方から調査に入りまして、小海の場合には

2 名雇用しているということで基準はクリアしているということでお

墨付きをいただいているというか、そういったことでご理解をいただき

たいと思います。 

９番議員 聞き逃してしまって 68 ページに戻りますけれども、その他農業振興費

ということで前年度はハウス栽培の促進ということでビニールハウス

の設置補助を元気づくり支援金の中でやっていただいたんですが、今年

は無いのかどうかお願いします。 

産業建設 

課  長 

ビニールハウスの設置補助につきましては新年度でお願いしていると

ころでございます。こちらのビニールハウス補助につきましては本年度

も行いたいということでございます。元気づくり支援金を充てたいもの

ですからこれから申請ということになりますけれども、それが通ってか

らということで対象の方事業は行いたいということで考えております。 

議  長 ここで 14 時 25 分まで休憩とします。 

（ときに 14 時 10 分） 

議  長 休憩前に引続き会議を開きます。 

日程第６ 議案第８号 

議  長 日程第６、議案第８号、 

「平成３１年度小海町国民健康保険事業特別会計予算について」を議

題といたします。 

これから質疑を行います。歳入歳出とも予算説明資料で、ページごと

に行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

 

【歳入】 

１ページ １款 国民健康保険税 
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     ２款  使用料及び手数料 

２ページ ３款 県支出金 

     ４款 財産収入 

     ５款 繰入金 

３ページ ６款 繰越金      

     ７款 諸収入 １項 延滞金及び過料 

     ２項 雑入 

【歳出】  

４ページ １款 総務費 １項 総務管理費 

     ２項 運営協議会費 

     ３項 趣旨普及費 

５ページ ２款 保険給付費    

６ページ ２款 保険給付費続き 

７ページ ２款 保険給付費続き 

８ページ  ３款 国民健康保険事業納付金 １項 医療給付費分 

      ２項 後期高齢者支援金等分 

      ３項 介護納付金分 

９ページ  ４款 保健事業費  １項 特定健康診査等事業費 

      ２項 保健事業費 

      ５款 基金積立金 

      ６款 諸支出金 

１０ページ ７款 予備費 

      負担金交付団体の概要 

 

その他全体を通じて質疑のある方はございませんか。 

３番議員 一般会計でしようかとも思ったんですが、ここでも出ているのでここ

でしたいと思いますが、まず要綱の関係を説明の時に出ましたけれど、

この補助対象者第 4 条のところでここに今まで他の要綱そのものにつ

いては町の滞納がない世帯と言ってるんですが、ここでは者というこ

とですから解釈とすれば人間ドックを受ける者だけが滞納していなけ

ればいいのかということを先ずお聞きしたいということと、後期高齢

者の分も国保会計で対象として支出していくということでこの部分に

ついては町からの繰入はあるんですけれども、後期高齢者というもの

はみんな国保会計に入ってくるのかということをお聞きしたいと思い

ます。 

町民課長 人間ドックの補助金の交付要綱の件でございます。4条の補助対象者の
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中で、補助を受けることができないということで（２）番「町の徴収

金に対して滞納がある者」という表現でございますが、これは平成 24

年に作った当時のもので今回改正はしてございませんのでこのままに

なっております。それから後期高齢者分につきましては国保会計の方

で人間ドックの補助をしておりまして、一般会計の繰入の方で後期高

齢者分は 30,000 円ということで国保からの支出はしてございません。 

３番議員 要綱の4条関係は今の答弁で行きますと24年以降という感じなんです

けれど、30 年の 4月 20 日に一部変更をしておりまして、この時に気付

かなかったのかということでこれから訂正すると解釈してよろしいか

ということと、後期高齢者の会計、この次に出てきます後期高齢者医

療特別会計では社会保険の加入者であった後期高齢者の皆さんも当然

入ってきていると解釈していいんでしょうか。 

町民課長 補助を受ける事の出来ない滞納のある者ということで本人のみの表現

になっておりますが、他の要綱との絡みもございますので改めるべき

は今後改めていきたいと思っております。それから後期高齢者につき

ましてはすべて一般会計の中で補助をさせていただいているというこ

とでございます。 

3 番議員 3 回目なのでこれでよしますけれど、もし理解できなかった時にはまた

委員会の方で話をしますけれど、ここに載ってきています国保関係に

ついては人間ドックについては 21,000 円の半分の 30,000 円補助をし

て 15,000 円の町からの繰入金があるということです。一般会計では国

保以外の皆さんは15,000円を上限として支給するというふうになって

おりますからその辺はクリアしていくんですけれども、社会保険に加

入していた皆さんが後期高齢者になって国保の方で全部みるというこ

とは 15,000 円を余計に国保税に乗っかってくると。当然町からの繰入

金は 15,000 円しかないんですけれど、支払は 30,000 円支払うという

ことですから15,000円は国保税の方にそのまま跳ね返ってくるという

気がするんですがその辺のところを答弁お願いします。 

町民課長 後期高齢者分につきましては一般会計繰入金は 15,000 円でなくて

30,000 円一般会計から繰入れられていますので、国保からの持ち出し

はないということでご理解をお願いしたいと思います。 

日程第７ 議案第９号 



66 
 

 日程第７、議案第９号、 

「平成３１年度小海町介護保険事業特別会計予算について」を議題と 

いたします。これから質疑を行います。 

歳入歳出とも予算説明資料で、ページごとに行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

 

【歳入】 

１ページ  １款 保険料         

      ２款  使用料及び手数料  １項 手数料 

                  ２項 使用料 

２ページ  ３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 

７番議員 支出の時もあれですけれど 4 目の機能強化推進交付金ということで

自助努力によって保険者の努力によって金額が決まってくるというこ

とで今年度初めて 1,000 千円というのが載っておりますけれども、こ

れは何処に支出していくのかでもいいんですけれど、主体は何処で実

施していくわけですか。 

町民課長 国庫補助金の中ということになりまして30年度から交付開始というこ

とで 30 年度分につきましては補正でもって後で出てきますけれども、

30 年度分は 1,060 千円ということで最終的な精算見込みをしてござい

ます。この主体ということですけれどもすみません、国のどの部分か

ということでまた調べさせていただいて答えさせていただきます。 

議  長       ２項 国庫補助金 

３ページ  ４款 支払基金交付金    

      ５款 県支出金  １項 県負担金 

      ２項 県補助金 

４ページ  ６款 サービス収入     

      ７款 財産収入       

５ページ  ８款 繰入金   １項 一般会計繰入金       

６ページ  ２項 基金繰入金 

      ９款 繰越金         

     １０款 諸収入         

【歳出】 

７ページ  １款 総務費        

８ページ  ２款 保険給付費       

９ページ  ２款 保険給付費 続き 

１０ページ ３款 地域支援事業費   
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      １項 日常生活支援総合事業費  

      １目介護予防・生活支援サービス事業費 

      ２目 介護予防ケアマネジメント事業費 

      ２項 一般介護予防事業費 

１１ページ ３項 包括的支援事業任意事業費  

      １目 包括的支援事業費 

      ２目 任意事業費 

      ４項 その他諸費 

１２ページ ４款 基金積立金      

      ５款 諸支出金        

      ６款  予備費 

 

予算書に移ります。 

予算書 ２９ページから３２ページ   給与費明細書 

 

その他全体を通じて質疑のある方はございますか。 

３番議員 5 ページでお願いしたいのですけれど 一番下の低所得者の関係のと

ころですが去年までは第1段階だけの予算だったように思うんですが、

今回新しい制度で第 2 段階、第 3 段階が加わったということですが、

軽減率を説明していただければと思います。 

町民課長 すみません。率についてはちょっと承知しておりませんのでまた調べ

てお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。 

10 番議員 介護保険料を払われている方ということで毎年人数を細かく書いてい

ただいてあるわけですけれども、実際に介護保険を利用されている中

でいわゆる 5 段階だとかいろいろあるわけですけれど、各段階の人た

ちがそのくらいいるかとそういった資料があればと思ってちょっと一

生懸命探しているんですけれども、あれば出してもらえれば有難いし、

ないようでしたらまた考えてもらえないかという話なんですけれども

どうでしょうか。 

町民課長 調べまして出来る限りの資料を作りたいと思います。 

議  長 これで、質疑を終わります。 

日程第８ 議案第１０号 

議  長 日程第８、議案第１０号、 

「平成３１年度小海町後期高齢者医療特別会計予算について」を議題
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と 

いたします。これから質疑を行います。 

予算説明資料で、ページごとに行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

【歳入】   

１ページ  １款 後期高齢者医療保険料 

      ２款 使用料及び手数料 

      ３款 繰入金 

２ページ  ３款 繰入金続き 

      ４款 繰越金 

      ５款 諸収入 

 

【歳出】  

３ページ  １款 総務費 

      ２款 後期高齢者医療広域連合納付金 

３番議員 後期高齢者の関係で解釈の仕方がちょっとあれなんですけれども、後

期高齢者の医療費というものは大変伸びていると自分自身の中では考

えていたわけですが、今回はちょうど後期高齢者の広域連合への納付

金が減額になっているというその部分がある程度減額になった理由だ

と解釈しているわけですが、医療費そのものにはこの中である程度反

映した納付金を納めているのではないでしょか。 

町民課長 広域連合からの納付金ということでございます。保険料の納付金、事

務費の負担金ということで入ってきております。保険料の納付金の中

で医療費の部分も含まれてくるということになりますが、広域連合で

まとめた中ではさほど医療費の伸びの分はあまり反映してきていない

というのが実情ということでございます。 

議  長       ３款 諸支出金 

      ４款 予備費 

 

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

議  長 これで、質疑を終わります。 

日程第９ 議案第１１号 
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議  長 日程第９、議案第１１号、 

「平成３１年度小海町水道事業会計予算について」を議題といたしま

す。 

これから質疑を行います。 

予算書で、ページごとに行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

 

１ページ  総則から 

２ページ 

３ページ  収益的収入 

４ページ  収益的収入続き 

５ページ  収益的支出 

６ページ  収益的支出続き 

７ページ  収益的支出続き 

８ページ  収益的支出続き 

９ページ  資本的収入及び支出 

１０ページ  キャッシュフロー計算書 

７番議員 キャッシュフローは前の時にも話をしたんですけれども、これが来年

の 3月 31 日を基準にしてのキャッシュフローなんですけれども、これ

どうなんですか課長、実際来年のことまでよんでいてそんなに狂いは

ないですか。 

産業建設 

課  長 

水道会計事業につきましては地方公営企業法による企業会計というこ

とでございます。そういった中の決まりとして 31 年度までの現金残高

を示せということになっておりまして、実際問題として私も分かりか

ねるところがあるんですけれども、あくまでも予定ということでお願

いしたいと思います。 

議  長 １１ページ  給与費明細書 

１２ページ  給与費明細書続き 

１３ページ  給与費明細書続き 

１４ページ  給与費明細書続き 

１５ページ  継続費に関する調書           

１６ページ  ３１年度貸借対照表 

１７ページ  ３１年度損益計算書  

１８ページ  ３０年度貸借対照表 

１９ページ  ３０年度損益計算書 

２０ページ  企業債償還計画 



70 
 

２１ページ  企業債年次償還表 

２２ページ  上水道給水調査票 

 

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

議  長 これで、質疑を終わります。 

ここで 15 時 10 分まで休憩とします。 

（ときに 14 時 55 分） 

議  長 休憩前に引続き会議を開きます。 

日程第１０ 議案第１２号 

議  長 日程第１０、議案第１２号、 

「平成３０年度小海町一般会計補正予算（第５号）について」を 

議題といたします。これから質疑を行います。 

補正予算書で、ページごとに行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

 

６ページ  第２表 繰越明許費 

      第３表 地方債補正 

７番議員 繰越明許費の内の民生費ゲートボール場の整備事業、それから土木費

の道路橋梁費の町単道路改良舗装事業、それからその下の町単道路崩

落復旧事業につきまして繰越明許としました理由をお尋ねいたしま

す。そして７の土木費の道路橋梁費町単道路改良舗装事業これは何時

入札されたかお聞きします。 

町民課長 それでは民生費の内のゲートボール場整備事業ということで、12 月に

補正予算でお認めをいただいたものでございまして、現在設計がもう

少しで上がるという状態でございます。入札の予定が 3月の 15 日程を

予定してございます。現在建設中の「なごみ」の足場等がとれるのが 3

月の下旬ということになりますので、金額的には全額の繰越をさせて

いただきたいということでございます。ゲートボール場の使用につき

ましてはゲートボール連盟の方と調整済みでございまして、「6 月まで

は 2面使えれば大丈夫ですよ」というお返事はいただいております。 

産業建設 

課  長 

道路橋梁費の内町単道路改良舗装事業ということで箇所につきまして

は土村相木線の親沢の公民館の裏ということです。こちらの繰越理由

ですけれども、地区との調整の中で農繁期は避けてくれということで

ありまして、トラクターそれから野菜を出荷するための車等が通ると
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いうことで「通行止めはならん」と「交通規制もならん」ということ

で実際の着手が 10 月末ということでございます。そういった中で舗装

工事等路盤工事もそうですけれども、舗装工事等が冬場に入ると出来

ないということで繰越をお願いしたものでございます。 

その下の町単道路崩落復旧工事ということでこちらにつきましては大

畑でございます。こちらにつきましては 3 月 4 日に入札したというこ

とでこれから繰越した中で事業を行いたいというものでございます。 

７番議員 総務課長にお尋ねいたします。繰越明許費というものはどのようなも

のが繰越明許として次年度へ送っていってもいいのですか。総務課長

のお考えをお尋ねします。 

総務課長 適正工期が取れないという部分では仕方ない部分があるのではないか

と。あと予算が今回の川久保八那池線のように本来なら 31 年度に付く

予算が国の都合によって前倒しで 30 年度、しかも 3月になってその内

示が来たというようなことで、そういった仕方ないものについては繰

越明許でもやむを得ないのではないかと。それとあと自然相手のこと

になりますので、大雪ですとか大雨ですとかそういった避けられない

事情によって工事が遅れたという場合におきましては繰越もやむもう

得ないのではないかという解釈でおります。 

７番議員 今、総務課長国の予算だとかそういった自然の中でやむもう得ない場

合でしたらしょうがないと。それからあと諸々の外的要因ならやむを

得ないと。地方自治法 213 条では「繰越明許費とは歳出予算の経費の

内その性質上または予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出が

終わらない見込みのあるものについて予算の定めるところにより翌年

度に繰越すことができる」と。ただ単に終わらないかというように私

は解釈しておりません。例えばゲートボール場それから先ほどの町単

の親沢線のことについては分かりますけれども、3月 4日に入札したも

のも町単だと。これいずれも 12 月にあるいは 2 月の 13 日に補正した

ところでございます。ゲートボール場に至っては設計費まで繰越明許

にしてしまうと。我々このゲートボール場については「なごみ」の移

転で 6 月の定例会に今度「なごみ」をそちらに移すと。そしてゲート

ボール場の方も整備する説明を聞いております。それから 9 月にも補

正も出してこない。12 月、2 月となってくる。その間町単の事業で職

員は何をしていたか。また道路橋梁費の町単道路崩落復旧事業これに

つきましても 12 月、9月に補正を出してきて 9月の時には 35,000 千円

の工事費で 3,500 千円の設計、この時は土地の購入ということは入っ

ていなかったから当然予算を計上してくる時には土地のことを抜きに
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して工事ができるということを精査した上で予算を出してきたと思う

んです。それが今度 12 月になったら工法が変わって 20,000 千円にな

りそして設計料は 3,500 千円が 4,500 千円に上がってきたと。いろい

ろなやり取りがあって2月13日に初めて議会の議決というようになっ

たわけですけれども、2 月 13 日の時にもご存じのとおりいろんな意見

が出ました。町が全面的にやらなければならないのか、持ち主の責任

はどうなのかということでありました。従って全会一致といかずに多

数ということでありましたけれど、その時私の中にもそういったモヤ

モヤしたものがありましたが、この町単道路につきましては皆さんも

記憶にあると思いますが、本村で相木の親子が母、子供がクラブ活動

を迎えに行った時に県道が陥没して亡くなられたという不幸な事件が

あったからこの新田小海原線は常に町民の皆さんが通るから私は緊急

に工事をしなければならない。原因はさて置いてということで私は賛

成の方に手を上げさせていただいたということでございます。そして

それは当然年度内に出来ると判断のもとで私はやったのです。ところ

が実際に繰越明許というものが入札の以前、この上程は確かに 3 月 5

日となっていますけれども、入札を行われたのが 3 月 4 日、そしてそ

れ以前に既に繰越明許として我々のところにこの補正予算書が配られ

た。これはいったいどういうことなのか。私は最初これが繰越明許と

なった時にはその落札した業者は指名停止にすべきだということを発

言しようと思っていました。というのは何故ならば工期というものも

町の方から提示されそれに応じて応札した以上は責任を持ってやらな

ければいけないものだと思っておりましたが、しかしこの経過だけ見

ていくと決して受けた応札した業者が悪い訳ではなくて町の職員が入

札する前からもう繰越明許だという頭からそういう考えでやっている

わけですよね。これも総務課長言ったみたいに外的な要因、国の支出

が前年度に乗っけておいて当該年度に乗っけてもらって予算化してお

けばあと入金しますと、工事をしますというかたちのものがはっきり

わかっているものには繰越明許でもいいです。しかし今回のこれは全

て町単独の事業ですよ。どこからも銭が左右されることなく、確か産

業建設課長崩落は5月11日と産業建設課長から説明聞いているわけで

すけれど。それからゲートボール場においてもそう。その間職員の皆

さんは何をやっていたかと。道路の復旧ということについても通る人

にとっても大変危険ですし、それからゲートボール場についても周り

を囲ってあるのが外れると言いますけれど、工事費の中にはそれぞれ

直接工事費、間接工事費というのがあって間接工事費の中には安全管
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理費というのも認められているはずだと思うんですよ。ならば受けた

業者だってそれらのものの費用としてゲートボール場を造成するにし

たって十分配慮してやっていくはずなんですよ。そんなことでしかも

ゲートボール場は 6 月ごろまでは 2 面でいいというならゲートボール

場は 2月 13 日の時にそっくり減額すればよかったじゃないですか。そ

して次年度のところで例えば全額でなかったら予算だけでも付けてお

いてやるようにすれば 4 月からやっていったって間に合うものを全く

そういった手続きを踏まないで単独事業、町単事業というものが仕事

が遅れたから繰越明許でもってくればいいというようなことでは職員

の皆さんは何をしているのかと町長も昨年新しく就任されてからは職

員の皆さんと個人面談をしたように聞いております。その中でこうい

うような仕草を取っていく職員というものをどう思いますか。これ町

の税金だったら遅れれば延滞金取られますよ。それだけ町の人たちだ

って税金を納めるのにも真剣にやっているんだから町単事業ぐらいの

ものをしかもこれが 1 月 2 月に起きたとすれば私も無茶なことはそん

なに言いません。5月に出来たものをそれから 6月に現地案内までさせ

ておいてそれがここまでかかって尚且つ繰越、全くの職員の怠慢とし

か私は思いませんけれども担当の課長の考えを再度お聞きいたしま

す。 

町民課長 おっしゃるとおりでございまして職員の方の仕事が遅れたということ

でございますのでお詫び申し上げる以外にございませんが、よろしく

お願いしたいと思います。 

産業建設 

課  長 

大畑の道路の崩落の現場でございます。5 月 11 日に連絡をいただいて

確認したものであります。この時点で 6 月補正には間に合いませんで

したので、現地を精査する中で 9 月でしたか補正をお願いしたという

ことでございます。工法選定につきましてとか経済比較につきまして

はかなり時間を要する仕事だと思っております。精一杯取り組んでき

た結果こうなってしまったと思いますが、またそんな中で当面道路敷

内の範囲で工事を治めようと苦労もしました。それからそんな中で土

地を譲っていただけるということで工法変更等に時間を要してしまっ

たということでございます。それから適正工期、工事費によりまして

適正工期というものがございますが、20,000 千円で約 150 日というこ

とでかなりの適正工期を取らなければいけないという中で繰越をお願

いするというような状況になってしまいました。 

７番議員 適正工期とかそういったことを問題にしているんじゃないの。適正工

期だったら確かに地方自治法でも認められるところで、そうじゃなく
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て 5月 11 日に起きて来たものが、今、産業建設課精査して 9月の補正、

6月の補正に間に合わないのは分かります。精査して 9月に出してきた

ということでいったい精査という意味をどういうふうに捉えている

か。それから既に進んでく中で工期が 20,000 千円のものなら 150 日、

これはこれで一般論としては当たり前のことだと思うけれど、その過

程、その過程を職員の皆さん、職員の皆さんというよりも管理職の皆

さんは何をやっているのかということを言いたいんですよ。普通なら

こんなこと予算決算の委員会で聞けばいいことですけれど、職員では

なくて管理職の皆さんが何時も全体を見ていて職員を指示していかな

ければならないと思うんです。今後もこういう町単事業が簡単に繰越

明許ということになれば単なる職員の仕事の遅れ以外の何物でもない

わけですよ。これは年が変わって起きたことだったら分かります。そ

うじゃなくてもうまごまごしていたら 1 年以上経ちますよ。そういっ

たもののことで簡単に繰越明許などという言葉は使ってもらいたくな

いし、管理職の皆さんの怠慢というものに対して町長どう思いますか。 

町  長 私も毎日産業建設課の方は見ておるわけですが、それは一生懸命やっ

ているのは確かでございます。しかしこうなった結果をご指摘いただ

ければこれは能力が低かったということを認めざるを得ませんが、そ

の中でもやはり職員は日々非常に一生懸命やっております。そこだけ

は言うわけですけれども只今篠原議員の仰せの繰越明許という部分に

つきましては私も危険個所であるから早くやりたいということで理解

を得て先般の臨時議会の中でご理解を得たと思いますけれども、まさ

に今篠原議員仰せのとおりでございます。私もこれからこういったこ

とのないよう日々注意をしてそして管理職の皆さんと共に進めていき

たいと思います。ご指摘ありがとうございました。 

議  長 7 番 3 回過ぎておりますのでこれはまた次の機会にお願いします。 

議  長 【歳入】 

 ９ページ  １款 町税  １項 町民税 

       ４項 市町村たばこ税 

       ６款 地方消費税交付金      

１０ページ  ９款 地方特例交付金 

      １０款 地方交付税 

      １２款 分担金及び負担金 

１１ページ １３款 使用料及び手数料 １項 使用料 

       ２項 手数料 
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１２ページ １４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 

       ２項 国庫補助金 

１３ページ １５款 県支出金  １項 県負担金 

       ２項 県補助金 

１４ページ  ２項 県補助金続き 

       ３項 県委託金 

      １６款 財産収入 １項 財産運用収入 

３番議員 副町長の説明でも若干触れたようだったんですけれども、ちょっと意

味が取れなかった部分で財産収入の利子および配当金なんですが、平

成31年度の当初予算を見てみましても8,000千円を割る基金の利子と

いうことでございますけれども、今回ここで 16,927 千円の金額の増額

ということは国債というような話が出ていたんですが、詳しいことを

お聞かせいただければ有難いと思います。これでいくと大変利率的に

は考えられないような利率でございますのでよろしくお願いいたしま

す。 

会計管理者 30 年度当初予算、31 年度当初予算も利子および配当金は 7,800 千円か

ら 7,900 千円ということでこの積算は八十二銀行とか農協それから郵

便局さんとか野村証券さん八十二証券さんに預けてある債権とか預金

等の利率、例えば銀行さんですと 0.01％なんですけれどこれを勘案し

てトータルして当初予算、30 年度も当初予算に計上しております。

16,000 千円増えたということでございますけれど、これはただ債権の

積んでいるのではなくて債権は野村証券と八十二証券にお願いしてあ

るんですけれど、その方のアドバイスを受け運用し、国債なんですけ

れど、アドバイスを受けこれがベストとは言えませんけれど有利な条

件で元本を保証して私も10月から来たときにはびっくりしたんですけ

れど、こういうような国債を運用して約 16,000 千円の増になったとい

うことでございます。31 年度も 8,000 千円計上してあるんですけれど

出来るだけ効率よくその時の時勢に寄りますけれど効率よく運用して

利子等稼んで行きたいと思いますのでご理解をお願いしたいと思いま

す。 

３番議員 基金ですから安全というのが一番のことだと思うんですが、今の答弁

を聞いていますと31年度も当初予算で8,000千円ちょっとの予算計上

でありますけれど、増えて来る可能性があると聞いていたんですがそ

れでよろしいですか。 

会計管理者 31 年度の予算も 30 年度の予算と大体同額でございますけれど、いろい

ろ証券会社とかアドバイスを受けて出来るだけ多くの配当金等を得て
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きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

議  長 １５ページ  ２項 財産売払収入 

      １８款 繰入金  １項 特別会計繰入金 

       ３項 基金繰入金 

１６ページ ２０款 諸収入 

      ２１款 町債 

１７ページ ２１款 町債続き 

 

【歳出】 

１８ページ  １款 議会費     

       ２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費 

       ２目 財産管理費 

１９ページ  ２目 財産管理費続き 

       ３目 広報費 

       ４目 企画費 

       ６目 積立金 

２０ページ  ６目 積立金続き 

       ２項 徴税費 

       ４項 選挙費 

       ５項 統計調査費         

２１ページ  ５項 統計調査費続き    

       ３款 民生費 １項 社会福祉費１目社会福祉総務費 

       ２目 老人福祉費 

       ４目 心身障害者福祉費 

２２ページ  ４目 心身障害者福祉費続き             

       ２項 児童福祉費 １目 保育所費 

       ２目 児童措置費 

２３ページ  ４目 結婚推進・子育て支援費 

       ４款 衛生費 １項 保健衛生費１目保健衛生総務費 

       ２目 予防費 

２４ページ  ２目 予防費続き 

       ２項 生活環境衛生費 １目 生活環境衛生総務費 

       ２目 塵芥処理費 

２５ページ  ３目 し尿下水処理費 

       ５目 町営バス運行管理費 

       ５款 農林水産費 １項 農業費１目 農業委員会費 
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２６ページ  ２目 農業振興費 

２７ページ  ２目 農業振興費続き 

       ３目 畜産振興費 

       ４目 農地費 

３番議員 農地費でちょっとお伺いしたいのですが、勘違いであったらごめんな

さいなんですが、負担金及び補助金のところで耕作条件改善事業工事

の負担金で 27,139 千円出ているんですが、それはそれとしていいんで

すが財源内訳で行きますと過疎債を 10,000 千円減額しているわけで

す。これはどういうわけなのかお聞きしたいんですけれど、過疎債そ

のものの枠が一杯だったのか、そうじゃなくてどんなような要件で過

疎債を減額したのかお聞きします。 

総務課長 大変申し訳ございません。そこのところは今分かりませんのでまた後

ほど分かり次第ご報告いたします。 

 ２８ページ  ４目 農地費続き 

       ２項 林業費 １目 林業振興費 

       ３目 林道費 

２９ページ  ６款 商工費のうち １目 商工業振興費 

       ２目 観光費 

       ４目 松原湖高原観光交流センター運営費       

３０ページ  ４目 松原湖高原観光交流センター運営費続き 

       ７款 土木費 １項 土木管理費 

３１ページ  ２項 道路橋梁費 １目 道路維持費 

       ２目 道路改良舗装費 

３２ページ  ２目 道路改良舗装費続き 

       ８款 消防費 

       ９款 教育費 １項 教育総務費 

３３ページ  １項 教育総務費続き        

       ２項 小海小学校費       

３４ページ  ２項 小海小学校費続き 

３５ページ  ３項 社会教育費 １目 社会教育総務費 

       ２目 公民館費 

       ３目 総合センター運営費 

       ５目 音楽堂運営費                

３６ページ  ５目 音楽堂運営費続き 

       ４項 保健体育費 １目 保健体育総務費 

３７ページ  ２目 小海小学校給食費 
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       ３目 スケートセンター運営費 

      １０款 災害復旧費 １項 公共土木施設災害復旧費   

３８ページ  ２項 農林施設災害復旧費 

         １１款 公債費     

３９ページ １２款 予備費 

 

その他全体を通じて質疑のある方はございますか。 

議  長 これで、質疑を終わります。 

日程１１ 議案第１３号 

議  長 日程第１１、議案第１３号、 

「平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

について」を議題といたします。これから質疑を行います。 

補正予算書で、ページごとに行います。 

質疑のある方は挙手を願います。 

 

【歳入】    

４ページ   ３款 県支出金   

 

【歳出】    

５ページ   ２款 保険給付費  １項 療養諸費         

       ２項 高額療養費 

       ４款 保険事業費 

６ページ   ４款 保健事業費続き 

       ７款 予備費 

 

その他全体を通じて質疑のある方はございませんか。 

議  長 これで、質疑を終わります。 

日程第１２ 議案第１４号 

議  長 日程第１２、議案第１４号、 

「平成３０年度小海町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて」を議題といたします。これから質疑を行います。 

補正予算書で、ページごとに行います。 
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質疑のある方は挙手を願います。 

 

【歳入】 

５ページ  ３款 国庫支出金  １項 国庫負担金 

      ２項 国庫補助金 

      ４款 支払基金交付金 

６ページ  ５款 県支出金   １項 県負担金 

      ２項 県補助金 

      ８款 繰入金 

    

【歳出】  

７ページ  １款 総務費 

      ２款 保険給付費  １項 介護サービス等諸費 

８ページ  １項 介護サービス等諸費続き 

９ページ  ２項 介護予防サービス給付費    

      ３款 地域支援事業費 １項 日常生活支援総合事業費 

１０ページ ２項 一般介護予防事業費 

      ３項 包括的支援事業任意事業費 

１１ページ ３項 包括的支援事業任意事業費続き 

      ４款 基金積立金 

      ５款 諸支出金 

 

その他全体を通じて質疑のある方は､ございますか。 

（質疑なし） 

議  長 これで、質疑を終わります。 

○【質疑終了】 

議  長 以上をもちまして、議案に対する質疑を終結いたします。 

○【常任委員会付託】 

議  長 本日議題としてまいりました議案第４号から第１４号及び請願第１

号、陳情第１号及び陳情２号は、会議規則第３９条の規定によりお配

りした議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

     （異議なし） 
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議  長 「異議なし」と認め、議案付託表のとおり付託いたしますのでよろし

くご審議の程お願いいたします。 

○【散  会】 

議  長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

今後の予定は１１日月曜日、午前１０時から一般質問を行います。 

これにて本日は、散会といたします。 

ご苦労様でした。 

                  （ときに 15 時 51 分） 
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平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ７ 日」 

    ＊ 開会年月日時  平成３１年 ３月１１日 午前１０時００分 

    ＊ 閉会年月日時  平成３１年 ３月１１日 午後 ５時３４分 

    ＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

              会 議 の 経 過 

 

 ○ 議事日程の報告 

 

議  長 皆さんおはようございます。今日は平成31年第1回定例会一般質問初日であ

ります。開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。今日は朝からみぞ

れ交じりの雨が降るなど足元の悪い中、傍聴に来ていただきました皆さんあ

りがとうございます。早速ですが本日の一般質問は10名の議員の皆さんが行

います。本日の質問も昨年6月に導入いたしました一問一答方式で全て行わ

れます。質問時間は質疑答弁合わせて60分となっていますのでよろしくお願

いいたします。今日一日で全員の皆さんの質問は難しいかと思われます。い

ずれにしましても質問される方も通告書の趣旨、要旨に基づいて簡潔にまと

めていただき、答弁される方も丁寧にかつ端的に行い、与えられた時間を有

効に、そして実りある質疑となりますようお願いを申し上げるところであり

ます。 

定刻になりました。只今の出席議員数は全員であります。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配

布したとおりであります。本日答弁のため出席を求めた者は、町長、副町長、

教育長、会計管理者、各課長、教育次長、所長であります。なお議会事務局

長は所要のため欠席との連絡がありました。日程第１、本日は会議規則第61

条の規定により一般質問を行います。あらかじめ申し上げておきますが、会

議規則第55条を準用する同第63条の規定により一般質問を行いますので、ご

協力をお願いいたします。それでは順次質問を許します。 

 

              日程第１ 「一般質問」 
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議  長 初めに第9番 的埜美香子議員の質問を許します。的埜美香子君。 

第９番 的埜 美香子 議員 

９番議員 第9番 的埜美香子です。一般質問に先立ちまして一言、今日3月11日はあの

未曽有の東日本大震災、福島第一原発事故からちょうど8年。あんな恐ろし

い揺れを体験したのは私も初めてでした。ちょうどこの３階の全員協議会室

で全協を開いている時でしたのでそのことは良く覚えております。津波で被

害に遭われたた方、命を落とされた方、原発事故により故郷へ戻れなくなっ

てしまった方々、8年経った今もなお多くの方が苦しんでおられることを私

たちは忘れてはならないですし、一刻も早い復興に国がしっかりと支援をし

ていただきたいと切に願うところです。そして原発の再稼働は止め、原発ゼ

ロの社会に踏み出すことを強く求めます。それでは通告に従いまして一般質

問を行います。31年度予算は黒澤町長初めての本予算ということで、これま

での継続事業また新しい事業等、いよいよ黒澤町政が本格的に動き出そうと

しています。まず一つ目の憩うまちこうみ事業の今後の展開はということで

質問をさせていただきます。憩うまちこうみ事業、地方創生推進交付金事業

として進められてきた事業ですが、今年度予算で一番の目玉と言ってもいい

事業ではないかと予算面を見ましても思うところです。憩うまちこうみを加

速する事業として10,000千円、町内遊休施設のリノベーションによる活用事

業として20,000千円、地域おこし企業人活動費5,930千円、その他合わせて

38,000千円と大事業と言えると思います。2月15日に東京で行われたシンポ

ジウムに私達も参加をさせていただきました。今多くの企業が社員の健康を

維持することで会社経営や組織の活性化に繋がるというふうに注目をして

いるということを基調講演の中のお話でも、また既に協定を結ばれた企業の

方達の話からも今後ますます求められるテーマなんだろうというふうに感

じました。その一つに小海のような自然豊かな場所で休日を過ごすことで健

康が維持できる。そのために町としては環境を整えて受け入れていこう。そ

うした中で小海を気に入ってくれリピーターになり、また住んでいただける

ことになればなおのことということがイメージ出来る訳ですが、そういった

ことを進める過程で町民が理解し町全体で都会から来る方たちを気持ちよ

く受け入れる雰囲気を作ることが大事だと思います。具体的にどのようにこ

の事業を展開させていくのかということを質問していきたいと思います。ま

ず初めに受入の拠点に松原湖を考えていると思います。今回の予算でもたぬ
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きやの改修工事が予定されています。観光費の中でも松原湖周辺遊歩道修繕

費として10,500千円計上されています。改修工事後のたぬきやはどのように

リノベーションされ、どのように活用されるのか、今後松原湖周辺の整備を

どのように考えているのかまずお答えください。 

産 業 建 設

課長 

おはようございます。松原湖周辺の整備ということですけれども、本年度、

遊歩道を整備いたしましたのでご報告いたします。遊歩道の一部にウッドチ

ップを敷き、その他擬木の手すり修繕、それから支障木の伐採、遊歩道の不

陸整正などを行いました。森林セラピー体験でストレスを感じることなく歩

きやすいように整備をいたしました。31年度以降も遊歩道の全体を歩きやす

く整備し、また車いすなど体の不自由な方でも自然を体験できるよう工夫し

てまいります。また今までゴミ拾いや草刈りなどについては周辺の民宿の皆

さんやボランティアの皆さんが行ってきましたが、町の資源として町と町民

が管理していけるような取り組みを検討してまいりたいと思います。また31

年度予算要求しておりますけれども遊歩道ということで合わせて10,500千

円、内容につきましては稲荷宮から乳母のふところに行くところの湖面に面

した遊歩道整備、それから湖畔遊歩道から松原城跡辺りまでの階段を設置し

たいという予定でおりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

総務課長 おはようございます。お疲れさまでございます。只今ご質問にありましたた

ぬきやの利用方法でございますけれども、たぬきやにつきましては、全てを

改築するとなると国定公園になっておりまして、それは中々難しいというこ

とで、リノベーションでいきたいという方針でございます。それで何に使う

かと申しますと、まずはヨガ等の体験場所に使っていきたいと、それから今

企業のテレワークが県も物凄く進めておる訳ですが、偶然昨日はがっちりマ

ンデーでこのテレワークのことをやって過疎地でもテレワークで儲かって

ますというようなことをやってましたけれども、環境的には企業の皆さんあ

そこをご覧になってテレワークをやる環境としては最高だねという評価を

いただいております。ですから空いている時にはそういった形でご利用いた

だくようなことで、それを足掛かりにテレワークの事業も町あちらこちらで

できるようになればいいかなというふうに思っているところでございます。

以上です。 

９番議員 ありがとうございます。遊歩道を中心に観光客や森林セラピー、また車いす

でも対応できるような形に整備していくということで私も松原湖周辺の環

境を整える。春は花見、夏は涼みに、そして秋は紅葉を見に、夜は星空散歩

にということで、冬はワカサギ釣り、そして訪れた方を案内して歩きたくな
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るような整備が必要ではないかと思っています。そして周辺整備ということ

で言えば旅館や民宿の整備も必要になってくると思います。皆さんかなり年

数も経ってきていると思います。トイレなども都会の人を受け入れられるも

のに変えていったりということも今後必要になってくるんじゃないかとい

うふうに思います。その為には先ほどもありましたが地元の松原地区の方達

にもやる気になってもらわないことには始まらないと思いますが、憩うまち

こうみ事業がどの程度、松原地区の皆さんに伝わっているかということをお

聞きしたいと思います。 

総務課長 只今、松原地区の皆さんにどの位伝わっているかということでございますけ

れども、先程申し上げましたたぬきやの改修等につきましては、あと遊歩道

の整備等につきましては一応区の方にはお話をしてごさいまして了解をい

ただいているところでございます。あと旅館民宿というお話でございますけ

れども、今現在既に民宿につきましてはほとんどもう営業をされている方は

松原地区にはいないと、場合によってはやるという方が1件2件あるのです

が、今現在やっておられるのは旅館の4件とペンションの1件というところだ

と、現状はそういうことだと思います。この旅館の皆さんやはり主人お一人

で切り盛りしているというようなことがございまして、中々この憩うまちこ

うみ事業につきましては協力は今いただいてはおりますけれども、とりあえ

ず体制を整えてから取り掛かりたいという意向でございまして、セラピスト

ですとかインストラクターにつきましては、今町民の皆さんにお集まりいた

だいてその皆さんに色々先進地に行って学んでもらったりして、その町民の

皆さんにやっていただくように考えております。当面の出発点としましては

リエックスさんのほうにもお願いして、宿泊についてはリエックスさんとあ

とアルニコさんの方がとりあえず第一段階として受けていただくと、お客さ

んの入り具合をみて徐々に湖畔の宿の方にも出来れば協力をしていっても

らいたいというような形で、今のところ段階的にやっていくように考えてお

ります。以上です。 

９番議員 最初の段階では宿泊はリエックスにお願いするということを今お聞きし、段

階的に松原の方の民宿等にも協力を得ていくというような理解をしました

が、受入側の体制ってものをきちんと整えないと来てもらったはいいけれ

ど、なんだ大したことないんだっていう感じになってくると思います。31

年度はプログラムや仕組みをさらに磨き上げ運営にかかわる人材の確保、新

たな担い手の確保、育成に重点を置きながら事業を継続的に推進するための

自走できる組織化作りに向けた検討と取組を実行しますというふうにあり



 85

ます。只今総務課長が言われたことだと思いますが、やはり仕事としてきち

んと成り立っていくような仕組み作りを今後進めていかなきゃいけないと

思うのですが、そのあたりはどのように進めていく予定かお願いします。 

総務課長 現在プログラムを組む中で、どの体験については幾らというような形で料金

設定をしておりまして、そこに関わる要するにセラピストそれからインスト

ラクターの皆さんにつきましても、やったらそれなりに自分の日当稼ぎとい

いますか、ボランティアではなくちゃんとした対価を得られるような今仕組

み作りを第1段階の物は今できております。それによって取り分が、旅館が

取る分とお昼を作る人が取るところ、案内をする人が取るところというよう

な形でやっておりまして、あと事務局費も当然そういったものが出てこない

と運営をする皆さんができなくなりますので、それにつきましても今現在は

町が事務局を引き受けてやってるんですが、これをきちんとした独立した事

務局を育てて、その事務局の中で運営をして運営費もそこから稼ぎ出すとい

うような仕組みを現在考えて取り組んでいるところでございますので、今の

ところまだ提携企業も3社プラス先般シンポジウムをやった時にもう既に夏

に来て使いたいという会社も出てきておりますので、まだ提携はしておりま

せんけれども、とりあえず4社、5社ぐらいは直ぐに提携できると思うのです

が、その位でしたら今の形で対処できるのですが、これが増えてきたときに

対処できる形をこれから早急に考えていかなければならないということで

今取り組んでいるところでございます。 

９番議員 只今の説明で今後は独立した事務局を置いて運営をやってもらうというこ

とで、そういう方向で私ももちろんいいと思います。やはり地元の人とか町

の人がこの事業のことをしっかり理解をして関わってくれ、そういう中で知

恵も出してもらう。そうした中で先程総務課長言われたようにボランティア

ではなく、きちんとした仕事として成り立つようにしていくというふうな進

め方でやっていただきたいと思います。シンポジウムに私たち議員が参加さ

せてもらいましたが、今この事業に関わってくださっている人たちには声が

掛からなかったというふうなことをお聞きしました。とても勿体ないという

か残念だったなと、申し訳ないというかそういう気持ちになりました。今後

町の中であそこまでのシンポジウムとは言いませんが何か町民に向けて考

えていますでしょうか。お願いします。 

総務課長 最初に申し訳ございません。東京の会場につきましては議員の皆さんもご覧

になったように既に申込の会社が90社を超えてまして、その段階で180人を

既に予約が上回ってました。そこへ議員の皆さま十数名ということになりま
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すと会場に入りきれないということがございまして地元の皆さんには声を

掛けられなかったということでご理解をいただきたいと思います。それで今

予定しておりますのは3月20日に町民向けの説明会と報告会を北牧楽集館に

おいて開催する予定でおります。またご案内を申し上げますので是非ともご

出席いただければというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

９番議員 3月20日早速行うということなので、また皆さん多くの方が行っていただけ

たらなというふうに思います。都会の人が何を求めているのかもそうですし

町の良さもやはり再認識できる機会になると思います。自分も関われること

がもしかしたらあるんじゃないかという人も出てくるのではないでしょう

か、そしてそれがきっかけで町づくりにも関わってもらえるようなそういっ

た関係作りがまた人材育成に繋がると思います。町長は施政方針の中でこの

憩うまちこうみ事業について時代の時流に合致した事業で現代のようなス

トレス社会では伸びしろのある分野、観光という概念が大きく変化している

中でこの事業を足掛かりとして関係人口の創出と企業のリモートワーク拠

点の誘致に繋げられればと述べられました。関係人口とは言葉どおり地域に

関わってくれる人口の事ですが、企業のリモートワーク拠点に繋げられるよ

うにするために関係人口をどのように作り出していこうと考えているか町

長のお考えをお聞かせください。 

町  長 お答えをいたします。既に協定3社の皆さんからのご意見を拝聴しますと素

晴らしいお考えを聞いている会社がほとんどでございます。そしてこの小海

町を愛してくれているという実感がするものでございます。そういう中で都

会でですね一流の経営をして成功してなさっている方、皆さんです。我々が

教わる部分も相当あろうかと思います。したがってそういう知恵をいただ

く、そして我々の提供するものによって各企業さんが健全で健康な経営をし

ていただくということをまず目指しました。そして我々はそうした皆さんが

おいで下さることで関係人口を多くしていくということ、そしてわが町の具

体的な施策をどういうふうに進めていくかというもの、すごい多くのプラン

が彼らにはあったように思えます。既に1社おいでになってまして具体案を

示してくれた会社もございます。そうした中のものを希望的な観測の中でプ

ラスして相当な事業が出来るのではないかというふうに私は思っています。

それから今的埜議員の仰るその事業を利用してということなんですけれど

も、これだけのお金を使って議員の皆さんのご理解を賜っている訳ですか

ら、まずは最終的にこの町の利益を求めるというのが私の目的でございま

す。したがってそれはどこに利益があるかというと、まずはですね職員、町
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民、そして我々がいかにやる気をもってやるかということに繋がっていくか

と思いますので、最終的にはそれまで狙っているところが実情でございま

す。 

９番議員 既に協定3社いただいているということで、その方達からも良い反応がある。

またプランまでご提案されているということで、あとはやっぱりこっちのや

る気かなというふうに思います。ただ来てもらうだけでは地域との関わりは

やっぱり繋がらないと思います。都市農村共生社会創造シンポジウムという

のが2017年から毎年開催されているようで今年が三度目になるそうです。関

係人口の命名者でもあるソトコトの指出さんは、関係人口が生まれる場所と

は自分の町は子育てが完全に保証されているとか無線LANが通じているとか

ケーブルテレビがあるとかそういった良いことをアピールしたがるが、だが

若い人たちは町が破綻していたり、弱みがあったりそんな関わりしろのある

地域を求めていると言われています。またお米を通して大学生と地域を繋ぐ

仕事をされている方は関わり続けたい地域とはちょっとした困りごとがあ

って問いをもっている地域、よそから来た自分たちと一緒に考えてもいいと

思っている地域だと言っています。また墨田区と全国の農家を結ぶ仕事をさ

れている方は肩書でしか自分を表現できず、それで身を守っている都会の人

たちに比べて農山村には本気で関わってくれる人が多いのが農山村の魅力

だと言っています。都会の人が多様な関わりの段階を上ることを支えていく

視点と手立てが求められ、定住しないなら関わる必要が無いと排除しない心

構えを持たなければならないと言っています。さらにその地域のどこに関わ

ってもらえるかを見える化し、それを都会の人と繋ぐ窓口と場を作る事だと

しています。私はやはりこの事業の先の展望を具体化させることが大事だと

思います。それには先程から述べているように地域の人、町の人にどれだけ

関わってもらうかだと思います。そして実際に小海に住んでいる人が、また

役場の職員が生き生きと暮らしているか、そういったことも重要になってく

るかと思います。どうでしょうか町長、役場職員の健康維持管理のための福

利厚生はどのようにされておられるかお願いします。 

町  長 的埜議員仰せのとおりで、役場の人間が元気でなければこの町はしっかりし

ていないと、出来ないというのが実情でございます。そして福利厚生という

話でございますけれども、通常の役所としてのものは全て行っているわけな

んですが、私昨年の7月から個人面談というものを職員全員とやりました。

その中でやはりどういう所でやる気をもっていただくか、どういう事をやれ

よという時代ではなくて、やはりやる気を持ってもらうということを発掘し
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ようとして私自身が動いた訳なんですけれども、これは皆さん思う以上に皆

さんやる気です。私はある面ではほっとしました。しかしその場をどうやっ

て長が提供するかという部分についてはいささか私も経験不足等々有りま

したけれども、これで1年経ちました。施政方針の中にも触れさせてもらい

ましたけれども、私はこれから今までの元気な町を作るためにということで

積極姿勢というものを貫いまいりましたけれど、これ以上にそれを進めてま

いりたいと思います。福利厚生という部分については公務員ですからそれな

りの待遇のものは用意してございまして、それは欠けることなく進めている

ところでございます。以上です。 

９番議員 私はこの自然体験の事業がやはり都会の人にも良いのであれば、この暮らし

は当たり前にはなっていますが、小海に住んでいる人たちもやっぱり良い体

験ですのでヨガだったり松原湖周辺の散策だったりそういうことをこの一

連の体験というのも職員もやってみたほうが良いのじゃないかなというふ

うに思います。まずは足元からではないですが、自分たちがまず小海の良さ

を実感し自信をもってこの小海の良さを伝えられて向かい入れられるよう

に町の職員も町民も一緒になって町の主体性も発揮しながらさとゆめさん

の力もお借りして、この憩うまちこうみ事業を発展させればというふうに思

います。続いての質問に移ります。里山整備について質問します。日本は世

界でも森林資源が豊富な国の一つで、特に人工林の比率は世界最高と言われ

ていますが、蓄積量はどんどん増えている状況で、豊富で利用可能な森林資

源を大量に保有しているけれど木材や燃料として活用をしきれていないと

いう現状があります。林業政策の失敗と言ってもいいと思いますが、今手を

入れないと景観は酷くなっていくし、最近の集中豪雨に見られるような山崩

れや河川の氾濫といった災害が起きる危険性が危惧されます。そういう意味

においても思い切った伐採が必要だと思いますがその点はいかがでしょう

か。 

産 業 建 設

課長 

お答えいたします。思い切った伐採ということでございますが、現在長野県

の森林づくり県民税では本年度より観光のための景観保持等を目的とした

伐採などへの補助も始めております。現時点で活用を予定はしていませんけ

れども伐採が必要なエリアの検討などを進めていきたいと思っております。

同じく森林づくり県民税では里山整備の中で防災、減災を目的とした間伐へ

の活用が可能となっております。町では本事業の活用の前提となる小海町里

山整備方針を12月に定め、次年度以降の活用を検討しているところです。但

しこの制度がどの山林にも適用となるものではなく、より効果の高い事業へ
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の充当が求められております。対象事業の選定、それから追加などを通じて

今後活用していきたいと考えております。以上でございます。 

９番議員 環境保持のために森林づくり県民税も利用しながら、活用しながら里山整備

も進めていくというお話でした。この冬宿渡の道沿い、川沿いの林をずいぶ

ん切ってもらい本当にスッキリしました。先日のシンポジウの中でCWニコル

さんが言ってました。森も人間も下まで光を与えないといけないと、保護と

放置は違うんだと、間伐をして健全な森が育つということだと思います。そ

して災害にも強くなると思います。荒廃した山林へのソーラーパネルの問題

も以前指摘し条例も作られたわけですが、使われないで荒れていく田畑や山

林が増えるとこういった問題が出てくると思います。自然エネルギーの点か

ら言えば森林資源を生かしたバイオマス発電は効率が良く、後々の仕事にも

繋がる時代に合った電力の需給調整手段として重要な役割を果たすと思い

ますがいかがでしょうか。 

産 業 建 設

課長 

お答えいたします。まず最初に宿渡、市の沢の伐採につきましては、準用河

川であります、河川の立木を伐採することによってそれが流れていって下流

の橋に引っかかり災害を起こすのを防止するということで本年度予算要求

して実施させていただきました。大変皆さんからは好評をいただいておりま

す。また県の方からでも新しい事業ですので是非現場に来たいというお話も

いただいております。それから森林資源の活用ということで木質バイオマス

ということでございます。木質バイオマスに代表される森林のエネルギー活

用は各地で先進的な取り組みが行われております。それらの地域では温泉施

設の熱源としての活用が多いかと思います。町において事業実施する場合に

は単に木質ボイラーを設置すればよいというものではなく、まず燃料となる

材の規格や基準の設定、それから収集運搬システム、購入費用の確保などの

他事業を行うにあたっての見通しや投資効果について町民への説明義務を

果たす必要があると考えております。現在のところエネルギーとして森林資

源の活用を進めるべき明確な理由があるとは考えておらず、まずは木材とし

ての資源活用に注力していきたいと考えております。以上です。 

９番議員 エネルギーとしての活用は少し難しいというお話だったと思いますが、小さ

な町でも小規模で出来るようなことが今どんどん進んでいます。2015年度か

ら2メガワット未満の発電に1キロワット時当り40円の新買い取り価格が設

定されることになり、小規模のバイオマス導入が増えてきています。逆に市

単位で規模を大きく始めたようなところではエネルギー効率が悪く採算が

合わずに小規模の発電機を新しくまた導入している状態です。プラント等々
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まだまだこの分野では日本の技術は遅れているようでヨーロッパ製プラン

トを使用しているところも多いようです。なにより電力の需給に限らず仕事

にも繋がっていくということが良いことで、高山市ではバイオマス発電でも

売電と今課長言われましたような、温泉施設への熱販売へ採算性がある運転

ができていて、加えて高山市木の駅プロジェクトで市内に土場を七カ所用意

し、そこへ週一回駐在して回り市内のペレット工場まで運ぶ、土場が木の駅

という訳ですが、そこへ自分の山で切り出してきた木を運び軽トラ1台2千
円分の地域通貨で、小海でいえばPネットみたいなものですが、買い取って

くれる仕組みで農家が野菜を直売所に持っていく感覚で行っているそうで

す。山へ入る人が増え、木を出せば出すほど地域通貨が発行され、地元商店

も元気になっているそうです。隣の上野村では電力と熱をきのこセンターに

活用し、新たな利益と雇用を生み村の活性化に重要な役割を果たしているそ

うです。我が町でも里山整備、森林資源の活用に本腰を入れて取り組むべき

だと思います。それには町で専門的知識のある職員を置くべきだと思います

がいかがでしょうか。 

町  長 お答えいたします。来年度4月からですね一人、林政アドバイザーというポ

ジションで一人入りますけれども、今、的埜議員仰る里山整備というものは

非常に大切なものだということを国も県も推奨しております。そして森林環

境税等を我々も利用しその活用を目指すところでございますけれども、元に

戻りますがバイオマス発電につきましては議員の仰るとおり大規模のもの

はほぼ壊滅的な状態だということは認知しております。小規模のものについ

て果たしてその内容がどうかというものをこちらで検証しているところで

はございますけれども、まだ途上でございます。したがってその施策は非常

にこの町に合っているものだということを理解できれば進めるというもの

もありますけれども、2メガワットと仰いましたけれども、これは大変大き

なものでございまして、それに付いている土地あるいはその材が間に合うの

かというようなものにつきましては相当深い検証が必要だと思いますので、

森林組合をはじめ個人の林業経営者、数社ございますのでその皆さんとまた

協議をして、森林こんなに沢山あるんですから、その利用の方向というもの

は考えていきたいと思っております。 

９番議員 2メガワット以下ですのですいません。来年度、林政アドバイザーを置いて

いくということで、その方は専門的な知識があるのかどうかそこだけお答え

ください。 

総務課長 お答え申し上げます。正直申し上げまして新規採用の、森林組合の方で新規
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採用をする職員でございまして、採用後研修を受けさせて新たな森林管理シ

ステムの導入に向けて動いていきたいということで考えています。 

９番議員 新規採用ということで、やはり専門的では今の段階ではないということです

ので、派遣で来たとなるとその来た人を指導する人もいると思いますがその

辺はどうお考えでしょうか。 

総務課長 当然町の中でもこの林業のポジションをやっていたものもおりますし、あと

森林組合の方でもこちらに派遣しっぱなしということではなくて、いろいろ

な指導はおそらくしてもらえると思うし、あと来た段階ですぐに研修に出し

まして専門的な知識も覚えていただくというようなことで今のところ考え

ております。以上です。 

９番議員 是非、新規採用ということなのでまだまだこれから勉強していかなければい

けないということで、専門知識を得られるようにしっかりと研修していただ

いて町のために頑張っていただきたいなと思いますが、そのことはおきまし

て今、町長言われたように国の方針の中でも森林環境税の活用についてはこ

の後あるそうですが、今森林の課題になっている問題に取り組んでいくとい

う方針で出されています。今度の森林環境税に関わってくることですがパリ

協定での目標である産業革命以前の気温上昇幅ですね、気温上昇幅を2℃未

満と1.5℃未満にした場合についての比較で2℃はあらゆる点で1.5℃の上昇

よりも自然や人間生活に与える影響がはるかに大きいことが明らかになっ

ています。1.5℃未満を実現するには今後温室効果ガスの削減目標をこれま

で以上に高め21世紀半ばにはCo2排出量を実質的にゼロもしくはマイナスに

することが求められています。再生可能エネルギー100%社会の目標に国産森

林資源を活用する小規模木質発電、熱利用を全国各地で展開する必要があ

り、多くの森林を保有する自治体の果たす役割も大きくなってくると思いま

す。そういう意味では森林環境税等も活用しながらこの課題に主体的に積極

的に取り組み、Co2の削減やエネルギー自給率の向上推進し地域を自立的に

発展させていく時期が来ているのだと思います。バイオマス発電などの自然

エネルギー事業は今後ますます世界的にも注目されてくると思います。長野

県内でもまだ事例の少ない分野です。自然エネルギーへの転換そして災害へ

の備え、鳥獣害防止等々、また山への関心を広げる小海型の里山整備事業を

展開して雇用の創出ができれば全国からも関心が寄せられると思います。是

非進めていただきたく要望し私の一般質問を終わりにします。 

議  長 以上で第9番 的埜美香子議員の質問を終わります。 

ここで11時まで休憩といたします。 
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議  長 休憩前に引き続き会を開きます 

次に第3番 井出幸実議員の質問を許します。井出幸実君。 

第３番 井出 幸実 議員 

３番議員 3番 井出幸実です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。町長

も約一年間町長職を経験いたしました。色々なことが多くあった一年間だっ

たことでしょうし、初めて経験することばかりだったと思います。今回初め

ての本格予算を作成する段階で大変なご苦労があったことと推測いたしま

す。今定例会で施政方針、提出されました予算を拝見しますと新しい事業も

本予算に計上され町長の意気込みが感じられました。今回は国民健康保険、

国民皆保険について今まで私の考えてきたことや感じたことや持論を述べ

させていただき町長の考えを伺いたいと思っています。質問に数字が多く質

問の中に出てきますがご容赦をお願いいたします。2月17日のシンポジウム

の講演で協会けんぽの安藤理事長さんも話していました。今国民は国民皆保

険の将来への不安や存続に対する強い危機感を感じています。少子高齢化に

より現役世代が減少しています。厚生労働省では現役世代の定義の変更を含

め制度の見直しに取り組む考えを示しています。国民健康保険も自主自立を

旨とし加入者に保険給付を行うだけでなく健康診断や人間ドック、がん検診

などを通じて健康増進を図り国民皆保険を支えてきました。しかし国民皆保

険が今岐路に立たされています。その原因の一つが高齢者医療への過度な負

担です。高齢者の医療費は本人負担と税金だけで賄うことはできず現役世代

の保険料も財源になっています。今では国民健康保険税のうち平成30年度当

初予算で約24%が後期高齢者医療費に使われている現状です。町民課長に伺

いたいのですが協会けんぽの安藤理事長さんの講演の資料によりますと協

会けんぽでは高齢者医療制度への拠出金が支出のうち36.7%、健康保険組合

では43.7%になっています。国民健康保険ではこの数字が24.0%になりますが

割合が大変低いので何かの間違いがあるのか国からの補助金があるのか数

字の取り方が違っているのか正しいのか教えていただきたいと思います。

24.0%の出し方は分母に国保税の調定総額、分子に国保税の後期高齢者支援

金調定額で計算しましたので申し上げます。 

町民課長 お疲れさまでございます。それではお答えを申し上げます。高齢者医療制度

に対する国保、協会けんぽ、健康保険組合といった各保険者の負担の違いは

各保険者で被保険者の年齢構成や所得等に差がありまして各保険者で負担
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できる能力にも差があるということでございますので、現役世代が多く加入

する保険が多く負担してもらうという制度になってございます。前期高齢者

に対しては前期高齢者が多く加入する国保等については前期高齢者の医療

費に対して交付金が交付され、拠出金は少なく被用者保険等については現役

世代が多く加入しているため拠出金を払い、全国の前期高齢者交付金の財源

として負担をしていただいております。また後期高齢者医療制度に対しまし

ては74歳以下の方が加入する全ての保険から支援金が拠出されまして支出

全体の40%を負担しているという制度になってございます。支援金の負担方

法につきましても国保の場合は被保険者数割が一人当たり約61千円になっ

ておりまして、被用者保険等は全面総報酬割といったように被保険者の年齢

構成が高い保険者への配慮がなされておりますので、被用者保険に比べ国保

は負担が少ないといった状況になってございます。以上でございます。 

３番議員 ありがとうございました。ある程度現役世代が多いところは多くなっており

まして国保の場合には前期高齢者については国からの交付金が出るという

ことで解釈をさせていただきたいと思います。それでは現在、病院などにか

かった時に窓口で支払う医療費は後期高齢者で個人負担原則一割となって

いますが、今後は本人負担、税金、現役世代の保険料の三つのバランスを再

考することが必要不可欠となってくると言われています。負担の議論だけで

なく現在2.2人の現在世代が高齢者一人を支えている。2035年には1.7人が一

人を支える構造になると言われています。高齢者とは高齢者という守っても

らう身になったと理解していました。議会だよりの編集後記にも書きました

が長野、松本の市長さんも提唱しているように75才以上を高齢者と呼びまし

ょうと呼びかけています。町長も高齢者の定義を考えて地域社会に発信して

欲しいものです。これについて次の質問が終わってからでいいですので町長

の考えを聞かせてください。私も70才という高齢者の初心者になりました。

テレビを引用しますと今年で私も71才になりますが、またまた年齢は自己新

記録更新中です。まだまだ働けるうちは働きたいと思っております。このよ

うに思っている高齢者が沢山います。そこで町としても働く意欲のある高齢

者には元気に働いていただく就労環境の整備や、シルバー人材センター等を

活用し国民皆保険の支えて増やす施策を推進して欲しいと思っています。人

間の死亡率は100%なんです。そこで国民健康保険加入者の健康づくりに一層

励み健康長寿の延伸に貢献していただきたいと思っています。高齢者の定

義、高齢者の就労環境の整備、健康寿命の延伸の3点になりますが町長の考

えをお聞かせください。 
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町  長 お答えいたします。65才から74才が前期高齢者、75歳以上が後期高齢者とさ

れております。国レベルの話ですが協会けんぽは国民の3.2人に一人が加入

する日本最大の保険者であり、その事業所別規模を見ますと中小、小規模企

業が多く事業所全体の8割が従業員9人以下となっております。高齢者の就労

環境も同様の状況にあると推測されます。事業所規模が小さいほど保険受診

率が低くなっているというデータもあり、中小企業の労働環境は厳しく個人

のレベルでは健康増進が難しくなっているのが現状であります。保険者とし

ましては加入の健康意識を自ら高め、自らの健康づくりに取り組みやすくな

るような環境を整備する必要があろうかと存じます。その結果として国民一

人一人の健康度の向上、医療費の抑制に繋がり国民や皆保険制度の維持に資

することと考えます。私個人といたしましては私の町長就任時に申し上げ、

6月の議会かと思われますけれどもこの問題が取り上げられ、私の父は95歳

まで現役で私から給料を取っておりました。そういった例もありますので我

が町といたしましても働ける人はいつまでも働いてもらいたいというのが

私のコンセプトであります。そして長く働いて喜びをもっていただいて、そ

して終末を迎えるというときにはやはり町民の皆さまがこの町に住んでよ

かったというような方向を考えております。また高齢者の定義でございます

けれども、私も加藤市長、菅谷市長の考えには賛成ではございますけれども、

それぞれの事業等々に影響の無い形の中で、そして町民の利益となるような

形のものを取っていきたいと思っていますので、私の考えはそういうことで

お伝え申し上げます。以上です。 

３番議員 健康長寿の延伸についての話ががちょっと今聞き取れなかったのですけれ

どもあったでしょうか。 

町民課長 健康長寿ということの現状でございます。健康寿命は男女共に年々延びてき

ておりまして、男性は2001年度には69.4才でありましたものが、2007年度に

は70才を超えまして、2016年には72.14才と男性の健康寿命が延びてきてお

ります。女性につきましては2001年に72.6才でありましたのが、2016年には

74.79歳まで延びてきてございます。平均寿命と健康寿命の差は介護などが

必要となる期間、この差を縮めることが社会保障費の抑制につながるという

ことでございまして、2016年の平均寿命と健康寿命の差は男性で8.8年、女

性で12.3年ということで2013年と比べても男性で0.18年、女性で0.05年とい

うことで改善がなされて健康寿命は延びてきております。医療費の抑制とい

う見地からのも大切なことだと認識をしております。以上でございます。 

３番議員 今、健康寿命について、やはり医療の抑制に向かってということになります
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ので今の答弁を聞いて大変安心をしたところであります。町民課長に伺いま

すが現在の国民健康保険加入の世帯数、加入者数及び町の人口による国民健

康保険加入者、世帯の加入率をお願いしたいと思います。後期高齢者は当然

含まないでいただきたいというふうに思っております。 

町民課長 お答えを申し上げます。まず国保加入者の世帯数と加入者数でございます。

直近の数字としまして平成31年今年の1月末現在で後期高齢者除きました74

才以下の人数でございます。国保加入世帯が757世帯、加入者数が1,272人、

町の人口が町の全体ですと1,526世帯、74才以下の世帯ですが、その加入割

合でいきますと世帯数では、ほぼ50%の世帯が国保加入の世帯ということに

なります。また加入者数につきましては町の人口が1月末現在で3,584人、74

歳以下でございます。国保加入が1,272人ですので人数としては35%という率

になってございます。以上でございます。 

３番議員 ありがとうございました。国民健康保険に加入している人の世帯は757世帯、

加入率で50%、人数では1,272人、35%ということです。国民健康保険に加入

している世帯の家族は一世帯当たり二人に満たない訳です。後期高齢者が入

っていないので単純にはいかないと思いますけれども加入者の中で国民健

康保険税の軽減世帯7割5割2割を合計すると世帯では430世帯57%、人員で638

人50%になります。そうしますと軽減世帯では一世帯が、一人世帯が単純計

算で67.4%になります。いかに弱者の皆さんが多く国民健康保険に加入して

いるかがわかると思います。国民健康保険加入者は他の保険に入れない人や

所得のある間は他の保険に加入し年金暮らしになった人、所得が少なくなっ

た人、町を元気にするバロメーターである自営業者の皆さん及び弱者と呼ば

れる皆さん等が加入をしています。所得がある程度ある皆さんは他の制度に

加入しています。しいて言えば町を元気にする皆さんである自営業者の皆さ

んが小海町の弱者の皆さんを支えていると言っても過言ではないと思って

いますが町長の感想を聞かせてください。 

町  長 幸実議員仰せの通りでございまして、元気の者が元気じゃない者を支える

と、これは世の常だと思っております。それがあまりにも過重なものになっ

たりということは、やはりこれはまずいことでございますが現状とすればそ

ういうことだと思います。 

３番議員 ありがとうございました。考えは大体私と同じというふうに理解をさせてい

ただきました。次に私もあまり良く分からないので町民課長に伺いますが、

平成27年度に退職者医療制度が適用なしとなったと聞いていますが、適用し

ていた時と適用なしとなった現在の退職者医療の財源内訳をお聞かせ下さ
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い。それと退職者医療制度が無くなり国民健康保険税に跳ね返った分はある

でしょうか。 

町民課長 お答えを申し上げます。退職者医療制度につきましては今申された通り、今

経過措置に入っている状態で、平成31年度をもちまして退職者の関係の医療

費の支出は無くなってまいることになります。退職者国保の保険税につきま

してですが、これは全額退職国保にかかる医療費や支援金等に全額充当され

ております。不足分は支払基金が交付金措置をするということになっており

ますので制度開始前と終了後とで財源につきましては変わりなく、全て退職

者国保にかかる医療費、支援金等に充当されておりますので変更は無いとい

うことでございます。以上でございます。 

３番議員 財源的に国民健康保険税に跳ね返ってくることは無いと聞いて、そういうふ

うに理解をしてよろしいということでございますので安心をしたところで

あります。国民健康保険加入者の今後の見通しについて町民課長に伺いたい

と思います。人口減少後期高齢者の移行により加入者が減少するのではない

かと思っていますがどうでしょうか。小海町の国民健康保険加入者の推移と

分かりましたら全国的なこともお話いただけたらと思います。 

町民課長 お答えを申し上げます。仰る通りで国保加入者は毎年減少傾向にございま

す。これは町としても全国的にも同じ傾向でございます。町のほうで申し上

げますと平成25年度末5年前には国保加入者が1,576名おりましたが、毎年約

3%減少ということで先程言いましたが平成31年1月末現在では1,272人と300

人この5年で減少してございます。町長の施政方針の中でも触れられており

ましたけれども町で平成27年に策定しました町ひと仕事創生総合戦略にお

きまして2040年の目標人口を3,050人と設定しましてあと20年でほぼ現在の

３分の２になるという予測ですので、国保加入者についても町でも全国的に

も今後も減少傾向は続くことが見込まれてございます。以上でございます。 

３番議員 ちょっと町民課長に聞くことが多かったんですが町長も今町民課長の答弁

を聞いた中でこれから町長に質問をしていきたいというふうに思います。今

まで社会そして高齢者の皆さんを支えてきました団塊世代も後期高齢者に

なってきますので、これからの医療行政は町長にとっても大変なご苦労があ

ることと思っています。少子高齢化や国県の人口の減少により国民健康保険

加入者の減少は避けられない。国民健康保険だけでなく他の保険も同じこと

と思いますが、高齢者の割合が多くなり現役世代の減少とこれから医療行政

について見通しが暗いことばかりです。小海町だけでなく国全体で考えてい

かなければならいとは思っていますが、これからの医療行政について町長の



 97

考えがありましたらお伺いしたいと思います。 

町  長 お答えを申し上げます。我が町は少なくも佐久総合病院等々の施設が大変充

実しておりまして、医療関係については自信の持てる町であると私は認識し

ております。そういう中で医療費の高騰、それから支える人口の減少という

ことは否めない形でありますけれども町としても少なくも出来ることはや

っていくという姿勢でございます。その他のちょっと細かい数字につきまし

ては町民課長の方からお答えさせていただきますのでお願いいたします。 

町民課長 それでは通告の中にもございますけれども、団塊の世代が全て75才以上とな

るのが2025年5年後になってございます。75才以上が全人口の18%となりまし

て、それ以降医療費はますます増大する見通しであり、議員さん仰います通

り国民皆保険制度の維持における課題となっていると認識しております。一

人当たりの医療費につきましては前期高齢者は2015年度の510千円から2025

年度には32.7%増えまして一人当たり670千円、後期高齢者におきましては

950千円でしたのが2025年には26.5%増えて一人当たり1,200千円になるとい

う推計がされております。前期高齢者の一人当たり医療費は64才以下の方と

比べますと3倍程度、後期高齢者に至っては64才以下の方々の5倍を超えてい

るというのが医療費の実態でございます。したがって行政としましては高齢

者医療につきましては安定的な財源を確保し、世代間の給付と負担の在り方

を公平に見直すことが必要とされますが、具体的にどう動いていくのかは全

国的にも厳しい状況が続くというふうに思っております。以上でございま

す。 

３番議員 ありがとうございました。これからはちょっと国民健康保険、我が町につい

てのちょっと質問をさせていただきたいというふうに思っております。国民

健康保険加入者の皆さんは国民健康保険税それから介護保険料納付に大変

な負荷を感じていると聞いています。平成30年度の国民健康保険税一世帯当

たり 178,305円、後期高齢者支援金分43,365円支払っています。一人当た

りでは税金106,114円、後期高齢者支援金分25,807円となっています。減額

世帯以外ではもっと数字は、数字的には多くなります。そこで町民課長に伺

いますが所得に占める医療費分の国民健康保険税、小海町分と協会けんぽ、

組合健保、共済組合の負担割合をお願いします。 

町民課長 お答えを申し上げます。国保、協会けんぽ、組合健保、共済組合、各組合の

所得に占める保険料の負担割合ということでございます。国保が低所得者に

配慮した税率となっていることもありまして軽減対象世帯は4.9%から10%弱

ということになっております。それから中間所得等については保険料の負担
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割合10%を超える所得階層もあります。これが国保の場合であります。また

国保の場合ですけれども被保険者が増えれば均等割があるために負担割合

が15%を超えてくる場合も出てまいります。他の協会けんぽ、健康保険組合、

それから共済組合は所得が少ない世帯につきましては負担割合が15%を超え

る負担割合になっています。それから所得が増えるにつきまして中間所得層

につきましては平均で10%の負担割合なってきまして所得が大きければ大き

いほど負担割合は下がっているという状況でございます。以上でございま

す。 

３番議員 今、国保税の関係について答弁いただいた訳なんですが、私の計算でいきま

すと所得割が今、国保税は応能、応益に分かれておりまして応能の部分につ

いての所得割そのものの金額が100分の、うろ覚えで申し訳ないんですが

8.4%の税率だというふうに解釈しています。そうしますとそこに固定資産税

の分が乗っかりその他に平等割、均等割が乗っかっていきますと当然国保税

そのものは12%の所得オーバーするのではないかというふうに試算をしてい

る訳ですけど、今の答弁いただきましたのでそれはそれとして後で研究をさ

せていただきたいというふうに思っております。7割、5割、2割の軽減世帯

で税金を軽減しても町民が国民健康保険税が高いと言っていることはある

程度ご理解をしていただきたいというふうに思います。国民健康保険に加入

している皆さんが他の制度より重い負担をしているということもご理解を

していただきたいというふうに思っております。国民健康保険税は県に統一

され納付金を納めれば済むことになりました。今まではある程度小海町の過

去の医療費の経験値を踏まえ国民健康保険税を算定してきましたが、これか

らは県が主体となり国民健康保険税を算定するわけでありますから、町とし

ては医療費の動向には安心できると思います。しかし町の医療費の動向経験

ではない税金の算定となるので、算定が多くなることは考えられますので心

配もしています。例えば平成31年度予算では県への納付金をみますと

178,194千円となっていまして前年度対比10.3%の増額となっています。保険

給付費は375,045千円で前年度対比-4.1%となっています。国民健康保険税も

現年度課税139,874千円、前年度対比8.9%の増額となっています。昨年度の

税金に8.9%の上乗せになるということです。保険給付費がマイナスになれば

当然税金は下がっていいような気がします。小海町の医療費の経験値を踏ま

えて課税とならないのでこのようなことが起こったと心配していますが町

民課長いかがでしょうか。それと県の新制度である財源安定化基金交付金に

ついて説明をすいませんがお願いをいたします。もう一つ県が主体となった



 99

ので一般会計からの繰り入れもある程度は認めると国保新聞で読んだよう

な気がするのですが現況はどうなのかを含めて説明をお願いいたします。 

町民課長 国保制度につきましは平成30年度から長野県、県も保険者となったというこ

とでございます。県への納付金を納めて医療費を払っていくという仕組みに

なってございます。県への納付金が今言われましたように増えておりますの

で、一割程度増えておりますのでその分国保税の方で予算上も措置が必要に

なってきておりまして、それの実際の税率につきましては5月6月に実際に前

年度の所得が出たところで実際の税率は賦課をさせていただくことになり

ます。予算上は納付金の増に伴って税金も多くなってきておるという状態で

ございます。それから今申されました県の制度でございます。財政安定化基

金というものの説明を簡単に申し上げます。財政安定化基金交付金といいま

すのは、県に基金を設置いたしまして市町村で災害等の特別な事情が生じた

場合に市町村の財源不足を補填するために財源不足額の内、保険料収納不足

分の額の２分の１以内を交付するという制度でございます。その交付分に対

する補填については国と県と市町村が３分の１ずつの負担をするというこ

とになっております。以上でございます。 

３番議員 一般会計からの繰り入れについて国保税で、国保新聞で読んだ気がするんで

すがそこんところちょっとすみませんが。 

町民課長 すみません。その部分ちょっと私も読んでない部分がありまして承知してお

りませんので、またちょっと勉強させていただきたいと思います。 

３番議員 ありがとうございました。いずれ今年の税金で8.9%が上がるということなん

ですけど小海町に対して激減緩和処置があった中で8.9%上がるということ

を聞いておりますので、ある程度心配をしているところであります。次に特

定検診についてでありますけれども、お伺いをしていきたいと思います。特

定検診の受診率は平均、全国平均で29年度37.2%、長野県平均46.5%となって

いますが小海町の受診率はどのくらいでしょうか町民課長よろしくお願い

します。 

町民課長 お答えを申し上げます。小海町の国保に加入されている方の特定健康診査の

受診率でございますが、10年前の平成20年度は43%でありましたけれども27

年度になりまして50%を超え、29年度につきましては51.2%となっておりま

す。29年度の県平均が47%ということで県平均は超えてきております。小海

町の51.2%というのは県下77市町村中37位ということでほぼ真ん中辺に位置

していることになります。 

３番議員 小海町の受診率が51%ということでございます。町でももっと健康診断の受
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診率を上げることは可能と思います。歯科検診にも取り組んでいかなければ

ならないと思っております。町民の皆さま方が声を掛け合って健康診断や歯

科検診などに出かけていけるようにもっと町として広報等が必要と思いま

すが町長の考えをお聞かせください。 

町  長 幸実議員の仰せの通りでございまして、小海町には優秀な歯科医院が多くご

ざいます。従って虫歯の少ない町だと思っておりますが、我が町としてのや

はり姿勢はそれを推進するということは大変必要なことだと思っています。

従って健康な町、元気な町作る礎となりますので積極的に推進していきたい

と思います。以上です。 

議  長 黒澤町長に申し上げますけれども、議員名前を上の苗字のほうでお願いしま

す。 

３番議員 ありがとうございました。国民健康保険も自主自立の道を探しながら、国民

皆保険存続のため一翼を担っていかなければいけないと思っています。そこ

で国民健康保険税の町単独の軽減、減免が出来ないこと、一般会計からの法

定外繰入が出来ないことは理解しますが、人間ドックの補助のように多子世

帯支援事業に対しては一般会計から一般財源を繰り入れても良いのではな

いかと思っていたのです。多子世帯支援金は今の小海町にとって理にかなっ

た良い事業だと思っています。少子高齢化で悩む町としては、脱却に向け各

種の事業を実施している中で多子世帯支援金事業は町の現状打開のため一

事業として国民健康保険会計で実施する制度の位置づけだと思っていまし

た。当然一般会計から繰り入れをしてもいい制度だと思っています。しかし

平成30年度では一般会計からの繰り入れが無いということは、そうでなくて

も国民保険税が高いと加入者の皆さんは感じているのに多子世帯支援金分

がもろに国民健康保険税に上乗せになります。多子世帯支援金分の一般会計

からの繰り入れが法定外繰り入れに該当しないのであれば繰り入れを実施

するべきだと思っていました。平成31年度は多子世帯支援金事業は一般会計

に予算計上をしていますので国民健康保険税に直接関りが無くなりました

が、一般会計に計上した詳しい経緯の説明をお願いいたします。すみません

が簡単によろしくお願いします。 

町民課長 仰られます多子世帯支援事業でございます。これは国保加入世帯で18歳以下

の子供さんが3人以上おられる世帯に対しまして3人目以降均等割り分を補

助するということで、昨年30年度に何回か議員の皆様にもご説明申し上げま

して、12月補正で国保会計のほうからの支出ということで、30年度につきま

して3月補正でまた一般会計という手法も考えたんですけれども、他の補助
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金等の絡みもありまして30年度につきましては12月補正でお認めいただい

た国保会計の支出で是非お願いをして31年度以降は仰られるように建設国

保、医師国保も含めた中で一般会計から支出をする事業にしたいということ

で推移してございます。以上です。 

３番議員 時間も無くなってきましたのですみませんが次に進ませていただきます。最

後になりますけれども国民健康保険税には応能・応益の制度があり家族構成

や所得等により税金を算出されます所得がある一定の以下の世帯には応益

部分の均等割、平等割が7割、5割、2割の税金が軽減されます。軽減された

税金は国、県、町で補填しているので税金に跳ね返ることは無いのですが、

問題は応能・応益の割合あります。現行の応能・応益の割合は64:36です。

応益部分の割合が少ないということは均等割、平等割の基礎数値が小さいと

いうことになります。軽減額も小さいということになります。強いて言えば

町の負担も少なくなるということです。県が示す標準保険料比率では３方式

で応能・応益の割合は53:47です。応益割合が多くなるということは減額、

軽減額が多くなりそれを補填する国、県、町の持ち出しが多くなるというこ

とです。小海町の現行と県が示す標準保険料率との差額が幾らになるかと計

算をしていただきました。現行では国、県、町の補填額は24,992千円、標準

保険料率では28,234千円になります。差額3,242千円となりますし、現行と

標準保険料との差額3,242千円を誰が負担しているのかというと大部分が軽

減世帯ではない人達が多く税金を納めていることになります。３方式でも小

海町の現行、４方式でも同じ結果になると思います。どうして現行では応益

割合が36と低いのか私なりに解釈すると応益部分割を多くすると当然均等

割、平等割の基礎数値が上がりますので軽減処置があっても残る金額は多く

なるので税金は多くなります。低所得者の皆さんの税金を安くするための考

えからと思っています。国民健康保険はやさしく思いやりのある・思いやる

に下づくろいのある保険であります。しかし現行では低所得者に優しいが軽

減世帯以外の人たちには負担を強いている訳で考えさせられます。応益部分

を県が示す標準保険料に近づけることによって町の補填が増えることを考

えれば現行の応能・応益率で課税した場合、町として何らかの支援をしても

いいのではないかと思っていますが町長如何でしょうか。 

町  長 只今のご指摘でございますけれども、現行の制度に無理のないところで、あ

るいはルール違反の無いところで町が出来ること、それは町がやるべきだと

思いますのでそんなふうにお考え願いたいと思います。 

３番議員 ありがとうございました。今あの法定外繰入という言葉を使わなかったこと
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をちょっと考えていただいて町長の答弁でそれで結構だと思いますのでよ

ろしくお願いします。誰もが安心して医療が受けられるよう世界に誇れる国

民皆保険がさらに安定した持続可能な医療保険制度として構築されるよう

願っています。小海町は先程町長の答弁にもありましたが、医療を受ける住

民にとっては大変恵まれた環境にあると思っています。そんな小海町に住ん

でいることに感謝もしています。今回は自分自身として感じてきたことや、

持論を質問させていただきました。丁寧な答弁をいただきましてありがとう

ございました。これで私の一般質問は終わらせていただきます。 

議  長 以上で第3番 井出幸実議員の質問を終わります。 

ここで12時50分まで休憩といたします。 

尚、12時20分から議会運営委員会を開催しますのでよろしくお願いします。 

議  長 次に第8番 篠原義從議員の質問を許します。篠原義從君。 

第８番 篠原 義從 議員 

８番議員 8番 篠原義從です。よろしくお願いいたします。久しぶりの一般質問であり

傍聴のお客様に沢山来ていただいていささか緊張して上がり気味です。30

分ほどよろしくお付き合い願いたいと思います。また3.11東日本大震災に遭

われました多くの皆様に改めましてお見舞い、お悔みを申し上げます。通告

に従いまして質問をさせていただきます。黒澤町長にとって町政に対する思

いや考えを込めた31年度予算だと思います。予算全般に対するご自身の評

価、これからの抱負などお聞きしたいと思います。町長よろしくお願いいた

します。 

町  長 只今、篠原義從議員から31年度予算について自身の評価という質問でござい

ます。施政方針でも申し上げましたが31年度予算につきましては、私も任期

後3年の中で公約に掲げさせていただきました施策について積極的に進めて

いきたいということでご提案させていただきました。事業はこれからですの

で評価は町民の皆さまがしてくれると思いますが、計画については私の考え

ていることは概ね盛り込んであると考えております。思うところはまだまだ

ありますがいっぺんにという訳にも行きませんので今回の提案になってお

ります。元気な小海町を作りたいということでありますが、町を元気にする

ということは、まず一人一人の存在を認めやる気がある皆さんをまずサポー

トしていくとそして育てる。そして元気になった皆さんがまた周りを引き込

み、やる気を出させ元気にしていく。こういった流れができれば徐々に町は
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元気になっていくものではないでしょうか。そういった流れを作りたいとい

うことで今回チャレンジ支援金事業を提案させていただいております。是非

多くの応募をしていただきたいと思っています。またもう一つ重要なことは

安心して暮らせる町づくりではないでしょうか、ますます高齢化が進む中で

安心して一生暮らせる町づくりのため、移動販売事業など関連予算を計上い

たしました。お願いした全ての予算が今年度スムーズに実施できますよう格

段のご配慮をお願いするところでございます。以上です。 

８番議員 ありがとうございました。初心忘れるべからずという言葉がありますので行

政幹部との意見の違いもこれから出てきたりすると思いますけど初志貫徹

で頑張っていただきたいと思います。それでは次の質問に移らしていただき

ます。八峰の湯の今後ということでお聞きします。私も観光交流センター審

議委員会の委員ですので先日の審議委員会に出席させていただきました。短

い時間での議論ですので私も満足の出来る質問も出来ませんでした。全協で

も議論しますがあえてこの場で質問させていただきたいと思います。温泉の

赤字運営につきましては町民の皆さまも心配をしているところであります。

そして私が議員になった頃からの懸案事項であり、私も交流センター委員に

なりまして2年近くなりますが委員会では毎回同じ質問が出、毎回同じ議論

がなされ、毎回同じ結末に終わるということで、この2年間とは言わず私が

議員になって6年近くなりますけれども八峰の湯の改革はぜんぜん進んでお

りません。食材の仕入れ問題から新しいメニュー、券売機、セルフサービス

等々赤字は何とかしなければならないという考えは皆さん全員持っている

と思いますが中々改革が進まないというのが現状であります。そこでですね

課長にお聞きしますが、この様な問題を、課長何年温泉に携わりましたか知

りませんが、どのように考えてやってきたか。また先般駐車場で細かな事故、

トラブルがあるということで駐車場を整備したらどうかという話も出まし

た。その点についてもちょっと答弁をお願いしたいと思いますが課長お願い

します。 

観 光 交 流

セ ン タ ー

所長 

それでは私のほうからお答えをしたいと思います。八峰の湯の運営審議会、

毎回同じようなということでございます。特にレストランの運営につきまし

て食材ですとか、メニューですとかということで議論になります。八峰の湯

メニュー設定が基本的には忙しい時間帯ですとか繁忙期を設定をしてお客

様をお待たせしないで、それでしかも尚且つそれ相当の満足いただける内容

という設定でございますので、単価等が一定程度高上りというのは否めない

現実だと思っております。しかしながらアンケートなどを回収したものを拝
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見いたしますとこの種の日帰り温泉としてはそれなりに高い評価だという

ふうに思えますし、私自身この間、1年ですけれどもそれなりの思いで幾つ

かの施設を回ってみますと、うちの温泉レストランそれなりにレベルが、し

っかりしたレベルであるというふうな思いもございます。今現在、春の新メ

ニューということでもう一段地域の物を使った物を、それからある程度女性

をターゲットにしたものということで新メニューを考えております。それか

らこの秋に消費増税が予定をされておりますのでそれに向けてということ

も含めまして全てのメニューについて単価表の作り直しを今しております。

全部できている訳ではありませんけれど、ざっと見て改善点あるところはあ

るかなという感じはしております。そういったところを見て必要があれば思

い切って見直しもしていきたいというふうに思っております。それから券売

機ですとかフルサービスの話ございました。券売機についてもフルサービス

につきましても特に一番忙しい時に券売機、フルサービスでどういうふうな

形になるのかなということ、施設の構造の問題もございますし、それから支

払、精算方法をバーコードで最終的に一括清算になりますので、その辺のか

なり運営の根幹に関わることになりますので、これまでも15年位経過したと

ころで本格的な施設改修ということが予定をしておりますので、これからま

たご論議をいただく内容なのかなというふうに考えております。それから駐

車場の件ですけれども、ご指摘の通り先日も若干高齢者の方、本来停めちゃ

いけない所に停めてということがございました。確かに高齢者の方、大概は

小さな軽の車で来られる方多いんですけれども、停め方を見ますとかなりズ

レ、ちょっと強引な停め方がちょっと目立つ感じがいたします。あそこを広

くというご議論も前、井出幸実議員からも話をいただきました。これも全面

的な見直しになりますので、これも今すぐという訳にはちょっといかないの

かなと、そもそも駐車場のキャパシティーはそんなに広くありません。あの

施設で一番忙し時1500人とか入る訳ですので、その辺考えても駐車場を狭

く、台数を狭くということも出来ませんので、それも含めまして施設改修の

段階で少し考えていきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

８番議員 私は温泉の役場職員がですね、2年位で交代していつも1年生の役場職員が行

くから、また一からやり直さなくてはいけないということにも問題があると

思うのですけれども、そこらへんはまた町長に、課長からは何とも言えない

と思いますから、また町長に聞きますけれども券売機、委員会での説明は大

変高額な費用が掛かるということだったんですけれども、そこらへんの説明
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を町民の皆様に分かるようにお願いします。 

観 光 交 流

セ ン タ ー

所長 

先ほど申し上げましたけれども、八峰の湯の精算方式が今現在、お帰りの時

に一括精算になっております。券売機を入れて尚且つその方法をということ

になりますとシステムの大幅な改修が必要になってまいります。見積を取り

ますと一千数百万という費用になります。となりますとお金を掛けて、例え

ば職員がどの位減になるかちょっと分かりませんけれども、そこが回収しき

れるのかどうかということがございます。それから券売機でセルフでという

ことになりますと、今作っている厨房から向かいにあった食べるところに動

かなければなりません。となりますとその間というのは他の一般の皆さんが

トイレですとか休憩ですとかで通るところになります。繁忙期にそういった

体制というのは今の形態では非常に危険ですということもございます。今言

ったように今の施設の形の問題、それから費用面の問題ということがありま

して直ぐに今年、来年直ぐにやりますという話には中々ならないという意味

合いで審議会ではお答えをしたと思います。 

８番議員 私も八峰の湯は利用しますからセルフサービス、それちょっと無理があるか

もしれないですね、あそこはお客様、奥へ行くお客様と交差して熱い丼物を

他人様にかけてしまってということも起きないとも限らないということで

そこの改修工事にまた大金掛かるということで、その食券のその券売機はそ

の、そんなに大きなお金が掛かるものなんですかね。 

観 光 交 流

セ ン タ ー

所長 

私もそんなに掛かるもんだとは思っていませんでした。中間的にあの今流行

りのタブレットで注文できるような形に簡単にできないかなと思ったとこ

ろ、それも実は精算方式を同じようにしようとすると、あのコンピューター

のシステムを大幅に改修しないといけない、券売機も付けるようにしようと

すると同じように大幅ないお金が掛かります。汎用物で出来るのかなとある

程度思っていたのですけれども、それぞれがいわゆるシステムが一品物なん

だそうです。でシステム改修に大幅なお金が掛かるということのようでござ

いまして、ちょっと簡単に導入ということが中々難しいという現状でござい

ます。 

８番議員 高速道路の一般食堂、食事処入っても食券とセルフサービスが同時になって

やっているということでね、元々そういう事を目的とした作りになっている

からそれが出来ると思いますけれどね。中々難しいところなんですね。分か

りました。次に町長にお伺いします。先程も言いましたけれども、このまま

ではいけないと認識は町長もお持ちだと思います。審議委員会にゆくゆく温

泉入浴料の値上げを検討していただきたいとの要望も出されましたが、 
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値上げにあたってはいろんな改革がないと中々皆さんの値上げよろしいで

すよという話にはなっていかないと思うんですよね。そこで町長これが町長

の力の発揮しどころだと思いますけれども民間の感覚、私も小さいながら企

業をやってますけれども赤字になんていうのはとんでもないことで、何が何

でも利益を上げるんだということで我々も頑張っている訳なんですけれど

も、その一番の長である町長がどういう将来構想をもっているか、八峰の湯

はゆくゆくはこういうふうにして、こういうふうにしていくんだということ

を聞きたいと思います。是非、町民がね納得できるような答弁をひとつお願

いします。 

町  長 八峰の湯の件に関しましては私も観光協会長の時から運営委員会に携わら

せていただいており、篠原議員の仰せの通りの約40,000千円という数字の赤

字という表現で出したんですけれども、10人の審議委員の皆さん、井出薫議

員を長として10人の審議委員の皆さんがおいでになりますが、そこに提出し

た数字はですね職員の給与それから起債ですね借金の返済。それから入湯税

それら全て含めたものでございまして、これが40,000千円ということでござ

います。仮にこれを引いたらという話は経営ですのでこの場ではいたしませ

ん。しかし一番足かせになっているのは、そのマイナスと言われる部分では

職員の給与ということになりますので、本庁のこのですね役場の人間も足り

ない状況でございます。従って定数を増やすあるいは他の施策を考えてみた

場合に、八峰の湯はこれからは一人体制でいけばいいんじゃないかというふ

うに私は考えております。そして、それをやがてゼロ、いわれる民間委託じ

ゃないんですけれども、もう10年も勤めてくれている職員もおります。そし

て中身も優秀で分かっている方もおりますので、そういった形にその彼らも

ちゃんと生活できる数字をお支払いして委譲していくというのも一つの手

ではないかと思います。それから只今、券売機というようなご指摘有りまし

たけれども、私はお金は掛かってもまず町民の皆さまにどういうサービスが

出来るかということが一番の基本ではないかというふうに思います。その中

でさらにマイナスを減らしていくということが一つの絶対的な条件になっ

てこようかと思いますが、これは今年度起債の償還が終わりまして、また次

の改築等々大変な大規模な部分が出て来るやもしれません。しかしここで一

段落出来るというような条件もございます。それから仮に200円の値上げを

お願いしてOKだという話になってきますと、その対象であります550千人で

すかねそれをやりますと11,000千円の増収と、それから他につきましても

諸々を考えていきますとこれは経営は出来るという判断を私はしておりま
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す。従ってサービスの低下の無いよう今後努めると同時にその辺を改革と位

置付けていただければありがたいと思いますが、ここ10月からの値上げをお

願いしている訳なんですけれども、その翌年ですね、そこではっきり数字あ

るいは成果が出せるよう私も努力してまいりたいと思います。ただね赤字と

いわれるものを野放しにしておくということは私はしません。以上です。 

８番議員 大変前向きな元気のある答弁をいただきまして心強く思います。今言ったよ

うに起債も終わって借金も終わってこれからだんだん良くなるということ

で、是非実行してもらいたいんですけれども、町長、役場職員ここで2人引

上げたらどうですか。長年勤めた優秀な社員がいますのでその人をトップに

して、ある程度の援助、口出しはしていかないと思いますけれども、役場職

員引上げると約20,000千円ばかし負債が無くなってその20,000千円が減る

と町民から大受けになると思いますけれどもどうでしょうか。 

町  長 篠原議員の提案も一つの案だと思いますけれども、私は一番懸念されるお客

さんへのサービスの低下、そういうものが懸念される中では、来期1期は2

名体制でやらさせていただきたいと、そしてその中でやがての目標をちゃん

と決めていくということで、いきなりその2名を外すということは大変困難

な作業になってくると思いますのでご理解願いたいと思います。 

８番議員 はい、わかりました。今まで永年やってきた方法ですのでいきなり外すと、

また余分なトラブルが起きるということでそれも理解できます。それでも只

今答弁してもらったように前向きにいずれ赤字ではまずいということで一

つよろしくお願いいたします。それではですね3番目の質問に移らせていた

だきます。小海町に沢山ある自然エネルギーについての質問をさせていただ

きます。町長には小海町町民が一挙手一投足をずっと見ているところだと思

います。私も町にある自然エネルギーを見つめ直し活用して町を元気にす

る、そういうことを公約といいますか議員に出る時に手を挙げて述べてまい

りました。中々この小海町の現状を見た時には大きな企業と言わないまでも

企業を持ってくるということは大変だということで、ならば自分の所にある

財産を活用して町を元気にしたらどうかということで自然エネルギーを使

った何かをしましょうということで議員になりました。そしてこの間6年間

弱、私は総務産業畑に身を置きまして自然エネルギーの先進視察を行い勉強

してまいりました。そして沢山の提言、視察に行って来た感想などを町に述

べてきましたけれども、中々行政側とは噛み合いませんで何一つ自然エネル

ギーに関しては町は進んでおりません。そこで政権が変わりまして黒澤町長

になりましたので、また敢えて述べさせていただきますけれども、その中の
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一つ水力発電です。小海町の米どころ鎰掛の福山田んぼ、小海町の基幹産業

である農業を福山田んぼは支えてきました。稲作で支えてきました。その豊

富な水が大部分利用されずに流されているということで非常に残念であり

ます。それでその福山用水を使うということは福山用水の水利権を持ってい

る豊里林野水利保護組合、その組合長が今、町長な訳なんです。そこで町長

にはお願いしたいことがある訳なんですけれども、豊里林野水利保護組合を

オーナーにして、北財それから有志の支援を受けてこの水力発電を是非勉強

してみたらどうかなと、今まではこういうことを言うと莫大な金が掛かると

ね、スクリーンその水スクリーンをかけてゴミが溜まったそのゴミ処理に大

変お金が掛かるとかっていうことを再三言われてきましたけれども、あの水

は中部電力が一回水力発電を起こして、その後の水だからそのゴミは無いそ

うです。それで水利権を持っている保護組合の長が小海町の長であるという

ことで条件は非常に整っていると思います。町長と前ちょっと先般話した時

にはその町の何かに使うなら仕事に入りやすいと、例えば農業に何か使うと

かね、どこどこで電気が足りないとかいうなら入りやすけれども中々皆さん

の合意を得るにはという話にはなってましたけれども、私は将来交付金に頼

らない町づくりということを考えたときに売電でもいいじゃないかと、そう

いうふうに考えております。そしてこの事業は日本全国探せば入ってくる業

者は沢山いると思います。でもそれは人のうちの小海町の水利、財産を使っ

て売り上げたお金は東京に本社がある会社なら東京に持っていき、長野に本

社がある会社名なら長野に持ってっちまう。ということで是非これをね、小

海町の豊水、豊水お金幾らあるか知りませんけれどもお金持ちだそうですか

ら是非考えていただきたいんですけれども、何が何でも2、3年にやるとかで

ぎりぎりなくて将来の小海町を見据えて計画を練ってもらえないかどうか

ということをお聞きしたいですけどお願いします。 

町  長 小水力発電の問題につきましては先般、小池捨吉議員あるいは渡辺均議員の

ほうからもご提案をいただきました。その中で今あの篠原義從議員の仰って

いることはそれとはまた全く変わってしまって、町で単独でということであ

りましたけれども、起こした電気は先ず売電行為だということで、それはで

すね例えば小海の農業等々含めた中で巨額の一般財源を使って行うという

ことには私は平等性が欠けるということでお答えしたと思います。さらに小

池、渡辺両議員さんにはこれからまだいろんなものを提案していただくとい

うような条件であるかと思います。また小布施の町で今完成し行われている

事業は3億ということで町の三セクでやっている訳ですけれども、町が関わ
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っているのは1%ということだと認識しております。そういった例もございま

すがやはり我が町で一般財源を10億とかという数字で出してやる企画は今

年は誠に申し訳ありませんが毛頭ございません。そして今、豊里水利保護組

合の方に持ち掛けたらどうかということでございますけれども、3月には全

ての財産区定例会がございます。その中で豊里水利保護組合もございますの

で篠原義從議員がとは言いませんが、議会でこういう提案が出ているという

ことは私は伝えたいと思いますので、その辺はご了解願いたいと思います。

またあの自然エネルギーどういうふうに使っていくかということは非常に

大切なことだと思いますけれども、私の考えは少なくも我が町が自立するよ

りは中部電力は素晴らしい会社だと私は信じております。以上です。 

８番議員 何と言いますか、ちょっと議論の噛み合わない所がある。私は町で発電所を

やれとは言っているんじゃないんですよ、豊水が頭になって出資を募ってや

ったらどうですかとそういう事を勉強したらどうですか、これ一般財源使っ

てやるとしたらね、それは反対者も沢山いると思いますよ。10億15億20億そ

んなもの借金背負って、儲かるとはいえいつ何十年後に返済が終わるだかわ

からない話はよしたほうがいいじゃないかと、役場職員も全てそうだと思い

ます、役場職員は元々こういう事にはわりあい消極的なんですよ、私は一般

財源を使ってやると言っているじゃなくて、いろんな所へ情報網張り巡らし

てそれで将来のことを考えてやっていったらどうですかということで、今す

ぐこうで一般財源どうのこうのという話じゃない、それは3年後4年後10年後

になるかもしれないけど、そういう礎を築かれたらどうですかと、そりゃこ

ういう良い話ができれば、じゃあ私も一口乗るかというそういう話も出るか

もしれない。ただね何もやらなければ何も生まれない。それはちょと厳しい

こと言うようですけれども決まった交付金で回していれば、それは無難にい

きますよ、それでは小海町、夢も希望も無いということに、町長には是非、

無理難題とはわかっていてもその礎を築いていただきたいと思います。それ

では次の質問に先般あれですね、南牧村で廃マルチ、町長ももちろんご存知

だと思いますけれども、廃マルチの輸出が出来なくなったから廃プラで油を

精製すると油を作ってそれを町のどういう所に使うか知らないがボイラー

でね、いろいろ使うということが成功したんですかねあれは、油が出来るよ

うになったんですけど、そういうある資源を使っていろいろ考える発想する

ということで関連して、私あの八峰の湯のお湯、排水だけども水じゃないだ

よね、水じゃ駄目なんだけども、それを利用してそのハウス、冬場のハウス

栽培したらどうかと、温泉かけ流しでありますのでもったいない、いつも考
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えております。もしそれが出来るようであれば先般、佐久平の新聞に古谷さ

んの奥さんのお話が出てましたけどね、八峰の湯のへ冬場の野菜が無い時に

出してくれている大変ありがたい話なんですけれども、もしそれが出来るよ

うになれば直売所へ出す野菜レパートリーが増えて、直売所も活気づくんじ

ゃないかと、これは私の単なる発想でどっかが成功しているからこうだとい

う話じゃなくて、それは駄目だという話も出てくるし、何とか頑張ればいけ

るかもしれないという話にもなるかもしれません。ちょっとそこらへんの話

を町長、前向きにどうですかね。 

観 光 交 流

セ ン タ ー

所長 

温泉の排湯という話ですけれども、いわゆるビニールハウスを使った施設園

芸、温泉の熱源を利用するという話。温泉の源泉の温度が高いところですと

必然的に加水をしない限り冷まさなきゃいけないので熱交換を使って熱量

が、熱源が出てきますのでそれを利用してということは、例えばこの近くだ

と温度が高い草津ですとか、あるいは北海道などでもそういった利用の仕方

は全国各地で行われているということは承知しております。それから最近で

すけれども、今言った排湯36℃とか7℃ぐらいの排湯でも熱交換で熱源を利

用するという方法はあることはあるようです。そういった施設も実際にある

ようです。ただ今、ビニールハウスというお話でございますと、せっかく熱

交換で出来た熱源をビニールハウスまで移さなければなりません。高温でか

なりの熱源があるということであればその運搬ですとかっていうのをして

も、ロスがあってもまだ賄えるということになろうかと思いますけども、今

言ったように36、7℃、室温の22、3℃の差位のところ熱交換するようなんで

すけれども、となると熱源がそれほど実は多くないということがありますの

で農業ハウス、場所が何処かにもよりますけれども、そこまで熱源を移すと

なりますと相当なロスが出てこようかと思います。今言った元々温度差がそ

れほど無い熱交換ですので熱源がそれほど移動に耐えられるかどうかとい

うのはかなり疑問だと思います。施設内云々ということであれば幾つかの方

法は何かあるようですけれども、今言ったビニールハウスとなるとどうして

もかなりの距離を熱源を移さなければいけないということが出てまいりま

すので大変難しいのではないかと思います。 

８番議員 そうですね遠くへ持っていけば持っていくほど温度が下がって利用価値が

無くなると、私が言っているのはどっか温泉から出たね、直ぐ下辺りの所、

どっか畑が、畑を持っている本人がやりたいって言えばいいですけれども、

借りたりとかいながら遠くまで持っていくのでは無くて、あそこらの側でな

んとか賄えないかなという話で、私もそんなに細かく何ｍ引っ張って何度落
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ちてっていうじゃなくて、かけ流しのお湯が出て僅かなところで、それで今

言った直売所に出す野菜だけですのでとりあえず。何丁歩もいらない訳です

よね、一反歩もいらない位で、そうすると直売所冬に品物が無くて中々大変

なところ豊富な品物が出せたり、いろいろして直売所の活性化にもなるんじ

ゃないかということでもって半ば私の今夢をお話したんですけれども、そこ

らへんも町長是非、町長の挑戦の中に入れてもらって、それで駄目なら駄目

でいいんですよ、とてもそれは無理だということで今言ったように蜘蛛の巣

のように管を張っていくだと細い管にしなければならないから、温泉の灰汁

だか硫黄だかがとっついて毎年管の交換しなきゃならないなんて5,000千円

も6,000千円もかかるなら重油焚いたほうが良いっていう話になります。そ

ういうことも勉強しなければならない。いろいろ大変ではありますけれども

何せね、資源の無い小海町なんです。アイデアで勝負、アイデアとやる気と

度胸で勝負していかなければ小海町は生きていかれないと思います。最後に

ですかね先程9番議員さんですか、仰いましたけれどもバイオマスそれも再

三私たちも言っていました。今日また9番議員さんも新町長の31年度予算と

いうことでまた述べたと思いますけれども、私たちもたいへんそういう所に

視察行ってきました。視察に行ったところは成功例を見てくる訳ですからう

まくいっているなと、どうして他町村はこういうことが出来るのに小海町は

出来ないのかということでもって、再三ね私達も悔やんだりいろいろしてき

ました。でも町にある自然これを活かして小海町はこれからも生き延びてい

かなければならないと思います。是非そこらへんを頭に置いていただきまし

て町長よろしくお願いいたします。私の一般質問を終わらさせていただきま

す。 

議  長 以上で第8番 篠原義從議員の質問を終わります。 

議  長 次に第4番 井上一郎議員の質問を許します。井上一郎君。 

第４番 井上 一郎 議員 

４番議員 4番 井上一郎です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。まず

特殊詐欺についてお尋ねいたします。特殊詐欺いわゆるオレオレ詐欺が毎日

の如くテレビや新聞等で報道されております。最近ではその手口がますます

巧妙化し結構若い人も騙されるケースもありますけど、やはりその大半は70

才以上の高齢者が被害者であります。詐欺グループはそれぞれの役割を分担

があり口の上手な者がその巧妙な口調で子供や孫を騙り、罪の無い全く関係
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の無い老人の人達を騙したうえ大金を騙し取る手口でございます。老後のた

めにと蓄えた大切なお金を一瞬にして失ってしまうのです。またもしその犯

人が見つかったとしてもほとんどそのお金は戻っては来ません。そういった

ところでこの管内においてこのような問題や状況があるのかどうかをお聞

かせいただきたいと思いまがお願いします。 

産 業 建 設

課長 

管内においての特殊詐欺の実態・状況というご質問でございます。まず県全

体を申しますと、特殊詐欺の被害の実態です。こちらの調べにつきましては

県くらし安全消費生活課というところになりますが、平成29年1月から12月

の12カ月間、件数におきましては222件。被害額については277,000千円、そ

れから30年は件数では140件、被害額では358,000千円となっております。全

体の傾向として、オレオレ詐欺と架空請求詐欺の二つの詐欺で認知件数、こ

れ全体140件中124件ということでなんと約9割がこの二つの手口であるとい

うことでございます。架空請求詐欺被害の内76%が電子マネーをコンビニエ

ンスストアで購入させる手口で、被害者の年代は10代から50代が6割を占め

ている状況となっております。それから平成29年と30年を比較しますと件数

では前年度比マイナス82件と大幅に減少しました。逆に被害額につきまして

は前年度比81,000千円ほどと大幅に増加しております。1件当たりの平均を

出すのが適切かどうか分かりませんけれども、平均被害額ということで平成

29年度は1件当たり1,240千円、それから平成30年につきましては2,550千円

と倍増しているという状況になっております。また佐久管内におきまして

は、平成29年中に佐久市においては7件16,900千円の特殊詐欺被害があり、

内訳はオレオレ詐欺と思われるものが3件で11,000千円、架空請求詐欺で2

件2,900千円、それから還付金詐欺というものが2件2,990千円、発生してい

ます。小海町では2件の架空請求被害があり被害額は418千円と実際に町でも

2件、418千円の被害額が出ているという状況でございます。それから30年に

つきましては佐久市内で5件の特殊詐欺被害があり、内訳につきましてはオ

レオレ詐欺が2件3,8000千円、架空請求詐欺で3件、被害額で2,590千円とい

うものが発生しております。ちなみに30年度につきましては小海町では被害

は無かったということでございます。逆に阻止率、事前に防いだということ

でございますけれども、こういった件数も年々増えております。平成30年に

つきましては全県で544件、前年度比プラス165件、金額で440,000千円ほど

で対前年比で113,000千円の阻止、事前に防いだというものになっておりま

す。平成30年度の町への相談件数は3件ありました。その内容につきまして

は郵送にて民事訴訟通告書が送られ財産の差し押さえをするというもの、ま
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た工場を建てるので出資を募る出資金詐欺と見受けられるものでございま

す。上田消費生活センターに問い合わせがあった消費生活相談、内容につき

ましては特殊詐欺以外も含みますけれども平成29年におきましては8件とい

うものがございます。実態につきましては以上となります。 

４番議員 大変いろいろ調べていただいてありがとうございます。私の想像していた以

上にですねこの近辺界隈にあるということで、逆に私も驚いているところで

ございます。こういった詐欺はこれからもまたますます増える傾向にありま

す。そういうことでお互い、特に年寄りが今、独居老人がもちろん増えてい

る訳ですが、そのために各地区に民生委員というのが地区に一人はいる訳で

ございますが独居老人宅にですね、足を運んで、頻繁に足を運んでいただい

てこういうことにならにように注意していただければなと思う訳です。そこ

で他の事例でちょっと同じような質問だけど、振り込め詐欺グループはです

ね今ターゲットとした家に予め資産、家族構成や現在家にどの位の現金があ

るかを予め聞き出し、いわゆるアポ電というのをかけ、その後押し入る。ま

あ押し込み強盗みたいなもんなんですけれども、皆さんもご存知のとおり先

月の末に東京江東区に一人で住まわれている80才の女性が手足を縛られ、家

中を物色された挙句、亡くなられて発見されたと非常に痛ましい問題が起き

ております。この辺ではこういうことは無いとは思いますが、全く無いとい

うことは言いきれません。とにかくこういうことは日頃皆で連絡を密にしな

がら協力して防げるのではなかろうかと思います。そこで実は新聞紙上で見

るとですね、先程、産建課長が管内の件数を言っていただいた訳ですが、昨

年一年間東京都においてですねこの手の電話がですね、なんと34,658件確認

されたということで、その数の大きさに驚いているところでございます。そ

こでですねこのような一番防止方法がもしございましたら何方か一番良い

方法があったら、町民課長さんでも良いですしお願いします。 

産 業 建 設

課長 

お答えいたします。最近また新たな手法でアポ電という詐欺が流行ってきて

いるということでございますけれども、町では広報回覧など啓発を行いま

す。それから事案が発生した時には速やかに防災無線等で注意喚起を行って

いるところでございます。また平成30年度の9月補正でお願いいたしました

小海町消費者被害防止対策機器購入補助金を活用していただき、知らない番

号から掛かってきた電話に対して注意喚起を促す機能、それから会話の内容

を録音することを自動的に相手に伝える機能の付いた電話。こういった電話

機に買い替える際に購入費用の半額、10千円を上限といたしまして補助する

制度で未然に防ぐという対策をしているところでございます。現在のところ
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2件の方が利用されているということでございます。他にも各市町村は高齢

者向けに高齢者見守りネットワークを構築していますけれども町でも産業

建設課それから町民課、社会福祉協議会など関係者等の連携体制をとってい

ます。また特に大事なことだと思うんですが、同居されている家族の方、そ

れから同居していない家族の方でもやっぱり家族同士の会話というものを

頻繁にとっていただきまして、家族のコミュニケーション、いつ自分の身に

降りかかるかわからない、そういった詐欺に対して未然に防ぐという対策を

そんな形からでもとっていただきたいというふうに考えております。以上で

す。 

４番議員 ありがとうございます。今たまたま課長の答弁の中にそういう機種によって

ですね電話機がそれをキャッチするような電話、既に2件ほどが設置してあ

るということを今お聞きした訳ですが、私がたまたま昨日ですねテレビを見

ていたなかで、やはりこの特殊詐欺の番組がありまして、その中でちょうど

たまたま今課長が答弁されたように、自動音声録音装置というものがありま

して、その器具を受話器に設置、取り付ければですね他所から電話がきた時、

まず家人が出る前に自動的に「この電話は犯罪防止のため音声を記録されて

おりますのでご了承ください」という音声が流れるそうです。私もそれを聞

いたものでたまたまうちの地区でそれを設置した方がおりまして私逆にか

けて試験してみましたら、全くこの如くなりました。これが犯罪の抑止にな

ればなということで、せっかくこういう良い器具がでているもんですから、

今10千円の補助金が出るということで、これを独居老人はもとより高齢者の

方のとこへ斡旋していただいて進めていけばなと思います。そんなことで、

ではその件は一つありがとうございました。それでは質問の、別な質問に移

ります。実は先程、的埜議員のほうからも出ました、河川サイドの雑木等の

伐採についてお尋ねいたしたいと思います。本年2月の頭より宿渡地区の下

の部分の河川の両サイドの約300ｍの区間に枯れ木や雑木の伐採作業が行わ

れ、現在はまた宿渡から笠原の間の約200ｍが行われました。宿渡の下の部

分は作業も終了しており非常に景観も良くなり、これは夏の雨季、豪雨にお

いても川のせき止め等による河川の氾濫も防止できるじゃなかろうかとい

うことで大変素晴らしい事業だと思いました。そこでですね、この事業はど

ういう事業というか内容でこれからも続けて出来るかをお伺いしたいと思

いますがよろしくお願いします。 

産 業 建 設

課長 

お答えいたします。河川脇の雑木等の伐採により景観も良くなり、また豪雨

時の河川の氾濫も防げるのではないかというご質問でございます。先程の的



 115 

埜議員さんの質問の答弁とも若干重複するところがあるかと思いますけれ

どもお答えしたいと思います。近年発生しておりますゲリラ豪雨による全国

各地では河川の氾濫や土砂災害などの被害というものが発生しております。

町としましても土砂災害の危険性というものを認識しているところでござ

います。現在この事業で進めております道路沿いや準用河川の支障木につき

ましては地区要望をいただいている箇所を中心に予算を確保しながら伐採

等を行っております。宿渡地区におきましては県の森林税を活用した河畔林

整備事業というものでございます。市の沢川が採択になり県の補助金で伐採

を行うことができました。この事業につきましては平成34年度まで続くとい

うことですので、採択になるかどうかわかりませんが、来年度以降も県へ申

請していく予定でおります。一級河川につきましては県への要望ということ

で町民の皆さま方からいただいた一級河川、相木川、千曲川、大月川等々の

支障木の伐採は県に要望を行ってまいりたいと思います。道路や河川の支障

木伐採におきましては、まず地権者の同意を得ること、こういったことに事

務方としては大変苦慮しております。市の沢につきましては宿渡区を通じま

して地権者の同意を得ることができ実施することが出来ました。今後も地元

の皆さまのご協力が必須であります。是非そんなことで地元の皆さんのご協

力がいただければこういった事業もスピーディーに出来るのではないかと

考えております。以上です。 

４番議員 ありがとうございました。34年まであるということでございますから、是非

優先順位を決めて、どこの地区にもこういうとこはある訳ですが、是非これ

を進めていただきたいと思います。偶々いつも私が質問しているところでご

ざいますが、宿渡地区の山も宿渡の小山区長ともお話をして是非、区のほう

からやっぱり町のほうへ言っていただいて我々それを検討するということ

ですから、ということで、というような要請もこれから多分あろうと思いま

すが是非その時は是非良いことですからですね、続けて障害木ですか、道路

の支障木を是非整備してもらいたいなと思います。以上をもって私の質問を

終わります。 

議  長 以上で第4番 井上一郎の質問を終わります。 

ここで14時5分まで休憩といたします。 

議  長 休憩前に引き続き会を開きます 

次に第2番 渡辺均議員の質問を許します。渡辺均君。 
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第２番 渡辺 均 議員 

２番議員 第2番 渡辺均でございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。

初めに私は来年度が第6次の長期振興計画の策定年にあたりますのでそれを

ベースに質問を作って参りましたのでそれを前提にご答弁をお願いしたい

と思います。初めに6次振興計画を作るにあたって、何はともあれ第5次の長

期振興計画がどのようなものであったのか、何が出来て何が出来なかったの

か、どのような総括をされているのか初めに町長にお聞きしたいと思いま

す。お願いします。 

町  長 只今のご質問ですが、第5次長期振興計画。渡辺議員もご覧になったかと思

いますが、私も観光協会長として第5次振興計画には樹立の時から審議員に

参加させてもらっておりました。改めて計画と今まで行われてきたことを考

察しますと、計画された事業については概ね現在の段階ではやってこれたと

いうふうに思っております。今年度が最終年度でございますのでその結果を

見てという事ではお答えする段階になっておりませんけれども、新たに今年

度予算で取り組むものもありますし、達成出来たか出来なかったかというも

のはこの中に盛り込まれてないので、数値の目標とか或いは明確に達成した

というようなことはあまりないんですね。この中には。したがって、出来な

い、出来なかった出来たということはともあれ、そういった事に対して毎年

毎年改正もし、そしていろんな審議も行いやってこれたかと思います。ただ、

概ね提案した事業については達成されているという認識でございます。 

２番議員 数値化されていないが故に概ね達成出来たんじゃないかと。私、昨今のいろ

んな市町村の計画の中でマニフェストっていうのが出てきて、やはり評価を

する上では全てが数値化出来るわけじゃないけれどもある程度目標数値を

設定してそれに対してどこまで出来たのか。出来ないからどうのこうのじゃ

なくて、自分達の努力目標をある程度ベンチマークとして、ベンチマークっ

ていうのは目標値って意味ですけど、設定してここまで出来た。結構もっと

良く出来たね。というような評価基準を是非6次計画では示して欲しいと。

出来なかった。それは出来ない事由があるからやむおえない時もあります。

それはそれでまた考え直せばいいんで。ローリングがありますので。そうい

う形でメリハリをつけていただきたいなと思っております。是非それをお願

いしたいと思います。それでそれを踏まえながらですね、施政方針を読ませ

ていただきました。それで実は小海町を10年後にどういう町にするのか。先
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程何名かの議員さんがエネルギーの事を言いました。私も小池議員もこれか

ら言うか分かりませんけれども、一つはエネルギーが自給出来る町っていう

のは全国各地で非常に町づくりの基本に据えている例が多くございまして

そういった目標値を掲げ、例えばエネルギーが自給出来る町。そういったテ

ーマを町づくりのテーマを示す。そういった意味では町長の施政方針の中で

は憩う町っていうのが一つのテーマかなと思いますけども、その前提でです

ね、施政方針の中で元気の種はまかれた。語っておりますけれども例えばレ

ストハウスふるさとですね。それから直売所。それから八峰の湯の3事業取

り上げて施政方針で元気の種はまかれたと書いてありますけども例えばレ

ストハウスの収支で見ますと昨年指定管理者として町が用意した概ね町へ

の納付は60数万円じゃないかというガイドラインが示されましたけれども、

その数値がほぼそのまま635千円という町への還付で示されている。それか

ら直売所も年度末の決算で概ね10,000千円位赤字になるだろう。で、そのま

ま赤字で1000数十万円町が補填することになっている。それから八峰の湯の

ちょっとこれ不可解な数字があるんですけど、町長は17万人利用していると

仰ってますけど、入湯税の数は13万。それで4万人これは入湯税を払わない

で入っているという計算になりますね。それからその八峰の湯の利用者は増

えているって言いましたけど、30年度の利用者は132,700人。今年度の目標

としては13万人になっているわけですよ。減っているわけです。で、ちょっ

とこれはおかしいなと。これはまた後で。こんなことやっていると時間がな

くなっちゃうんでこれはこれでご指摘だけに留めさせてもらいますけど。実

は先程、10月を目途に200円程度の仮の値上げをする。その隣には当然こう

いった数値も織り込んでいるのか織り込んでいないのか。その辺も見えない

ことがあって、例えばレストハウス或いは直売所、八峰の湯が果たして町長

が仰るように元気の種になっているのか。逆に元気を出すのを阻害するよう

な足枷になっているのではないかと。持ち出しならですね。そんな懸念も出

るんですけれどもそういった事を如何に払拭していくか。それが6次長期振

興計画に反映されなければいけないと思っているんですけれども町長如何

でしょうか。 

町  長 只今、渡辺議員の仰る事の中身。相当私とは食い違いがございますので数字

については課長の方からまた申し上げますが、これを元気の種と言わずとし

て何というかという私の考えでございます。従って八峰の湯17万人というの

は16万5千人のお客さんが来て、入湯税の方も課長からも説明しますけれど

もお子さん、それから招待のお客の皆さんからは頂いていないということを
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はっきり明示してございます。そして審議会でもこれは提示してございま

す。その辺は是非何かの形で数字のご理解を願いたいと思います。それから

八峰の湯、私は強い意志を持ってやはりこの町の象徴であり宝でございま

す。お湯から始まってそれから18名の雇用の中で15名が町内の皆さんという

ことも是非知っていていただきたい一つでございますし、それから少なくと

も健康増進という事については相当大きな寄与をしている部分があろうか

と存じます。その辺のご理解を願った中で、それから平成31年度は10月から

のという事でございますけれども、先程私答弁の中で篠原義従議員の質問の

中でお答えしましたけれども、その翌年平成32年度同じだけのお客様を見込

んだ場合にはこれは赤字というものはほぼ解消出来るという試算を私は立

てております。従って、元気の基であるということは間違いございませんの

で是非ご理解願いたいと思います。また、数字については課長の方から再度

お知らせしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

観 光 交 流

セ ン タ ー

所長 

只今渡辺議員13万というお話。17万と違うじゃないかというお話です。前に

もここで申し上げたかと思いますけれども、お子さんは税を頂いておらない

という、お子様ですね。小学生以下は入湯税は掛からない事になっておりま

す。その数字。それからレストランだけを利用している方というのもござい

ますのでその数字も減ってくる。それからご招待。ご招待いくつも種類があ

るんですけれどもご招待している方。それから今県の観光局でやっておりま

す温泉手形というようなものもありますので、そういったところも頂いてお

りませんので、そういったものがマイナスになってくるという事だけご承知

頂ければと思います。 

２番議員 わかりました。それで町長、私元気の種になっていないからやめろって一言

も言ってません。如何にこれをプラスに作り替えていくかっていう事を考え

て行かなくちゃいけない。町長今黒字化出来るんだと仰ってましたのでそれ

はそれでよろしいかと思います。それでこういうその地域に如何にお金が落

ちるのかという事を元気の素の一番源だと私は思っておりまして、例えば各

種の企画イベント等への参加者が増えていると。企画へのイベントへの予算

も大幅に増加しているという事でございますのでこれはこれでソフト事業

について私は以前にも申し上げましたけれども高く評価しているところで

ございます。只、その評価というのが出来れば入れ込み増加に伴って地域内

への消費がどの位の経済効果をもたらしているのか。それは厳密に測定は出

来ないんですけれども概ねこの位の地域経済への波及効果があるんだとい

うような試算を何らかの形で示す。その前提として、イベント開催に用意し
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た町の予算とそれが呼び込んだ人数。それが前提になってくると費用対効果

というのが非常にこう見える化してきます。諸々今、見えるようにするって

いうのが大きな政策、行政側にとっても大きな課題になっておりまして諸々

含めて見えるようにするという事に是非取り組んでいただきたい。ついては

30年度から2、3年前まで過去に行ったイベントへの町が要した費用とそれに

よって入れ込みが増えた数。最低限その位を6次計画を作るに当たって過去

はこうだったと。従って6次以降これをこういうふうに伸ばすんだというよ

うな参考資料を添付していただきたいと思いますが、それは産業課長になる

んでしょうか、総務課長ですかお願いします。 

総務課長 はい。出来るか出来ないかまた検討しまして、まだ審議会等ございますので

その席上でまたお答えしたいと思いますが、今日は今言われたばかりですの

で前向きに検討はします。只、今すぐ出来るとか出来ないとかいうお答えは

差し控えさせていただきたいので。指標もわかりませんので渡辺議員の仰っ

てる内容も後で良く私教えて頂いてそれに従って一緒に進めて頂ければと

思います。よろしくお願いします。 

２番議員 総務課長、過去のイベントに町が要した予算とそれにイベントを実行したこ

とによって何名位が参加したのかっていうのは特段擦り合わせをするまで

もなくデータがあればそれを整理すればいいだけの問題ですので、それも出

来ないんですか。 

総務課長 はい。お答え申し上げます。はっきりと参加者がわかっている例えば氷上ト

ライアスロンですとか、ウォークも。フィンランドウォークをやったり紅葉

ウォークをやったりしております。それから直売所祭り。そういったものに

ついても概ね売上ですとか参加者の申し込み人数でわかるんですが、一番わ

からないのが花火大会が2回あります。大体主催者発表についてはいつも2

千人という形で言っておりますけれども実際に実数を数えたことはありま

せんのでそこをはっきりと把握しろと言われても中々出来かねますので、概

ねという話であれば出来ますがそういう計画であれば仰る通りにしたいと

思います。 

２番議員 総務課長、それで結構です。というのはですね、結局積み上げていくという

のが大事だと思うんですよね。それで測定の方法を一つずつ学んでいく。企

画はやっぱり事業成果を見ることによって始めて町民の方にも納得して頂

けるようになるということですんで取り合えずそういう志だけを持って頂

いて正値の積算というのは勿論難しいところがあればこれは概数であると

いうことで結構でございますのでそういう手順段取りを企画イベントの時
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に必ず入れて欲しいという事でお考え頂ければ結構でございます。それから

これらのイベントが例えば地元の飲食店や商業者、宿泊業者にどのような形

で波及効果を生み出したのか。これも数値的に難しければシナリオとして描

いて頂ければ結構でございます。逆にその事をイベントが終わった後、事業

者の方にヒアリングして成果があったのか無かったのか。要は、総務課長、

私の事は良くご存知だと思いますけれども、私はPDCAというプランし、実行

し、チェックして、もう一度それを実行計画に反映させると。これをやるこ

とがそういった事の運営を担う方の人材育成にも繋がるので申し上げてい

るのでそれは是非取り上げていただきたい。従って、31年度の企画について

はそういった事も現場の職員の方にしっかり把握するように或いは組み立

てるようにと、概数でいいから測定出来るようにと配慮してイベントを実行

していただきたいと思います。その辺は如何でしょうか。 

総務課長 第5次ですとか6次の中では数値目標というものは特には設定しておりませ

んけれども、ご存知だと思いますけれども町、人、仕事創生総合戦略の中で

はこれはKPIを設定しまして毎年毎年その実績を考察してそれこそ渡辺議員

さん仰るPDCAを実行しております。この町、人、仕事創生総合戦略につきま

しては同時にこれ進めているものですので、6次との整合性も出来てきます

のであえてその二つ並行してこうちぐはぐになるよりはその数値目標を持

ったものは総合戦略の中で実行していっていると。長期振興計画の中では、

これを作りましょうといういろんなものですね。例えば道路はこうしましょ

う、建物の管理はこうしていきましょう、福祉についてはこういう計画でや

りましょう、という数値目標というか計画ですね、予算の計画を立てており

ます。それを先ず前期計画ということで5年間のものを予定しています。そ

れは毎年毎年ローリングを繰り返しながら見直しを行っているわけです。だ

から渡辺さんの仰る事は既に我々もやっている事ですので、今更にやる事で

はなくて毎年やっているという事でご理解いただければと思います。 

２番議員 毎年やっていらっしゃるという事は薄々は聞いておりましたけれども、私が

言っているのは見える化という事でその5年位に町をこういう良くするんだ

と更に10年後にはこういう町にするんだという事に対して初年度はここま

で来ましたと。次年度はここまできましたと。そういうステップバイステッ

プの見える化というのを私はお願いしているんです。ローリングはローリン

グでかなり前倒しで出来そうなら前倒しで良いし、遅れそうだというならそ

こに注力すると。そういうのはメリハリがついた計画に反映されるわけです

からそこを私はご指摘申し上げておりまして、もう少しお話ししたい事もあ
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りますのでそこだけ総務課長踏まえていただきたいと思います。それで併せ

てですね、私は6次計画に反映させていただきたいものに改めて町民の声と

いうのを反映させていただきたい。多分30年度に町民アンケートやりました

という話でしょうけども私は必ずしもあのアンケートの中身が私流に考え

ても必ずしも長振に反映出来るような項目だけでは出来ていない。逆に言え

ば落ちている項目もあると例えばスケートセンターの費用対効果はどうい

うふうに町民の方は反映しているの。或いは、後半で質問しますけれども図

書館の利用と図書館経費、楽集館ですか。は、どういうふうに評価している

のかと。もっと増やせという話もあるかもしれない。いや、もっと減らせと

いう例えば図書の購入費ですね。そういう町民が直にその事を直接的に判断

するそういうアンケートをやったらどうかと。スケートセンターにしろ、音

楽堂にしろ、美術館にしろ、八峰の湯にしろ、それはあれば便利ですねって

いうレベルじゃなくてその存在の為にこれだけコストが掛かっていますよ

と。その上でどうですかという質問をしないと町民の評価は出ないわけで

す。町民の声が否定的だったからといって私はやめろという結論は持ってい

ません。繰り返しますけれども。それはそれらを取捨選択する判断材料とし

て、なるほど町民はこう考えているのかという事を把握するために、私は私

流の6次長振計画に反映すべきアンケート用紙は作ってあります。正直言う

と副町長には渡してあります。それを是非検討していただきたいというよう

に思います。実行して欲しい。31年度予算で戦略を作る予算が似通った重な

ったところで2つ入ってますんで、そんなに経費は掛からないので直接的に

例えば沖縄でも辺野古の是非を問いた。やっぱり新しい町民参加の施策を町

でも取り込んでいくべきだと。そういった事に町長の力を発揮していただき

たいと思います。それからこういう話の中で憩うまちこうみのイベントが開

かれまして、私も感激しました。多くの企業が参加していただいてですね。

只、一つ懸念だけ申し上げときます。私は10年位前に林野庁の仕事で森林セ

ラピーの事業を3、4年に渡って林野庁から予算貰ってやってきました。打ち

上げ花火は凄く良かったんです。でも今、全国で60数か所のセラピー基地が

あって、長野県内でも10か所位あります。今回佐久市とか飯山市とか信濃町、

今回ゆめさとの担当者は信濃町OBですけれども。知り合いを通じてその成果

を聞きましたけれども必ずしも芳しい成果は出ていない。林野庁でも完全に

外へ置いてる。この事を踏まえながらですね、しかしながら憩うまちこうみ

は町長の肝入りの事業でありますんで何とかその成功例に収めなくちゃい

けない。ついてはですね、この事業を例えば5年後位を目安に町長はどの位
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の参加企業を想定して町の担い手組織としてどんな組織を想定して実経済

効果或いは経済だけじゃなくて社会的効果。例えば公民館活動でヨガが盛ん

になったとそういうのは社会的効果です。そういったものをどの程度にその

想定されているのか、つかみで結構です。それで私も町長そういったじゃな

いかと言いませんからその辺をイメージを膨らませていただきたいと思い

ます。お答えお願いします。 

町  長 はい。先般行われましたシンポジウムで約100社、200名を超える皆さんがお

いで下さいまして、私は数字的にはこれははっきり掴めませんけども、3分

の1、30社程が対象になればこれは大変な数字であります。従ってセラピス

トが100人とかって数字になってくるわけですが、そのいわゆる目標ってい

うものは置くわけですけれども、果たして十分なサービス或いはこの町の特

色をはっきり伝えられるかという話になってこようかと思います。従って内

容を崩してまで近々のものはやっていくつもりはございませんので充実し

た内容のものを提供出来る、例えば30もあれば1年待って下さいとか半年待

って下さいというような状況になればこれはそれも否めないという部分に

なってこようかと思いますけれども、今のところ施政方針で申し上げた通

り、これは素晴らしい企画であると私は信じておりますので、この状態で年

度明けまでは続けたいと。それから年度開けましたら本当に本格的にです

ね、お金も議会の皆さんにお願いしているわけですから有効に使ってです

ね、私の目標とする元気な町づくりというものの一環にしていきたいと思っ

ております。 

２番議員 正にそういった話で前向きに私も応援したいと思っております。はい。先程

林野庁が音頭を取ったけど中々上手く離陸出来なかったと。離陸してるとこ

ろもあるんでしょうけれども芳しい成果を聞いてないんでそういう表現を

しますけれども、1点私が多少の経験則でこの憩うまちを内容を充実化する

ための要点を僭越ですがご説明させて頂ければ、地域の内発性を如何に取り

込むか。小海町の内発性って何が一番強いのかって私は佐久総合病院の地域

づくり、健康を通じた地域づくり。この長年の蓄積をこれはよその地域では

絶対に展開出来ない。厚生連は県内10ヵ所位あるように聞いておりますけど

も、それぞれは出来るかもしれませんけども他県では出来ない。この厚生連

がその健康に対するエビデンスをしっかり担保する。何故これを申し上げる

かと言いますとその2月のイベントで森林浴の効能をあの失礼な話ですけれ

ども医学の先生の説明ではちょっと私は弱い。もっと林野庁では深堀した臨

床実験をして、エビデンスようするに効能の証明をしております。だから下
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手するとあれをあまり謳っちゃうとこの程度の事で言えるのかと言われか

ねないところを危惧しております。従って健康増進という事についてはこの

内発性を担保するためにもこの事業に佐久厚生連との連携というものを是

非踏まえて健康な食生活なり健康な運動なりは実は長年培ってきた佐久総

合病院さんが担保してくれるんだというような内発力をしっかり裏付けと

して取ってですね、この事業を進めれば誰がどこに行っても長寿県佐久、そ

の長寿を培った佐久総合病院。このブランドは活かせるわけですから、これ

が今憩うまちこうみにはほとんど触れられていない。これはちょっと問題で

はないのかなと。担い手の中にですね。というふうに感じてそれだけ一つ申

し上げて次の質問に行きたいと思います。先程小海町、町、人、仕事創生人

口。2040年に3,050人というふうにされまして、先程の産業の経済効果似通

った話になるんですけれども20年間で1,600人から1,700人減少してしまっ

て3,050人になる。これがどういう影響を町の様々な分野にどういった形で

影響を及ぼすのか、その辺の捉え方を人口減少が町の財政なり町づくりなり

にどういった面にどんな影響を及ぼすのか、その辺の話をどう捉えているの

か町長お話を聞かせていただきますか。 

町  長 小海町人、仕事、創生総合戦略という事で今の数字がお示ししてあろうかと

思いますけれども、やはり人口は減ってもですね、住み甲斐がある、生き甲

斐がある町づくりっていうのは出来ると思うんですよ。それはね、どこでも

ってくかっていうのはリーダーの資質もありますけども、やはり町民の皆様

のやる気。そういうものが先ず必要になってこようかと思いますが、弊害と

して出てくるのは集落内の整備、この辺で言う道普請とかですね、井出幸実

議員の仰った大きなせぎの掃除が出来ないとかそういうものが先ず如実に

表れてき、そして除雪作業等々も厳しいものになってこようかと思いますけ

ども、それはですね行政等々と相談すればクリア出来る問題で私はあると思

います。そこでですね人口が減っていくという事で空き家等々も増えるとい

う事で、Iターン等々を掴む為に空き家対策事業或いは農家の皆さんのモニ

ター宿泊をやる等々の施策はやっておりますけども、それは非常に短期的な

ものであって、もっと大きなものを捉えますと、やはりこの町がどういった

魅力を発信していくかというものに尽きるかと思います。我々がやはりここ

で言える事は特産の物を先ず目指し、そして農家の皆さんもですね、少なく

もこのまま白菜、レタスをちょっと作っていくってわけにはいかないと思い

ます。そして冬場のいわゆる事業がないという事でありますので先程篠原義

従議員の言った画期的なですね、そういうハウス事業とかそれから渡辺議員
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の仰っていた苺の栽培等々を含めた中で、今農家の若者が非常に燃えていま

す。そういったものをですね発信することによって魅力的な町を作ると。そ

れから憩うまちこうみ事業の中でも3件の契約して頂いた企業にはですね、

かなりの発想を持った会社がありそれは我町が魅力を作り出す一つの根源

だと思いますので、そういったものを沢山取り入れた中で渡辺議員の仰る開

かれた数値化したものを見せるという部分に非常にちょっと遠いかもしれ

ないですけども可能性は絶対にあると思います。そしてこの豊かな自然の中

のものを最大限に活かす方法を考えていきたいと思っております。 

２番議員 ちょっと私が質問した意図とは異なるですけど時間も大分押して、まだ用意

してあるのも3分の1ぐらいしかないんですけども、私が懸念しますのは人口

減少によって先程井出議員が個々の負担者と需要者のバランスが崩れると。

そういった一人の勤労生産人口で従属人口を一人雇わないといけないとい

う厳しい状況が更に進むと。こういった事の一つの問題とそれから町にいく

つかある町有財産である施設類。これの維持管理について町民の負担が非常

に高まってくると。4,000人で負担していたものを3,000人で負担するとなる

と2割、3割の負担となるわけですね。単純な計算ですね。こういったものを

長期振興計画の中でどのように織り込んでその財政負担を低減しながら且

つ既存の町有施設を整理統合しながらコンパクトな町づくりをするか。それ

は当然住民の生活サービスを落としちゃ意味ないわけでして、維持するどこ

ろか高めながら財政負担を高めない。或いは施設の統廃合で維持管理を下げ

る。こういった事が長期振興計画のある柱になってかなくちゃいけない。そ

の為にどういうような構想で長振に今私が申し上げた人口減の問題の対策

を考えていくのかっていうのを町長にお聞きしたいんですけども出来れば

コンパクトにご説明頂ければ有難いんですけども。 

町  長 先程から申している通り人口減については否めないというふうに私は考え

ております。従ってそれをいわゆる勢いを落とすとかの問題もありますが、

先程答えた通り中身の問題だと思います。少なくなってもやはり素晴らしい

町であるという実感を町民の皆様に持って頂くための施策を進めていくと

いうことだと思います。これはやはり先程開示だとか透明性だとかいう話に

繋がろうかと思いますけれども、町民の皆さんと十分相談した中でそれは進

めて行きたいというふうに思っております。しかし、リーダーというものは

一つの目標に向かって、一つの目標を作ってその目標を成しえる為の事をや

るのがリーダーですから、私はそういうふうに進めて行きたいと思います。 

２番議員 町長が仰っている町民の方々満足のいくっていう事については全然異論は
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ないです。只、負担が増して維持管理が厳しくなって。財政的にですね。そ

うすると自ずから不満は高まりますよね。不満を高めないようにする為にど

ういった財政基盤を作っていくのか。その為には支出を減らしていくと。町

に入ってくるお金を増やすと。そういった会社経営でもそうですけれども売

上を上げて経費を削減すると。これが会社を元気にする要点ですね。ポイン

トです。財政負担を増やさないでどうやって地域の支えあいでお金が介在し

ない地域づくりをしていくのかっていうのが私が今取り組んでいる課題で

ございまして、それは一つはボランティアだとか社協或いは包括支援センタ

ー。こういったところで集落の助け合い。これは直接的にはお金が介在しな

い。だけどもそういう需要が増えて供給が減る。どういうことかというと介

護や看護が必要な人は増えるけどもそれに要する費用は必ずしも増えない。

何故ならば財政負担を支える労働人口が減りますから。この構図にどういう

ふうに歯止めをかけてくるかっていうのが長期振興計画の大きなポイント

なんです。従って、そういった事を是非ね、6次の長期振興計画では方法と

してしっかり明示して、支える人と支えられる人とかっていう関係だけじゃ

なくて私が支えあなたにも私を支えてと。それは先程の憩うまちこうみで企

業との協定。どういう協定なのかまだつぶさに私は見ていないんですけれど

も、企業さんは我々の町づくりにこういう面で協力してくれる。その代わり

私共は企業の労務管理なり労働者の健康管理にこういった形で貢献します

と。そういった事をやられますよね。そういったギブアンドテイクの関係を

これからどうやって作っていくのか。住民間でもどうやって作っていくの

か。それが凄く肝心なんで、その事を6次計画では是非しっかり取り込んで

いただきたい。何故ならば今のままの直線的な方法で行ったら人口が減る、

財政負担が増える。その先には破綻しかないですよ。極論とすれば。ならな

いと思いますけどね。その時に一番泣くのは町民なんですよね。そうなんな

い為に私は繰り返し申し上げてきたわけですけども。一つ具体的な例を申し

上げますと施設の整備のところにおいてはですね。小海町公共施設と総合計

画。27年です。この中にですね。今後の町有公共施設の利活用については公

共施設の整理、統合による財政負担の軽減等がはっきりこの計画で盛られて

います。要するに統廃合。こういった事を通じて維持管理費をなるべく減ら

していく。合理的に利活用していく。ということで一つ住宅問題を取り上げ

ますと現在低所得者用町営住宅っていうのは69戸あります。内、59戸78％が

昭和の代に作られた町営住宅です。ですから平成31年、30年、31年ですから

概ね25年から30年経過している。ひょっとしたら対応年数はもっとあるかも
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しれないけれどやはり生活のスタイルが段々斬新なものになってきてやっ

ぱり住宅も古ってくる。リニューアルが求められる。一般住宅も平成10年代

までに作られたのが築20年経過した住宅が64戸、8割。こういった古い住宅

の住んでる方々が果たして町長がその満足がいく幸せ度が高い生活を送れ

てんのかどうかと。やはりリニューアル計画が必要で並行してですね、ああ

いった住宅があるよといっても新規の若い人達は先ず入らないと思うんで

すよね。環境も私が見て回っている範囲では結構ゴミなんかも捨ててあった

り、隣々にあったらやっぱりそういうとこに住みたくなくなる。そういった

意味ではその雇用促進住宅っていうのは私は大賛成でございます。しかしな

がら、作る方法、方策としてはこの新たな公共施設を作る場合にはその新し

く作る事から賢く使う事を基本認識にするという事がありますんでここを

しっかり踏まえて既存の住宅を町営住宅をどうリニューアルするんだと同

時に新しい生活スタイルを求めている新しい住宅はどうあるべきかと。それ

を精査してしっかりした土地計画の基で若者の雇用促進住宅。こういったも

のを作っていく必要があると思うんですよね。更新の場合にはですね、何は

ともあれ町づくりとの整合性が必要です。これは土地計画の審議会でどのよ

うに図るのかわかりませんけれども、今、多くの市町村でコンパクト化、コ

ンパクトシティっていうのが取り沙汰されています。コンパクトシティって

いうのはどういう町づくりの考え方かと言いますと、生活の必要性が全て徒

歩で出来る。役場まで行ける、郵便局がある、買い物がすぐ出来る。そうい

うその町づくりの事をコンパクトシティ構想と言います。私が馬流、土村な

んかを見た場合にやはりこういう都市計画の画を書いて。長期振興計画の中

でですね。もう一度馬流、土村、旧小海町の市街区域ですね。ここを少しリ

フォームしていったらどうだろうかと。そこの中に若者の雇用促進住宅等の

逐一配備していったらどうかと。駅まで5分、スーパーまで5分、役場まで5

分、郵便局まで5分、学校まで5分。これがコンパクトシティのポイントです。

分散化しないと。逆に。まとめろと。そうしますと、例えば小海診療所の良

い先生の訪問介護。非常に効率的になる。そういう意味合いでその空き家対

策事業なんかも入れていくと。ちなみにその182戸、空き家があるというよ

うに報告されています。空き家の調査ですね。29年。その内のアンケートで、

売っても貸しても或いは地域の為に使っても良いと回答している割合が

35％。3分の1は使っても良いよと。この29年度の報告書では利用目的の検討

の方で町として賃貸や購入が有効と考えられる物件について精査し、改修や

除却の上、町営住宅、駐車場等の利活用を行う。しっかり答申で出ているわ
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けです。これを踏まえたときに例えば大畑の雇用促進受託っていうのはどう

いうふうな整合性がとれるのかという事をお聞きしたいんですが如何でし

ょうか。 

町  長 答える前に一つ。20分にわたる大演説ありがとうございました。その中でで

すね、手前共があたかもしてないという印象が非常に強いのでそれだけは是

非、一生懸命やっています。ご理解下さい。それから大畑の件につきまして

は、渡辺議員ちょっと勘違いしていると思うんですけども、佐久平の生徒を

あそこに住まわせるというのは一度も言った覚えはありませんし、そういっ

た形のもので使って頂けるのは結構です。あそこはですね、こうみの里の研

修生の為にということで歩いて通える。それから昨年初めてですけれども小

海町の保母さんの応募がなかったというような事で、保育園のそばにああい

うものを作りまして、安価な形で住んで頂いて、そして保育園で活躍願うと

いうような事で進めて参ったわけですが、整合性は十分とれていると私は認

識しておりますので、是非ご理解の程を願いたいと思います。また、空き家

等々の件につきましてはそれもよくよく精査した中で進めております。是

非、不明な点があれば、ここで言って頂くなり或いは係の方に相談して頂け

れば何なりとお答えいたしますので、是非質問の方をお願いいたします。そ

れから、諸々の大変良い提案があるようですので是非私の方に知恵を頂けれ

ばと思いますのでよろしくお願いします。 

２番議員 聞き違いとか勘違いとかがあるのかもしれません。只、私の認識では佐久大

学という話が耳にあったものですから、勘違いであれば訂正、私の方でいた

します。それから小海の里での研修ということについて、私も先般、あの佐

久大学の方に話を伺いに行きましたけども、殆ど県内各地でしかもそんなに

長い事研修やってるわけじゃないよと。結論的に言えば研修が近くにあると

ころでアパートを借りるって事は殆どないだろうというようなお答えも頂

いております。従って、小海の里の研修の方がっていうのには無理があるか

なと。でもそれはそれでいいんですけど、もしそれであればあの大畑界隈に

もあるかわかりませんけども使える余地はあるんじゃないかな。そういった

ところをどのふうにじゃあ精査したのか。精査した結果をお示し頂けますで

しょうか。 

町  長 今、渡辺議員の言う精査という部分なんですが、いわゆる今、申し上げた通

り、こうみの里に近いそれから保育園に近い。それから駅にもまぁまぁ近い

というような所で利便性を考えて決定いたしました。それから土地の取得価

格につきましても非常に納得のいくものであったという事でございます。 
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２番議員 私がイメージする精査のレベルと大分違う感じがしますがそこではまた後

日色々調整させて頂ければと思います。それから私はあの町長私の事を申し

上げましたけれども、小水力だとか観光課果樹園事業で、その提案に対して

担い手がいれば支援するよと。これは私にとっては大きな励みの言葉でござ

いまして、要は担い手を育成しようと。苺でも少し動きはあります。小水力

も今手元で事業収支、町内5か所位の小水力発電の事業収支。私持っており

ます。いずれ町長に。いずれって言ってももうありますからいつでも出せる

んですけど、それらを言った時に町長のお言葉は担い手がいれば支援するよ

と仰っていました。担い手を見れば支援するというスタンス、それはそれで

尊重します。であれば諸々の事業について担い手を想定して取り組むべきだ

と。例えば後の方でその通告の中身を言うと篠原議員が憩うまちこうみで担

い手どうなってんだっていう質問もするようですけれども私はあの憩うま

ちこうみで一点だけ担い手がはっきりしてないねと。それはあの加工所の件

も、加工所を作ってから担い手を作ってきた。担い手がいくら支援するって

いうのは町長の基本姿勢であれば諸々の事業について担い手の確たる担い

手がいたときに初めて支援する。しかしながら憩うまちでは担い手はまだ出

来ていない。いるのかもしれないけど、それだったら担い手の代表1人、2

人はこの前のイベントに絶対行くべきです。或いは観光協会長が行くべきで

す。あの人数に限りがあったと仰いましたけど、代表が1人、2人行っただけ

で全然違うわけですからその位の配慮はして欲しかったなと思います。要

は、担い手がいる。これ非常に大事な事で、例えば親沢に農業体験施設が作

られます。これ誰が担い手になるの。見えてません。観光協会がやるんでし

ょうか。それとも農業体験のメニューは誰がやるの。それから買い物事業で

ふるさと協力隊員が商工会に金は出すけど商工会がその方とハンドリング

する体制が出来ているのかどうか。こういった事業計画。或いはその買い物

自動車で大枚10,000千円を用意すると。どんな車で買うのか。ちょっとそこ

が見えてないし、事業計画も見えてない。そういった中でその事業を進めて

いく。これはやはりその担い手が確たる担い手と相談の上で、じゃあこうい

うトラックにしようだとか、こういう家屋の作り替えようとか。そういった

のが手順ではないかと思うんですけど、その辺をじゃあ説明して頂いて。 

町  長 ですから渡辺議員仰ってくれる事は大変ありがたいんですが、如何にももの

を提示しないだとか、計画が出来ていないというような言い方を仰いますけ

ども、それは既に出来ていて皆さんに開示しております。是非その辺をです

ねご理解して下さい。詳細については総務課長から話します。 
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総務課長 今、町長申しました通り、これらの事業につきましては新規の事業でござい

まして今から皆様に全員協議会なり予算決算の委員会でお話ししようとい

う事で資料はもう作ってあります。今日は一般質問で通告がありませんでし

たから資料をお手元にお配りしてご説明する事は出来ませんけれども、構想

それから計画、これにつきましては現在全て今喋れと言われれば今私の頭の

中に入ってますので言う事は出来ます。やってないんじゃなくて今からやる

事ですから、それだけはご理解いただいて言っていただかないと、我々、町

長もさっき申し上げましたけれども、やってないわけじゃなくて今からご提

案を申し上げてやる事ですので是非その辺のご理解だけはいただきたいと

思います。 

２番議員 わかりました。もし出来ているのであれば議会の初日に資料として開示して

いただきたい。そうすれば予算の質疑に対してもそれが反映出来るわけです

からそれをお願いして、後4分しかないんで次の方に進めさせてもらいます

けど、長振についてはその改めて私はあのしっかりした政策ポリシーを持っ

て取り組んでいただきたい。それでこの町、人、仕事創生事業の基本的な理

念として、ＳＤＧｓという哲学があります。これについては6次の計画では

しっかり反映させる予定であるのかどうかお聞かせ下さい。 

総務課長 これは当然県の計画にも入っている事ですから我々も県の計画にも沿った

ような形で同じ方向を向いていかなければなりませんので当然盛り込む予

定ではあります。 

２番議員 わかりました。ＳＤＧｓの哲学をを是非6次の長振にも反映させて、5年先、

10年先の町のあるべき姿を町民の方々に分かり易く説明出来るように作っ

ていただきたいと思います。次の最後の質問であの図書館について私は資料

請求しております。後2分ちょっとしかないんで資料を読み込ませて頂いて、

具体的な話はしたいと思いますけども1点だけ、ＳＤＧｓの中にステークホ

ルダーというキーワードがあります。これは利害関係者が同じテーブルで事

業を検討していくという主旨のステークホルダーという哲学があります。最

後の17項目の考え方でございます。この哲学に合わせると例えば買い物弱者

を支援する。それから図書の移動販売をする。これって宅配事業と図書の移

動販売っていうのはある面で言えば同じ土俵で出来ない事はない。食品の配

送と図書の配送を一緒にすれば1粒で2度美味しいじゃないけれどもそうい

った事の可能性もある。或いは社協の宅配事業だとかそれから医薬品の薬の

調達では薬剤師が行くと薬剤師の点数に入り、薬を届けたお年寄りに薬の飲

み方を指導する指導料が入る。そういった複合的なサービスを一本にまとめ
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てその配送計画を考えて行く。こういう関係。それからもう一つは利害の害

の方は、例えば食材を提供すると町場から持って行くからいいんだという話

がありますけれどもお互いに競争するわけですね。利益と害が調整する。そ

ういう関係を調整しながらこれから最適な最も少ないコストで最大のコス

トパフォーマンスが得られるような仕組みを考えなさいという主旨の象徴

的な言葉がステークホルダーという意味なんでそこを加味して図書の寄贈

図書の話と宅配の話と同じようにデリバリーサービスをするんであればひ

ょっとしたら小さい町だからこそ出来る新しいサービス提供システムって

いうのが構築出来るんではないかと。そんなことを最後に簡単に結論的に申

し上げながら、図書室の利用、私大変満足しております。私も読めない本注

文するとほぼ買っていただけます。そういう面では非常に使い勝手がいいん

ですけれども、只その分、費用対効果っていう面でもっと町民の利用を増や

さなくちゃいけないんじゃないか。そのために企画員に企画を打ち出して。

終わります。 

議  長 以上で第2番 渡辺均議員の質問を終わります。 

ここで15時20分まで休憩とします。 

議  長 次に第11番 新津孝徳議員の質問を許します。新津孝徳君。 

第１１番 新津 孝徳 議員 

11番議員 第11番 新津孝徳です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

黒澤町長も着任後1年近くが経過し、いよいよ自分なりに積極的に施策を進

めていく時になりました。少子高齢化、人口減少の進む現象を目の当たりに

し、出産祝い金の増額、大学等進学者への支援金の支給等々、対象者にはあ

りがたい施策となり人口減少を緩やかにしたいと思う期待が込められてい

ます。一方農林業の中でも特に林業についてはどうでしょう。近年の林業に

対しての取組について考えてみようと思い、林業振興について質問をしたい

と思います。林業のみで生計を立てている人は少ないと思いますがそのせい

でしょうか。農業にはある応援体制が林業には見られない。これも私が今思

っているところでありますが、もしそんなことはない。ある。ということで

あれば産建課長に教えていただきたいと思います。特に小規模所有者は後継

者不足もあり、手入れも行き届かず、放置した状態が多く見受けられます。

先ず最初にこのような状況、林業の現状について町長の認識を伺いたいと思

います。 
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町  長 はい。お答えを申し上げます。林業についての認識という事ですが、私はよ

うやく林業も光が差してきたんじゃないかというふうに感じております。現

在ですね、外材の輸入は極端に減っており、それに代わって、それに伴いメ

ーカーが国産材にシフトしている為、カラマツを中心とした国産材に需要が

非常に高まってきております。新津議員さんも当然感じておられると思いま

すが我が町においてもかなり伐採が進んでおります。金額的にはまだまだ納

得のいくところではございませんが、需要があるということで間伐等も大変

進むということになっております。只、戸建ての着工数は私かつて井上議員

に質問された時に答えましたけれども、最盛期の60％位に落ち込んでいると

いうことで非常にピンチな状態でございますけれども、やはり少子高齢化と

いう中では否めないということでございます。また、小海町を見ましても中

部森林組合を中心に数件の林業関係者がおるわけですけども、最近では合板

の延長であります梁、柱という構造材等々で作れる技術が発展し、小海のカ

ラマツはその中でも非常に素晴らしいものであるというお墨付きをいただ

いております。従って、我が町の林業。今後明るいものと私は感じておる次

第でございます。 

11番議員 はい。私が色々な話を伺った中でもそのような傾向が見られるという事で、

一つの希望が見られているんではないかと思います。また、森林環境税。こ

れは国でありますけれども導入されるという事でありまして、私にすれば国

としても対応の遅さが目につきます。前回も他のところで県の森林税の使い

方についてもっと柔軟な使い方を要望して欲しいとお願いした次第であり

ます。町長の国による森林環境税と県の森林税の利用について町長のお考え

をお聞きしたいと思います。 

町  長 はい。今年4月から実施されるわけなんですけども、我が町にとっては大変

なチャンスと私は捉えております。これだけの山林を保有する町にとっては

本当にありがたい施策だと思っておりますが、細かい数字につきましては産

業建設課の課長から説明させていただきます。 

産建課長 はい。それでは私からご説明を申し上げます。平成31年度より新たに交付を

受ける森林環境贈与税。森林環境税は平成36年度から課税が始まるもので、

市町村が行う間伐や、林業の担い手の確保、それから木材利用の普及等によ

る森林整備の促進に対して、また都道府県の市町村への支援に掛かる費用に

充てるというものでございます。平成31年度、小海町へは6,400千円の交付

が見込まれており、歳入予算に計上させていただきました。この譲与税は既

存の事業に充てる事は許されません。新たな取り組みに充てられる事を求め
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られています。同時に始まる森林経営管理制度。通称新たな森林管理システ

ム事業費への充当を予定しております。事業の本格的な着手には検討する時

間が必要である事から新年度に基金造成を行い、積み立てることを検討して

おります。平成36年度には本格的な森林整備が展開出来るように条件整備を

優先的に実施して参りたいと。それから佐久地域振興局を中心に佐久広域連

合の管内市町村とも連絡会議を持ちながら、情報共有しながら進めて参りた

いと考えております。森林経営管理制度につきましては手の入っていない民

有林について所有者への意向調査を行い、町が経営管理権を設定した上で間

伐を行うというものでございます。着手、運用には南佐久中部森林組合の協

力が欠かせないと思っております。スケジュールや役割分担等について検討

を進めて参ります。一方、県の森林税におきましては平成20年度に導入され

たものでございます。里山の間伐を進める財源となっており、町では緩衝帯

整備、それからマツクイムシの対策等を中心に活用しております。本年度か

らは、里山整備費に加えまして、教育や観光等、多面的な森林活用に使途が

広げられました。町では河川。先程から出ておりますけれども、河川の支障

木の伐採、整備についてこの事業を使って実施しているものでございます。

また、県の森林税につきましても大分期間が経っている中で、新たな使い途

も出てきているようでございますし、またそういった会合、会議がある時に

は是非使い易いようにという事でいろんな要望、提案をして参りたいと考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

11番議員 国の森林譲与税もやはり新設、前倒しみたいな形でありますので、当初から

多くの予算が出るとは思いませんけれども、やはり今答弁のあった通りだと

思います。しかし、そういう事で計画が今度練られていく準備期間があると

いう事であれば、大変これもありがたい事であり、またそれをチャンスに繋

げていかなければならないと思っております。県の森林税にしましても、先

程報告のありました通りでございますが、河川の工事についても補助金が出

たという事でこれも一つの進展ではないかという事で今後とも大いに期待

をするところでございます。また、森林の役割という事につきましては、本

当に皆さんご存知の通り、災害の防止という事で水分をそこで一旦止める、

含むというような事が二酸化炭素の吸収とその役割の大きさは皆さんご存

知の通りでございます。しかし、苗の植え付けから下刈り、除間伐と収入に

なるまでには何代もかかるのが実情でございます。大きな投資が必要になり

ます。これらも含めて検討していただきたいと思います。そして今、先程か

らも出てきております、個人の持ち主の件も出て参りましたけども、やはり
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その辺が進まないというところが大変な今ネックであると私も思っており

ます。森林組合の皆様はやはり大きなところ、助成の付くところを中心にや

っておりますのでその辺をこの今後とも考えていく必要があると思います

が、只今その森林の役割と個人の持ち分についての認識については如何であ

るものかと思いますのでよろしくお願いします。 

産建課長 はい。森林の役割と収益という事でございますが、先ず森林の役割というも

のにつきましては新津議員さんが仰いましたように森林は木材の生産のみ

ならず、生物の多様性の保全や土砂災害の防止、また水源の涵養、保健休養

の場の提供等、多面的な役割を持っておると思っております。これらの機能

は我々の普段の生活では認識しにくいものであります。また価値を実感する

事は難しいものだと感じております。またそのような中で木材生産を前提と

しているカラマツは木材価格の伸び悩む中では更新が進んでいないという

のが実情でございます。町では森林整備計画を樹立、運用しております。平

成31年度より、新たな計画が樹立されます。この計画の中では更新の必要性

について強く訴えておりますし、町単独のかさ上げ補助事業による造林への

補助で更新へのフォローを行っているところでございます。長期間育てたカ

ラマツの収益性が低いのはその後の更新についての意欲を減退させる事か

ら大きな問題だと認識しております。但し、収益性が低いといった原因につ

きましてはそれぞれの山林で異なると思っております。間伐により中間利益

を得ている山林の最終利益が小さい事はやむをえませんが、またカラマツ造

林は収益事業であり、収益性の特に低いエリアでのカラマツの再造林は天然

更新を進める等により、将来森林の多面的機能を担保する事も必要であると

認識しております。以上でございます。 

11番議員 ありがとうございます。先程の町長の答弁とも併せてやはり今後展望が開け

て来たという点ではまた今も個人の皆様にとっても大変一つの明るい材料

ではないかと思います。2月の11日ですか。佐久で森林フォーラムがありま

して、私も期待をして参加して参りましたが、やはりああいう場所は先進地

の報告、それからこういうふうに上手くやっていると、一番上手くやってい

るところだけの話でやはりこの実情には合わない。そういう事を強く感じま

して、やはり国、県の今言う税金等を使うのは勿論でありますけれども、や

はり町で独自の考えを持っていくという事が大変大事ではないかと思った

ところであります。森林組合とは前から協力し、協調して話し合いを進めて

いくという事を前の町長さんからもやってきておりますけれども、現状私は

ちょっとその辺が不安なんですけれども、少し前の事になりますので産業建
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設課長、わかればその辺協調について森林組合とは話を出来ているんでしょ

うか。その辺をお願いします。 

産建課長 はい。町林政を進める中では南佐久中部森林組合との連携は欠かせないと思

っております。伐採作業に加えて重視されるべき造林作業を一定の品質で行

う事が出来る事業者につきましては町内では森林組合しかないのかなとい

うふうに感じているところでございます。森林環境譲与税で勧める森林経営

管理制度。先程申しましたが、新たな森林管理システムでは森林組合との連

携を前提としております。情報の共有や目的共有を進め、林政を進める重要

なパートナーとして協力していきたいと思っております。平成31年度の新規

事業として先程から出ております林政アドバイザーを森林組合から派遣し

ていただきます。アドバイザーには新たな森林管理システム運用への助言、

協力の他、30年度より整備を進めている林地台帳の運用にも関わっていただ

きます。また町と森林組合の橋渡し役としての役割も期待しているところで

ございます。森林組合との連携、関係については以上となります。 

11番議員 少し森林組合の皆さんにお話を聞きましたところ、最近はその森林アドバイ

ザーですか、その件について打合せをしているという事をお聞きいたしまし

た。そして、これは公式ではないのであまりは言いませんけれども、やはり

大きな投資も考えていると。また協力をお願いしたいという話も聞いており

ますが、これはまだはっきりした事ではありませんのでそういう時にはまた

是非話をよく聞いた上で、協力するものはし、また森林組合でも結果は皆さ

ん山林の持ち主に返っていくというそういう方針からそういう事をお願い

していきたいという事なので是非ともよろしくお願いしたいと思います。憩

うまちこうみ事業についても観光地以外にもお客さんがみえるかもしれま

せん。観光客の憩いに繋がるような山林の景色を見てもらうためにも森林の

整備が必要だと思います。今後の取り組み方については先程も色々お話があ

りましたけれども、やはり森林アドバイザーさんも新人という事ですので、

私共も一緒にまたいろいろ考えさせていただきたいと思いますけども、基本

はやはり今の林齢の熟したところを主伐して、その後、植え付けまでもして

その回転を作っていかなくてはならない。そうしないと中々思うように進ま

ない。それが今の国の政策が遅れているところにもよりまして、今どんどん

切っていっても植林が追い付かない。そういう状況でありますがその辺につ

いては産建の課長、どのようにお考えでしょうか。 

産建課長 はい。お答えいたします。31年度より運用の始まる新たな森林管理システム

というものについては手の入らない民有林のカラマツを活用していく。また
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そういった中の重要なツールの一つだと思います。本制度を活用して民有林

の価値の向上に努める他、町有林や財産区林の施業により、町民の皆様に施

業のモデルケースをお見せする事で森林への機運を高めて行きたいと考え

ておりますが、また更新伐等々あります。伐採、皆伐しまして、植林をして、

下刈りをして、それを一括して林業形態。今、森林組合にお任せして山を管

理するというような事も出来ますので是非そういった取り組みもご紹介し

ながら林政にしっかりと取り組んで参りたいと考えております。 

11番議員 やはり新しい事業を始めたり考えるという事は大変な事でありますけれど

も、林業、現状やはり材料があるものでございます。これを非常に資源とし

て大切にしていく必要があると思います。先程からお話しに出ている通り、

持ち主が今不明とか、後継ぎ手がいないとかいろいろなところがあると思い

ますので、その辺も含めまして十分このアドバイザー含めですね、今後、町

の課題として本当に3年間で出来るのか、2年で出来るのか、もっとかかるの

か。わかりませんけども、またその中、今言われたように値段も結構いいと

いう事ですので、業者が現れるという事もまた私は可能ではないかとそうい

う事も仲間同士の中でも話を聞いているところでございます。何とか資源を

有効に活かして本当に町が一つでも多くの活性化が見られるように今後と

もそのアドバイザー共々、またよろしく一緒に考えさせていただきたいと思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。以上で私の質問は終わらせて

いただきます。 

議  長 議長を交代いたしました。 

次に第5番 小池捨吉議員の質問を許します。小池捨吉君。 

第５番 小池 捨吉 議員 

５番議員 5番 小池捨吉です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回

はですね、防災について理事者側のお考えをお聞きしたいと思っております

のでよろしくお願いします。昨今ですね、日本では災害大国日本と言われる

だけありましてですね。毎年どこかで大きな災害が発生しております。当町、

小海では災害がない町だと住民も思っていると思います。そういう人が非常

に多いではないかと思っております。30年度行われました、小海町づくりア

ンケートの調査結果ではですね。防災についてはあまり重要視されていない

ように思われます。現状維持で良いではないかとの結果と思われますが、私

は災害に対する備えは大丈夫かと考えた時、不足の面が多々あるのではない
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かと懸念しております。安全とか防災についてはですね、お金が掛かるんだ

という認識もありますが、見方によっては無駄なお金だと見る人もいるでは

ないかと思います。ここ10年の間、日本の大きな災害を挙げてみますと2011

年3月に東日本大震災という事でですね、つい今年で8年という事でありま

す。地震や火山噴火、異常気象等には大きな災害が相次いでおりまして、長

野県下だけ見てもですね、2011年の3月、栄村で長野県地震。同じく6月にで

すね、長野県中部地震。2014年には7月にですね南木曽町で土石流災害があ

りました。同年9月には、御嶽山噴火。またですね11月には、長野県北部地

震がありました。そんな中でですね、今年2月の27日、政府の地震調査委員

会はですね、東北関東地方のですね、太平洋側になりますが、日本海沿いの

海域でですね、今後30年間にですね、マグニチュード7から8程度の大きな震

災が起きる可能性の確立がですね、90％の場所もあると発表しました。特に

注目すべきはですね、房総沖でのマグニチュード8.6から9の津波地震が起き

る確率が30％と予想していますという事です。またですね、糸魚川静岡構造

線断層帯はですね、今後30年以内にマグニチュード7.6程度の地震発生確率

は13から30％と想定されていますがこの中でもですね、糸魚川静岡構造線の

断層帯の南側が動いた場合ですね、当地方。佐久地方まではかなり被害が大

きいと予想されます。そこでですね、防災には災害が起きる前の対策と起き

た後の対策があると思います。起きる前の対策としましてですね、小海町で

は防災マップ。ハザードマップですが、平成26年に配布されました。近隣の

市町村でですね、29年6月の防災対策基本法の改正に基づいてですね、再度

作成した市町村もあります。小海町では今どのように考えているでしょう

か。その辺をその辺をお聞かせ願いたいと思います。 

町民課長 はい。それでは防災マップについてお答えを申し上げます。現在町では佐久

建設事務所で作成されました、洪水及び土砂災害に関するハザードマップを

小池議員仰いましたように、平成26年6月には町内の全世帯にお配りをして

いるところでございます。ハザードマップには災害危険箇所として急傾斜

地、土石流等の危険箇所が示されまして、また避難施設や避難地が明記され

ております。しかし実際には指定された避難施設や避難地が警戒区域に入っ

ており、災害の種類によっては逆に危険箇所になってしまう避難場所もござ

います。そこで重要になってくるのが各地区で地区防災マップを作成する事

でありまして、これは災害の種類毎のシミュレーション。例えば豪雨により

急傾斜地帯で崩壊の恐れがある場合、どこが危険でその方々はどこへ避難す

る等、具体的に予め決めておく事が大切で有効な手段という事でございま
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す。町としましてはハザードマップを基本にして、地区防災マップの全地区

での作成に向けてその支援に取り組んで参りたいと考えております。昨年開

催しました地区懇談会におきまして、この地区防災マップの説明をさせてい

ただきました。30年度は本間川地区において作成に取り組んでおりまして、

今後は他の地区でも作成を順次進めていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

５番議員 今、町民課長の方からですね、防災マップ。各部落という事で作成をお願い

してあるような話ですけれど、正確にこれ区長会とかそういうところではっ

きり言ってもらったかという事ですが、たまたまうちの区ではあまりはっき

りされたような記憶がないような事でありますもので、是非まだこれから新

年度になりますと区長会もあると思いますので、その辺でこういうふうに早

くやりなさいという事を指示してもらいたいと思います。そこは要望であり

ますので、是非そんな事で指導していただきたいと思います。それではです

ね、地震災害時という事で浮石対策についてちょっとお聞きしたいですが、

国道とか県道につきましては、国交省で管理しておりますが、町道、農道等

についてとか、それから住宅近接地、傾斜地の浮石について。落石対策管理

というかそういう事についての考え方はどのようになっているかお聞きし

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

産 業 建 設

課長 

はい。地震災害に備えた法面、落石、浮石対策という事でございますけれど

も、先ず大事な事は地震によってどのような災害が起こるのか。例えば建物

の崩壊、火災の発生、土砂崩れ、液状化現象それから海岸端では津波、また

山では雪崩と。また地震の規模、発生時間帯やその時自分がどの場所にいる

か。例えば電車に乗っている時とか、寝ている時、車を運転している時、大

きなビルやまたは山の崖の近くにいる事等によって対処する必要があるか

なというふうに感じております。また揺れを感じた時にどのように行動する

のかが自分の身を守り、周りにいる人や家族を守るのに重要なことだと、考

えております。南海トラフ巨大地震とか首都直下型地震等が想定されており

ます。現実的には例えば住宅地の裏山の浮石。それから道路の浮石等に対し

て法面の落石をハード事業だけで地震に対して防ぐという事は非常に難し

い事だと考えております。法面の安全対策につきましては現在も国の交付金

であります、防災安全社会資本整備総合交付金を活用しながら危険箇所から

優先的にハード事業を実施しているという状況でございます。以上でござい

ます。 

５番議員 今、産建課長からその話は聞きましたけれど、私はですね、その県道、国道、
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電車に乗ったりどこにいるかわからないという事ですが、この地で、もっと

細かい範囲でもって各部落とかこういう危険箇所があったところ。もしあり

ましたら町としてはお金を出してその石を撤去してもらえるかどうか。その

辺は如何でしょう。 

産 業 建 設

課長 

ケースバイケースだとは思います。ただ、個人の住宅の裏山に崩れる石があ

るので撤去してくれといった事。こういった事についてはちょっと難しいの

ではないかというふうには感じております。町民の皆さんの税金を使うとい

う事でありますからやはり必要性とか危険性とか現場を見ながら判断しな

がら取り組む必要があるかというふうに感じております。以上です。 

５番議員 そういうあれですもんで、要はですね、危険箇所があったら災害が起きる前

にそういう話があったら町でも対処してもらいたいという事でよろしくお

願いします。それからですね、あと通告にもありますがため池防災という事

で聞きたいですが、これはですね、老朽化したため池が豪雨等によりまして

決壊し、大きな被害をもたらした経緯がありますという事で、特に最近で、

西日本豪雨でもって決壊したため池が32箇所あるそうです。その中で、29

箇所が十分な管理とかそれが出来ていなくて大きな災害を引き起こしたと

いう事がありましたという事です。それで今年の2月にですね、皆さんも承

知だと思いますが、閣議決定でそういうため池とか、そういうとこを危ない

ところは対策を進めるような内容が明記されました。長野県議会ではです

ね、長野県下で1,756箇所あるということであります。小海町では何箇所、

このため池がどこにあるかということを公に公表していますかということ

です。そんな中ですね災害時、小海町が被災するような可能性のある自然湖

とか人造湖とかそのへんが何箇所あり、ありますかということです。そのへ

んを踏まえた中で小海町が持っているため池、またそれに関係して、要する

に他町村にあるダムとかため池が小海に被害をもたらすようなところはど

ういうふうに把握しているかお聞かせ願いたいと思います。 

産 業 建 設

課長 

只今のご質問でございます。こちらにつきましては平成29年の6月の議会の

一般質問で篠原義從議員からいただいたものと大分被るところがございま

すが、ご説明したいと思います。まず小海町内にはため池というものは5箇

所ございます。これは杉尾、三山窪、稲子、八那池、星見が池という5つの

ため池であります。ちなみにこの管理者につきましては、星見が池について

は小海町が管理者です。残りの4つの施設につきましてはそれぞれ地区の水

利組合が管理者となっております。只今、小池議員言われましたように東日

本大震災で福島県内のため池が決壊して被害が出たことを受け、平成24年に
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県と町で点検をいたしました。点検結果につきましては町内5箇所のため池

について、耐震性不足などと判断されたものはありません。全て異常なしと

いう結果でございます。このうち3箇所のため池でございます。杉尾、三山

窪、星見が池、この3つにつきましては震度5弱の地震があった場合にはマニ

ュアルに基づいて点検を要するため池というものに指定されております。地

震が起こった場合にはしっかりとしたマニュアルに沿って点検しながら関

係者と情報共有し未然に災害を防ぎたいと考えております。近年は水田とし

ての水の使用が少なくなっておると思います。ため池の管理者は支障のない

範囲で水位を下げておくなどの対策も必要であると思います。私のほうから

以上でございます。 

５番議員 それでですね、その後のほうでちょっと言いましたけれど、各町だけでなく

て、例えば相木とか、川上とかそっちの方でもってもし何かあった場合にで

すね、例えばダムならダムが崩壊した場合に、その連絡体制というかそうい

うのはどっかで自治体、例えば川上なら川上、南相木なら南相木、南相木の

上に造った東電のダムだったらダムでいいですけれど、もし何かあった場合

の町への連絡体制というのはどんなようになっているでしょうか。もし何か

そのところであった場合の水の到着時間とかそういうのも把握しているか

どうかということで、そのへんをお聞かせ願いたいと思います。 

産 業 建 設

課長 

他市町村のダム等の決壊による町の被害、それから連絡体制ということでご

ざいますが、例えば南相木の神流川ダム等が予想されると思います。そうい

ったダムの決壊につきましては連絡体制というものは特に確立は現在のと

ころしてないという状況でございます。小海町に達する時間等につきまして

はダムの中に溜まっている水の量とか、季節によっても若干違いがあろうか

と思いますけども、そういった洪水の到達時間というものについては計算し

ていないというものでございます。以上です。 

５番議員 今ですね他町村とは連絡がないとか、大きいね神流川の発電所の南相木のダ

ムも、もし何かあった場合にもこちらには連絡が無いというような話ですの

で、是非そういうところは町長もですね、そういう関係箇所と連絡を取りな

がら、もしそういう連絡が取れないというか、何かあった場合は直ぐ連絡が

できるような体制は整えておいてもらいたいと思いますのでよろしくお願

いします。3番目のところでちょっとありますけれど、３番目というか防災

士についてちょっとお伺いしたいと思います。この防災士という資格はです

ね、NPO法人日本防災士機構が認めた、講習会を受けてですね、資格取得試

験に合格し、尚且つ救急救命講習を受けると防災士として登録するというこ
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とであります。ただしこの問題はですね防災士、いかにこの防災士を取って

もらっても力を発揮してもらうかということです。これについてはですね平

常時から知識とか経験を蓄積してですね、災害時即戦力となる環境作りが問

題ではないかということで、環境作りが求められていると思います。この

2003年ですから平成15年の防災士の資格創設後ですね、長野県内の登録者数

は平成30年の12月末時点で2,142人とのことです。小海町はですね防災士の

資格取得者は何人いるかちょっとお聞かせ願いたいということで、男性女性

おりますけれど、消防署除きまして何名ぐらいの防災士がいるでしょうか。 

町民課長 防災士ということでございます。防災士というのは今、小池議員さん仰った

通り、日本防災士機構というNPO法人が認めた講習等を受けて筆記試験に合

格すれば認証されるという民間の資格となっております。特別な権限や義務

はありませんけれども、一定レベルの知識や技能を身に付けて防災意識を持

つことで災害時には初動の被害を軽減、実務等に活躍が期待されているとこ

ろでございます。これは西日本豪雨や大阪府北部、それから北海道地震など

大規模災害が相次いだことで注目が集まっております。町の中でございます

けれども、町としましてこの防災士の資格を有している方の人数というのは

現在把握しておりません。防災士に代わる役割を担う消防団員等が火災等の

災害時に対応していただいているというのが実情でございます。以上でござ

います。 

５番議員 ありがとうございました。防災士についてはですね、今、結構、長野市とか

松本市が多くいるというふうな情報であります。ただ町村ではね一番多いの

は下諏訪町ということであるそうです。それで防災に関してある程度関心を

持っている市町村は資格は結構持っているというふうに認識しております。

そんな中ですね、私はですね防災士の資格についてはね、やっぱし資格とい

うか問題視重視そういうことに関心がある人を育てるということの中で各

部落に1人とか2人いるのが理想だと思いますが、現状では非常に無理ではな

いかと、よってですねこれは役場の職員とか消防の各分団にですね資格取得

のためのですね、研修費用の助成金を出してもらって、資格を取ってもらっ

ていったらどうかというふうに考えます。ちなみにですね、県外の研修はで

すえね年2回やっているということです。2日間の行程で。それでこれはです

ね松本大学でやっているということでありまして受講料が30千円。それから

認証登録申請料が5千円ということで35千円ということになりますけれど

も、とりあえずはですね町の職員、女性も男性も含めた中でようするに助成

金を出してもらって、資格取得してもらってどうかと、その後ですね各分団、



 141 

消防署、消防団に取ってもらえるようなことを思っておりますが、町として

はどうでしょうかね、そのへん聞かせてもらいたいと思います。 

町  長 お答え申し上げます。この防災士という本当の中身はですえね、ちょっと私

自身把握していないもんで、こんな返事になって申し訳ないんですが、各消

防団の中でもやはり災害時どう対応するかという訓練はしております。それ

は消防署の指導、また町の指導の中で行っておりますけれども、この防災士

のNPO法人でさらに民間の者であるということを精査した中で、中身が非常

に必要なものであるという判断をさせていただいた場合には積極的に取り

組まさせていただきます。 

５番議員 今、町長のほうからね、中身を精査したりいろいろした中で積極的にやって

いただくということでありますので、是非そのへんはいろいろ調査した中で

やっていただきたいと思います。それからあと、防災訓練についてですが、

私の認識不足かどうかそのへんもちょっと分かりませんが、以前はですね、

各部落で当番制で訓練していたように思いますけれども、最近はどうなって

いるかということと、以前ね、私はちょっと転勤してあったりいろいろしま

したので行った地域では、普段、例えば男性とかそういう人は仕事でよくい

ないもので女性の方にこういう防災訓練、かなりやっていたという経緯があ

りますもんで、小海としては今、訓練はやっているのかやっていないかとい

うこととですね、その訓練の内容、前はどんなようだったかということと今

後の予定というか、そんなのがあれば聞かせてもらいたいと思います。 

町民課長 防災訓練につきましては、町民の参加による実践的な訓練を行うことにより

まして災害に対する避難体制等の強化や防災意識の向上を図るために、現在

は毎年こう当番制で回しているということはなっておりませんけれども、不

定期となってしまっておりますが、適宜実施をしているということでござい

ます。30年度におきましては未実施になっておりますが、直近に訓練としま

すと土村地区のほうで一昨年位になるんですかね、中学校の前に住民の皆さ

ん、それから消防団員等集まっていただきまして消火訓練を実施して、その

後、土村の集会場のほうに会場を移しましてハザードマップの内容について

皆で研究をしたということがございました。今後におきましては先程、防災

マップのご質問の中でご説明申し上げた中で、地区の防災マップをこれから

各地区で作っていきまして、この防災マップで各地区の、地域の実情に適し

た防災訓練というものを実施していきたいと、実際に危険箇所を把握した中

でじゃあどうするかという具体的なものが出来ればと考えております。具体

的には現在、本間川地区で作成中でまもなく出来上がるという段階でござい
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ます。こうした作成した防災マップの内容を実際に確認するために、31年に

おきましては6月頃を目途に本間川地区で避難訓練の実施を計画して、後は

各地区で作成したものに沿ってやっていければいいということで計画をし

てございます。以上です。 

５番議員 今の町民課長の答弁でもって、まず本間川を皮切りにですね各集落に広げて

いくということでありますもんで、是非ですね本間川を見本としてやってい

きたいと思っておりますが、いずれにしろ年初の区長会でそのへんのところ

徹底してやってもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。それでで

すねあと、災害発生の対策ということで、大きな災害を見ますとですね、西

日本豪雨での避難生活者が2万人以上いたそうです。北海道地震での避難生

活者16,600いくつという何人ということであります。避難先での死亡者が非

常に多いことがこの時議論になっております。避難先での生活パターンが影

響しましてですね、亡くなったということで、その中身としましてはデータ

によりますと、避難場所に洋式トイレが無い、それから食事のパターンが大

きく変わったと、それから避難所での雑魚寝が問題であったというふうに聞

いております。またですね日本は災害発生時、地方分権の下でですね、名の

下でですね、災害時の対応責任者が各自治体の裁量ということであります。

小海町ならば町長の判断で良くも悪くもなるということでありますが、災害

対策に遅れをとらない対策、施策を取ってもらいたいと思います。これを踏

まえてですね町として災害備蓄品は今、何をどのような物があるか簡単でい

いですがお聞かせ願いたいと思います。 

町民課長 備蓄品につきましては災害時に備えて各種の生活に最低限必要とされる物

品が備蓄されております。役場の庁舎内には毛布や簡易トイレ、トイレット

ペーパー、保存食などが備えられております。それから消防団及び各地区に

は投光器、発電機、担架、救急セットなどが備蓄されておりますが、適切な

更新や保管が重要になりますので計画的に更新していきたいと考えており

ます。以上でございます。 

５番議員 今聞きますと毛布とかそういう物とあとは少々の備蓄品ということで食べ

物位だと思いますけれど、私は前に居たところではですね備蓄品ということ

で乾パンとか玄米とかそういうのがありましてですね、その後、その防災訓

練の時にお米の炊き方ということで、その濁った水でも玄米が炊いておにぎ

りというかね、出来るというようなことをずっと2年位ちょっとやってきた

訳ですけれど、そういうこともですね町は考えておいてもらいたいと思って

おります。そんな中でね私今、簡易のトイレというか、その紙あれもあると
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いうことを聞きましたが、中々ね洋式トイレとか雑魚寝の解消にベットとい

うことがあればいいですけれど、ダンボールベットいうのがあるということ

でね、これはですね大阪のJパックス(株)が作っているということで、この

簡易のダンボールベット、これはですねその会社のあれ見ますと各地区で備

蓄はいらないよと、もしあれだったら即どの位欲しいということで注文して

もらえばいいと、そうすると2日か3日で届きますよという会社なんですよ。

ところがですね前はねこの会社も市町村毎に、例えば小海なら小海で災害が

起きると小海で要するに提携してあるということでしたけれど、そういうこ

ういう大きい災害になると駄目だということで、広域で提携してもらえない

かということなんですよ。そんなことでありますのでこの大阪のJパックス

(株)ということですけれど、是非ですねこれも広域でもって小海の町長が率

先して広域でもって提携しないかということを提案していただきまして、是

非この会社と提携してもらいたいと、本社大阪ですけれど調べると東京にも

事務所持ってたり、ちょっと裏のほうの話ではですね災害が無いところへち

ょっと工場を作りたいというような意向もあるということでね、うちのほう

もそういう工場ということで、もし誘致できればと思いますけれど、今のと

ころ、例えば中部日本横断道出来たりいりいろすれば、うちはこういうとこ

ろありますからどうですかということもあるけれど、やっぱし緊急時に道路

でどんどん運べるよう体制が無いとちょっと無理かと思いますが、そのへん

も町長も考えた中でいろいろ今後の対策としてやっていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。後ですね消火器の詰め替えということでお

願いするようなことがありますが、今ね各家庭でもってどこでも消火器は揃

えていると思います。大体どこの家庭でも大半は持っていると思います。但

し消火器も時期が来ると圧力低下があります。1回購入すると何年も使える

と、何年も使えるんですけれど、大体15年からそこら経つと圧力が低下して

いきますので、そのへんのこともですね踏まえた中で圧力の、要するに＊＊

圧力の点検を促すとともに町内15年かそこらの周期でもって一巡するよう

に消火器の詰め替え計画を立てて、これ助成金を出してもらえないかという

ことですが、そのへんはどんなもんでしょうかね町長意見を聞きたいのです

が。 

町  長 消火器、初期消火には大変必要なものだと認識しております。その数それか

ら予算等々につきましてこれは慎重に精査しなければ今お答えできないか

と思いますけれども、やはり私も消防団の経験をさせていただいた中では使

用年月日が過ぎている物については逆に危険だというものがございますの
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で、消防団等々を通じた中で良く精査をさせていただきたいと思います。 

５番議員 町長のほうからそういう意見を聞きましたので、是非そのへんも精査した中

でですね、出来れば周期的にやっていただきたいと思いますのでよろしくお

願いします。あとですね小海駅周辺の活性化ということで前の時に私が質問

しましたが、小海駅の改装についてですね進捗状況、副町長がですね、いず

れにしろ前回の質問の中で各関係機関との意見交換をした中で検討すると

いうことですが、副町長がどの程度検討してもらったかちょっと分かりませ

んが、ちょっとその検討結果あれば教えていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

町  長 小海駅の改築あるいは今後についきましては、まず一番大切なのはJAの皆さ

んが、JAがどういうふうに持っていくかということがまだ全く決まっていな

い状況でございます。従ってどういう規模だとか、それからJR、そしてアル

ルという関連性が出てきますので、その中にまだ町の持ち分、あるいは責任 

というものが生じてきますので、JAの先ずは方向性というものが決まりまし

たら、それに伴って進めてまいるということでございます。また篠原伸男議

員に提言していただきましたスカイブリッジの件につきましても、これは同

じ時期、同じ考えのなかで進めさせていただきたいというふうに思いますの

でよろしくお願いします。 

５番議員 いずれにしろこの問題は簡単には解決できないと思います。町がリーダーシ

ップをとって解決していかなきゃ駄目だということで、特に商工会、観光協

会あと社協とかねJAを含めて中でよく検討していただきたいと、特にですね

今、佐久病院も絡みますので、佐久病院については膝を割って話せるような

議員もおりますし、それからJRのほうも今、小海線のトップは市の沢出身の

油井でありますので、そのへんの方向付けは早めにやっといてもらったほう

が良いではないかというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。

それでですね私あの、我々が私というか新人議員がなった時にエキウエです

ね、あれを作ったわけですが、あれの活用状況というか、そのへんは今どの

へんになっているか、そのへんをちょっと聞きたいですが。 

産 業 建 設

課長 

すいません。エキウエの活用状況ということですけれども、活用しているこ

とは事実でございますけれども特にそういった通告がございませんので手

元に資料がございませんというのが事実でございますので、活用状況につき

ましては、また委員会の時でということでもよろしいでしょうか。 

５番議員 今ね活用状況あまりないということですが、私もですねちょっと関心があり

ますもので時々行ってみますけれど、あそこはあまり活用していないじゃな
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いかというようなことで思っております。そんなことで是非、いろいろな人

が活用していただければと思ってますが、当初上田のほうでは盛況でいって

いるということで、高校生とかそういうのがかなり使うというような話もあ

りましたけれど、今後ですね小海高校ありましても大体、小海で乗り降りす

る人、小海高校の人はちょっと少ないと思います。馬流とか高岩があります

のでどうしてもそちらを沢山利用して小海の駅はあんまり来ないような状

況だと思いますので、その辺はあんまり活用が無かったらその辺も考えてい

かなくてはならないのではないかというふうに思っております。いずれにし

ろ総合的に判断された中ですね小海の駅を有効活用しなければ勿体ないと

いうふうに思っておりますので、是非そのへんは考えてやっていただきたい

と思います。いずれにしろこれは改装するもなにもそうですが、補助金あり

きでなくて町としてこれは絶対こうにやるんだという、要は大改革をやるよ

うなことでやってもらいたいと思います。それからですね、先程町長のほう

から通路の話、今ね、あれですが、あの通路ですね今行ってみますと、前作

った時は通路渡りながら外が見えた訳ですけど、今行けば何も見えない。ト

ンネルの中入ったと同じようなことで、ようするに左右のあれが全然要はな

んていうか、あんまり汚れててみっともないような格好でありますので、そ

の辺を是非考えてやってもらいたいと思いますが、そのへんのまあ前に篠原

伸男議員が一度質問したんですが、その後どのような経過になっているの

か、それもちょっとお聞かせ願いたいですが。その時にやるような話がちょ

っとあったと思いますが。 

町  長 篠原伸男議員からのご指摘の時に見積等々が取ってあると思います。それも

含めてですね、一括の事業で検討させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

５番議員 いずれにしろね、小海の駅前については大改革というようなことになろうか

と思いますので、是非町でも本格的に力を入れてやっていただきたいと思い

ます。いずれにしろね今後の計画についてということでありますが、長期振

興計画で特にやらなくちゃいけないような感じと思います。結構あのちょっ

と見ましてもお金がかかると思いますので、そのへんしっかり精査した中で

やっていただきたいと思います。これで私の一般質問を終わらさせていただ

きます。ありがとうございました。 

議  長 以上で第5番 小池捨吉議員の質問を終わります。 

ここで16時40分まで休憩といたします。 

議  長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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一般質問に入る前に5時を過ぎると思われますので時間延長したいと思いま

すがこれにご異議ございませんか。 

異議なしと認めます。 

次に第7番 篠原伸男議員の質問を許します。篠原伸男君。 

第７番 篠原 伸男 議員 

７番議員 7番 篠原伸男です。故郷や好きな自治体に寄付をして応援をするふるさと納

税制度。国が思っていたより地方自治体が色々な知恵を出しすぎたためか、

その制度が見直されることになりましたのはご周知のとおりでございます。

その中で足柄山の金太郎で有名な静岡県小山町や、常にふるさと納税トップ

を走っていました泉佐野市の大胆な取り組みには唯々感心するばかりでご

ざいます。制度改正前に小山町は企業誘致補助を出すために必要な金額

5,000,000千円を捻出するために、そして10,000,000千円還元キャンペーン

を展開した泉佐野市、小山町は昨年の年末までに24,900,000千円、泉佐野市

は36,000,000千円をゲットということでございます。国の思いどおりになら

なければいたずらに方針を変える国のいじめに両自治体が遭わなければい

いがなと、老婆心ながら心配しているところでございます。自治体は地域住

民の福祉向上にありとあらゆる知恵を出さねばならないことを痛感いたし

ました。それでは通告に従いまして憩うまちこうみ形成事業に質問をさせて

いただきます。この事業は今までのハード優先の事業から脱皮しようとして

いる小海町の新しい取り組みだと私は考えます。それだけに大変難しい事業

でもあると思っております。平成28年度にスタートしました憩うまちこうみ

形成事業で黒澤町長はその目指すことは何でしょうかお尋ねいたします。 

町  長 憩うまち形成事業につきましては先般のシンポジウムに参加していただい

た皆さまには大まかな概要はご理解いただけたのではないかと思っており

ますが、シンポジウムはあくまで外向けの営業が主でありまして、この事業

には町民に向けたもう一つの側面があるということもご説明させていただ

きたいと思います。まずこの事業は町の豊富な自然環境などの資源を活用し

社員の健康に配慮した会社経営に取組む企業に対し、社員のストレス解消な

どのプログラムを提供し健康経営の一助を担うことと、企業との信頼関係の

構築により関係人口の増加とサテライトオフィスの誘致を目的とする一方、

それを案内したりするインストラクターやセラピストは町民の皆さまにや

っていただくというものであります。案内するためにはまずその皆さんが町
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の資源に気づきそれを活用しその素晴らしさ伝えられるようにならなけれ

ばなりません。こういったプロセスの中で町民の皆さまの町に対する愛情や

自信といったものが醸成されるもので、町民が元気になりそして町が元気に

なっていく原動力になってくれるものと思っております。またこの事業は人

間の五感全てに訴える事業でございます。これらの観光の新たな流れを作る

ものと確信しております。是非とも皆さまのご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

７番議員 日本経済を支えている各企業の社員の皆さんのストレスを解消していくと

いうことに小海町がその一翼を担うということは私はそれなりに素晴らし

いことだと思います。今、サテライト支社の誘致というようなこともお聞き

しましたが、ちょっと初めてお聞きしたことでまたそれは後ほどということ

で、平成28年度からこの事業は(株)さとゆめへ委託し内容は小海町町づくり

協議会のコーディネート、人事育成等ですが、その協議会の役割、行政上の

位置づけはどのようなものなのでしょうか、またこの小海町まちづくり協議

会は規則や要項が定められておるものでしょうか、そのメンバーは公募した

者でしょうか、構成人数は何人ぐらいおるのでしょうか、このまちづくり協

議会がセラピストの認定書を出しております。そしてまたこの協議会は民間

が独自に立ち上げたものなのでしょうか、この事業をするためのものです

か。小海町まちづくり協議会の説明をお願いいたします。 

総務課長 お答え申し上げます。まちづくり協議会につきましては平成28年度に町内で

飲食業や観光業を営む方や町づくりに興味のある住民で協議会を作り、小海

町の未来について話し合った結果、八ヶ岳や松原高原、新鮮な高原野菜や多

才な人材など小海町ならではのものが再発見されました。小海町は多くの方

の憩いの場になるのではないかという意見が多く出て、小海町の癒しの資源

を結び付けてヘルスツーリズムを展開することで多くのお客様に何度も来

てもらい観光客も移住者も増やし、その流れを町の商店街などに呼び込み、

さらに町の農業活性化の道筋を示し、ひいては住んでいる住民も健康になれ

るような憩うまちこうみ形成事業をスタートしました。今後の関わり方等に

つきましては20日に行われる町民向け事業報告会終了後に開催される協議

会の中で方向性を協議してまいりたいというふうに考えております。 

７番議員 今、小海の町民の中でそれぞれの職種の皆さんが立ち上げたようにお聞きし

た訳でございますので、これはそうすると町とは直接関りの無い、まったく

民間の団体というように解釈してよろしい訳ですね。 

総務課長 ただ町の当時携わった者たちが先導しているということは否定できません
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ので、まったく関係の無いというものではなくて職員と町民の有志の皆様が

協力してやっているということでご理解をいただければと思います。 

７番議員 ということは町の職員も町での働き手の一人であると、ということは農業や

建設業、農業等々いろいろ関わっている者の一部ということで町の行政とし

て位置づけということは無いように私は解釈していきたいと思っておりま

す。町をあげてのこの事業は(株)さとゆめに委託している訳ですけれども、

委託内容をもっと周知するべきではないでしょうか。30年度の委託内容を見

れば、担い手の育成、ツアープログラムの再構築とモニターツアーの実施、

提携先企業の獲得、町全体で作る憩うまち、そのために町民への周知、そし

て2月15日に実施されました対外情報発信これには私たち議員もこの事業に

初めて参加いたしました。そして3月20日には町民向けに説明会を開くよう

でございます。この事業を町民の皆さんがどの位知っておりますでしょう

か、町民の説明会は町長と地域おこし企業人が説明するとの回覧を私は見ま

したが役場の担当者は自分の町の人に直接説明は職員からはしないのでし

ょうか。町民の立場に立てばこの事業は3年が終わろうとしております。こ

の事業に関わって頑張ってきた職員がいるのですから、職員自らの説明の方

が町民の皆様の立場から見れば私たちの小海町が今、積極的に明日の小海町

作りに取り組んでいるのだと、だから理解し出来ることがあれば協力しなけ

ればという町民の皆さんの町作りへの関心や理解が深まるのではないでし

ょうか、どんなスタイルでこの説明会を開くのでしょうか、また回覧では町

長の挨拶、地域おこし企業人の説明となっておりましたが職員からも取り組

んでいる姿というものの説明はありますでしょうか。 

総務課長 当然取り組んでいる職員の説明もあると思います。 

７番議員 あると思います。 

総務課長 あります。 

７番議員 先ほども言いましたように、決して地域おこし企業人のことをどうのこうの

とじゃないですけれども、やっぱり町のことは町の職員が直に説明するとい

うことは町民に対するアピール度というものは私は大変高いというように

認識しているところでございます。28年度では1,000千円でワークショップ

等会議5回開催し、29年度では5,400千円の当初予算で町づくり協議会の指導

で3回、担い手会議3回、人材育成講座としてリ・デザインセラピストの講習

が3回、ヨガ3回、そして食に関する講座2回、そしてストレスチェックが50

人以上の企業に義務付けられておりますが企業訪問、そして人材育成講座、

モニターツアーの実施計画をしておりましたが、その年さらに追加の5,000
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千円でリ・デザインセラピーのガイドブック、パンフレット等の制作費が計

上されましたが、どの範囲に配布してどのぐらいの部数を作りましたでしょ

うか。そしてこういった(株)さとゆめによりまして人材育成講座は実質何人

参加され何人が養成されましたでしょうか、その人達はもう十分なセラピス

トないしはインストラクターとして活躍できるのでしょうか。そしてこれを

また会議の内容報告見ますと担い手と町づくり協議会との打ち合わせとな

っておりますが、この担い手と町づくり協議会っていうのは一体どんな関係

があるのでしょうかお尋ねいたします。 

総務課長 まず最初に数字的なもので只今ご質問のありましたリ・デザインセラピーの

営業に使うパンフレット、これにつきましてはちょっと今部数を把握してお

りません。ただこれにつきましては営業へ行っているところ、それから先般

シンポジウムにお集まりになった皆さんに全てに配布しておりましてまだ

当然在庫もございます。部数につきましては、また委員会の時にご報告をさ

せていただきたいと思います。それから担い手の件でございますが、新任セ

ラピストとして29年度には7名、30年度には3名、ヨガセラピストとして29

年度に5名、30年度に3名、セラピー食宿として8名、8店舗ですね、その他焚

火セラピーやアートセラピーなどコミュニケーションメニューを行う者が4

名おります。内容はそれぞれですが合計30名の担い手を養成してきておりま

す。十分かということでございますけれども、まだ始まって日も浅い、それ

から実際の実戦でやっている部分が少ないといいうことで、さらに研鑚を深

めてまいりたいということで、それぞれの皆さん自分で研修等にも、他で開

催される研修等にも参加をしておりますし、また町のほうで時折会議等を開

いてそれぞれの情報交換をしているところでございます。提携企業に対して

まだまだ担い手が不足している状況ですので、引き続き担い手の確保には努

めてまいりたいというふうに考えております。担い手と町づくり協議会、町

づくり協議会のほうには、その時々に集まった商店の皆さんですとか観光に

携わる皆さんおります。この皆さんが全てセラピスト、インストラクターと

いう訳ではなくて、この協議会、この憩うまちを始めるにあたって皆さん協

議をしてきて、こんな感じの事業が出来らた良いよねという話し合いをして

きたメンバーでございます。そこにセラピスト、それからインストラクター

と加わって協議会というものになっておりますので、そういう形であるとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

７番議員 今、約30人程のセラピストあるいはインストラクターというものが、不充分

であるけれども養成されつつあるように今受け取りました。先般の2月15日
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の東京でのシンポジウムの時に協定企業が3社決まりましたと報告、それか

らあと2社が今、協定ができそうにあると聞いておりますが、この企業との

協定期間は何年でしょうか。そしてこの協定企業へのヘルシーツーリズムは

いつ開始していく予定でしょうか。 (株)さとゆめは伴走型の企業だから町

は委託したと、平成28年に委託したと伺っております。従ってこの企業との

委託期間中に伴走をしていただき助言や指導を受けて憩うまちこうみ形成

事業のレベルを高める努力をしてきていると思うのです。うまくいくいかな

いは別としてもそこに(株)さとゆめの皆さんがいる訳ですから、そこに伴走

をしていただいて、自主的にに今年31年度からヘルシーツーリズムを実践す

べきではないか。森林セラピーかヨガか料理のほうでやるということの3つ

の謳い文句でやっている訳でございます。ヨガのセラピスト、ヨガの指導者

につきましても28年度当初にはその予定者がいなくて町の中で二十何年間

やってきた人がいて、その人にお願いして指導した経過があるように聞いて

おりますが、その次の年にはその人は除外されてたというようなことでござ

いまして、人数も足りないのでないかなと思いますが、それはそれとして一

体この協定企業を結ばれました皆さまへのヘルシーツーリズムというもの

がいつ頃開始する予定なのかお尋ねいたします。 

総務課長 お答え申し上げます。協定期間ということでありますが、協定期間といもの

ではなくて、企業の皆さんに私達はこういうものを提供するように、提供す

ることを協定しますというものだと思いますので、すいません。私も確認が

取れてないんですが期間は無かったかというふうに思っておりますが、これ

につきましては、またもし間違っているようであれば訂正をさせていただき

たいと思います。それからいつから始めるのかということではございます

が、先般既に最初の企業がお試しということで会社の会長、社長、それから

取締役以下7名の皆さんで2泊3日でお越しになりまして、このメニューを全

て体験していただきました。かなり感触も良く是非これは続けていきたいと

いうことを仰っていたということでございます。それから正式に受け入れる

のが4月の第3週に、これはその提携をしました3社とは違って当日もう私の

所はやりたいから申し込みますというふうに仰っていかれた企業があった

わけですが、そこの皆さんを15名受け入れることになっております。受け入

れにつきましては企業のほうの要望があり次第順次これをやっていきたい

と、でやっていく中でセラピストですとか、そういった実際に事業を提供す

る皆さんも一緒に成長をしていきたいというふうに考えております。 

７番議員 憩うまちこうみ形成事業というのは、町がかなり力を入れて今まで取り組ん
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できているところで、今、総務課長の話を聞いていると、協定書の中もまだ

はっきりしていないようにも聞こえる訳ですし、それからせっかく協定を結

んでくれた人達に会社の役員の皆さん来たり、あれしたりということで体験

はしていってもらったようにも感じる訳ですけれど、そして今度は協定した

企業が今度4月の第3週からやりたいというところを聞いておりますと、町の

主体性が見えてこない。後でまた申し上げますけれど、一体全体いつからこ

ういうものを本格的にやっていくのか、少なくとも協定企業3社結べば、こ

の人達に既にもう今お聞きすれば、こういう言葉が良いかどうか、一人前か

どうか知りませんけれどもそれぞれ人材育成を受けてきてそれぞれのイン

ストラクター、セラピストもいるとすれば、そこにさとゆめの皆さんに直接

関わっていただきながら、こうだあーだという手取り足取りの指導を受けて

いかなければ、いつになったら独立して、まちづくり協議会になるだか、町

が担うだかわかりません。後でまたお聞きしますけれども先に進んで行かな

いんじゃないんですか、そういう実践のところは皆さん方は協議しておるの

ですか。 

総務課長 先に進んで行かないということは無くてですね、今先に進めるべく営業も進

めておりますし人材の育成も進めております。それからノウハウを持ったさ

とゆめ、32年度まで企業人にサポートしていただくことになっておりますけ

れども、ご存知のとおり始まったばかの事業です。そのへんはご理解をいた

だいて進めていきたいというふうに思いますがよろしくお願いします。 

７番議員 先程、町長も他の方の質問で90社近く参加していただき、その内の30社ぐら

いと協定したいと、今、3社ですからこれはまだ30社までには先へ先へ進ん

で行かなきゃこれはいかないわけでありますから、私が言うのは既に協定し

た人達とも、既にもう歩みださなければならないじゃないかと、それから新

しい協定企業と共に先に進む。これは当然のことであります。我々も2月15

日それぞれ代表者の方から話を聞いた訳ですから、やはりその辺はもう先に

協定を結ばれた人達に対しては実践をしなければならない段階にきている

のではないかなとそういうことでお尋ねした訳でございます。では続きまし

て今後の憩うまちこうみ形成事業ついてお尋ねいたします。ちょっと余談で

すけれど、細かいようですけれど、そもそもこの事業の名前は憩うまちこう

み事業なのか、憩うまちこうみ形成事業なのかどちらなんですか、形成とい

う文言一つぐらいと思うかもしれませんが、元々この事業は町が実施するの

ではなく信濃町のように民間の人達が実施する事業と私は説明を受けてき

た記憶でございます。その為に民間の人達が取り組みやすい、そのインフラ
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の形成を地方創生事業の交付金を使ってインフラ整備を町がやり、民間が実

施主体ですると新しい町作りの私は前例となると考え賛成をしてきた訳で

ございます。憩うまちこうみ事業といえば今までの事業の形態から考えれば

町が事業主で今後続けていくのかというように私は考える訳でありまして、

正式に出す＊＊には私はやはり統一した名前ですべきではないかなという

ようにも感じているところでございます。さて、通告してありました質問の

元に戻りますけれども、伴走をしていただく(株)さとゆめへの委託につい

て、今後どのくらいの期間を考えているかお尋ねいたします。 

総務課長 地域おこし企業人の派遣につきましては平成32年度まで3年間ということで

すので、一応こちらに常駐してサポートしていただけるのが32年度というこ

とで理解をしております。その後につきましては必要に応じてアドバイス契

約等、必要であればしていかなければならないだろうというふうに考えてお

ります。 

７番議員 (株)さとゆめは企業。 

総務課長 すいません。失礼しました。企業人は3年間ということで32年度です。先程

申し上げましたように必要とあらばまだ企業のほうとも、さとゆめさんのほ

うからもアドバイスを受けれなければならないということであれば、引き続

き必要な部分についてはアドバイザー契約を結んでやっていくようになろ

うかと思います。 

７番議員 私は先ほども申し上げましたように、この事業は民間の人達が担って進めて

いくというように理解しておりました。一体どんな団体が担うのでしょう

か、31年度の予算の説明のところ見れば自走できる組織作りがあげていくと

いうようなことが、さとゆめの方の委託の中に入っている訳でございますけ

れども、どういう団体が担っているのか、そしてまた2月15日のシンポジウ

ムでは憩うまちこうみ形成事業事務局は役場職員と(株)さとゆめ、そこにま

ちづくり協議会、担い手の会、さらに各施設・団体で健康経営をサポートし

ます。このように謳っております。その関係者達を一本にまとめて最終的に

は信濃町で癒しの森事業をプロデュースしております(株)さとゆめとの関

係をこれからもずっと持ち続けて、この事業を展開するのでしょうか、それ

ともまた今まで(株)さとゆめに人材養成の指導を受けた人達でやるのか、ま

たまちづくり協議会にまかせるのか、この事業を持続可能なものにするため

には、最終的には誰が担うのでしょうか。それとも地方創生事業の交付金が

切れれば、この事業も消えてしまうのでしょうか。そんなことは100%無いと、

私は考えております。では3年が終わり4年目を迎えようとしているのですか
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ら、将来的なこの事業を今の時点でどのような人、もしくはどのような団体

に担っていただくイメージを持っているのかお尋ねいたします。 

総務課長 当面はですね、自走できるようになるまでは当然町が関わっていかなければ

というふうに考えております。ただ今どういう団体を想定しているかという

ご質問でございますが、想定している団体は考えの中にはございます。まだ

当団体とも本当に細かく詰めてあるわけではありませんので名前は今申し

上げることは出来ないんですが、出来ましたらその地域作りを今まで担って

きたそのグループの皆さんに中心になって事務局的なことをやっていただ

けないかという打診はしております。で体制が整えば引き受けても良い旨の

お話はいただいているということまでは私も承知はしております。以上で

す。 

７番議員 31年度の予算は既に上程され、今審議しているところでございまして、我々

も町長、それから議員というのはそれぞれの立場で町を代表し、そしてまた

町民からの付託を受けてやってきているわけでございまして、もうこれも既

に4年目に入っていき、来年度5年目の事業も計画しておる段階でありますの

で、今みたいな形の答弁は今の段階ではまあまあそうですかと言いますけれ

ども、いったいこれをじゃあいつになったらはっきりと町民の皆さん、議会

はもちろんですけれども町民の皆さまにもお知らせ出来るように考えて町

は進めておるわけですか。 

総務課長 当面、企業人にお願いしていますのが32年度までですので、32年度が終わる

段階ではなんとか中心になる団体のほうにある程度の部分を移行していき

たいという構想ではおります。以上です。 

７番議員 なんでもそうですけど明快に将来のことは、こうだということは中々断言し

てもいろいろな事情がある訳ですけれども、一応議会で正式にお聞きしたと

し、一応32年度まで地域おこし企業人等々にありまして、それ以降は中心的

な団体と詰めていきたいと、そのように解釈させていただきます。では今後

の事業推進についてお尋ねいたします。31年度では委託費10,000千円と遊休

施設のリノベーション20,000千円等が計上されておりますが、委託費の内訳

は先程、私が申し上げたものに近い内容、それから先般総務課長が説明して

くれておりますので理解できる訳ですけれども、新たにリモートワークの推

進が入っておりますのでお尋ねいたします。先般行われました長期振興審議

会の計画にもこれが載っておりました。このリモートワークを推進するため

にたぬき屋を改修すると長振の時に説明を受けましたがその理解でよろし

いのでしょうか。憩うまちで癒しに来ていてまだ仕事から離れられなくこと
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が出来なくなってきて、テレワークだかリモートワークだか知りませんけれ

ども、こんな仕事してたら逆にストレスが溜まりませんでしょうかね、いか

がでしょうか。 

総務課長 これは実際にですね、リモートワークともテレワークとも、それからそこの

場所についてはサテライトオフィスとも、そういった言葉で表現されており

ますので、全てが言葉は違いますけれども同じことだというふうにまず最初

にご理解をいただきたいわけですが、これ実際に先進地は徳島県の神山町も

ものすごく先進地で、企業の皆さんが事務所を持って仕事をされておりま

す。なぜわざわざ片田舎に来て仕事をするのかということになりますと、都

会の要するに通勤ラッシュ、2時間も通勤して仕事をしなければならない。

それから夜遅くまで仕事をして家に帰って家族との触れ合いもなく次の朝

また出勤をしなければならないというような中で、人間が疲弊していって精

神的に病気のような状態の皆さんが沢山出てくると、こういったことをなく

すために健康経営に乗り出した企業の皆さんと今提携を進めている訳です

けれども、先程も私、的埜議員さんの質問の時にがっちりマンデーでちょう

どという話をしましたが、ちょうどその時に何地区かのことが紹介されてま

して、やはりそこに出てきた企業の皆さん、東京で仕事をしているよりはこ

ちらで仕事をすると、仕事もストレスが溜まらないから倍とはいきませんけ

ども仕事の効率がもの凄く良いと、それから家族との触れ合いも当然取れ

る、疲れた時には海辺に行ったり山に散策にいったりそういったことで癒し

が得られということで、この事業については憩うまち事業で小海を訪れた皆

さんに小海を気に入っていただいて、今度は仕事の場としても活用していた

だけるような取り組みに発展させたいということでございますのでご理解

をいただきたいと思います。 

７番議員 リモートワーク、テレワークということにつきましては、総務課長仰ったよ

うに昨日でしたか、テレビでも白浜町がっちりマンデーで儲かっているそう

ですけれども、うちの町もそうなればと願うところでございますけれども、

ただ私自身もリモートワークやテレワークを否定するわけではないんです。

たまたま長振の中に憩うまちこうみの事業の中にたぬきやを改修してリモ

ートワークうんぬんと、それが今お聞きすればサテライト支社とかうんぬん

というようなことになっておりますけれども、この憩うまちこうみ形成事業

とリモートテレワークの基地作りが今の小海町で同時に進行出来ますでし

ょうか。３月1日の日に私、東京に行く用事がありましたので2月15日の時、

県が配布した県の主催した、3月1日に県が主催しましたその時のパンフレッ
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トを見て参加したんですけれども、信州リゾートテレワークフォーラムＩＮ

東京に参加いたしました。この事業に取り組んでいる自治体として長野県で

茅野市、軽井沢町、白馬村の事例を聞いてまいりました。今、町が進めてい

る憩うまちこうみ形成事業は従業員の皆さんの健康経営、癒しとストレスチ

ェックから始まったものを主において始めている訳だと私は解釈しておる

わけでございますけれども、新しい働き方というものが今マークされてきて

いるなかで、ワークスタイルの提供を目指していくのが新しい働き方、新し

いワークスタイルの提供を目指していくのがリモートテレワークではない

かというように私は解釈してるところでございます。町がリモートテレワー

クを推進しようとするのは今後の課題として位置付けておくことは良いか

もしれませんけれども、果たして憩うまち事業と一緒に同時に今の町の状態

で出来るとお考えでしょうか、茅野市は茅野市の駅前直結でコワーキングス

ペースに働く実験室ワークラボ八ヶ岳を作り、アテンドツアーと絡ませて茅

野市には1万戸の別荘があるそうです。それと絡ませた地域づくりを目指し

ているようでございます。スペースからいっても、それはもしあれでしたら

チラシがありますからまた後でお見せしますけれども、そして白馬村では昨

年の秋までGoogleで働いていた人を中心にして今、取組んで外交をするよう

でございますし、軽井沢町は一般社団法人を個人が立ち上げまして3月1日の

県の主催したリモートテレワークシンポジウムで講師を務めた人が関わっ

て進めてきております。そして誘致しようとしている企業はいずれもIT関連

企業をターゲットにしております。先般白浜町のところにも移ったのも多く

はIT関連と、それでこの時にも言われましたプログラムを作成したりとか、

そういうふうに関しては大変何人かで来て仕事をして、そしてまた観光地を

やって歩いて癒しになると、また白馬村では天候の悪い時には仕事をしてい

ただき、天気のいい時にはスキーを楽しんでもらうような町づくりを目指し

ているというようなことを説明しておりましたので、私はちょっと小海の憩

うまち事業とリモートテレワークというものが果たして一緒にということ

で、簡単に取り上げ良いものかと思っているところでございます。31年度の

憩うまちこうみ形成事業で(株)さとゆめと伴走していくことは理解できま

すが、たぬきやの改修その目的が私には理解できません。サテライト支社と

か、先程総務課長、ヨガをしたりとか言いましたですけれども、32年度にお

いてセラピープログラムを実施するあらたなフィールド整備を挙げておる

わけですね32年度にこれをやりたいと、今年と来年度で実施しようとしてい

ることが逆ではないでしょうか、予算説明資料ではこのたぬき屋で協定企業
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獲得の企業営業活動活動拠点として整備すると言っております。そんな活動

は今まででも役場でも出来るし、またヘルシーツーリズムの現地案内やモニ

ターツアーで私は対応出来るのではないかと思うのです。それよりも先に32

年度にあるセラピーフィールドの整備のほうが先ではないかなと思うので

す。セラピーを目的なのだからそこを優先すべきではないでしょうか。モニ

ターツアーを参加した人の感想が皆さんいただきました報告の中に出てお

りました。信濃町と比較して小海では森林セラピーのガイドの質、そして森

の質をもっとアップしなければ再び来るのに果たしてどうかと首を傾げて

いる感想を実際に述べている訳です。この形成事業のインフラ整備をどのよ

うに町側は考えておるのでしょうか。モニターツアー参加者の指摘のように

たぬき屋の整備よりヘルシーツーリズムの環境、セラピスト、インストラク

ターのスキルアップを優先すべきではなければ、この憩うまちこうみ形成事

業も先に私は進んでいかないじゃないかと思いますがいかがでしょうか。 

総務課長 まず最初にこの憩うまちとテレワークの事業について同時に出来るのかと

いうご質問でございますが、私の中では憩うまち形成事業の発展した、枝分

かれしたものがテレワークだということで基本的には考えております。先般

お見えになったあのシンポジウムでも発表されたアルファテックスの会長

さん、あの私町内のいろいろな施設、空き施設をサテライトオフィスにどう

かということで半日ご案内をいたしました。その中でやはりあの市の沢に行

った折に、この環境は良いですねと。うちは今まで新潟で米を三反歩ですか

作っていると、だけどこれからは要するに葡萄を作ってワインを作って、そ

ういったことをやっていきたいんだと、それと同時にこういったところにサ

テライトオフィスを構えて、そこでテレワークをしていきたいというような

ことも仰っておりました。これはまさにこの憩うまちこうみ事業の発展型で

はないかというふうに考えております。今後も企業の皆さんがこういった形

で小海を選んでくれえるようになるような事業展開をやっていきたいとい

うふうに考えております。たぬき屋の件でございますけれども、やはりヨガ

等をやる場合に、常に晴天であれば芝生の上ですとか、そういったところで

も出来る訳ですけれども、雨天の日もあれば多少寒い日もあるというような

ことで、企業の皆さんを今まで何社かの方々が体験でこちらに訪れてる訳で

すが、いずれの皆さまもあそこに案内したところ、ここは絶対活用すべきで

すよねというお話をいただきまして、やはり都会から来た皆さんは湖水の見

えるところでヨガをやったり、時にはそこでパソコンを使った仕事をしたり

ということをしていきたいんだというご希望がありまして、せっかくああや
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ってある資源ですので、それを活かして今後進めていきたいと、セラピスト

の育成、それはもちろん重要なことでございますので同時に進めていきたい

というふうに考えておりますのでお願いします。 

７番議員 総務課長、誤解をしないようにしてもらいたいのは、私はテレワークもリモ

ートワークも否定している訳じゃありませんからね、これはこれでやってい

く道として、憩うまち形成事業で来た人たちが小海は良いとこだと言って、

サテライトオフィスよりもこちらに別荘なり、小海町の遊休施設を使って、

やってってくれることは大いにそれは構わないし、次のステップとしては当

然そこまで見ていても構わないと思うんです。ただ憩うまちこうみの中にテ

レワークだとかリモートワークというものが今の段階で一緒には考えてい

く、だったら別の憩うまちこうみの中にテレワークなんていうことを長振の

ところにものっけておかずにリモートワークの調査研究とかいうのもので

のっけておけばいいことなんですよ。憩うまちこうみというのは、皆さんが

やっているように森林セラピーだとかヨガだとかデトックス料理だとかい

うことで今訴えている訳ですから、そこのところをきっちりやってこないと

すると、先程申し上げましたが実際にモニターツアーで参加した人が信濃町

として、信濃町と比較されることも小海の町民としてはあまり愉快ではない

んですけれども、両方を経験した人がそういうふうにガイドの質、あるいは

森の質とかいうことをうんぬんするわけですから、そのへんは良く肝に銘じ

た中で私は進んで行かないと虻蜂取らずになりますよ、決して憩うまちこう

みの枝分かれがリモートじゃないと思うんです。これからも先程、総務課長

言っていた白浜でも12社ほどが建物、町の空き地、遊休施設を使ってやって

いると、それで海でパソコン打ったりする姿もやってました。これはこれで

確かにいいと思いますけれども、まずはこの憩うまちこうみ形成事業を完全

に軌道に乗せることが私は大変じゃないかなと思っておるんです。この事業

は大変私は難しい事業だと思います。そして時間もかかると思います。平成

28年度信濃町の癒しの森事業では、町への経済効果が77,000万、宿泊者は

3,720人で全体の癒しの森事業に利用した人は5,392人、メディカルトレーナ

ーを利用した人が1,600名でその金額が1,200万円だそうです。そして登録ト

レーナーが20人で、大体メディカルトレーナー1年間600千円というように聞

いております。小海町のセラピストの収入は、の認定は先程申し上げました

が私も見せていただいた資料を見ればまちづくり協議会が一定の講習をし

ましたということで認定しているというような認定書が出ています。小海町

は憩うまちであって憩う森ではないので、町全体を憩うことが出来る町を目
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指すならばセラピーフィールドの充実や森林ヨガインストラクターの確保、

デトックス料理等々を優先してやることは沢山あるのではないかなと思い

ます。たまたま雨が降った時にヨガなんていうことだったら役場空き部屋使

ったって出来るはずで、どちらが優先して憩うまちこうみ形成事業をより一

歩レベルアップをしていくかということを私は優先してやっていくんでは

ないかなと思うんです。そしてリモートワークも当然別荘地も、別荘と宿泊

施設もあるし、それから前の松原保育所のように遊休施設、他にも空き家に

ある訳ですから、それはそれで小海町で可能だと思いますが、しかし今の段

階では憩うまちこうみ事業、これから4年目迎えていくわけですから、いよ

いよ上がりに近づいてきているわけですから、その一つ一つを積み上げいく

べきではないでしょうか。この形成事業はまだ私達には姿も形もまったく見

えていない。町がかなりのお金を出していることは分かりますけれども、一

人歩きできるのはまたいつなんですかと、そしてまたこの事業を一人歩きで

きるようにするのですか、いつになったら一人歩きするのか、あるいは町と

してはこれを先程総務課長は今内々で協議するとこがあるとお聞きしまし

た。ではその団体が一人歩きできる目指す時期というものは、ある程度この

へんの目安が立ってなくて未曾有のごとくお金をつぎ込むわけにもいかな

い訳ですから、ある程度の目安というもの、それが100%でなくてももちろん

構わないわけです。これは先程も申し上げましたとおり大変難しい事業だと

思います。観光バスで乗ってきて温泉入っていってもらって、泊ってってと

いう事業とは違いますけれども、初めてこういう小海にある資源を使ってや

っていく事業で初めてのことであると思いますが、しかしそれもある程度の

目安を付けていて進まないと行かなければならないと思いますので、一人歩

きできるのはいつになるのか、またこの事業で一人歩きできるようにいつこ

の事業していくかとか、先程32年度というようなこと、32年度まではという

ことでそれ以降というようなことでお話されましたけれど、このような解釈

でよろしいわけですか。 

総務課長 32年度と申し上げましたのは、さとゆめの企業人、派遣していただいている

のが32年度で終わりますので、その後はまだ必要であればさとゆめとアドバ

イザー契約を結んだ中で進めていきたいというふうに申し上げてございま

す。それであと何年で一人歩きというご質問でございますけれども、あの時

総務課長そうやって言ったじゃないかと言われても後で困るんですけれど

も、私もあと残すところ定年まで3年でございます。3年間の内にはなんとか

私も努力をしてやっていきたいとは思いますけれども、こういった新しい事
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業でございます。本当に一人歩きできるのは、出来るようにするまでには私

は最低でも5年位は掛かるんじゃないかというふうに考えております。しか

しこれはやはりこの事業を、町長も施政方針の中で申し上げておりますけれ

ども、今までの観光ということの概念を大きく変える事業でございます。観

光につきましてもあちこちで今までの観光について考察がなされ、それぞれ

の地区で今後どう進むべきかという観光の姿が模索されていることは確か

でございます。そういった中で私達小海町ではこういった形で今後やってい

きたいということで決めた訳ですので、根気をもってやっていきたいという

ふうに思いますがよろしくお願いします。 

７番議員 今、町がやっていることを全面的に否定する訳でもないし、それから何年な

んてことははっきり確かにこれは言えることはないでしょうけれども、しか

しなんでもそうですけれども我々は事を為して生きていく上に、努力目標と

いうものを、目標というものをもってやってかなければ実現がないんですよ

ね。国の方針なんていうのはいつ変わるかわからない。いつまでも地方創生

なんて言ってないかもしれない。だからやっぱり皆さんも内輪の中で詰め

て、詰めて、そして少なくともこの段階では完全にスタートが出来るように

するようじゃないかというような目安を持って取り組んでいかないと、これ

はダラダラダラダラした、いったまんまで今度は次はリモートワークかなん

てなって行ってしまうんではないかと大変危惧するところでございます。何

度も申し上げますが、これは経済効果、人材育成、環境整備等々、大変難し

い事業だと思います。この憩うまちこうみ形成事業の目的を再度認識して、

ただ総花的に取り組むのではなく、本当に小海を訪れてくる企業の従業員の

皆さんの心身の癒すプログラムを出来るように、そして(株)さとゆめがです

ね、一日も早くリーダーじゃなくて脇役になるように、アドバイザーとして

だったらは良いでしょうけれども、彼らがいつまでも主ではなくて脇役にな

るように関係の皆さんのさらなる努力を期待いたしまして私の一般質問は

終わります。以上です。 

議  長 以上で第7番 篠原伸男議員の質問を終わります。 

以上で本日の一般質問が終了いたします。 

尚、今後の予定といたしましては、明日12日午前10時から12番鷹野弥洲年議

員、続いて10番井出薫議員からの一般質問を行います。 

又、午後から現地視察を行います。視察箇所については宮下法面、本間十二

社、親沢の空き家です。服装は通常の服装でお願いします。 

又、現地視察終了後、全員協議会を行います。尚、全員協議会が1日で済ま
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ない場合は13日午前10時から全員協議会を予定しております。 

これをもちまして本日は散会といたします。ご苦労様でした。 
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平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 ８ 日」 

    ＊ 開会年月日時  平成３１年 ３月１２日 午前１０時００分 

    ＊ 閉会年月日時  平成３１年 ３月１２日 午後 ０時１４分 

    ＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

              会 議 の 経 過 

 

 ○ 議事日程の報告 

 

副 議 長 皆さんおはようございます。昨日に引き続き議長を務めさせていただきま

す。宜しくお願いいたします。活発な議論となりますよう宜しくお願いい

たします。定刻になりました。只今の出席議員数は11人です。議長 有坂辰

六議員は所用のため欠席との連絡がありました。定足数に達していますの

で、これより本日の会議を始めます。本日の議事日程はお手元に配布した

通りであります。本日答弁のため出席を求めた者は、町長・副町長・教育

長・会計管理者・各課長・教育次長・所長であります。議会事務局長は所

用のため欠席との連絡がありました。日程第一、本日は昨日に引き続き会

議規則第61条の規定により一般質問を行います。あらかじめ申し上げてお

きますが、会議規則第55条を準用する第63条の規定により一般質問を行い

ますので、ご協力お願いいたします。それでは順次質問を許します。 

副 議 長 始めに第12番 鷹野弥洲年議員の質問を許します。鷹野弥洲年君。 

第１２番 鷹野 弥洲年 議員 

12番議員 おはようございます。12番鷹野弥洲年です。質問をさせていただきます。

私の議員としての期間は現在3期目になりまして10年になろうとしており

ます。この間議長を担当していた2年間を除いてはほとんど全ての定例会に

おいて一般質問を行ってきました。そしてその内容の多くは政策の提案型

であり、またすでにある施策に対してこのようにあるべきではないか、こ

のように改善したらどうかと、こういった町民にとってよりよい方向にな

るように、よりよい町づくりにつながるように建設的な意見を述べてきた

つもりであります。黒澤町長になってからも昨年6月議会では集落再生支援
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事業の見直しを提案しました。また9月議会では国民健康保険加入者に実施

されている人間ドックの補助金について、その財源の一部が一般会計から

補填されている中で、国保加入者の方以外に人間ドック負担金を補助しな

いのは公正性を欠いているのではないかと問題提起を行いましたところ、

双方とも今議会に提出されている31年度予算において対応をしていただき

ました。このように一般質問を通じてより良い町づくりにつながるような

政策提案を行ってきました。しかし今回は従来の私の質問と違いあまり建

設的でなくて、不本意ではありますが、今後のあり方の確認を含めて、昨

年12月議会以降の議会における質疑のやり取りの確認をさせていただきた

いと思います。12月議会、あるいは1月臨時会において、私の質問に対して

納得のいく答弁がなされていれば必要なかったのでありますが、不十分な

回答しか得られませんでしたのであえて質問をさせていただきます。通告

をいたしましたようにふるさと納税と返礼品に対するものであります。お

断りしておきますが事務担当者の責務について問うものでも責めるもので

もありません。只今申し上げたように昨年12月の定例会・1月の臨時議会の

議案質疑などについてのものであります。この質問にあたって資料の提出

もお願いしてありますので、それを含めて進めていきたいと思います。ま

ず総務省の通達についてでありますが、臨時議会にも出されておりました

が、平成30年4月1日付けの文書。資料の32ページにありますが、返礼品の

割合は30%を越える地方団体は好ましくないので、責任と良識ある対応を徹

底するようにありましたが、この通達に対する町の姿勢はどのようにされ

たのか。会議をもたれたのかお聞きしたいと思います。 

総務課長 おはようございます。只今返礼品の3割を超えるものについて会議をもたれ

たかというご質問ですが、担当者と話はしましたが特に会議等は設けてご

ざいません。それでなるべく3割以内にしていこうということで確認をした

わけですが、結果的にパンフレットがすでに出回っておりまして、そこに

表示してあるものにつきましては変える事ができなかったということが実

態でございます。以上です。 

12番議員 お答えいただいたわけでございますが、30年4月の通達に対して町が受け取

ったのはいつだか教えていただきたいと思います。今は公文書に受付印を

押さないわけですか。 

総務課長 この通達につきましては30年4月というふうに出す方も日にちを書いてお

きませんで、いつ受け取ったものであるかは只今承知しておりません。以

上です。 
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12番議員 今そう言われましたけれど、この通達の中に4月幾日か日付が入っていない

んですよね。それでいつ受け取ったのかということなんですけれど、1月23

日の臨時会に出された資料の中には4月1日付けで番号も入ってるんですよ

ね。それがどうしてこういう文章が出てくるのか良く分からないんですけ

れど。そして回覧の記録があるんですけど、通達を受けて見直しの協議は

全く行わなかったわけですか。 

総務課長 先ほども申し上げたんですが、3割以内にしていこうという話は担当者とは

しましたけれども、大変申し訳ありませんが会議等は開きませんでした。

私の認識不足でいけなかったわけですけれども、3割ということにつきまし

てそれほど私も重要視していなかったというのが正直なところでして、そ

ういったことがあって今の結果につながってしまったということを大変申

し訳なく思っております。以上です。 

12番議員 発刊番号も発信の日も削ってあったものが今回出されているわけでありま

す。その後も3割を超える返礼品を継続したのは結果的に無視をしたことに

なる。これがどのような判断によるものか伺いたいと思います。その総務

省の通達はですね、すでに平成29年4月1日付けでも出されておりまして、

読んでみますとですね、返礼割合に関して、社会通念に照らし良識の範囲

以内のものとし、少なくとも返礼品として3割を超える返礼割合のものを送

付している地方団体においては速やかに3割以下とすること。これがです

ね、29年4月1日に出されております。このようにですね2年も前に総務大臣

による通達が出されていましたし、それから通達を守らない高額な返礼品

を送っている自治体は度々新聞報道などもされておりまして社会問題にも

なっておりました。この通達を受けて町はさっき会議は開かないといいま

したけど、町はどのような対応をしてきたのか副町長に伺いたいと思いま

す。 

副 町 長 総務課長が申した通り、3割以内にするという通達がきておりますが、これ

は当然読んでおりまして、3割以内にすればいい話で、通達がきて単純に考

えていたと。実態の中ではなかなか一品一品がどうしても季節の状況で3割

超えてしまうというとこらへんも細かいところまでしっかりチェックがで

きていなかったというのが一番原因で、基本的には3割以内で抑えましょう

ということでは担当者の方でも総務課長も私の方でも考えておりましたけ

れども細かくしっかりやらなかったというのがいけなかったということで

ございます。以上です。 

12番議員 通達を守らない自治体が名指しで新聞報道されております。資料の34ペー
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ジになりますけれどもですね、新聞報道がされる前に事前に総務省から問

い合わせがあり、あるいは調査などがあったと思うんですが、小海町が30%

を超えている実態を総務省は確認してから報道したと思うがその調査を受

けた日、回答した日はいつですか。 

総務課長 それにつきましては把握をしてございません。大変申し訳ございませんが

お答えすることはできません。 

12番議員 この新聞の34ページ9月12日の報道になっておるんですけどね、こうしたも

のが出る前には必ず確認をされてるはずでありますしですね、町も答えて

るわけです。こういった記録が全くされていないという、そもそもですね

こうした総務相の通達を受けてですね役場内でですね、この回答をする前

にですね議論をしたのか、見直しを行った記録があるのかどうか伺いたい

と思います。 

総務課長 議論といいますか担当者と話はしております。恐らくこういうことになる

だろうというような話はした覚えはあります。ただ、記録をとっての話と

いうことではありませんので証拠をお出しすることはできません。 

12番議員 私は質問にあたって資料要求をお願いいたしました。その中に4としてです

ねふるさと納税と返礼品に対する協議記録。つまり稟議書を含むものをお

願いをいたしました。しかしその中にはですね返礼品30%を越えることにつ

いての協議の記録は全くないわけでございます。これだけ社会問題に関わ

ってるのにも関わらずですね役場内では協議をしなかったということのよ

うであります。34ページにこの新聞報道がされた後ですね、見直しの経過

の稟議書がないということでありますがそもそもですね、このふるさと納

税に対する返礼品についてどのような姿勢で臨まれているのか伺いたいと

思います。国の意向を無視してですね寄付金を集めようとしているのかそ

の姿勢について伺いたいと思います。また誰が最終的な決定権を持って進

めてきたのか伺いたいと思います。 

総務課長 まるっきり無視をしたつもりではございません。ただ、4月当初にパンフレ

ットを作ってしまいまして、それが全て出回ってしまっているという中で

見直しができるものとできないものがあったということは事実でございま

す。正直申し上げましてよその市町村等の状況も見る中で、総務省がいっ

てる3割というものに対しては3割以内にしなければならないということは

承知はしておりましたが、それほど重要に私自身が受け止めていなかった

ということが結果的には3割を超えたものを出し続けたという結果につな

がって大変申し訳ないと思っています。 
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12番議員 最終決定権は総務課長にあったと理解してよろしいですか。 

総務課長 はい。私から上には私は話をしませんでしたので、最終的に私が決定した

ということでご理解を頂いても結構でございます。 

12番議員 資料として一覧表を提出していただいておりますがですね、私は事務取り

扱いの表の中からですね資料請求を行った部分を抜き出してですね打ち出

しを行えば簡単に作成できると思っておりました。そしたら返礼品のです

ね送料の部分はここに把握をしていないとの事でした。しかしですね業者

に委託した部分は町への請求書に返礼した代金と共に送料の請求があるは

ずであります。それが把握をされていないというのはですね、不自然だと

私は思います。私はふるさと納税の返礼品にかかる送料はきちんと把握し

て案内やパンフレットにかかった経費を含め、ふるさと納税に対する返礼

品費用はいくらかかったのか分からない。そうでなければですね分からな

い訳であります。総務課長は送料は町の他の小包送料などとやってるから

わからないといわれましたが、例えばですね30年度予算書のその部分に載

っているかまた送料を把握する必要はないとお考えですか。 

総務課長 わからないのではなくて鷹野議員さんから資料の提出を求められたのが金

曜日の夕方の17時迄という話でしたので、表を作り変えたりしなければな

りませんので、その時間についてはちょっと間に合わないと。送料につい

ても先ほど鷹野議員さんおっしゃった通り、町の送付するもの全てがいっ

しょくたになって月毎に請求されてきますので、送ったものとその送り先、

その送り先につきましても業者からくる伝票は県のみが記載されているだ

けで、住所まで記載されていないものですから、大まかな予想はつくんで

すけれどもはっきりとは判明することができないということで資料提出の

時に猶予をお願いするときにそういうふうにちょっと間に合いませんとい

うお話でお願いしたのもでございます。総務省からは返礼品については3割

以内ということで通達がきておりますけれども、この送料ですとか集める

ためのパンフレットの印刷代ですとか、そういった経費については私ども

はその3割に含まれないという認識でおりましたのでそれは全然考えの中

にはなかったということでございます。 

12番議員 送料を含むか含まないかというのは1月23日の臨時議会のところで私が質

問いたしましたところ、それはまだはっきりつかんでいないということで、

予算決算常任委員会の中で答えをいただいた。送料は含まないということ

をお答えをいただきました。それは別として今言った私は送料をきちんと

含め管理をするべきだと思います。総務課長は必要ないとお考えですか。
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さきほど把握する必要性のことをお聞きしたんですけど。総務省がやるや

らないじゃなくて町として返礼品にかかる送料を管理する必要性を感じて

いるか感じていないかを教えてください。 

総務課長 管理ということは私もよく意味合いを理解できないんですが、当然公金支

出ですのでこれは管理はしていかなければならない。ただその返礼品の送

付に関して送料と一緒になって返礼品の金額を管理しなければならないか

という話になれば、先ほど申し上げました通り送料その他の経費について

は返礼割合とは別というふうに考えております。ですから改めて一緒にな

って一緒に考えて管理する必要性は特に感じておりません。以上です。 

12番議員 改めて一緒に管理する必要性は感じていないという今お答えいただきまし

た。他にもですねふるさと納税の案内に要したパンフレット等の費用の明

細をお願いいたしましたところ、いただいた資料は21ページ22ページ23ペ

ージありますが、株式会社アイクの請求書3枚でありました。その他関係す

る書類すべてをお願いいたしましたが提出されませんでした。他にないと

理解してよろしいでしょうか。 

総務課長 把握ができておりませんのでもしあるようでしたらばまたよく調べさせて

追加でお出しいたします。 

12番議員 お答えいただきましたが平成30年度予算書にはですね、説明資料の中に34

ページふるさとチョイス掲載料98千円、ふるさと給付金公金支払い手数料

利用料73千円とありますがこれはどのように解釈したら宜しいでしょう

か。 

総務課長 後ほど資料をもし支払ってあるようでしたら、請求書それから支払い書を

お出しいたします。 

12番議員 いろいろ伺ってきましたが十分な説明になっていないように思います。で

はふるさと納税のですね給付額等について一覧表を出していただきました

のでいくつか質問をさせていただきます。まずですね、寄付をしていただ

いたが返礼品の欄が記載されていないのはなぜですか。伺いたいと思いま

す。ナンバー67・68・332・350・366・399・454・455・516以上9件空欄は

なぜですか。 

総務課長 リエックス宿泊券それからゴルフのプレー券だということでございます

が、これについては利用されたときにリエックスさんの方から請求が来る

ことになっておりまして、まだ利用をされていないということで返礼金額

が載っておりません。なんで載せないかということでありますけれども、

時期によって若干金額が変わってくる可能性があるということで載せてご
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ざいません。一律過去のデータを参考にしてそれを入れた場合には返礼品

の合計額、19ページになりますが、返礼品の合計額が今4,576,804円という

ことになっておりますが、予想金額を入れた場合にここが4,906千円くらい

になります。そうすると返戻金の割合が31%ということになるんですが、こ

れにつきましては必ずしも年度内に使われるかどうかということも確定し

ておりませんで可能性としては次のシーズンまで使えるようになっており

ますので、次のシーズンに利用される可能性もあるということで今回今年

度の支払いの対象にならない場合もあるということがございます。以上で

す。 

12番議員 通常ギフト券というのはですね、1万円くらいの金額の入った利用券が発行

されましてですね、不足分は自己負担になるとかそういったようなもので

あろうかと思いますけど、今言われた通りであればそれは仕方ないとして

ですねリエックスのゴルフ場は冬季閉鎖になるわけでございます。今年度

消化できなくてですね出納閉鎖にも間に合わない。来年度のお金の扱いは

どのようになってきますか。 

総務課長 来年度は来年度予算の中で対応していくということになろうかと思いま

す。 

12番議員 予算の所在もちょっと不明確だと思いますけど、それはそれとしてですね

平成30年度当初予算を見ますとふるさと給付金予算額10,000千円に対して

ふるさと給付金、事業返礼品4,000千円が計上されています。その割合は40%

でありますが返礼品が40%を超えているものはありますけれどそれはいか

なる理由なのかナンバー26の返礼品53.5%、422の65%について40%も大幅に

超えている理由はいかなるものかお聞かせください。 

総務課長 そもそも最初から高く設定してあったものもございます。それから牛肉に

つきましては軒並み30%を大幅に超えております。これにつきましては牛肉

がここのところずっと値上がりを続けておりまして、さりとてパンフレッ

トでうたってしまっているものですからその分は送らなければならないと

いう事情もございまして肉については越えているのがほとんどでございま

す。以上です。 

12番議員 返礼品が53.5%、65%というのはですね簡単な説明ではいかない様な気もす

るんですけれど、それはそれといたしましてですね、次に返礼割合が30%が

超えないように。そもそも総務省の指導はですねトータルの中個別に1つで

も30%を超えてはいけないといってるのですか。そこを伺います。 

総務課長 総務省の書類は単品について30%を超えてはいけないというふうに言って
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ると解釈されます。ただ私共といたしましては安易ではございますが、ト

ータルで30%になるのであればいいんじゃないかというふうに安易に簡単

にこちらの都合で解釈をしてしまったということは事実でございます。 

12番議員 見直しを行ったあとにもですね30%以上の返礼品を送ったのはどういう理

由ですか。また改善した後ですね総務省に回答したこととの整合性はどの

ようにとられますか。 

総務課長 先ほどもちょっと申し上げたんですが、パンフレットで謳った分につきま

してはパンフレットが出回っておりまして、そのままいくしかなかったと

いうことでございます。総務省のほうの報告につきましてはその単品ごと

に報告するわけではなくてですね総体的に3割を超えているか超えていな

いかいう報告しかしませんので、先ほど申し上げました通りこちらの都合

で3割は超えないようにやってますという報告をした。ということでござい

ます。 

12番議員 マスコミにですね改善したと答えたことの整合性についてうかがいたいと

思います。資料の36ページ。この新聞の記事によりますと9月10月中に見直

しを行う町として小海町が入っておりますが、マスコミに改善したと答え

た整合性をうかがいます。 

総務課長 これ9月12日の新聞でございますが、10月中には見直すということでご返事

をしたものでございますので、おそらく10月以降につきましては、相対的

に見れば30%以内になっているのではないかというふうに考えております。 

12番議員 1月臨時議会でですね予算決算常任委員会で私は送料について質問をいた

しましたところ総務課長は「送料はまた課目が違うものですから含まれて

いるということにはなりません。それはまた別途送料のほうで計算をして

みて送料がどれくらいかかったかということを確認をしなくてはなりませ

んので、今回の予算の返礼品の中には送料は入れていないということで報

告を申し上げたいと思います。」このように言われました。総務課長自身も

「別途送料のほうで計算をしてみて送料がどれくらいかかっているかとい

うことは確認をしなくてはなりません。」と言ってる。先ほどの答えと相違

があるわけでございます。このようにふるさと納税の返礼品にかかる送料

の費用は別途把握する必要があることを認識してるわけです。私が資料要

求を行いましたら送料を出すことはすぐにはできません。これもやはり答

弁と違うわけでございます。回答を求めたいところですが、ともあれです

ね担当者が管理してる一覧の中に送料が含まれていなかったということで

してね私の資料要求に対して作成する時間を費やしたことはですね担当者
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に感謝と御礼を申し上げます。1月23日の臨時会における議案質疑の中で私

の質問に対して答弁が納得がいかないから私は議長の許可を得て給付金と

返礼品の明細をお願いいたしました所、予算決算常任委員会に提出された

資料は返礼品割合が30%の部分しか出されなかったです。総務課長は準備で

きないということで急遽現在の基準に基づいたものを示したと言われまし

た。一覧表が現在のもので返礼品が30%のものは提出する。以外のものは提

出できないということであるが極めて不自然であります。過年度分を提出

して下さいといっているわけではないのです。今年度の部分をお願いして

いるわけです。それもですね、寄付額の累計が多くなってきた。あるいは

返礼品の額が足りなくなってきた。こういったことで予算の増額を議会に

提出してきた。補正予算を計上するには累計が出ていなければ数字は出て

こないわけです。一覧表があって累計額がオーバーしそうだから補正を組

むわけです。なのにその明細は出せない。出せないのでなくて都合が悪い

から出せなかったんですか。答弁をお願いします。 

総務課長 都合が悪くて出せないというのはないとは思うのですが、ちょっと私もそ

の時のことを逐一覚えてるわけではないんですが、ご指摘のようなことが

あったとすればお詫びを申し上げるしかありませんので宜しくお願いしま

す。 

12番議員 ではですね、予算決算常任委員会で提出された資料はですね、返礼品割合

が30%に収まる部分のみでしたが他の議員から電話番号や携帯番号や個人

情報が記載されている部分がありそれを指摘され資料を回収し配り直すと

したが訂正した資料は今日まで提出されなかったのはなぜですか。総務課

長は一度回収させていただきましてこの部分だけ消してまた配り直すこと

にさせていただきますとそのとき答弁を行いました。 

総務課長 大変申し訳ございません。そのように言った覚えはちょっと私の中では覚

えがないんですが、言ったとしましたらそれをしなかったことについては

お詫びを申し上げます。ただもういいやっていうような話をされたことも

記憶的にはあるような気もするんですが間違っていたら大変申し訳ござい

ませんがそういうことでございます。 

12番議員 私はテープにとってありますからそれを元に話をしてるわけであります。

私自身ももういいやなんてことを言った覚えもございません。この一連の

12月議会、1月23日臨時議会における議案説明、私の議案質疑に対する答弁、

予算決算常任委員会における答弁において適切さを欠いていたのではない

かと思われますが、副町長どのようにお考えですか。 
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副 町 長 ちょっと質問に対して適切さを欠いているということがあるとすれば大変

申し訳ありません。あの資料が用意するに当たってしっかり資料ができて

いなかったというのが一番の原因でございまして隠すつもりはなく、質問

に対して理解がなくて出せなかったとかいろいろ理由はあるんですけれど

もなかなか質問に対してしっかりとした回答ができなかったということで

適切さを欠いたということで大変申し訳ありませんでした。 

12番議員 私は適切さを欠いていたと思います。12月議会でですね議案質疑で私が指

摘をした後ですね議会の最終日に議会運営委員会を開催し臨時議会の日程

を決めふるさと納税と返礼品の予算額の変更を議題とすることを決めまし

た。この12月19日の時点で臨時議会の議題としたのはいかなる理由ですか。

副町長お願いします。 

副 町 長 12月の議会で補正予算計上しました。 

12番議員 いや。あのね12月の議案質疑でこのことを指摘したんですね。そこはよろ

しいですね。その後ですね12月議会の最終日12月19日だったと思うんです

けど最終日に議会運営委員会が開かれました。そこで議会運営委員会に出

すときに1月23日の臨時議会の議題とすることを言われましたけどその理

由について伺います。 

副 町 長 すみませんでした。わかりました。あの12月の議会の時には支出の方が多

く収入を見込まないで支出のほうを見込んで4割以上、4割近くの返礼品に

なるように予算を組んだということで、これはよくないということで12月

で差し替え等々あったんですけれども1月に臨時議会を開くということを

お願いをして1月23日で訂正すると。ですが1月現在での収入支出の見込み

を含めたものを補正するということでお願いをするという経過でございま

す。 

12番議員 1月23日の臨時議会のですね議案説明では副町長は28年度実績17,820千円、

29年度実績16,520千円であるから今年度は16,000千円に補正を行うと説明

をいたしました。12月19日の議会運営委員会で臨時議会の議題と決定いた

しましたが、それは12月議会で返礼品の割合について質疑をされたからそ

の修正のために臨時議会の議題としたと思うが、これは整合性をどのよう

にとりますか。副町長。 

副 町 長 12月の議会のときにですね16,000千円を見込んで収入を見込んでおけばよ

ったんですけれども、支出のみ計上したため結果的に4割になっちゃうんじ

ゃないかということで正しく1月の議会で計上したと、収入の方を計上した

ということで宜しくお願いします。 
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12番議員 そもそもですね過年度が実績がこうだったから補正をこう行いますという

のは臨時議会で審議することですか。 

副 町 長 臨時議会は必要に応じた場合、議題になるということでございますのでこ

の12月の議会でご指摘を受けて早く修正をしなければいけないという思い

がありまして1月の臨時議会に計上させていただいたということで宜しく

お願いします。 

12番議員 臨時議会とすることを決めた時点と実際に臨時議会に出された時点ではで

すね趣旨のすり替えではありませんか。そうした議案説明、議案質疑に対

する答弁、臨時議会の議題とした趣旨のすり替え、臨時議会での資料提出

のお願いに対する不十分な対応。このような対応がですね適切さを欠いて

おり、誠実さを欠いたと思いますが、副町長どのようにお考えですか。 

副 町 長 いずれにおいても誤っていることは直していきたということで、最終的に

はこういう形になったんですけれども、その都度その都度これはおかしい

ということがあれば訂正していくということで、途中途中は適正さにかけ

たということにつきましては大変申し訳ありませんでした。 

12番議員 適正さに欠けていたって総務課長はどのようにお考えですか。 

総務課長 先ほどからご指摘をされております答弁したことに対する対応、そういっ

たことがなされてこなかったというご指摘につきましては大変申し訳ない

と思っております。以上です。 

12番議員 それぞれですね適切ではなかったということでございますけれど、副町長、

総務課長、そのように申されました。そもそもこの総務省の通達に対して

町がどんな姿勢であったか見直しと言ってきた。本当に見直しをしたんで

すかね。議長、私の資料配らせて頂きたいんですがお願いできますか。 

議  長 はい。資料の配布をお願いします。 

12番議員 続けさせていただきます。この資料はですねあの町から頂いた資料に基づ

いて作ってあります。一番左の欄でございますがページが書いてあります

けど1ページ～18ページまでありますが、これはページが入っていない段階

で頂きましたので、皆さんのお手元の資料綴りとはページが1つずつずれて

おりますのでお願いいたします。これを見ますと18枚の集計であります。

右の欄にですね月ごとに分けたものが右の欄にですね真ん中の欄に左の表

から移して月毎に分けたものがあります。10日の日曜日に頂き昨日の朝作

成したものですが時間がなくて不十分な点があるかと思うんですけれど合

計欄が合っていますので間違いないと思います。一番右側の12月と2月にそ

れぞれ累計欄があります。その割合が10月末の累計で返礼品の割合が
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28.56%、2月末で29.5%。先ほど来、見直しを行ってきたと言っております

し、副町長が今まで議会で説明してきた見直しを行ってきたと言っていま

すが、11月までよりも2月までの方が返礼品の割合が高いわけであります。

30%の範囲に収まっているからいいのではないか。ということではなくてこ

れで今まで議会で答弁してきたものはなんだったのか。しかも個別では依

然として12月以降は30%を超えているものもあるわけございます。36ページ

の新聞には小海町は10月中に見直すとありました。副町長がならせば32.5%

になると議案説明を行いながら補正予算を出してきたのはどのように説明

をされますか。 

副 町 長 ちょっと今資料見ましていずれも私も税務係、総務係が担当してるんです

けれども、国のほうから3割以上のものが超えてるというものが新聞報道に

もなりまして実際に総務課長が言ったように会議等々は集まって具体的な

ことはしてませんけども、その中で担当者と総務課長、私も担当者と話を

したりして回議書もここにありますけども、こういうものを今後やりたい

という中ではその3割を越えてるものについてはやめていくというか3割以

下にしていくということだったんですけれども、先ほども言ったようにパ

ンフレットに載っているような中で支出が3割を越えてるのが支払日です

とか、注文が後できたりして10月以降現在も越えてるのもあるんですけれ

ども、そこらへんもしっかり確認していないと、これらが原因でございま

して、中では31年度からは確実に一品一品が3割以下にするというものでパ

ンフレットを作ったりやっていきましょうということにはなってございま

す。補正の対応は30年度も3割をちょっと超える結果にはなる見込みです

し、31年度は間違いなく1,000万円に対して300万円の予算ということで3割

というございますので宜しくお願いいたします。 

12番議員 この私の作ったこの表の中でもですね、全然見直しになってないんですね。

かえってですね11･12･1･2の方が出すね29.5%ということで高いんですよ

ね。で、こういったことに対してですねマスコミに新聞報道にも小海町は

改善しましたと9月までしか載っていません。この後もう一度新聞が報道し

てると思うんですけどね、そういったことでこういうですね、実際には見

直しを行っていないというにもかかわらず、新聞にはそうやって出ている。

これはすごく問題視しなくてはならない問題だと思っております。それか

ら先ほど空欄の中に9件あるといいました。たとえばあの金額がですね、1

つ1万円としても9件あって90千円です。90千円はですね15,810千円に対す

る比率割合は0.57%です。これを足しても恐らくそんなに大きな差にはなっ
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てこないと思います。私の表の方をよく見ていただきたいと思います。そ

れはそれとしてですね、町長はこの問題をどのように捉えているのか聞き

たいと思います。私は質問の冒頭で申し上げましたけど、ふるさと納税の

返礼品の問題に対して、その取り扱いの事務にいってるのではなくてです

ね、12月議会と1月臨時会の議案説明、議案質疑でですね、また予算決算常

任委員会での対応が適切に丁寧に誠実に答えてもらえなかった。適切さ、

誠実さに欠けていたといっているんですが、町長は答弁の方宜しくお願い

いたします。 

町  長 まさに鷹野弥洲年議員の仰る通りでございまして、これは緊張感の欠如と

いう以外には返答は出来ないと思いますが、職員の気持ちとすれば1円でも

多くふるさと納税をしていただき、そして一般財源を増やしたいという気

持ちの表れだったと思います。いずれにしましても適切な対応が出来てい

なかったというふうに私は今判断しましたので、ここに深く反省を申し上

げるところでございます。 

12番議員 答弁をいただきました。適切さ、誠実さに欠けていると思います。それは

不適切であり、不誠実であったということなんですよね、答弁に対して、

この議会の中でですね、しかも見直しを行ったということを総務省に報告

したりマスコミに言っているんですけれど、それもですねやはり疑いがも

たれる訳であります。12月議会ではですね他にもありました。私はですね

全員協議会で言いましたがなごみの建て替えがですね、やすらぎ園の隣の

場所に変更なり、建設費が当初の予算額と変わったにも関わらず、修正を

行わないで20,000千円でゲートボール場の整備を行う。こういうやり方で

いいのかと正しました。また他の議員からはですね子供議会の予算が計上

されてないと指摘され合わせて臨時議会の議題となりました。12月議会に

おける不適切な対応に起因して臨時議会の議題となったわけであります。

このように私達議員から指摘されるのは不本意かもしれませんが、このこ

とはですね議会制度のですね、根幹に関わることであります。町の行政に

携わるなかで理事者は政策の予算編成や提案権がありますが、その政策を

実行するかどうか決めるのは議会であります。議会が意思決定機関であり

ます。そしてその執行に対して批判と監視を行うのが議会であり議員の責

務であるわけであります。巷に議員がいろいろ言うからやりにくいなどど

言う陰口がありますが、議員はいろいろ言うのが使命であります。住民の

立場に立って、町民の立場に立って批判と監視を行うのが議員の責務であ

ります。何も言わなくて黙って長が出したものを承認するなら議員はいら
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ないわけであります。議会はいらないわけであります。議会はですね追認

機関ではないのであります。憲法第93条で議事機関として議会を設置する

とあります。地方自治法89条に地方公共団体は議会を設置すると定め、そ

してその議会の役割や行政の在り方が地方自治法によって示されておりま

す。これにより地方自治体が成り立っているわけであります。行政を推進

しているわけであります。この行政の推進を行うため職員がいるわけです。

議会により意思決定された施策を推進するのが職員であります。このよう

な制度的な背景の中で議員が議案質疑や委員会で質問を行うのは当然であ

り、この質問に丁寧に答えることが町民に対する説明であります。補正予

算に提出された案件に対して、その裏付けとなる資料を求められたら提出

するのが当たり前であります。何もこれから作らなくてはならないような、

存在しないような資料を求めているのではないわけであります。そうした

意味で12月議会、1月臨時会の対応は不適切であったと思いますし、とうて

い真摯な対応であったとはいいがたいわけであります。不誠実でありまし

た。これはですね、今後の議会運営に関わる問題であります。一般質問や

議案質疑での答弁に誠実に実行していくことがより良い町づくりであり、

住民福祉の向上に繋がっていきます。今全国で市町村議会の議員のなり手

不足が社会問題となっております。議員のなり手が無い、この問題の背景

にいろいろなことが要因とされております。一つには議員報酬の問題、年

金など社会保障の問題、また不安定な生活に踏み込めない若い年齢層から

のなり手不足などさまざまな要因があると思います。しかし私はお金の問

題よりも議員になって何をやるのか、その仕事にやりがいがあるのか、こ

っちのほうが大事だと思います。議員として役割をしっかり果たしている

のか、行政のチェック機関としての議会の役割は果たせるのか、議会が単

なる追認機関となって町民から見て議会が何をやっているのかわからな

い。これではですね議員も議会もいらない訳であります。先程申し上げま

したが議員はいろいろ言うのが当たり前であります。議員の質問に丁寧に

答えるべきであります。そのことが町民に対する説明であります。このこ

とはですね議員も理事者側もしっかりと認識していないとなーなーになっ

てしまいます。議会制度そのものが機能しなくなってしまいます。今地方

議会の議員のなり手不足について特集を組んでいる報道機関が議会基本条

例が制定されているかどうかというような問題提起を行っております。私

はそのような条例が制定されているかどうかではなくて、議会運営の中身

の問題だと思います。小海町や議員がまとまって議員提案という形でなく
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ても議員各自の一般質問などを通して施策提案を行い、良い提案には町も

答えてくれまして施策の実現をしてくれています。そうした意味で民主的

な運営がなされていると思っております。そんな中で私が、今回私がこの

ような問題を貴重な時間を割いて質問を行うのは不本意でありますが、12

月議会以降の議会の在り方に憂慮するものであり、あえてこのような質問

を行っておるものであります。黒澤町長になられてまもなく1年になられま

す。前向きにいろいろ新しいことにも取り組んでまいりましたが、そうし

た新しいことを含め、施策の内容を全てに対して丁寧な説明が求められま

す。そのことが町民への説明責任であります。黒澤町長が就任して初めて

の臨時議会での人事案件に対して私は丁寧な説明をするようお願いをいた

しました。それは当事者本人だけでなく、理事者を含めすべての職員に共

通することとであります。そうしたこととしてお願いしたつもりでありま

す。あれから数度の議会を経て慣れてきたかと思われますが、この黒澤町

長就任早々に臨時議会で私の丁寧な説明に心がけるように求められたこと

を今振り返って12月議会、1月臨時会の対応を含めてどのようにとらえてい

るか町長に伺います。 

町  長 鷹野弥洲年議員からのご指摘、そして丁寧じゃなかったという指摘があれ

ば、まことにそういった結果だと思いまして申し訳なく思います。しかし

私はご指摘いただいたこと、それから様々なことについて返答するたびに、

最後にありがとうございますという言葉を付け加えさせていただいており

ます。それはまさに私の姿勢を正す一つの顕現であり、これから真摯に向

き合うその返事と認識しておりますが、12月あるいは1月臨時議会というと

ころで丁寧さに欠けるというご指摘については真摯に受けて止めていきた

いと思っておりますので今後ともご指導のほどよろしくお願いいたしま

す。 

12番議員 ここまでですね、昨年の12月議会、今年の1月臨時議会のやり取りの中から

議論をしてきました。冒頭申し上げたようにですね、事務担当者に責を問

うものではありません。12月議会、1月臨時議会の不適切、不誠実な対応に

対して正すものであります。黒澤町長になって初めての予算議会でありま

す。本来であればその政策に対して議論を進めるのが良いかと思ったわけ

ですが、どうしてもこのことをですね、確認し議会と理事者が共通の認識

としておかなければ今後の議会運営に差しさわりがあるので、このような

議論をさせていただきました。重ねて申し上げますが、これからやろうと

している施策に対して議会と理事者側が丁寧に真摯に議論をし、合意形成
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を行っていくことが町民への丁寧な説明であり、より良い町づくりに繋が

っていくものと思います。このことを再確認していただくために議論をさ

せていただきました。以上で終わります。 

副 議 長 以上で第12番 鷹野弥洲年議員の質問を終わります。 

ここで11時15分まで休憩といたします。 

第１０番 井出 薫 議員 

副 議 長 次に第10番 井出薫議員の質問を許します。井出薫君。 

10番議員 10番 井出薫でございます。昨日今日と2日間に亘って一般質問、私で10人

目ということで非常に答弁される方もそれぞれに大変なところはあろうか

と思いますけれども、引き続きお付き合いをまずはよろしくお願いしたい

と思います。それで一般質問に先立ちまして、2点ばっか話をさせていただ

きたいんですけれども、昨日3月11日は東日本大震災福島原発事故から8年

となりました。また今日3月12日は県北部地震から8年目となりテレビや新

聞などマスコミが特集を組みいろいろと報道されております。被災者の生

活と生業の再建も被災地の復興も道半ばで、被災から長い時間が経過した

ことによる新たな困難も生じてると、そういった報道がされてました。福

島県では今も原発事故により4万人を超える人が故郷での平穏な暮らしを

取り戻すことができません。国と東電の責任は私は重大だと思います。ま

た原発事故の影響とあと何年かかるかわからないこうした事故処理に原発

の再稼働、推進は私は絶対に許すことはできないと思います。それからも

う一点でありますけれども、1月26日に皆さまご存知のとおり馬流で死亡の

ね、二名が亡くなるという悲惨な交通事故があったわけでありますけれど、

地域の皆さん、それから国道や道路が通行止めになったということで、非

常に大変な状態が長く続いたと、国道は大型トラックがズラーっと繋がっ

ており運転手さんもトイレが困って加工所でどうのというような話も伺い

ましたけれども、先日、東馬流のほうの方にもいって話を伺いましたとこ

ろ、東馬流から佐久穂へ抜ける真っすぐの通りも本当に混んでいるんです

けれども、皆さんご存知のとおり川側へ回る道と、それから線路側の方へ

東は回る道があるんですけれども、向こうまでも車が一杯だということで

非常に大変な状態だということで、1日も早く迂回路をということを地域の

方から言われたわけであります。私は長振の関係での一般質問もさせてい

ただきますけれども、もちろんそこにも入れてもらいたいんですけれども、
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やはり31年度予算でね、具体的に小海町からいろいろな事業を発信してい

くというようなそういう計画をしっかりと立てていただいて一歩一歩こう

先の見える事業推進をお願いしたいと、それで私の提案としますれば、と

りあえずは乗用車位は行ったり来たりと出来るような道路をとりあえず東

馬流の橋までとかね、あるいは出来れば1.5車線位の道が作れれば良いんで

すけれども、やはりそういった具体的な計画を立てていただいて迂回路対

策も町も始めたということが町民に伝わるような、そういう努力をまず冒

頭にしっかりと要望したいと思います。それでは通告に従いまして一般質

問を行いたいと思います。施政方針からということで、第6次長期振興計画

についてということで、これまでの取組とこれからどのように計画策定を

進めていくのかという通告をさせていただきました。それで町長、施政方

針の中では今年は第6次の策定年だということを2ページのほうで発言され

ており、30年度においては町民アンケート、各団体との懇談会、地区懇談

会などを実施し町民の皆さまのご意見やご要望をお聞きしてまいりました

ということで、これからは様々な問題に対して、寄せられたご要望等を十

分に加味し時流にあった計画策定を進めてまいりますというふうに施政方

針で申されておりますけれども、改めてこれまでの取り組み、それから予

算で総合戦略の確定業務の委託料で1,500千円、それから長振の関係で

2,000千円というような予算をみているんですけれども、町長としてはどの

ような長期振興計画を目指しているのかという点まで含めて答弁をお願い

できればと思います。 

町  長 まずは第5次の長期振興計画最終年ということで、そのいわゆる反省を十分

含めた中で、第6次の計画を立てさせていただきたいということを施政方針

の中でも申し上げましたけれども、やはり町民の皆さん本位の計画となっ

ていこうかと思います。そしてここ5年、10年というものの大切さ、少子高

齢化ますます進みまして2040年には3,050人というような数字も打ち出さ

れているわけですが、そのへんを何とかですね数は減っても中身のある町

にしたいということと、それからやはり町民本位ということを私は元に持

ってきたい訳ですけれども、そのご意見のですね挙がって来かたというも

のが非常に今のところ機能的にももう少し工夫が必要ではないかというふ

うに実感しております。したがってアンケートは2,000名の皆さまにお出し

しまして、700強の皆さんからいただいたということですけども、まだまだ

不十分な部分はあろうかと思います。したがってそういう検証をですねさ

らに進めていいく必要があろうかと思います。目標はそういうところであ
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りますけれども、今申しました予算について総務課長のほうからお願いし

てということでよろしいでしょうか。 

総務課長 只今ご質問のありました、総合戦略それからこの第6次長期振興計画の予

算、1,500千円、2,000千円と挙がっております。大部分のものは委託料と

いうところで挙げてあるんですが、印刷製本費に大分かかるというところ

でご理解をいただきたいと思います。計画につきましてはなるべく我々職

員の力で、職員の言葉で作っていきたいと、業者に中身まで委託するんで

はなくて職員の中で検討を加えて今後進むべき5年、10年の計画にしてまい

りたいということで今のところ考えております。以上です。 

10番議員 答弁いただきましたけれども、まず長期計画作るにはね、町長まだちょっ

と情報不十分だというように感じておられるというふうに私取りました

し、それから予算のほうとしては基本的に印刷製本で、職員の中でね、た

たき台と言うのですか本文というのですか作っていきたいというふうな答

弁だったというニュアンスでいいのかどうかと思いますけども、私そうい

う中で町長ね、先程も言いましたけどどういう長振ね、目指しているかと

いう点がやはり一番新しい町長としての伺いたいわけですよ、というのは

第5次の長期基本計画はもちろん見られたと思うんですけれども、最初に基

本構想と基本計画そういった中で基本理念なんかが謳われているというこ

とで、町民憲章が基準になってて第5次は、それで町民憲章の実現のために

なんだうんだかんだというようなそういう基本計画になっているんですよ

ね、それであとはその基本計画を実際にやるのに対して予算がどうだとか、

補助金がどうだとかそういう実行計画という中で6次が作られているとい

うんですけれども、私はやはり一番その考えてもらいたいのは、もちろん

町民憲章の実現というのはもちろんその通りでありますけども、問題は何

をやるかと基本計画の中でのね、その夢がね、なかなか見えないんですよ。

農業振興にしても商業振興、観光、林業、子育てやいろいろそれぞれの分

野で進んだり具体化されている部分もあるんですけれども実際に何をする

かという点での噛み砕きというんですかね、一歩一歩というんですか、そ

ういうものから長期計画の中でね、なかなかこう夢を持ったあれが見えな

いということで、町長まだいろいろ、職員の意見も聞きながらということ

もあったんですけれども、ただこれまでも町長も努力してもらって役場の

中で町民の皆さんにお集まりいただいてこういろいろ意見をいただいたと

いいうような努力もされながら、まだ不十分だというような中身でありま

すけれども、そういったなかでどういうふうにしてさらにこう町長、不十
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分といいますかそういったのをこう進めていこうとしているのか町長の腹

の中で結構ですから答弁していただければというふうに思います。 

町  長 今、井出薫議員の仰いました町民憲章の中にはこの素晴らしい自然を大い

に生かしそして老人から子供まで皆が幸せな町であるということを謳って

あると、私が5つの中のものを総まとめするとそういう感じを受けておりま

す。それはまさにその通りでありまして、一つ一つの問題を定義化してい

くということがこれからの計画には必要ではないかと思います。昨日も渡

辺議員の質問の中にありましたけれども、やはり農業がこれから白菜をず

っと作り続ければ良いのかとか、それから実際に若い農業後継者が相談に

来て冬場の仕事についてはというような相談にも来ております。そういっ

たものは着実に進めていかなければ、農業の衰退というものは確実に来る

と思います。それから商業につきましては私は駅通りの活性化というもの

を謳って町長にも立候補しました。小海線の小海、私どもにとっては大切

なものでありますし、それから小海の顔であり看板であると思いますので、

その辺の充実も図りたいと、それからさらには工業の誘致というものは

中々厳しい部分であろうかと思いますけれども、憩うまちを初めまして着

実な手ごたえが段々とあります。そういったものを活かしながら誘致とい

うようなものとか、それから果樹等々の弱さが小海町には大変ある訳です

けれども、気候それから土壌等々踏まえた場合に決して出来ない施策では

ないかというふうに思っております。また保健関係においても十分とは言

えませんけれども精一杯の努力はしていると思います。また教育問題にお

きましても早急のエアコンということは対処しているわけですが、教育の

底上げというようなものをどういうふうに図っていけば良いかというのは

非常に大切な問題だと思います。また幼児教育におきましても保母さんた

ちの個別の一対一のレクチャーしますと個人面談ですかね、3歳までは非常

にお母さんの手が必要であるというような実感も聞いております。それか

ら小学校へ入るまでの期間の大切さ、これを非常に訴えております。10人

が10人しっかりそういうふうに答えておりますので、私とすればそのへん

の検証もしっかり進めなければいけないと思っておりますし、また度々出

ます八峰の湯の運営、昨日の中で私は翌々年には見方は変えさせていただ

いて何とか黒字にしたいという気持ちでやっているところでございます。

職員もそういうところに向かって進んでおりますので是非、井出薫議員に

もこういうところは意見を良く聞いて集約しろよというような、先程、鷹

野弥洲年議員がやはりチェック機関であるとともに我々は同じ方向を向い
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てこの町を発展させていかなければいけないというような気持でおります

ので、何卒そのへんのところをよろしく申し上げまして私の返答になるか

どうか分かりませんが、腹の中を言えと言われたもので言わせていただき

ました。 

10番議員 町長の思いというのは本当に良く伝わってきまして、町民憲章の中でそれ

ぞれ謳われている。また町長が選挙で公約を掲げられた、そういったもの

に対する思いは良く伺ったわけでありますけども、私はやはり10年間の計

画を立てていくというときに、やはり本当に夢の湧くようなそういう計画

がどうやって作れるかというのが私は一番問われる、それをどうするかと

いうことが今、私は求められてますし、この1年間の中で行政がどう対応す

るかと、それで町長が今言われましたようなこと、それから町民の思って

いるまだ不十分な情報、そういうものをどのようにして長振に生かしてい

くのかと、不十分と町長言われましたけれど、その方法を私は教えてもら

いたいというふうに思うんですよ、それで是非また役場の中で町民の皆さ

んに集まっていただいて、2回だかやってもらっただよね、どういう意見が

出たとかそういうような資料が私の手元には無いもんでね、ちょっと分か

りませんけれども、アンケートと結果はみんな配っていただいて見ていま

すけれども、是非私は町民の声をどう捉えるかと、それから職員の皆さん

のプロとしての声、先程、基本的なところは職員で作りたいと言いました

けれども、条例の中にも長振を企画だか何かをするそういう条例がちゃん

とあるわけです。それはもちろんやっていただくんですけども、問題は一

人一人の職員の皆さんがプロとしてこうしたらいいじゃねえか、あーした

らいいじゃねえかと言われるようなそういう場所、また町民の声、こうい

う場所を私はさらにどう作っていくかと、それでいつ頃までにはまとめや

っていきたいかというような話がいずれなってくると思うんですけれど

も、そういったことも含めて計画の策定方針ていうんですかね、そういっ

たものがいつ頃までに作られて我々に提案させていただけるのかという点

も含めてお願いしたいと思います。 

総務課長 お答え申し上げます。今まで町長と町民の皆さまとの懇談会を延べ5回行っ

ております。最後にやったのがIターンの皆さんとの意見交換会ということ

で、これは議事録を残しておりますので、また後程皆さんにご提示したい

と思います。今後なんですが町長もちょっとまだ町民の皆さんの意見をお

聞きするのが不十分だというような話も今したんですけれども、確かもう

ちょっと女性の皆さんの意見も聞いてみたいと、中々女性の皆さんがこう
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いった懇談会を呼び掛けても出てきていただけないという現状もありまし

て、そのあたりも新年度になったところで何とか女性の皆さん各年代の皆

さん集まっていただいて意見をお聞きするような場面もまた設けていきた

というふうに考えております。皆さんに拝聴した意見を基に素案を職員の

ほうで作成をいたしまして、それを役場の中でも係長クラスの皆さんで組

織しております町づくり委員会ですとか、課長等でやっております企画会

というものがございますので、その中で議論しまして素案を作成し、その

後審議会それから関係団体等へ素案を提示をいたしまして修正などを踏ま

えて、12月議会には上程をしていきたいという予定で今のところ計画して

おります。よろしくお願いします。 

10番議員 女性の意見をさらに集めたいというようなことを総務課長申しましたけど

も、今はっきりと策定方針をやっぱり示してもらう必要が私はあると思う

んですよ。12月議会には最後に決める議会ですから、やはりそれ以前にや

っぱり新年度からどういう流れの中で12月議会の議決までもっていくか

と、そういう策定方針を明示してもらいたというふうに思います。それで

予算審議の中で林業アドバイザーの予算という話があった時に、総務課長

から西粟倉村だという説明がありましたけれども、私は西粟倉村の話は前

の町長とは何回も何回も議論させていただき議会でも視察に行ったわけで

ありますけれども、元々あそこは第4次計画という中でその100年の森構想

という話が作られたわけですよ。それで100の森構想というのがどういう事

がきっかけで始まったかといったら、やはり村が過疎で仕事が無いわけで

すよ、若い人たちの仕事が、そういう時に村はどんどん過疎になっていく

と、小海町とある意味で似ていますけれども、そういったときに村にある

資源と、西粟倉村は95%が山林、森だそうです。ですからやはりこれを活か

して仕事を作ったりというようなそういう議論が長振を作る前に本当に役

場の職員さんなんかも含めて若い人たちが2年間も合宿をやったりさ、そう

いう町民総揚げでの議論の中で、この100年の森構想という考え方が生まれ

てきて、それでいわゆる山の木を切るとか、いろいろ仕事をするのにどう

いう問題があるかとか、そういう一つ一つの分析をした中で今のこの戦略

の中で活性化を図っている訳ですよ。それでただ単に木だけでなくて、今

は環境モデル都市として再生可能エネルギーの導入や省エネ活動、こうし

たエネルギー需給率の向上とか、こういった良質の田舎を作るというのを

長振の中で大きな目標に掲げたわけですよ。ただね私は是非皆さんに考え

てもらいたいのは、こういうことを考えている時には西粟倉村は補助金が
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無かったわけですよ。補助金を基本とした事業をどうするか、あーするか

じゃないと、やはりその村その町にあったところで何をどう実現していく

かという具体化というですかね、こういう部分での町民の声だとか職員の

皆さんのプロとしての動き、こういうものの中で私は100年の森構想という

第4次の西粟倉村の長振は素晴らしいものだと思いますよ。ですからやはり

こういった、折角先進の例も全国にいっぱいある訳ですし、そういった意

味でもやはり小海町も何とかやっぱり頑張っている職員の皆さんもおる訳

ですし、そういった皆さんの声を活かしながら、私はやっぱりね過疎脱却、

脱却は難しいんですけども、やっぱり若い人たちの働く場所をどう作るか

と。やっぱりこれを粘り強く、先程言いました憩うまちこうみでも地域へ

の還元だとかいろいろの部分であると思うんですよ。ですからそういった

部分でも大いに頑張っていただくのは結構だけれどもやはり若い人達が帰

ってきたり、また都会の人達がわが小海町へ来て働く。そういう場所をど

う作るかというものがやはり皆で真剣に考えながら、やっぱり10年先の小

海町の建設を目指してやるというような私はスタンスを持っての情報収集

といいますか、そういった努力が必要だと思うんですども。具体的にどう

するかという部分をもう少し詰めてお願いしたわけですけれど。 

総務課長 只今のご質問ですけれども、井出議員仰るとおり夢のある計画にしていか

なければいけないということは重々承知はしております。また議論を進め

る中で、また町民の皆さんのアンケートの中身等も精査した中で出来る限

り夢のある計画、夢のある計画をするというのは中々大変なことではあり

ますけれども、そういった計画になるようにやっていきたいと。それから

議員の皆さまには6月の議会、それから9月の議会もあります。その中でま

たその都度進捗状況等をお示ししながら12月の議会で議決をいただくよう

な形で考えておりますので、先程ちょっと口が足りなくて一発で12月に行

くわけじゃなくてそういう段階を踏むということでご理解をお願いしたい

と思います。 

10番議員 是非、先程言いましたけれども策定方針、具体的にこの31年をどうやって

進めていきながら第6次の長振を作るかという、そういう流れが我々にも見

えるようなね、そういった計画をまずしっかり立てていただきながら、そ

れの一つ一つの実践をやっていただきたいというふうに思います。それで

町長、私、温泉の検討委員会で言いましたけども、温泉の検討委員会もこ

の間何回か会議を持たせていただきながら、各委員さんから非常に積極的

な意見も出され、改革の意見も出されたわけでありますけれども、そうい
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った一つ一つの出された意見、それから検討委員会でこうしようじゃない

か、あーしようじゃないかというふうに決められたことが具体的に進まな

いというのが今度の温泉検討委員会で指摘されまして、今度の要望事項の

中にも入っているんですけれども、町長も中々そこらへんでの苦しい胸の

内も発言してもらいましたけれども、私はやはり町民の皆さんや職員の皆

さん、こういった皆さんから出された意見を我が町でどう具体化していく

かと、西粟倉村は仕事が無い、森がいっぱいある、じゃこの森で仕事づく

りやろうじゃないかと、仕事づくりやるのに境はわからない、道作れない、

こういう本当に具体化の議論がされた中で長振が作られたわけですよ、で

すから私はやはりそういった町民の声や、職員の皆さんの声が具体化でき

るようなそこらへんのなんていうか議論ていうですか、人の配置って言っ

たらいいかどうか分かりませんけれども、そういった部分での努力をお願

いしたいと町長。それでちょっと怒られるような話ですけれども今年中に

例えば長振がうまく作れないと、中々思うようにいかないというようなこ

とであれば私は来年に回したって良いじゃないかということなんですよ。

と言うのは平成23年の5月に地方自治法の改正によって基本構想を定めて

これを議会で議決しなさいという地方自治法が削除されたんですよ。です

からどうでも地方自治法では長振を作りなさいと、基本計画を作りなさい

という法律が無くなっているわけ、私一生懸命探したけど我が町の小海町

の条例の中にも作りましょうと、こういうことで作りましょうという条例

が町長まだ作られてないんですよ。ただこの当時に長振だとかこういった

ものの議決権を議会に与えているわけ、小海町は条例の中で。ですから議

決権は否定するわけにはいきませんけれど、制定義務というのは条例化さ

れていないわけですよ。ですから1年延ばせなんていう話は、話の段階とし

ての話ですども、例えば総務大臣が改正後もずーっとそのままでやってい

いという通知を出しているんです。それで全国では進んだなんて評価の仕

方はいけないと思いますけれども、この総務大臣の通知によって条例化し

ている訳ですよ、地方基本条例というのを作ってその中で私達はこれこれ

こういう目的で基本計画を作るとそういう条例がきちんと制定しているん

ですよね。ですから私今回この問題は一般質問通告してありませんので、

またいろいろ調べていただきながらこういったこともあるということを考

えていただきながら、また予算、決算かどこかでまた私も聞くような機会

がありましたら、是非お考えを示していただくというような機会を、要望

を出しておきたいんですけれども、最後になりますけれども先程も言いま
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したけれども具体化という点で、もう一回町長の思いをお願いしたいと思

うんですけれども。 

町  長 具体化という件なんですけれども、やはりそれは大変必要な事でありお示

しすることが我々の責務と感じております。しかし私も町長になって驚い

たんですけれども、アンケートしようが集会やろうが比較的その中身が薄

いといいますかおいでになっていただけない。あるいはアンケートも約30%

の回収率だと。お答えいただいた方がですね30%ぐらい。それは数値的には

良いそうなんですよね30%で、ということはもう少し広くアンケートを出す

べきかなという形のものもありますし、それから先程井出薫議員が八峰の

湯の件を話していただきましたが、あれも具体化というところで是非議員

の皆さまには八峰の湯へ行って、皆で行ってですね、現状を視察していた

だきたいと最後私締めくくった覚えがありますが、是非ですね繁忙期にで

すね行って我々も注文をして風呂へ入って実感したところでまたですね具

体化をしていきたいと思っています。したがって多々他のこともあろうか

と思いますが、職員、私含めた中で実態をいかに肌で感じて把握するかと

いうことが大切だと思いますので、そういうものも含めまして具体化の実

現に向けていきたいと思っております。 

10番議員 町民参加、町民参加ということは歴代の理事者の皆さんもずーっと言って

きたということでありますけども、なかなか今町長仰ったように実際に何

かをやってみると町長が言われたような現状だというのが私はその通りだ

と思うんです。ですから私も、ちょっと話が変わるようで申し訳ないんで

すけれども、議会の情報公開という点で私なりに努力したつもりですけれ

ども、それでも町民の皆さんに中々沁みないというのがやはり現状であり

ます。ですからそれをどう進めるかという点では非常に困難だと思います

けども、ただ温泉検討委員会で私、そういう提起、意見したときにそれま

であまり喋っても価値はないと言っていた委員さんが結構喋りだしたとい

うようなことも、町長一緒にいた中で経験されたと思いますけども、是非

そういった困難さをもちろん抱えているわけですけども、良い長振作りと

いう点では私も陰に陽にいろいろ意見提起をさせていただきたいと思いま

すので、また粘り強く作っていきやっていっていただきたいということを

強く要望しまして次に移りたいと思います。次に国民健康保険税について

ということで税の負担を町長どう考えているかというような通告の仕方を

したんですけれども、井出幸実議員からも国保の関係ではぐーっと議論も

ありましたけれども、私はその国民健康保険税について適正な課税かどう
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かという町長の認識ですね、やはりそこらへんがその伺いたいというふう

に思うんですけれども、実は昨日途中で資料出していただきました。均等

割、平等割を無くせば保険料は大幅に引き下がり協会けんぽ並みになりま

すという表を皆さんもお手元にあると思うんですけれども、これ東京だと

か大阪だとか札幌だとかそういうところの資料があったので皆さんに紹介

がてら私お届けしているんですけれども、例えば給与年収が4,000千円4人

家族30才代の夫婦で子供2人と、東京特別区では426,200円だそうです。そ

れで右側に協会と書いてあるんですけれども協会けんぽだと198千円だと

いうの。同じように大阪が419,500円協会けんぽが203,400円、京都が同じ

ように397千円、413千円、札幌ですけれども両方とも205千円と、約協会け

んぽが国保の倍なんです。やはりそういう実態がまずあるということから

みて、我が小海町はどうかという資料がちょっと無くて申し訳ないんです

けども、町長の国保税に対する認識、適正かどうかという点も含めてお願

いしたいんですけれども。 

町  長 只今資料に基づいてご説明いただきました。協会けんぽは約4千万人の加入

者ということでございます。国民皆保険はその数分の一というようなキャ

パシティの中での判断かと思いますが、先日協会けんぽの安藤会長もおい

でになってざっくばらんな話をしたところ、先行きは暗いと大変見通しは

悪いということを言っておいでになりました。井出薫議員の仰る国民健康

保険というものは低所得者のためにあり、そして国民全体の健康を守るた

めの施策であるということでありますが、これも行政とすれば低く抑える

に越したことはないと思いますが、これが我々の勝手に動くものであるの

か、あるいは私が町長に就任した当時、井出薫議員と相談して発したもの

がご指導いただいたというような部分もありまして、私としても慎重に関

わらなければならないということであります。従って意思、あるいは考え

はそういうふうに持っている訳ですけれども出来る限りのことはしていき

たと思いますけれども、やはり世の中のルールに則った部分でやっていか

なければいけないと、それから冒頭申し上げました全てこのキャパシティ

の中で決められている数字、でたらめな数字ではないと思いますが、やは

り低所得者が健康に安心して暮らせるものでなければいけないという認識

は常に持っておりますのでご理解願いたいと思います。 

10番議員 ルールに則ってやはりそれぞれに協会けんぽもそうですし、国保も運営さ

れているという中での判断であり、国保が高いか低いかと適正かどうかと

いう点は町長答弁無かったわけでありますけれども、イメージ的には決し
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て安いものでないという認識をもっておられるというふうに私は勝手に理

解しますけれども、そもそもその町長公的な医療保険、これは国民に平等

に医療をするための仕組みだというふうに私は思うんです。だから加入す

る保険によって負担や給付そこに大きな差があるということは問題だと思

うんですよね。ですから只今申しましたように4,000千円台の話だけ今しま

したけど、2,400千円台でもそうなわけです。協会けんぽと比べると国保は

倍というような状態になっているというのが現状でありますし、そういっ

た中で均等割平等、町長、均等割を下げていただくというような、下げる

でなくて多子世帯ということで、応援事業ということで計画をしたわけで

ありますけれども、この平等割制度、いわゆる人頭税というやつですけど

も、これは歴史は物凄く古いそうです。それでね薩摩藩の時代支配下に琉

球王国で実施された図係というんだそうですけれども、家族の頭数によっ

ていろいろ税を決めたという時代があったそうです。そういう原始的な野

蛮な方式は国保の中では今もこの21世紀のこの時代の中でやっているわけ

ですよ。小海町もそうですね均等割という形で家族の数によって税がかけ

られているということから資料37ページにお願いしておきました国民健康

保険税所得階層及び構成人員と及び税額費用というのが作られ出されてい

ますけれども、見てもらっても分かるとおり中間、4人家族になんかなると

12%から16%と所得に対して一番右側ですけれども、15%、13%所得税だって

地方税だって5%の時代に国保税はこれだけ所得に対して税が高いわけです

よね。やっぱりこうした動きが全国であり、それから加入者のこの間国保

新聞に載っていたんですけれども働く世代が国保に入っていないと、もう

60から上小さい子供たちとこういう構成になってきているということで、

国保の構成そのものからもう課税をしていくのに国保の皆さんにだけ負担

を求めたのでは、昨日幸実議員からも話ありましたけれども存続、続くと

ということが困難になっているということで、これも資料でお願いしまし

て昨日ちょっとあんまり、38ページに出てるの非常に見にくいので先程の

協会けんぽの関係の裏側に刷ってもらいましたけれども国保への公費投入

増を求める地方団体の提言要望ということで、国保が県へ移管になるとそ

ういう流れの中で全国の知事会、それから全国都道府県議長会からいわゆ

る6団体というんですかね、こういう団体の国保制度改善強化全国大会の決

意ということで2012年、それからその後2013年と毎年のように行われ2014

年7月にも全国知事会から今度は公費を国保に1兆円投入してくれとこうい

う要望が出されているんです。それで運協の中でも私言いましたけれども、



 187 

全国知事会の提言がその後も続くというようなことがあり二段目の全国知

事会公費1兆円の投入をという部分で自民党の社会保障制度に関する特命

委員会によるヒアリングの場で全国知事会の福田富一さん社会保障常任委

員会の委員長さんが栃木県知事だそうでありますけども、国民の保険料負

担の公平性と将来に亘る国保財政の基盤強化の観点から総額1兆円の公費

投入の必要性を訴えたというふうにありますし、一番下の段には全国市長

会でもやはりそういう要望が出されたということで、また今の資料の裏側

をひっくり返していただいて、今の東京特別区426,200円、廃止後222千円

になると、この廃止は何を言っているかというと、その上に書いてありま

す均等割、平等割というのを無くせば、なから協会けんぽと同じになるで

はないかという試算表であります。それで時間進んできましたから言いま

すけれども、こういった試算表があり制度の見直しを求めたり国からの要

望を出しながら、今年度いわゆる30年度ですけども、宮崎市や韮崎市こう

いった少なくない自治体がやはり国保税の引き下げをやったと、それから

町長その小海町は多子世帯応援という形で均等割をやったんですけども、

仙台市では所得制限なしで国保に加入する全ての子供の均等割を一律３割

減額したと、やったというんですよ。仙台のほうの県の担当者は仙台市に

どういうことを言われたかは私分かりませんけれども、仙台市はやったと

いうことであり、私はやはり引き続きこうした国保税の引き下げという点

での努力というものは町長にも頑張っていただきたいというふうに思いま

す。具体的な方策というのはこれから相談をしていきたいと思いますけど

も、先程も申しましたように21世紀のこの時代に人頭割とも言われるよう

な頭割りの税金をいつまでもかけることによって国保が過大な負担になっ

ているという現状、それから病院にかかりたくも小海町はないんですけれ

ども保険証が無いと、10割給付しろというような実態も全国では生まれて

いるわけです。それで毎年60何人くらいの方が病院にかかれない、あるい

はかかった時に手遅れで亡くなっているというような現状があるわけです

よ。私は我が小海町でも短期の保険証を出してという対応はしているんで

すけれども、こういった事態にならないようにということから町でも一層

の努力と検討をお願いしたいと思うんですけれどもいかがでしょう。 

町  長 やはり不平等による病人、あるいは病院の利用ですかそういうことはあっ

てはならないと認識しております。また国保税の件につきましては私のほ

うももう少し勉強といいますか中身を掘り下げた中で多い意見を取り入れ

たいと思いますので、やはりもうちょっと研究をさせていただきたいと私
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自身もその件につきましては前向きな検討をしていきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

10番議員 是非、町長またいろいろ研究もしていただきながら、一緒になって相談を

しながら、やはり町で出来る部分という部分のところを見出していければ

というふうに私も思っていますので、またそういった点ではよろしくお願

いしたいというふうに思います。それから最後になりますけども野良猫対

策と、非常にこの対策については私もくどいわけでありますけれども、実

際に野良猫で困っており、またその人はその猫を保健所に出したりして殺

してしまうというようなことが中々できないというような方からの毎回毎

回の切実な願いであります。そういった中でこの間の議会の中でやはりい

ろいろな民間団体なんかとも協議をしながら小海町としても対応を考えて

かなければいけないというような答弁を町民課長からもこの間いただいて

いるわけでありますけども、この間の取組と新年度に向けてどういった対

応をするのかという点を伺いたいと思います。 

町民課長 それではお答えを申し上げます。役場で各区での猫屋敷の状況の把握が困

難であるということで、昨年12月に行われました区長会において各区の区

長さんに調査を依頼したところでございますが、今のところ相談というも

のは役場へは寄せられてございません。一方で井出議員さんからも言われ

ましたがホームページの中で犬の飼い方という見出ししかなかったため、

犬や猫の飼い方についてというふうに改めまして動物愛護法の内容等、そ

れからペットを遺棄したものに対する罰金等も記載しました。また猫の飼

い主に対しまして完全室内飼育のこと、それから1頭のメス猫が3年後には

2,000頭に繁殖してしまうことといったことも記載してございます。今後新

年度におきましては効果的な広報活動に尽きると思いますので、さらに工

夫して実施していきたいと考えております。去勢避妊手術を実際行われる

動物病院の紹介や手術の概算の費用等について具体的に周知をしていくこ

とも必要と思います。また野良猫対策としましては無責任なえさやりの防

止が最重要だと考えておりますので、えさやりの現場を見かけましたら役

場に一報をいただいて、あまり頻繁にそういうケースがございましたらま

た保健所の指導を仰ぎながら注意していくことも可能かと考えておりま

す。いずれ役場だけでは状況の把握や十分な対応は困難かと思いますので

住民の皆さまのご協力を得ながら対応を一層進めていきたいと思いますの

でご協力とご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。 

10番議員 まずホームページで言ったことを直していただいたという点では感謝申し
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上げたいと思います。ただ野良猫対策を基本的にその猫は家の中で飼うも

のだという議論は現状を見ないやはり議論だというふうに私は思います。

それからそのえさやりの問題も言われましたけども、えさやりにもやはり

その小さい命を大切にしようというそういう人間的なやさしさの中からそ

ういった行為を行っている皆さんもあるわけでありまして、それをその悪

い者扱いみたいな対応は私は如何なものかというふうに思います。そうい

った点でこれからの対応の中でもそういった点は気をつけていただきなが

ら、NPOだとかそういった皆さんの活動、小海町ではまだ無いわけでありま

すけども佐久市あたりでは頑張っておられる皆さんもおるという点からし

ますれば、そういった皆さんのご意見も伺いながら我が町では何ができる

かという観点を持って進めていただくことが大事ではないかというふうに

思います。そして何よりも町民の皆さんからも是非役場のほうへ実際その

猫で困っているというような実情を挙げていただくというような、先程広

報活動ということで言われましたけれども、そういった点での努力をして

いただきながら、やはり最終的には町長どうしても去勢避妊と言いますか

そういう道を進んで行かなければ私は基本的には解決しないというふうに

思うんですよ、ですから後はどういう活動をした中でやるかという部分が

求められていると思うんですけども、そこいらへんも含めて町長の答弁を

お願いしたいです。 

町  長 動物愛護ということは大変これ大切なことだと思いますけども、人間の生

活を壊してまでという話にはいかないと思います。先日テレビ放映であり

ました小学校5年生がクラウドファンディングによるSNS等々の呼びかけで

100匹を超える猫を自力で捨て猫を引き取って、そして飼い主さんを見つけ

てというような行為をしているというような実例もありますので、そうい

ったものを掘り下げて研究した中で、やはり愛護の精神にのっとった施策

を立てていきたいと思っております。 

10番議員 私は先程の女の子の話も聞きましたし、それからどこだかの旅館では猫で

そういう話もありまして私はやはりそういったいろいろな経験を活かしな

がら、私は町民の皆さんに町長、愛護法で謳っている1,000千円の罰金を払

わせるようなそんな環境は早くやめさせなければいかんというふうに思っ

ていますので、是非努力をお願いしたいと思います。最後にこれで一般質

問終わりますけれども、この間町長とは3回の議会、今日は4回目の一般質

問での議論させていただき、地方自治とは住民福祉の向上だとか、あるい

は先程の捨て猫の対策から小さな命を殺さないこと、あるいは中部横断道
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と迂回路という議論をしてきました。そして何よりも一番先に職員の残業

代を増やすという予算の中で説明資料が不十分じゃないかという議論をし

た経験があります。今度の予算を見ても、また全協の中でもいろいろ言わ

せていただきたいと思いますけども、是非こういった間の議論も生かして

行政で中でやっていただけるということを私としては強く要望しまして一

般質問を終わりたいと思います。 

副 議 長 以上で第10番 井出薫議員の質問を終わります。 

以上で今定例会の一般質問は終了いたします。 

なお、今後の予定といたしまして午後1時15分から現地視察を行います。ま

た現地視察終了後、全員協議会を行いますのでよろしくお願いいたします。

これをもちまして散会といたします。ご苦労様でした。 
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平 成 ３ １ 年 第 １ 回 

小海町議会定例会会議録 

「第 １８ 日」 

＊ 開会年月日時  平成３１年３月２２日  午後２時００分 

＊ 閉会年月日時  平成３１年３月２２日  午後４時０２分 

＊ 開会の場所  小 海 町 議 会 議 場 

 

    会 議 の 経 過 

○ 開    会 

議 長 皆さんこんにちは。平成 31 年第 1 回小海町議会最終日の開会にあたり

まして一言ご挨拶申し上げます。昨年の夏は猛暑であり今年の冬は今の

ところ雪が少なくて今後の水不足が懸念されるところであり移りゆく

季節に不安を感じる昨今であります。本定例会は 31 年度の予算議会で

あります。黒澤町長の施政方針が行われ総額 517,000 千円余の当初予算

案が提出されました。一般質問は 10 名の方が行われるなど活発な質疑

が行われました。理事者側から提出されました予算案などに対し、議会

も二元代表制に則りしっかりとした質疑が行われたものと考えており

ます。またお互いの立場による意見の相違が生じるのは必然の事であり

健全なものであると理解しております。行政も議会も平成 31 年度が 

小海町のため、小海町の町民の皆さんのためとなりますようお互いに切

磋琢磨しながら黒澤町長の掲げる新しい時代に柔軟に対応し、積極的に

挑む元気な町づくりに期待を致すところであります。 

ただ今の出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、

これから、本日の会議を開きます。 

○ 議事日程の報告 

議 長 本日の議事日程は、お手元に配布申し上げたとおりであります。 

議会事務

局  長 

お知らせいたします。観光交流センター所長ですが所用により遅れる

ということですのでよろしくお願いいたします。 

日程第１ 「諸般の報告」 
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議 長 日程第１、「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告は、議事日程つづり 3ページに申し上げてございます

ので、ご確認の程をお願いいたします。以上で「諸般の報告」を終わり

ます。 

日程第２ 「行政報告」 

議 長 日程第２、「行政報告」を行います。 

町長から行政報告をお願いします。 

町長、黒澤 弘 君。 

町  長 ご報告申し上げます。本日 3月 5日より始まりました議会最終日という

ことでお願いします。また小中学校、高等学校の卒業式そして 3 月 26

日には我が町の宝であります小海町保育所の卒園式があり、私も本当に

心に残ります初登庁の 26 日、また同日に佐久広域連合第 1 回定例会が

行われます。そして 4月になりますと 3日が保育園の入園式、4日が小

学校中学校の入学式となっております。以上報告させていただきまし

た。 

議 長 以上で町長の行政報告を終わります。 

他に行政報告がありましたらお願いいたします。 

 教育長 【高校入学者選抜、志願者数、合格者数、進学者数の報告】 

議 長 本日、会議事件説明のため出席を求めた者は、町長、副町長、教育

長、会計管理者、各課長、教育次長、所長であります。 

○【議案の上程】 

議 長 それでは、順次議案を上程いたします。 

日程第３ 「議員派遣の件」 

議 長 日程第３、「議員派遣の件」を行います。 

事務局長に朗読を求めます。 

(事務局長朗読) 

議 長 朗読が終わりました。お諮りいたします。 

議事日程つづりの 4ページに申し上げた「議員派遣の件」のとおり、議

員を派遣したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 
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(異議なし) 

議 長 ｢異議なし｣と認めます。 したがって、議事日程つづりの４ページに記

載のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 

日程第４ 議案第４号 

議 長 日程第４、議案第４号 

「小海町過疎地域自立促進計画の一部変更について」を議題といたしま

す。 

本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、委員長

より審査結果の報告を求めます。 

総務産業常任委員長 新津 孝徳 君。 

(委員長報告―可決と決定) 

議 長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

(質疑なし) 

議 長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第４号を採決いたします。委

員長の報告は、可決であります。 

議案第４号を委員長報告のとおり、決定することに賛成する方の挙手

を求めます。 

(挙手多数  反対 9 番議員、) 

議 長 挙手多数と認めます。したがって議案第４号は、委員長報告のとおり可

決することに決定いたしました。 

日程第５ 議案第５号 

議 長 日程第５、議案第５号  

「小海町個人情報保護条例の一部を改正する条例について」を議題とい

たします。 

本案については、総務産業常任委員会に付託してありますので、委員長

より審査結果の報告を求めます。 

総務産業常任委員長 新津 孝徳 君。 

(委員長報告―可決と決定) 
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〈総務産業常任委員会要望事項〉 

１．議会での町長答弁を課長会議等で検討し、予算に反映されたい。 

２．町政運営に当たっては、丁寧な住民説明を実施されたい。 

議 長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

(質疑なし) 

議 長 ただ今の委員長からの要望事項に対する町長の答弁をお願いします。 

〈総務産業常任委員会要望事項に対する答弁〉 

 ご指摘につきましては課長会議等でしっかりと議論し、議会の意志が行政に反映

されますようやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

議 長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第５号を採決いたします。委

員長の報告は、可決であります。 

議案第５号を委員長報告のとおり、決定することに賛成する方の挙手

を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第５号は、委員長報告のとおり可

決することに決定いたしました。 

日程第６ 議案第６号 

議 長 日程第６、議案第６号  

「小海町地域密着型通所介護施設の設置及び管理に関する条例の制定

について」を議題といたします。 

本案については、民生文教常任委員会に付託してありますので、委員長

より審査結果の報告を求めます。 

民生文教常任委員長 篠原 伸男 君。 

(委員長報告―可決と決定) 

議 長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

(質疑なし) 

議 長 これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

(討論なし) 
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議 長 これで討論を終わります。これから議案第６号を採決いたします。委

員長の報告は、可決であります。 

議案第６号を委員長報告のとおり、決定することに賛成する方の挙手

を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第６号は、委員長報告のとおり可

決することに決定いたしました。 

日程第７～１４号 「議案第７号～議案第１４号」 

議 長 日程第７、議案第７号から日程第１４、議案第１４号については一括し

て議題としたします。 

本案については、予算決算教常任委員会に付託してありますので、委員

長より審査結果の報告を求めます。 

予算決算常任委員長 鷹野 弥洲年 君。 

     （委員長報告―可決と決定） 

議 長 委員長報告に対する質疑は、全議員出席の委員会でございますので省略

したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

(異議なし) 

議 長 これより議案第７号「平成３１年度小海町一般会計予算について」の討

論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

２番議員 平成 31 年度の小海町一般会計予算につきまして私は非常に疑問を多々

感じているところがございまして、反対の立場で討論させていただきた

いと思います。その理由としましては一点目は本予算の歳入に関しまし

て財政調整基金の一般財源化という問題が生じておりまして、国・県の

条例には拡大解釈でその交付税は担保されたというふうに理解してお

りますが、町の条例につきましては必ずしもこれを本当にクリアにして

いるかどうか定かではありません。ただ 27 年度、28 年度等におきまし

て一般財源として使用されているということをベースにして今回これ

が上程され採択されたわけですが、それでは何のための条例であるの

か、その意味が問われかねない。またいったん拡大解釈を始めるとそこ

に歯止めがかからなくなるという危険性がありますので、これについて

はいささか大きな疑問が残るということで一つの反対理由と致ししま

す。もう一点用地の確保について見通しが定かでない憩うまちこうみの
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拠点施設整備につきまして明らかに用地取得及び賃貸借その中身は分

りませんけれど、そういう予算が想定されていないにも関わらず

20,000 千円の改修費が予定されております。これはやはりきちっと地

元説明を果たして予算の見通しを立てた上で予算というのは用地利活

用の賃貸の予算等当初立てた上で明らかに大丈夫だという見通しの上

で改修費を想定するのが前提ではないかと。財政貸し借りが不透明な状

況で予算計上をして万が一貸し借りの見通しが立たない場合に非常に

大きな赤字を残すという懸念があるからというのが二番目の理由でご

ざいます。この案件は町営住宅の建設にあたっても例えば 12 月の定例

議会で 15,000 千円の買収費が計上されたが、それが必ずしも地権者の

希望する額ではなかったということで上程が下されて改めて 1 月の補

正予算で組まれるとこのことが全然反映されていないということで事

業計画の見通しの甘さがあるのではないかと。その甘さの上にたった改

修予算というのは如何のものかと考えております。併せて今回の先ほど

の総務産業常任委員会で懇切丁寧な説明が求められましたが、それらに

ついても必ずしも十全の対応が出来ていないと。出来ない上で町営住宅

の建設費が上程されていると。これは例えば誰が入居するのかと入居者

の想定の答弁も当初の答弁からだんだん間口が広がっている現実があ

ります。これも事業計画の当初の事業計画の曖昧さが予算計上に反映さ

れている結果ではないかと思います。したがって緊急を急ぐテーマでな

いので私はこの予算計上に対してもう少し精査をした上で実行すべき

ではないかと思いまして反対の意見にかえさせていただきます。以上で

ございます。 

７番議員 本件につきましては賛成の立場で討論いたします。私は町議会議員を勤

めさせていただいて間もなく 6年が経過しようとしております。そんな

中で初めて議案の修正動議がなされる経験をいたしました。結果は賛成

少数で否決されました。31 年度予算は新たな事業が上程されておりま

すが議員の質問に明確に答弁できないケースも目立ちました。補助金を

出すにもその根拠が明確にされていなくて後日要綱等が出される例も

ありました。私は今予算は大変疑義を感じておりました。そして私と同

じ考えの方が例年になく多かったです。では何故修正動議は否決された

か。それは黒澤町長が初めて編成した予算だったからです。黒澤町長の

実質的なスタートだからと思慮した議員が多かったからだと私は考え

ております。本予算を心底是としたのではございません。何故今回の予

算案に疑義を感じたのかと申しますのは、調査研究が足りないからと私

は思慮します。子育て支援など小海町は他の自治体よりも充実している
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と思います。それは人口減少が進んでいる小海町にとって定住促進を進

める政策だからと思います。今回上程されました小海町大学等進学支援

事業要綱はただ単に高校を卒業する家庭の経済的負担を軽減すると謳

っています。高校を卒業しても予備校に進む者は対象外、そして中途退

学してもそのペナルティもない。しかも親が町内に居住していればその

対象になり将来的に小海町に戻って来るなどは要件になっておりませ

ん。今まで小海町は定住促進という大きな目的の中で各種の補助等をし

て町づくりを推進してきたが今回は内容が違うと私は考えております。

だから町内からばら撒きではないか、不平等ではないかといった疑問が

もたれております。将来的見地からの人材の育成に寄与することを目的

と謳っておりますが、ばら撒き、不平等等の不信感が出るのはやはり調

査研究が足りないからだと私は思います。町長は小海発東京、東京発小

海に繋がる道の駅を新年祝賀式で述べられました。その道の駅の調査費

も予算に計上されておりません。町長の 2年目は調査研究を徹底的に成

し、公約実現を目指すものと私は認識しております。地方自治体は二元

代表制であります。町長は政策を提案し、議会はそれを審議調査して町

民の皆様の福祉向上を目指します。そしてその政策が実現するためには

役場の職員の力量にかかってくると考えております。本会議の議案質疑

を振り返った時に幹部職員の力量に疑問を持たざるを得ませんでした。

本予算に私は賛成の立場ですが今後幹部職員はもっと切磋琢磨する必

要があると感じております。幹部職員の資質によって町の行方は決まり

ます。幹部職員の更なる資質の向上を強く要求しまして私の討論は終わ

ります。 

９番議員 私は今予算に反対の立場で討論いたします。黒澤町長初の新年度当初予

算ということで施政方針でも元気な小海町を作るために新年度からは

積極的に施策を進めてまいりたいと言われましたように、これまでも進

めてきた事業に加え新しく町営単身者雇用促進住宅建設、空家対策移住

体験施設、買物弱者対策の移動販売事業、チャレンジ支援事業、作業所

ひまわりの加工施設工事・施設建築、元気高齢者支援事業、林政アドバ

イザーの派遣、大学等進学支援金制度、小中学校・保育園・児童館・楽

集館等のエアコン設置、小中学生の給食費半額など私達議会からも提案

したこともいくつあり、スピード感ある積極的な予算と言えるかもしれ

ません。そのことは評価したいと思います。しかし移動販売事業や林政

アドバイザー派遣などいくつもの事業説明で内容の曖昧さを強く感じ

ました。まだまだ肉付けが必要で時期尚早ではないかと感じます。中で

も単身者雇用促進住宅建設については 1 月の臨時議会の内容とは全然
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違うものになってきました。介護職員や保育士の人材不足が深刻だから

佐久大学から研修先として町で受け入れらるように、そして就職しても

らえるように、こうみの里にも保育園にも近い場所から、近いからちょ

うどいいというような説明を受けました。ところが 3月議会では佐久大

学とは言ってないだとか、夫婦 2人でも住めるようにとか、役場職員が

という話まで出てきたわけです。質疑をするたびにいろいろ話が膨れ上

がっていく、ターゲットは誰なのか、この町営単身者用雇用住宅という

事業そのものが変わってきているわけです。これから第 6期長期振興計

画の策定が始まろうとしている中です。その中で審議を深め、内容の濃

いものにしてからでも遅くないのではないでしょうか。勿論スピードを

求められている事業もあるわけですが、もう少し丁寧に一つ一つの事業

を進めるべきだと思います。元気高齢者応援事業や多子世帯支援事業や

人間ドック補助など本来の目的は何処にあるのか、本来町が果たすべき

福祉の役割、事業の目的をはっきりさせ内容を精査する必要があると思

います。そして無理な事業計画が最初から財源不足を見込まなくてはい

けないような予算編成になってしまったのではないでしょうか。財政調

整基金の使途が間違っていました。私自身も町の積立金条例を今回のこ

とで学ばさせてもらいました。条例からはずれているということが分か

った以上、今回だけはいいということにはなりません。私は今回の予算

はもう一度精査し直し、より良い事業になるよう進めていただきたいと

思います。従って今予算には反対しまして討論といたします。 

12 番議員 本予算案に反対の立場で討論させていただきます。予算決算常任委員会

において本案を賛成多数で可決した中にあって、私はその予算決算常任

委員会の委員長としてその決議に反する意見を述べることには一面に

おいて矛盾もありますが、委員会においては委員長は自身の意見を主張

することができませんでしたので、この場で意見を述べさせていただき

ます。まずこの平成 31 年度予算は黒澤町長になられて初めての当初予

算であり新しい事業も多くも盛り込まれ積極的な想いのこもったもの

でありました。しかし予算決算常任委員会で様々な点において、只今他

の議員からも討論がありましたが問題点が指摘されておりました。例え

ば大学等進学支援金事業におきましては確かに親の負担軽減にはなり

有難いものではありますが、一方で公平性を欠けるのではないかという

指摘もありました。私は平成 21 年 9 月に一般質問で町の人口流出を防

ぐため大学など卒業後に小海町に返ってきた人の奨学金返済の減免制

度を設けるように訴えてきましたが、当時は前例もなく全くそのような

考えには耳も貸してもらえませんでした。人口流出の危機感もなく無視
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をされてきました。その後も機会のある度にこの減免制度を導入するよ

うに訴え続けてきました。最近になりようやく前例が出来 30 年度から

奨学金返済支援補助金事業として取り入れてもらいました。これは町の

人口減少が続く中で一人でも多くの人に小海町に帰って来て欲しい、人

口減少を防ぐものでありました。小海町の若者に帰って来て欲しいと願

を込めたものであります。しかしながら新年度予算の進学支援金は全く

理念の異なるものであります。また元気高齢者支援事業におきましては

文字通り元気な高齢者に商品券を贈るものでありますが、その要件が介

護認定を受けていないことが条件になっております。これは根本的に考

え方が違うのではないかと思います。誰しも介護を受けるようにはなり

たくないと思っております。かつて国民健康保険加入者に対して病院に

かからない人、保険を使わない人に記念品を贈ってきたことがありま

す。しかし見直しがされ今では何処でもやっておりません。病院への受

診抑制に繋がり早期の治療を妨げるものでありました。改め言うまでも

ありませんが、予防と早期発見、早期治療が大切であると気づいたから

であります。高齢者の健康を守るには介護予防こそが大事であり加齢と

ともに身体の衰えにより運動機能が落ちてきたら早目に支援を行うこ

とが大事であります。わずかな身体の痛みのために行動範囲が狭まって

きますが、早目に支援を行なうことが早目に手助けを行なうことが機能

の維持になり悪化を防ぐことになるのです。こうした見地から介護保険

を受けることを抑制するような施策には断じて同意する事は出来ませ

ん。一例を申し上げましたが本予算において様々な事業に取組まれてき

ましたが、その要綱や背景となる基本的な考えに課題があるのではない

かと思います。更に問題なのはその財源の多くが基金の取り崩しによっ

て手当てされていることにあります。委員会でも目的が明示されないで

一般財源化することが問題となりましたが、指摘を受けその後財源の充

当先を示されました。私は来年度以降も続くような事業に財源確保もさ

れない中で、基金の取り崩しが行われていくことに問題があると考えま

す。新しい事業に取組むのであれば先ず財源を確保してから取組むべき

であります。先日の新聞でもある町で財源の確保がされていない予算案

が一部否決されたと報道さておりました。小海町の基金残高は 29 年度

決算書によりますと 3,478,000 千円となっております。一方で町債の

29 年度残高は 4,375,000 千円となっております。依然として 900,000

千円借金が多いわけです。ただ町債の中には過疎債などにより利子を含

めた償還金への補助がありますので、将来負担率からすると問題ないと

いうことですが、そうは言っても借金は借金であります。公債費つまり
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償還金及び利子は年間 503,000 千円と歳出の 12.8％を費やしているの

も現実であります。歳出の 1割以上を借金返済に充てているわけであり

ます。自主財源の乏しい町にとって有利な過疎債を借りるなとは言いま

せんが、まだまだ全く心配のない健全財政であるとは言い難いわけであ

ります。そういた中で31年度予算は繰入金として地域振興基金141,000

千円、財政調整基金 136,000 千円合計 277,000 千円の財源を基金の取り

崩しによって賄われるわけであります。このように財源を基金取り崩し

に頼るような予算案は問題があると思います。明らかに財政の悪化を招

くものであります。先人の理事者や議会の皆様が大変な努力をして健全

財政に向けて取組まれて今日に至ってる中で、方向転換ともいえる本予

算には先輩の理事者や議員の皆様に申し訳ないとの思いもあります。ま

た私は今定例会の一般質問において理事者には予算の編成、提案権があ

り意志決定は議会であり、また議会はチェック機関であり批判と監視を

行うのが議会の役割で議員の責務であると訴え、議論を重ね合意形成を

していくことがより良い町づくりに繋がると理事者と議会の在り方に

ついて再確認をさせていただきました。このような中で議員としての使

命を果たさないのは町民を裏切ることであり、私自身の心情真意に背く

ことになります。私は黒澤町長と以前から親しい間柄であり、応援もし

ています。しかし情を挟むことは避けなければなりません。本予算が通

らなくても町の行政が止るものでもありません。通常経費については町

長の権限において執行されるものであります。そして不備な点について

は修正してもう一度議会に提出すればよいのです。只今申し上げたよう

にひとつには新しい事業の内容について疑問点が多いこと、ひとつには

財源確保が次年度以降も継続される事業に対してまでも基金の財源に

頼っており財政の悪化の懸念があること、またチェック機関としての批

判と監視を行う議員としての使命があること、以上の観点から平成 31

年度予算案に反対の意志表示をするものであり、討論とさせていただき

ます。 

10 番議員 私は本案に反対の立場で討論いたします。「経済事情の変動等により財

源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための経費」こ

の文章を読んだ時、町民の皆さんはどのように判断されるのでしょう

か。今回黒澤町長初めての本格予算を審議する定例会で私は最も象徴的

な出来事だと思います。委員会での審議がストップし、再開された審議

でも答弁できず、休日を挟んだ次の委員会まで審議を先延ばしさせられ

たことは提案者として十二分な考察が感じられず、ルール無視とも見え

る後付答弁は自らの準備不足を穴埋めする以外の何ものでもありませ
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ん。財政調整基金の扱いをこれまでと相談なく変えてしまい、その使い

途歳出を慌てて取り繕う資料を後付で提出する事態となりました。これ

からは財政調整基金の使いみちが予算書では分らないということにな

りました。財政調整基金の一般財源化は我が小海町では止めるべきであ

ります。先ほど来発言があります雇用定住促進事業や元気高齢者応援事

業など元気高齢者応援事業はその要綱を見ると介護保険事業はどうい

うものなのか理解の薄いやり方であります。ひまわり加工施設工事は楽

集館の調理室を改修する事業ですが、以前加工所の皆さんがお願いした

時の理由を「壁を作り限られた団体なら保健所もよし」と提案説明をし

ながら町長は「最終的には北側に出入口を作り、多くの団体の皆さんに

使用してもらうようにする」と答弁されました。私はこうした議会の経

過を見た時、31 年度一般会計予算案は多くの部分で準備状況、職員の

対応、態度からみてルール無視の思いつきばら撒き予算となっていると

考えます。深い考察の末、改めて提案していただくよう本案を反対と致

します。 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第７号を採決いたします。 

委員長の報告は、可決であります。 

議案第７号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙手

を求めます。 

(挙手多数 反対 ２番・９番・10 番・12 番議員) 

議 長 挙手多数と認めます。したがって議案第７号は、委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議 長 つづいて議案第８号「平成３１年度小海町国民健康保険事業特別会計予

算について｣の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第８号を採決いたします。 

委員長の報告は、可決であります。 

議案第８号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙手

を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第８号は、委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議 長 つづいて議案第９号「平成３１年度小海町介護保険事業特別会計予算 

について」の討論を行います。  
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討論のある方は挙手をお願いいたします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第９号を採決いたします。 

委員長の報告は、可決であります。 

議案第９号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙手

を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第９号は、委員長報告のとおり可

決する事に決定いたしました。 

議 長 つづいて議案第１０号「平成３１年度小海町後期高齢者医療特別会 

計予算について」の討論を行います。  

討論のある方は挙手をお願いいたします 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第１０号を採決いたします。 

委員長の報告は、可決であります。 

議案第１０号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙

手を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第１０号は、委員長報告のとおり

可決する事に決定 

いたしました。 

議 長 つづいて議案第１１号「平成３１年度小海町水道事業会計予算につい 

て」の討論を行います。  

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第１１号を採決いたします。 

委員長の報告は、可決であります。 

議案第１１号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙

手を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第１１号は、委員長報告のとおり

可決する事に決定いたしました。 

議 長 つづいて議案第１２号「平成３０年度小海町一般会計補正予算（第５ 



202 

 

号）について」の討論を行います。  

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第１２号を採決いたします。 

委員長の報告は、可決であります。 

議案第１２号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙

手を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第１２号は、委員長報告のとおり

可決する事に決定いたしました。 

議 長 つづいて議案第１３号「平成３０年度小海町国民健康保険事業特別会 

計補正予算（第３号）について｣の討論を行います。 

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから議案第１３号を採決いたします。 

委員長の報告は、可決であります。 

議案第１３号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙

手を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第１３号は、委員長報告のとおり

可決する事に決定いたしました。 

議 長 つづいて議案第１４号「平成３０年度小海町介護保険事業特別会計補 

正予算（第３号）について」の討論を行います。  

討論のある方は挙手をお願いいたします。 

(討論なし) 

議 長 委員長の報告は、可決であります。 

議案第１４号を委員長報告のとおり、可決することに賛成する方の挙

手を求めます。 

(挙手全員) 

議 長 挙手全員と認めます。したがって議案第１４号は、委員長報告のとおり

可決する事に決定いたしました。 

ここで 15 時 15 分まで休憩といたします。 

             （ときに 14 時 54 分） 
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議 長 休憩前に引続き会議を開きます。 

日程第１５ 「請願第１号」 

議 長 日程第１５、請願第１号 

「町道改良工事の請願書について」を議題といたします。 

請願第１号については、総務産業常任委員会に付託してありますので、 

委員長より審査結果の報告を求めます。 

総務産業常任委員長 新津 孝徳 君。 

（委員長報告―継続審査） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

７番議員 継続審査と決定したと今ご報告があったんですけれど、近年小海町議会

は休会中でも各常任委員会開会ということで踏まえてやってきている

わけですので、この継続審査ということはこの次の定例会まで間に継続

審査をする会議を開催する予定はあるのかお聞きします。またそのつも

りで解釈してよろしいですか。 

総務産業 

委員長 

そういうことはまだ予定しておりません。 

７番議員 いつ具体的に開くということではなくて休会中でも常任委員会の開会

は出来るようになっているわけで、開会を開く方向付けというかそうい

うことは検討されて継続審査となったわけですか。具体的に何日にやる

とかそういったことではなくて。 

総務産業 

委員長 

そういったことではありませんで、委員会の内容からいたしまして継続

審査とすることに決定いたしました。 

議  長 これで質疑を終わります。 

議  長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

（討論なし） 

議 長 これで討論を終わります。これから請願第１号を採決いたします。 

委員長の報告は、継続審査であります。 

請願第１号を委員長報告のとおり、継続審査と決定することに賛成す

る方の挙手を求めます。 

(挙手多数   反対 9番議員) 

議 長 挙手多数と認めます。 



204 

 

したがって請願第１号は、委員長報告のとおり継続審査とすることに決

定いたしました。 

日程第１６ 「陳情第１号」 

日程第１８ 「発議第１号」 

議 長 日程第１６、陳情第１号 

「全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方

自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出

することを求める陳情書について」及び日程第１８、発議第１号「全国

知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の

根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書の提出につい

て」は関連がありますので、一括して議題といたします。 

陳情第１号については、総務産業常任委員会に付託してありますので、 

委員長より審査結果の報告を求めます。 

 総務産業常任委員長 新津 孝徳 君。 

(委員長報告―採択と決定) 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 

(質疑なし) 

議 長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから陳情第１号を採決いたします。 

委員長の報告は、採択であります。 

陳情第１号を委員長報告のとおり、決定することに賛成する方の挙手

を求めます。 

(挙手多数 反対 8 番議員) 

議 長 挙手多数と認めます。したがって陳情第１号は、委員長報告のとおり採

択することに決定いたしました。 

議  長 事務局長に発議第１号の朗読を求めます。 

（事務局長朗読） 

議  長 朗読が終わりました。提出者に提案理由の説明を求めます。 

第２番 渡辺 均 君。 

（提出者説明） 

議  長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 
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質疑のある方は、挙手をお願いします。 

８番議員 こんな漫画まで出して地位協定がどうのこうのと。私も戦争は反対、な

らばアメリカ軍には出て行ってもらいたい、基地は反対、みんなと同じ

なんですよ。だが国の生命財産を守るという国の根幹に関わることが絡

んでいるから軽々にものを言うもんじゃないということを述べている

わけです。あなたは、じゃあ国の生命財産をどうやって守りますか。 

２番議員 非常に論理が荒っぽい。日本政府自体が日本人の生命財産を守るために

主権があるんです。その主権が侵されているんです。それでこのコマの

後半の方に日本はアメリカは本当に守る気があるのか、そこも疑問点が

あるわけです。日本それこそ自分たちの事は自分たちで守ろうと。その

守る委託を日本政府に日本人は与えているわけです。その日本政府がこ

ういうかたちで国民に嘘をついたというか、隠しているという事態が私

は由々しき問題だと思うんですが、私から質問していいんでしょうか。 

８番議員 アメリカ軍がいなくなれば日本が自衛隊を軍隊に棚上げして、格上げし

てそれでもって国を守っていくということですよね。そうなればいろい

ろな問題がまた出てきます。辺野古の埋め立てどうのこうのと言いまし

たけれど、世界一危険な基地普天間、この事はどのように考えています

か。 

２番議員 私は辺野古の事は一言も触れていません。それで先ほども申しましたよ

うに日本の政府というのは国民の生命財産を守るための政府なんです。

その政府が国民に黙ってアメリカ軍と密約を行ないアメリカ軍が犯し

た犯罪を日本政府が処罰できない。このことは全く篠原議員の質問をお

返ししたいと思います。 

８番議員 普天間にしろ、普天間はアメリカは返すと言っているんですよね。その

代りにどっかに代わりの基地を作れないかということなんですよ。今言

ったこういった話は国防の根本から話さないと。オスプレイ我が国の上

空を飛ぶことは反対、私も反対ですよ。基地いらないですよ。アメリカ

軍が出ていく。勿論私も賛成ですよ。だけどそういうことが簡単に言え

ますかということなんですよね。今言った戦後 70 年日本はアメリカ軍

に守られてここまで来て、それでもって簡単に地位協定がどうのこうの

と、私はそれぞれの考えがあるから致し方ないと思いますけれども、要

は国民の生命財産を守るということはそれだけに国力、軍隊が無いと駄

目なんですよ。もしアメリカ軍がいなかったら日本は本州だけしか残っ

ていないだろうと北方 4島ソ連、佐渡から向こう対馬、韓国だか中国だ

か知りませんが、島はみんな取られちゃうんじゃないですか。尖閣諸島
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も中国が挑発をしてきたけれども、何故あれ以上手が出さないかという

ことは勿論ご存知ですよね。そういう私は今言ったようにオスプレイ反

対、そりゃそうですよ。飛ぶか飛ばないと言ったら飛ばない方がいいで

すよ。でもオスプレイも訓練しなければならない。国民の生命財産を守

るためにやるべきことはやらなきゃ駄目。その根本が今、日米安全保障

条約になっているんですよ。だからそれを駄目なら順に政権を変えるな

り何なりして順に変えていくということでここでもって地位協定がど

うのこうのと話をしても私は全然意味がないと思います。それよりみん

なで国民の生命財産を守ることを議論したほうがいいと思います。それ

とずれますけれど原発、原子力発電の事はどう考えていますか。 

12 番議員 議長、提出者に対しての質疑であって反対なら反対で討論の時言えばい

いことであって質疑とちゃんと分けてやって下さい。提案理由に対する

質疑を行なっているわけですから。 

８番議員 はい、質疑を以上で終りにします。 

議 長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いします。 

(討論なし) 

議 長 これで討論を終わります。これから発議第１号を採決いたします。委

員長の報告は、採択であります。 

提出者の説明のとおり、発議第１号に賛成する方の挙手を求めます。 

(挙手多数 反対 ８番議員) 

議 長 挙手多数と認めます。したがって発議第１号は、原案のとおり可決され、

関係機関に提出することといたします。 

日程第１７ 「陳情第２号」 

議 長 日程第１７、陳情第２号 

「町道崩落復旧工事と町営雇用促進住宅事業の説明を求める陳情書に 

ついて」を議題といたします。 

陳情第２号については、総務産業常任委員会に付託してありますので、 

委員長より審査結果の報告を求めます。 

 総務産業常任委員長 新津 孝徳 君。 

（委員長報告―不採択） 

議  長 委員長報告に対する質疑を許します。 

質疑のある方は、挙手をお願いします。 
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９番議員 只今委員長より不採択の報告がされたと思います。何故不採択なのか陳

情書にあります①から⑦に関して委員会の中で一つ一つ審議がされた

のか納得が出来る内容だったのかお答えください。 

総務産業 

委員長 

議論は大変熱心にしていただきました。そして陳情書の核である説明が

不十分というところについては、町側が丁寧な説明をするということで

そういうこととなりましたので不採択としました。 

９番議員 1 月の臨時議会で 3人が反対をしました。私自身も未だに疑問が残りま

す。特に進入路の土地の問題、現所有者と町の管理責任の問題、住宅用

地の後付、本当に緊急性があったのかなど本当に十分な説明がされ、反

対された議員の皆さんは納得したと言われたんでしょうか。お願いしま

す。 

総務産業 

委員長 

十分議論いたしましたので納得したと解釈しております。 

９番議員 本当にそういう内容でいいのでしょうか。みなさん町民に対しここにあ

る疑問に一つ一つ答えられるのでしょうか。この陳情は町道崩落復旧工

事と町営雇用促進住宅について町が町民への十分な説明をし、地域住民

の理解と協力が優先されるよう議会でも慎重審議をして下さいという

中身です。とても理解の得られる審議がされたとは言い難い内容です。 

10 番議員 本陳情書に併せて委員会では「丁寧な住民説明を実施されたい」という

要望がされまして、この間何回か行われたということで他の場所で私考

えて説明してもらう場所がないので、議長もしあれでしたら行政側でこ

の間どのように取組んでいるかという説明を設けていただければ有難

いですが如何でしょうか。 

議  長 では町側より説明をさせます。 

副 町 長 それではこの陳情書の関係というか経過を申し上げます。日にち的には

正確でないので経過だけ申し上げたいと思いますけれど、まずこの陳情

書 3名の方から出ておりまして、これに対する①番から⑦番までの回答

と陳情内容等の回答につきまして町長室で 5 名いらっしゃいまして町

長以下私等で回答を申し上げてございます。回答文章を渡してございま

して、再度この前質問が来ておりますので、今再質問に対しまして回答

文を作っているという状況でございます。あと土村区の役員会がござい

まして、役員会の席に私と総務課長の方で行って今までの経過的な事を

説明しております。今のところそういった状況でございます。 

10 番議員 土村の役員会は何人くらい参加があったでしょうか。 

副 町 長 総区長さん以下各 4つの地区の役員さん 13 名くらいだと思います。 
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議  長 これで質疑を終わります。 

議  長 これより討論を行います。討論のある方は挙手をお願いいたします。 

２番議員 私総務産業の方でこの審査にも関わりまして、町民の請願に対してこれ

を受け止めるのは当然のことであるというふうに考えておりまして、不

採択になったことに対していささかこれでいいのかと忸怩たる思いを

もっております。それで要はこれを決めるプロセスが非常に手順前後し

て住民の方々の従前の理解をほとんど得られていないにも関わらず先

行して行政側が進めてきた経緯があるのではないかということを考え

まして、例えば前段で継続審査になりました馬流区からの道路改修の件

については理事者側が区の総意として持って来れば受け止めるという

ような説明をしております。それを説明するのであればこの案件につい

ても当然町は考えているけれども土村区としてどう考えるかというこ

とを事前に提案してその土村区の意見を踏まえながら用地選定をして

いるのが筋が通った話でございます。片方は土村区総意でやれと片方は

予算付から後付でやると、こういう手順前後でやっている限りこの手の

問題は多々生じるわけでございます。したがってとりあえずこの陳情第

2 号につきましては私はきっちり反対の立場で住民の説明を従前にす

るということに対して賛同を得たいと思って反対の意見を申し上げま

す。 

９番議員 只今の陳情に私は採択の立場で討論します。地権者とのやり取りや責任

問題など不可解な部分が多く予算の方でも先程述べさせていただきま

したが、単身者用雇用促進住宅建設も緊急性を要するものでなくこうい

った不明瞭なやり方が増々町民への不信感を抱くことになるのではな

いでしょうか。先ほども述べましたがこの陳情事項は「町道崩落復旧工

事と町営雇用促進住宅事業について町が町民へ十分な説明をし、地域住

民の理解と協力が得られるよう議会でも慎重審議をして下さい」という

ものです。地域住民はまだ理解して協力するというところまでまだいっ

ていないということなんです。私は町の事業は町民の協力なしにはいい

事業に発展しないと思っています。陳情は町民の皆さんにとっての権利

でもありますが、勇気のいる行為でもあります。簡単な考えから出され

るものではないのです。議員がもう少し陳情の重みを考えるべきだと思

います。この陳情に採択の立場での討論といたします。 

12 番議員 委員長報告は不採択とのことでございますが、私は不採択する必要はな

いと思います。ここに書かれていることは下の 2行のものが主なもので

して、町民に十分な説明をし、ということと議会でも慎重審議をしてほ
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しいということでございます。1 月 23 日の臨時議会において土地を買

うことには可決をされておりますが、その後についてはまだ審議がされ

ていないはずです。そうした中でこうした事業を行うのは当然地元の地

域の住民の合意がなけば進めることができないわけでございます。そう

したことが行政側がきちっと行なっていくことが前提となって議会は

それに同意するのであります。その同意形勢がなされていない中でいろ

んな意見が出てきてこのようにきちんと説明してほしいということで

あればきちんと説明をし議会でも審議すればよいことだと思います。そ

ういった見地から要するにこの陳情は採択すべきだと考えます。以上で

す。 

10 番議員 私も本案を採択の立場で討論したいと思います。先ほど来発言がありま

すように本陳情書の主旨は地域住民への説明と議会も頑張ってこれか

ら慎重審議をしていただきたいという 2点であります。早速行政側の方

ではこうした陳情書に対し委員会の要望にも応えて町長室で 5 名の皆

さんに来ていただいて説明をしたと。また土村の役員会の皆さんにも一

定の説明をしたという報告が只今ありましたけれど、例えば町長室での

5 名の説明に対しては説明と言いますか参加された皆さんは非常に怒

っていると。基本的には文書で答えていただきましたけれども、それに

対する話合いという時間はとってもらえなかったと。それで何か意見の

ある場合には文書で提出するようにと言われたということで、先程副町

長が再質問があったということは文書できたということで私は理解し

ていますが、私はやはりここにも書いてあるように議会の主旨として取

り上げました「地域住民の理解と協力」こういったものを十分に説明す

るようにというのが委員会の私は主旨だと思います。そういった意味で

は文書でとか中には非常に激しい言葉で言われたと、怒っている皆さん

がありましたけれど、やはりそういった点を含めまして議会としてやは

りこの陳情書を採択しないと、委員会で決議がされなかったという側面

がある意味行政側にも高慢な態度を地域住民の陳情者にとっていると

いう側面を現在私は強く感じております。そういった意味からしまして

も行政側が地域住民と一つ一つに事業を力を合わせてやっていくとい

う姿勢でいくように私は議会としては本陳情書の主旨を理解し採択す

べきであると強く主張したいと思います。 

議 長 これで討論を終わります。これから陳情第２号を採決いたします。 

委員長の報告は、不採択でありますが、可決の方をはかる原則により 

可決について採決を取ります。 

陳情第２号を採択することに賛成する方の挙手を求めます。 
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(挙手少数  反対 3・4・5・7・8・11 番議員) 

議 長 挙手少数と認めます。 

したがって陳情第２号は、委員長報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。 

議 長 次に各常任委員長、議会運営委員長から、それぞれ閉会中の所管事務等

の調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとお

り、閉会中の所管事務等の調査に付することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議 長 「異議なし」と認めます。 

したがって、各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとおり、閉

会中の所管事務等の調査に付することに決定いたしました。 

○ 閉    会 

議  長 以上をもちまして、本定例会に提案されました議案に対する審議は、全

て終了いたしました。 

ここで産業建設課長から発言を求められていますのでこれを許し

ます。 

産業建設 

課  長 

大変貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。私この 31

日をもって退職となります。昭和 57 年の 2 月に人事通知書をいただき

ました。小海町技術吏員として旧臼田町の臼田建設事務所現在は佐久建

設事務所になりますが、その中の南佐久土木振興会に派遣を命ぜられま

した。派遣先の振興会では南佐久郡下の国の補助金による土木工事の測

量設計、また昭和 57 年から 6 年間襲来しました台風や集中豪雨により

被災した土木施設の災害復旧のための測量・設計・積算それから査定申

請に 23 年間携わらせていただきました。臼田町が佐久市と合併し、ま

たバブルが弾け政権交代によるコンクリートから人へと時代が変わっ

ていく中、公共事業の減少に伴い平成 17 年 3 月 31 日に南佐久土木振興

会が解散し同年 4月 1日から役場の勤務となりました。役場での勤務は

14 年になりますが、建設係で 8 年、管理職としては生涯学習課長、産

業建設課長を勤めさせていただきました。この間お世話になりました理

事者の方、また議員各位の皆様に厚く御礼を申し上げます。今こうして

退職に当たり思うことはこの間多くの先輩に導かれ同僚、後輩に支えら

れこの日が迎えられたと思っております。心から感謝と御礼を申し上げ

ます。今後は再任用職員としてしばらくここでお世話になりますが、今
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まで長い期間携わらさせていただきました土木に関し誠に浅学ではご

ざいますが、不断に湧き上がるインフラ整備について町民の要望に応え

るべく若い職員へのアドバイスや相談役として務めてまいりたいと思

っております。あと一ヶ月程しますと新たな年号となります。また新た

な時代に向かって新しい町づくりのために微力ではありますが頑張っ

ていきたいと思います。議員各位の皆様の今後の御活躍とご健勝を祈念

申し上げ、退職にあたっての挨拶とさせていただきます。本日はありが

とうございました。いろいろお世話になりました。 

議  長 これにて、平成３１年小海町議会第１回定例会を閉会といたします。 

ご苦労様でした。 

                      （ときに 16 時 02 分） 

 


